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私の中の法整備支援と法テラス

法務総合研究所長　

大 塲 亮 太 郎

　これまで法整備支援に関する国際協力業務に関わってこなかった自分が法務総合研究所

に着任して約３か月経った。３３年を超える法務・検察を中心とする経験の中でも，法整

備支援にわずかながらも接点がなかったわけではないことに気づいた。今の仕事は，将来

もまた回り回ってくるかもしれないので，そのつもりで今は一生懸命励め，ということを

教えてくれる。

　着任後間もない２月１日に，昭島の法務省国際法務総合センターで，第２０回法整備支

援連絡会があった。自分にとって新しい課題の法整備支援に興味津々で，主催者側の席に

いながら，どんな話題が出てくるのかと思いながらの１日。当日のプログラムの中での様々

な講演を聴いていて気になった言葉は「司法アクセスの向上」という言葉だ。２０１５年

９月の国連サミットで採択された国連の持続可能な開発目標ＳＤＧｓ１６・３にも「国家

及び国際的なレベルでの法の支配を促進し，全ての人々に司法への平等なアクセスを提供

する」（ensure equal access to justice）・・・とある。ふむふむ，司法アクセス？

　そうかと思い出したのは，今から１４年前に熱い思いで取り組んだ日本司法支援セン

ター設立のことだった。

　当時，２００１年の司法制度改革審議会意見書から始まった司法制度改革で，政府は２

０数本の法案を提出して戦後最大の司法制度改革が行われた。その一つに総合法律支援法

があり，これに基づいて日本司法支援センター（以下，愛称の「法テラス」という。）を

設立し，使い勝手の良い司法を目指して，法的サービスを提供することになった。当時私

は，内閣の司法制度改革推進本部で裁判所法の改正法案の立案作業を行っていて，同本部

の設置期限ぎりぎりの２００４年の秋の臨時国会で法案を提出し，成立してほっとしてい

たのもつかの間，次は，法務省の総合法律支援準備室で法テラスの立ち上げの仕事に就く

ことになった（後に，法人設立の２００６年４月から１年間法テラス本部に出向）。

　が，いかんせん，新しい全国組織の法人を立ち上げるという自分も周りの人たちも経験

したことのない仕事。業務は，情報提供業務，民事法律扶助業務，国選弁護関連業務，司

法過疎対策業務，犯罪被害者支援業務の５本柱。日本弁護士連合会，日本司法書士会連合

会，財団法人法律扶助協会，最高裁判所などの関係者と知恵と汗を出しながら進む日々。

そもそもまだまだなにをやる法人か世間ではおよそ知られていない時，自分たちなりに司

法アクセスを勉強し，各地で説明したり法律雑誌などに寄稿するときは，法テラスは「司

法アクセス向上」のために，３つの「ない」を解消するための組織です，と説明した。弁
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護士や司法書士を頼むお金がない，法律や相談窓口に関する知識や情報がない，身近なと

ころに弁護士や司法書士がいない。そのために司法を利用できない・・・。これらを解消

するための組織が法テラスです！，と。

　ちなみに，司法制度改革以前は，日本弁護士連合会が設立した財団法人法律扶助協会で

関係者のご努力により長年法律扶助事業が行われていたが，その規模は十分ではなく，ま

た，弁護士が裁判所の支部管内にゼロか一人しかいないいわゆるゼロワン地域が６０か所

程度あり，いわゆる司法過疎地域が少なからずあった。全国規模でワンストップで法律や

相談窓口の情報を提供する制度はなく，我が国の司法アクセスは決して十分なものではな

かった。

　加えて，行政改革の折，新たな全国組織を立ち上げても，それがお役所仕事では社会の

人達は相手にしないだろうから，法テラス自体が親しみやすくないと，結局，司法の敷居

は低くはならず，司法アクセスの向上にはつながらない。そこで，正式な法律名の「日本

司法支援センター」のほかに，親しみやすい愛称が必要だとなって，複数の案から一般の

方にアンケートを採るなどして一番人気の「法テラス」という愛称になった。

  法テラスの自慢の一番の売りは情報提供業務だった。当時，世はコールセンターの走り

でもあり，民間企業では，例えば商品の問合せ対応でも専門オペレーターを配置して，電

話による顧客からの問合せに応えることが行われるようになっていた。そこで，そのよう

な世の動きを掴んだ当時の総合法律支援準備室の知恵者が，いきなりコールセンター業者

に電話をして，コールセンターの仕組みを教えてくれと頼み込んで研究を始めて，本邦初

（あるいは世界初？）の法律に関する情報等を提供するコールセンターを作り上げた。そ

れは，電話応答の訓練を受けたオペレーターが，法律専門家作成の法律関係情報や各地の

相談窓口などの大量のＦＡＱ（Frequently Asked Questions 良くある質問集）を手元に置き，

法的トラブルに悩む人からの電話問合せに応えるコールセンター方式で，これを情報提供

業務の柱にすることにした。全国一律の電話料金のＩＰ電話を使用し，電話番号は，覚え

てもらいやすいように０５７０ー０７８３７４で，「０５７０ーおなやみなし
0 0 0 0 0 0

」とした。

犯罪被害者支援ダイヤルは，別の対応を要するので，０５７０－０７９７１４で「０５７

０－なくことないよ
0 0 0 0 0 0 0

」とした。

　最近では，コールセンターを「法テラスサポートダイヤル」と呼ぶようだが，多言語情

報提供サービスとしても，英語，中国語，韓国語のほか，スペイン語，ポルトガル語，ベ

トナム語，タガログ語，ネパール語，タイ語の９か国に拡大しており，外国人が増加する

多文化共生社会での司法のアクセス向上に一役買っているようだ。

　２００６年の業務開始以降，法テラスの認知度の向上とともに，コールセンターの利用

件数も上昇し，年間３０万件程度の問合せで今日に至っているという。これまでの法テラ

スの関係者のご努力のたまものであろう。やはり法的トラブルのある人にとって，ルール

（法令）はどうなっているのか，自分のケースはどれに当てはまるのか，自分の家の近く

のどこで法律相談ができるのかなどを電話で応えてくれるコールセンターは，困ったとき

の身近な問合せ先として，司法アクセスの向上に貢献していると言えよう。実際の問題の

2
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解決には，更に弁護士や司法書士などの法律の専門家にお願いすることにはなろうが，法

的トラブルに巻き込まれた自分の立ち位置を教えてくれる法テラスのコールセンターは心

強いはずだ。

　法務省は２５年前から，学界，ＪＩＣＡ，日弁連などとともに，アジア諸国への法整備

支援活動を行って民法や民事訴訟法などの法律の起草支援，法律の運用支援，人材育成等

の法整備支援に力を注いできた。さて，法律はできても，法律専門家はもちろんのこと，

それを利用する国民が，容易に，司法制度や法令の情報にアクセスできなければ，画餅に

帰する。

　最近知り合った法整備支援を実践している人たちの中に「大塲所長は法テラスにいたの

ですね？」と以前の私を知る人がいた。はいはい，立ち上げの１年だけですが・・・。

話を聞くと，昨年，ＪＩＣＡの研修プログラムには，司法アクセスをテーマとしたものが

あり，カザフスタンやネパールなど６か国からの参加者は，法テラス訪問や仙台にある法

テラスのコールセンター見学もし，好印象を持って帰国したという。また，西アフリカの

コートジボワールでは，法テラス勤務の経験を有する弁護士が，ＪＩＣＡの長期専門家と

してコールセンター創設に携わったとか。そのような話を聞くにつけ，日本もなかなかや

るではないか，当時いいものを作ったのだなあと感慨にふけるところだ。

　これまで日本の関係者の長きに渡る努力により，実体法や手続法の法整備支援を行って

きたが，併せて，司法制度へのアクセスを阻むものの解消に向けての営みも重要であり，

その点でも，歴史は浅いが法テラスの経験を有する我が国が貢献できる場面は決して少な

くないであろう。

  もちろん，法テラスのコールセンターの例は，司法アクセス向上の一例に過ぎず，この

ようなものが当該国で受け入れられるかどうかは，国の事情によって全く異なるはずだ。

ただ，情報提供という点では，これだけ携帯電話やスマホを中心とする通信回線の発達し

た時代には，これを利用する方法は，手頃でかつ有効な司法アクセスのツールになりうる

のではないかと思う。

　

　法整備支援に関する国際協力業務に直接縁がなかったと思っていた自分も，このように

回り回って「司法アクセスの向上」で頭の中がつながったような気になった。加えて，国

際協力部やアジ研などの研修施設や矯正施設の入る昭島の国際法務総合センターは，かつ

て法務省大臣官房施設課長をしていた２年間，完成した今の姿からは想像できない立入禁

止のフェンスに囲まれた雑木林の現地をどのような施設にするか，どのようにして地元の

方々の理解を得るか，何度も足を運んで取り組んだ施設だ。地域に根ざした国際法務総合

センターとして発展させるため，今度は施設ユーザーの立場で力を注がねばと思う。

　このような自分が昭島での法整備支援に関わることになった。もとより，法整備支援の

内容は，相手国によって，またその時期によっても千差万別であり，すべからくオーダー
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メードだ。その中の司法アクセスひとつをとっても様々であろう。法整備支援に対する情

熱を持った各方面の方々の中で，法務省の職員が法整備支援にできるだけ貢献できるよう，

これまでの２５年間の法整備支援との関わりを，新たな令和の時代にも生かすべく，自分

自身も知恵を絞り，微力を尽くしたい。

4
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Access to Justice：ひとりひとりの権利を守るために 

―司法アクセスに関するＪＩＣＡ課題別研修を通して見えてきたもの―

独立行政法人　国際協力機構（ＪＩＣＡ）　

小　松　健　太1

荒　井　真希子2

１．はじめに―包摂性と司法アクセス

　「No one will be left behind ―誰一人取り残さない」という包摂性の理念のもと，２０１

５年９月に国連で採択された持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals（ＳＤＧ

ｓ））は，１７個ある目標の一つとして「すべての人々に司法へのアクセス（Access to 

Justice）3を提供」すること（Goal １６）を掲げている。この目標は，ひとりひとりの権利

の実現という視点から，「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓの理念を具体化したもの

と考えられ，この「司法アクセス」の重要性は，国際社会でも広く認識されている。

　「司法アクセス」については，様々な考え方が示されているが，紛争を適正に解決する

ための手段（例えば裁判所）を人びとが実質的に利用できるようにするための取り組み，

そのための制度といえる4。しかし，多くの開発途上国では，後述のとおり，「司法アクセス」

の障害となる事由が多く存在し，適切に紛争が解決されず，権利の保障や実現から取り残

されている人びとが多数存在するのが現状である。

　このような背景のもと，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）は，２０１８年度から

３か年の計画で，初めて「司法アクセス」をテーマとした課題別研修を実施することを決

定し，２０１８年１１月に６ヶ国９名5の司法関係者を招いて第１回の研修を日本弁護士

連合会（日弁連）の協力のもと実施した。

　本稿では，上記の課題別研修の内容を紹介するとともに，第１回研修の計画から実施ま

でを振り返り，司法アクセスに関する支援を実施するための視点や留意点，ＪＩＣＡとし

て司法アクセス改善支援に取り組む意味や今後の展開に向けた方向性や課題について，途

上国の抱える課題に焦点を当てながら紹介・考察したい。

　なお，本稿の意見に渡る部分は，筆者ら個人の意見であり，所属する組織や特定の団体

1 執筆時点。ＪＩＣＡ国際協力専門員，弁護士。ミャンマー法整備支援プロジェクトの長期専門家を
経て２０１７年６月より現職。
2 執筆時点。ＪＩＣＡ産業開発・公共政策部 ガバナンスグループ 法・司法チーム課長補佐。ＮＧＯ
及び法律事務所において，日本国内の外国人・難民等の司法アクセス支援に係る業務に従事した後，
２０１６年１０月ＪＩＣＡ入構。
3 Access to Justice の訳語には，「正義へのアクセス」や「公正へのアクセス」とするものもあるが，
本稿では一般的によく用いられている「司法アクセス」を用いる。
4 本稿においての司法アクセスの考え方については，後記２.（３）（a）参照
5 カザフスタン，ネパール，東ティモールから各２名，マリ，ラオス，カンボジアから各１名

寄　稿
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を代表するものではない。

２．課題別研修「司法アクセス」の概要

⑴課題別研修としての「司法アクセス」研修

　ＪＩＣＡの課題別研修とは，日本側から途上国に対して特定の課題をテーマとした本

邦研修事業を提案し，途上国側からの研修参加の要請を得て実施する事業である。日本

のＯＤＡ事業は，途上国側の要請を基本としているが，課題別研修は，日本側からの提

案型の事業の一つとして，日本の知見の国際的な発信にも役立っている。

　このような課題別研修の特性を活かし，日本における司法アクセス向上に係る試行錯

誤の経験や知見を，広く途上国に共有したのが本研修である。日本の経験の共有を通じ，

ひとりひとりの権利を守る社会基盤としての司法アクセスの意味，重要性や制度の整備

を進めるにあたっての視点を参加者と共有するのが本研修の重要な目的であった。

⑵研修プログラムの概要

　研修日程は，別紙１のとおりだが，研修には，①法律扶助協会による民事法律扶助や

弁護士会の当番弁護制度など司法アクセスに関する制度の発展から日本司法支援セン

ター（いわゆる「法テラス」）の設立に至るまでの経緯と現状の説明，②法テラスのコー

ルセンター・地方事務所（宮城），地方弁護士会（仙台），ひまわり基金法律事務所（相

馬）などの見学を通した日本における司法アクセス関連制度の運用状況や司法過疎に対

する取り組みの紹介，③女性，犯罪被害者，外国人，災害被害者といった特に配慮が必

要な人々に焦点を当てた司法アクセス向上の取り組みの紹介，④司法アクセスに関する

国際的な潮流やＪＩＣＡが司法アクセス向上のために行ったコートジボワールにおける

案件6の紹介など参加国にとって制度を構築するための参考情報の提供，⑤参加者から

の出身国における司法アクセスの現状報告や今後のアクションプランの発表などが含ま

れている。

⑶本研修の特色

　本研修の委託先である日弁連の国際交流委員会には，本研修の実施のため，プロジェ

クトチームが結成された。司法アクセスをテーマにした課題別研修は，関係者にとって

も初めて行うものであったため，筆者らを含めたＪＩＣＡの担当者も参加して，十数回

にも渡るプロジェクトチームの会合が開かれ，準備が進められた。２週間という限られ

た日程のなかで，日本における司法アクセス改善に向けた取り組みの歴史と現状をでき

るだけ網羅的に紹介し，参加者の司法アクセスの意義や重要性に関する理解を深め，参

加者による関連施策の検討が促されるよう工夫が凝らされた。その結果，参加者からも

概ね好評を得，今後予定される２回の研修もこの延長で実施する方向となっている。実

施された第１回研修を振り返り，あらためて途上国の現状と課題をふまえて整理してみ

ると，本研修のプログラムの特徴としては，以下のようなものが挙げられる。

6 原若葉（２０１７）「西アフリカ・コートジボワール共和国における法整備支援と司法アドバイザー
の活動について」『ICD News』第７２号７-１７頁

6
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（a）途上国の現状と広義の司法アクセスへの意識・配慮

　「司法アクセス」という概念の意味するところを裁判所による法的な権利の救済と

狭くとらえると，法廷における代理権の保障を中心とした裁判所による事後的な救済

のみが司法アクセスの対象とも考え得るが，司法アクセスをめぐる途上国の現状と課

題に鑑み，司法アクセスの概念をもう少し広くとらえるべきではないかと考えた。も

ちろん，裁判所による事後的救済は，司法アクセスの核心ではあるが，途上国支援の

文脈においては，より広く，司法アクセスには，紛争に至る前の予防的な救済も含み，

また，ＡＤＲや交渉といった裁判所によらない解決も含むと考えてよいと思われる7。

裁判所や裁判官の数がそもそも少ない，交通手段が十分に発達していないために裁判

所に物理的にアクセスすることが非常に難しい，汚職などの問題が深刻で必ずしも裁

判所の紛争解決機能が十分に発揮されていないなどの課題を抱える途上国において

は，人びとに広く紛争予防・解決の手段を提供し，人びとの権利の保障・実現手段へ

のアクセスを提供するという意味で，このように司法アクセスを広義にとらえること

が妥当と思われるからである。

　このように司法アクセスを広義にとらえると，紛争が生じた，あるいは生じるおそ

れがあるときに人びとが最初に接触する機関（いわゆる最初のアクセス・ポイント）

が彼らの権利の保障にとって非常に重要となってくる。本研修において，この点に関

する日本の取り組み・知見の提供は充実したものであった。すなわち，最初のアクセ

ス・ポイントとなる法テラスのコールセンター，法テラス宮城地方事務所，仙台弁護

士会，相馬ひまわり基金法律事務所，東京パブリック法律事務所，東京ウィメンズプ

ラザなどをそれぞれ訪問し，法情報の提供，法律相談などの受付や基本事項の聞き取

りの方法，手続の流れ，業務上の留意点などについて説明がなされた。また，コート

ジボワールにおいてコールセンターを設立し，法情報提供サービスを立ち上げたＪＩ

ＣＡの支援を取り上げ，オペレーター用の Q ＆ A 集や市民向けのパンフレットなど

の紹介も行った。このような最初のアクセス・ポイントには，多種多様な，ときには

法的な相談にも該当しないようなものまで持ち込まれることになるので，情報提供す

れば足りるもの，法律相談など次のステージに進むべきもの，適切な機関を紹介すべ

きものなど，適切に交通整理をして，対応をすることが非常に重要である。当事者か

ら相談が持ち込まれてからの細かい対応方法や法情報の提供のために必要なインフ

ラ，法情報提供サービスの限界などの点について参加者からも鋭い質問があり，この

最初のアクセス・ポイントの問題に対する関心の高さが伺えた。

　もちろん「司法アクセス」自体の意味を参加者自らが考える機会も設けられた。既

述の司法アクセスの意味，特に「Justice とは何か」についての参加者による議論も

7 もちろんこのような解決は，文字通り，正義（Justice）に適う適正・妥当なものでなければならない。
なお，このような司法アクセスの概念については，濱野亮（２０１８）「司法アクセスに関する論点」『立
教法学』第９８号１７７-２２８頁も参考にした。
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なされ，自国における Justice の意味や課題を振り返る活発な意見交換がなされた。

さらに，司法アクセスの意義についての国際的な潮流を扱う講義では，例えば，２０

１２年に国連総会で採択された刑事司法制度における法律扶助へのアクセスに関する

国連の原則及びガイドライン8が取り上げられ，法律扶助には，経済的に困窮してい

る人々などに対する法的助言，援助，代理だけでなく，法教育や法的情報へのアクセ

ス及び代替的紛争解決におけるサービスなどが含まれることなども紹介されている。

　また，例えば，借金の問題を解決できず，家を追い出され，それがもとで体調を壊

し，仕事を辞めざるをえず，さらに借金の問題が深刻化するといった一つの問題が他

の様々な問題に連鎖し，深刻化させるという脆弱性の罠（Vicious cycle of 

vulnerability）の問題も紹介された。このような複雑な問題の解決には，関係機関が，

個々に，また，受動的に対応することでは不十分であり，司法アクセスを担当する機

関が，福祉など他の行政セクターと連携のうえで適切な行政サービスを早期に提供す

ること，そのような機関が当事者のもとに出向き，適切な支援をすること（いわゆる

アウトリーチ活動）が重要であるといった説明があった。このような問題は，先進国

でも十分に解決ができているわけではなく，日本においても比較的新しい取り組みで

ある9。途上国が直ちにこのような体制を整えるのは困難であろうが，司法アクセスの

問題が，ひとりひとりの生活を左右する問題であることを参加者に気づいてもらうた

めには，このような議論は非常に有意義であったと考える。

（b）途上国の開発の段階に合わせた内容

　前述のとおり，課題別研修とは，日本側で途上国の課題を想定したうえで，原則と

して複数の国から参加者を受け入れて実施するものである。したがって，特定の国の

個別具体的な課題の解決を目指すことを目的とする国別研修とは異なり，発展段階の

異なる多様な国々の出身者に対して同時に同内容の研修を実施することになる。今回，

参加した国にも，ＮＧＯや外国のドナーの支援する法律扶助制度があるのみで司法ア

クセスの向上が政府の政策として位置づけられていない国もあれば，公的な組織をす

でに設置して，一定の予算を割り当てている国もある。前者のような国であれば，そ

もそも国が，政策として司法アクセスの提供に責任を負うことの意義を認識し，その

ような制度を設ける必要性を理解してもらう必要があり，また，後者のような国であ

れば，例えば，法律扶助に関する公的組織と地方自治体，弁護士会など他の組織との

連携のあり方を紹介することなどが有用だと思われる。

　このような参加国の多様な状況とニーズに対応するためには，本研修は，司法アク

セスに関するそもそもの考え方から，具体的な制度の構築や運用上の課題にどのよう

なものがあり得るかに至るまで，それぞれの参加者に「気づき」を提供できるものに

8 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/Guidelines_on_Access_to_
Legal_Aid.pdf
9 法テラスにおける福祉と司法の連携については，https://www.houterasu.or.jp/hukushitoshihou/index.
html 参照

8
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する必要があった。このような「気づき」の機会を多く提供していることも本研修の

大きな特徴の一つである。

　例えば，法律扶助協会による民事法律扶助や弁護士会の当番弁護制度に関する講義

は，それぞれ制度の創設，発展に直接関わった弁護士からの経験談に基づくもので説

得力もあり，特にそれぞれのリーガルニーズに対応して制度が発展してきた歴史（例

えば民事法律扶助であれば，６０年代における交通事故事件，８０年代における倒産

事件の増大に合わせて制度が拡張されたこと，刑事であれば，被疑者に対する弁護の

重要性が認識されることに伴い当番弁護士の制度が誕生したこと，日弁連が当番弁護

制度を創立しそれが被疑者国選弁護制度に繋がったこと）の紹介は，参加者の参考に

なったものと考えられる。これらの点については，見学・講義の中でも研修参加者か

ら多くの質問がなされ，活発な意見交換が行われた。加えて，日本において司法アク

セスの中心的な役割を果たしている法テラスの具体的な制度や運用状況については，

法務省や法テラスから説明がなされた。全ての参加者は，司法省職員を中心とした国

家公務員であったため，法テラスの法的地位や国との関係，予算の割当の方法につい

ては，参加者の関心も高く，多くの質問がなされ，今後の制度構築の参考になったも

のと思われる。

（c）包摂性への配慮―脆弱層に焦点をあてた取り組みの紹介

　本研修では，東京ウィメンズプラザ，東京パブリック法律事務所，仙台弁護士会，

相馬ひまわり基金法律事務所を訪問し，女性，外国人，災害被害者，司法過疎地の居

住者など，特有の事情のために司法アクセスについて困難を抱える人々の現状や問題

点に焦点を当てた取り組みの紹介が盛り込まれた。

　例えば，東京都の関連機関である東京ウィメンズプラザ10では，男性優位の社会の

中で身体的にも，社会的にも相対的に弱い立場におかれている女性が抱える特有の事

情に対応した活動の説明がなされた。女性に対する適切な保護・支援を提供するため

の様々な活動（情報提供，ＤＶ相談を含む法律相談等）及びかかる活動を実施する上

での工夫（例えば，ＤＶ事案に備えた避難経路の確保など身体の安全を確保するため

の措置，女性のオペレーターによる電話相談の実施体制等）が紹介された。行政の一

端として，最初の相談窓口として問題を抱えた女性の相談に対応するとともに，シェ

ルター提供などのさらなる支援が必要なケースでは，相談内容に応じてさらに適切な

機関に繋ぎ，連携して支援を提供するシステムが特徴的であり，その運用についての

説明がなされた。

　また，民間組織として，脆弱層の支援に力を入れた特色ある活動を行っている東京

パブリック法律事務所を訪問し，外国人・国際部門において，特に，情報弱者として

周縁化されがちである外国人の司法アクセスに関する活動についての紹介がなされ

10 女性の社会的地位の向上や社会への参加の推進を図り，男女平等社会の実現に寄与するために都条
例によって設置された組織で，男女の平等の推進に関する相談や啓発活動などを行っている（http://
www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/）。
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た。外国人の司法アクセス障害の原因としてあげられる言語や文化・習慣の違いや，

外国人特有の法的問題に対応した支援を提供するため，同事務所では，専門の部門を

置き，多言語での法情報の提供や法律相談を行っている。様々な言語に対応でき，外

国人特有の留意点を踏まえた対応に習熟している弁護士及びスタッフで対応するチー

ム体制が組まれていること，さらに，外部通訳人リストも充実させ少数言語の通訳手

配にも力を入れ，言語の壁をできる限り取り払う努力がなされていることなどが紹介

された。

　災害被害者や司法過疎地の居住者に関しても，同様に，司法アクセスの障害となる

特有の事由が説明され，これらに対応するための仙台弁護士会，相馬ひまわり基金法

律事務所の取り組みなどが現地での見学とともに紹介された。また，被災者支援や司

法過疎地問題への対応における弁護士会や，弁護士会から一定の支援を受けて運営さ

れているいわゆる「公設法律事務所」の役割についても説明がなされた。

　このように社会的に弱い立場にある人々にとっては，それぞれが抱える様々な社会

的な壁が障害となり，正しい紛争の解決に辿りつくことが非常に難しい場合が多くあ

る。国際的な潮流としても社会的弱者に対する司法アクセスが注目されているとの紹

介もなされたが11，このような人びとに特に焦点を当てて司法アクセスを確保するこ

とは，「誰一人取り残さない」というＳＤＧの包摂性の理念を実現させるためには，

不可欠である。

３．今後の途上国支援への示唆

　本研修は，ＪＩＣＡが「司法アクセス」をテーマとして実施した初めての課題別研修案

件であったが，その計画及び実施を通して，今後，ＪＩＣＡが司法アクセスに関する途上

国支援を継続していくにあたっての多くの示唆を得たものと考える。以下では，途上国の

現状を紹介しながら，課題解決に向けた支援の方向性について考察したい。

⑴　複合的な課題と総合的な視点での支援

（a）途上国の抱える課題－段階的・複合的なアクセス障害事由　

　本研修では，弁護士への法律相談や法的手続きの代理業務への援助という司法アク

セスを経済面から支える法テラスの制度紹介がなされ，これには参加者の積極的な関

心が寄せられた。他方で，参加者からは「お金がないから法律相談に行けない」とい

うステージのはるか手前にいる人びと，例えば，自分が抱える問題が法的なものであ

ることを認識していない，何かしらの問題があるとは思いつつも適切な相談先を知ら

ない人びとが多く存在する現状についても言及があり，途上国の抱える課題の複雑性

が示された。

　この点は，様々な調査によっても明らかになっている。例えば，バングラデシュで

実施されたある国際ＮＧＯの調査報告を見ると，過去に法的問題を抱えたことがある

11 例えば「台湾法律扶助国際会議における基調講演」（司法アクセス・レビュー第２０号（司法アクセ
ス推進協会）１２頁）

10

ICD79G-02.indd   10 2019/06/17   15:50:39



が法的助言を求めなかったという人びとを対象に「なぜ法的情報や助言を求めなかっ

たのか」と尋ねた質問に対して，回答の第１位は「助けになると思わなかった」であ

り，実に，回答者の４８％を占めている12。次いで「時間がなかった」が３０％，「ど

こに行けばいいかわからなかった」が２４％であり，「お金がなかった」は４位のわ

ずか１１％に過ぎない。ここでは，経済的困難だけが必ずしもアクセス障害の中心と

はなっていない現状が浮き彫りにされている。

　人びとが自分の問題に気づいてから最終的な問題解決に至るまでには，いくつかの

ステップを経る必要がある。具体的には，問題を抱えた本人が，①自分の抱える状況

が「問題である」と気づき，②それが「法的な」問題である可能性に思い至り，③「誰

かに相談しよう」と発想し，④行政，法律事務所などの最初のアクセス・ポイントに

コンタクトする「行動を起こす」必要がある。さらには，⑤各アクセス・ポイントで

適切な法的支援を受けることができ，⑥裁判所などの紛争解決機関により適切に紛争

解決が図られる，というステップも必要となる。途上国においては，これらの各段階

において，様々な要因から次のステップに進むことができずに司法アクセスの網から

こぼれ落ち，取り残されていく人びとが生まれていると考えられる。

　多くの途上国では，裁判所・裁判官の不足や機能不全という紛争解決のためのイン

フラ不足，法律自体の未整備，法律専門家などの人材不足など，法・司法分野の課題

は多岐にわたる。さらに，その手前には，貧困，低識字率，交通インフラ不足による

移動困難など，司法アクセスを下支えする社会経済的基盤の不足という課題も横たわ

り，直接・間接の障害となっている。これらの課題が複合的に絡み合い，前述のよう

な司法アクセスへの段階的・複合的な障害が生じているため，途上国では，上に述べ

たように，人びとが法的情報や法的助言を求めようとしないと考えらえる。

（b）総合的・包括的な視点からの支援の必要性

　上記の調査結果の例は，司法アクセス向上のための方策として，法律相談にまでた

どり着いた人びとに対する経済的援助にのみ目を向けると，支援の方向性を見誤る恐

れがあることを示唆していると言える。すなわち，法律相談までたどり着く手前の各

段階で取り残される人びとをいかに減らすかという点や，法律相談の後に，裁判所な

どの紛争解決機関でどのように適切に紛争を解決するかという点も，司法アクセスと

いう一連のステップにおける重要な要素である。したがって，この分野に関する支援

を行うにあたっては，このような一連のステップを思い描きながら，全体を俯瞰した

包括的な視点を持つことが必要であろう。

⑵　具体的なニーズの把握－社会調査の必要性とその支援

　これまでに述べてきたように途上国が抱える課題は多岐に渡るため，特定の国がその

政策として司法アクセス向上のための施策を導入・実施する際には，当該国における個

12“Justice Needs and Satisfaction in Bangladesh 2018: Legal problems in daily life”７０頁
https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/07/HiiL-Bangladesh-JNS-report-web.pdf
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別具体的な課題・ニーズの把握が必須であり，そのためには，社会調査の実施が不可欠

であろう。

　日本においても，１９９４年に民事法律扶助の充実を検討するため，法務省が設置し

た法律扶助制度研究会によるニーズ調査等が実施され，さらに法テラス設立後には，法

テラス自身及び日弁連による社会調査が実施されている13。また，法テラスは，２００

６年の運営開始の前年に，２週間，コールセンターの試行をするなど，情報提供業務の

ニーズ把握を行った上で実際の運営を開始している14。このように，日本でも，制度の

前提となる社会調査が実施されているが，このような社会調査による正確なニーズ把握

は，いわば司法アクセス向上の出発点であろう。このスタート地点を誤れば，構築され

た制度も適切なターゲットに届かず，有効に機能しない危険がある。

　したがって，途上国の司法アクセスの改善に係る案件を実施するにあたっては，その

国における具体的なニーズを把握できるよう社会調査の実施に向けた支援をすることが

重要だと思われる15。司法アクセスに関する政策的な裏付けがない国からの参加者もあ

る課題別研修においては，まず，社会調査の必要性を認識してもらうことを第一の入り

口として重要視すべきである。他方，今後の展開として，さらに，特定の途上国を対象

とした国別案件を実施する場合には，さらに一歩踏み込んで，社会調査を行うための具

体的な知識の共有や技術の向上のための研修などの支援を実施することが望ましい。具

体的には，質問事項の作成やサンプルの抽出など，調査の手法までを加えた知見を提供

する研修の実施や，社会調査の実施自体を支援することが有用であると考えられる。な

お，その際には，各途上国が日本とは異なる経済的，技術的状況にあることを念頭に，

即座に，大規模かつ複雑な調査の実施を前提とするのではなく，できる範囲で，簡易に，

まずは何かを始めてみる，という方向性で調査を設計することを提案すべきである。

⑶さらなる支援の発展にむけて－枠組みに応じた支援内容の検討

（a）課題別研修の目的と制度的限界

　本研修は，前述のとおり，課題別研修という枠組みで実施された「気づき」を促す

ことを目指した研修であり，各参加者が司法アクセスの問題を「自国ではどうか」と

引き寄せて考え，個別具体的に考察・検討する機会を与えることに力点があった。そ

のため，参加者は，帰国後には，各国において司法アクセス向上に資する制度構築・

制度改善のための推進力となり，長期的には，各国において具体的な政策立案，制度

設計・構築・運用に繋げていくことが期待されている。

　しかしながら，日本の法テラスが，司法制度改革の一環として関連立法を含めた入

13「日本における法的ニーズ計測の試み（１）」（司法アクセス・レビュー第１９号（司法アクセス推進
協会）１６頁）
14「東京事務所の準備状況と今後の課題」（LIBRA Vol.６ No. ４（東京弁護士会）１１頁 https://www.
toben.or.jp/message/libra/pdf/2006_04/libra0604_p10_p12.pdf）
15 筆 者 の 一 人が参加した司法アクセスに関する国際会議（World Justice Forum IV https://
worldjusticeproject.org/world-justice-forum-vi）でも南アフリカ，インドネシアなどの参加者からは，司法
アクセスの制度を設計するためのニーズ調査の実施について報告があった。

12
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念な準備を経て設置され，大規模な公的な予算措置を受けて運用されていることから

も明らかなとおり，司法アクセス向上の本格的な制度構築には，明確な政策的位置づ

けとその実施を裏付ける予算措置が必要となる。途上国においては，かかる制度構築

の必要性への十分な認識がない中，政策的な位置づけが不十分であったり，必要性の

認識はあっても財政状況が追い付かず予算措置が十分になされていないことが多く，

このような状況下ではできることも非常に限定的とならざるを得ない。各国が具体的

な司法アクセス向上のための制度を導入・改善していくには，上記のような様々なハー

ドルを乗り越える必要がある。

　したがって，このような各国の政策へのアプローチや個別具体的な制度導入・改善

支援という点においては，課題別研修という支援枠組み内で実施できる内容には制度

的な限界がある。課題別研修で提供した「気づき」を，いかに各国個別の制度構築に

繋げ，活かしていくかは，国別の支援スキームに託される課題であると言える。

（b）国別の支援にむけて

　では，本課題別研修において提供した知見を活かした国別の制度構築のためには，

どのような支援内容が考え得るであろうか。前に，司法アクセスに関する支援を行う

にあたっては，一連のステップを思い描きながら，俯瞰的・包括的な視点を持つべき

だと述べたが，そのような観点からすると，具体的には，①人びとの権利への気づき

を促すエンパワーメント，②コールセンターなどによる法情報提供システムの整備，

③行政機関・ＮＧＯ／市民団体・弁護士会等による法律相談などのリーガル・サービ

ス提供，④裁判所やその他の機関による紛争解決機能の向上などといった各コンポー

ネントに対する支援，さらには，これらを有機的に連動させるための支援といったも

のが考えられる。その具体的な支援内容及び方法は，当該国の社会状況によって異な

ると思われるが，優先的課題が何かを社会調査等によって特定した上で，短期的・中

長期的にどのような順序で支援をすることが望ましいのかを整理し，各ステップにお

ける課題に応じた適切な支援を実施することが必要であると考える。もっとも，国別

での支援の枠組みにおいても必ずしも上記のコンポーネントの全てを網羅した支援が

できるわけではなく，様々な制約から，一部分の支援に留まることもあろう。その場

合でも，支援の効果が十二分に発現されるよう，上記のような司法アクセスの一連の

ステップに目配りをしながら案件を進めていくべきことは言うまでもない。

　また，法的問題を抱えても，前述のとおり，法的情報や助言が「助けになる」こと

自体に気づかず，「時間がなかった」と重要性を認識せず，仮に認識しても「どこに

行けばいいかわからなかった」ために司法アクセスの門を叩けずに多くの人が取り残

されている途上国の現状をみると，人びとのエンパワーメントは特に重要であろう。

つまり，基礎的な法教育の充実，すなわち，人びとの生活に大切な権利が法によって

保護されており，それが侵害された場合には適切な救済が受けられるといった基本的

な知識・認識が，人びとの間に広まり，根付くことが重要である。そのためには，一

例として，一般の人びとのコミュニティにアウトリーチしつつ，各コミュニティにお
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いて，上記のような視点に立ち，人びとに身近で分かりやすい言葉で法や権利につい

ての啓発を行うセミナー等の活動が考えられる16。また，このような活動を行う際に

は，各コミュニティに根差した活動の実績を有していて，人びとの生活状況，日常生

じる紛争や直面しやすい生活上の問題の類型・事例，問題を抱えた際の一般的な相談

先などについての実態を熟知している現地の市民団体や国際・国内ＮＧＯ17などから

情報共有をしてもらい，活動の実施方法やターゲット層の設定についての助言を得る

などの連携をすることにより，より適切で効果的な支援を実施することができると考

える。さらに，このような基本的な法教育は，できるだけ年少期から開始する方が根

付きやすい。そのためには，初中等教育の社会科等の教育分野における支援との連携

など，関連セクターにおける支援との連携も視野に入れることが望ましい。

４．おわりに

　ＪＩＣＡは，１９９０年代後半から，民商事分野の法起草支援を中心とした法・司法分

野での途上国支援を本格的に開始し，現在に至るまで，２０年以上に渡り，このような支

援を実施してきた。ＪＩＣＡのこれまでの法整備支援においては，法律や裁判などの法・

司法制度を構築し，それを運用するための政府職員の能力強化などを中心としてきた。し

かし，制度が構築されたとしても，一般の人びとがこのような制度を自身の権利を守るた

めに活用できなければ，せっかくの制度も画餅に帰すことになる。司法アクセスに関する

支援を実施することは，制度の利用者である人びとの視点に立って，法・司法制度が使い

やすく，利用者が満足できるような解決策を与えるものであるかどうかを問い直すことで

もある18。そのような意味で，司法アクセスの向上は，法・司法制度の構築とともに法整

備支援における車の両輪と位置付けることができる。ＳＤＧｓは，法の支配の促進と司法

アクセスの提供を同一のターゲット（１６.３）に含めているが，これは実質的な法の支

配の達成を目指しており，まさに上記のような考えの発現形態と見ることもできる。

　このような司法アクセスの重要性に鑑み，ＪＩＣＡとしても，本課題別研修の実施を通

して得られた知見や示唆，ネットワークなどを生かし，途上国の司法アクセスの向上に向

けた支援に積極的に取り組み，「No one will be left behind ―誰一人取り残さない」という

16 筆者らが２０１８年１２月にミャンマーにおいて視察した UNDP 及び IDLO による Rule of Law 
Centre の Mobile Training の活動はこれに近い例であり，参考になろう。https://www.rolcmyanmar.org/en/
mobile-training
17 筆者らが２０１９年３月にバングラデシュにてヒアリングを行った現地 NGO の Ain O Salish Kendra
は，女性などの脆弱層に焦点を当てた法律相談や調停を実施しており，コミュニティの人びとの抱え
る課題や法的ニーズを熟知した団体の一つである（http://www.askbd.org/ask/）。
18 このような人間中心のアプローチは，また，「人間の安全保障」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/
oda/bunya/security/index.html）の考え方とも重なる。また，司法アクセスに関して同様に人間中心のア
プローチをとるものとして Task Force on Justice （２０１９）“Justice for all” https://www.justice.sdg１６.
plus/report）がある。
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ＳＤＧｓの理念の実現に貢献していくことが求められている 19。今後のさらなる司法アク

セスに関する途上国支援の実施に向け，日弁連，法務省，法テラス等をはじめとする日本

の各専門機関のご協力を賜りつつ，よりよい支援を追求していきたい。

　最後に，本研修の計画及び実施については，冒頭で述べた通り，日弁連の多大な協力を

得ている。この場を借りてあらためて御礼申し上げたい。

19 JICA による法整備支援の概要及び今後に向けた検討については，小林洋輔（２０１９）「SDGs 時代
における JICA による法制度整備支援」『法律のひろば』（Vol. ７２/ No.３）４６－５２頁（ぎょうせい）
を参照されたい。
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 別紙

研修期間：２０１８年１１月５日から１１月１６日

参加者数：９名（ カザフスタン、ネパール、東ティモールから各２名、マリ、ラオス、カ

ンボジアから各１名）

日程

日付 時間 研修内容

１１／５（月）

１０：００－１２：３０ ＪＩＣＡブリーフィング

１４：００－１７：００
コースオリエンテーション
日本の司法制度概要

１１／６（火）

　９：００－１２：００ カントリーレポート発表会

１４：００－１７：００
司法アクセス概説
「司法アクセスの意義」／「国際的な潮流と課題」

１１／７（水）

　９：００－１２：００
日本の司法アクセス①
「司法アクセスの実現とその歩み：民事法律扶助」

１２：００－１２：３０ 日弁連概要紹介

１３：３０－１４：００ 日弁連表敬・視察

１４：００－１７：００
日本の司法アクセス②
「司法アクセスの実現とその歩み：刑事分野における
法律扶助（国選弁護人制度と当番弁護制度）」

１１／８（木）

　９：３０－１０：００ 法務省　司法法制部部長表敬

１０：００－１２：００
日本の司法アクセス③
「司法アクセスに関する国の責任・取り組み」

１４：００－１７：００
特別のニーズのある人々への司法アクセス支援①
「女性、犯罪被害者支援」
（東京ウィメンズプラザ訪問）

１１／９（金）

　９：００－１２：００
司法アクセス制度の導入
「ＪＩＣＡによる司法アクセス支援」

１４：００－１７：００
日本の司法アクセス④
「法テラスとその業務」
（法テラス本部訪問）

１１／１０（土） 休日

１１／１１（日） 移動（東京→仙台）

１１／１２（月）
　９：３０－１２：００ 仙台弁護士会訪問

１４：００－１７：００ 法テラスコールセンター訪問

１１／１３（火）

　９：３０－１１：３０ 法テラス宮城訪問

１３：００－１４：３０ 移動（仙台→相馬）

１４：３０－１７：００ 相馬ひまわり基金法律事務所訪問

１７：００－１８：３０ 移動（相馬→仙台）
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１１／１４（水）
　９：００－１２：００ 裁判所見学（仙台地裁）

１６：００－１８：００ 移動（仙台→東京）

１１／１５（木）
　９：３０－１２：００

特別のニーズのある人々への司法アクセス支援②
「子供、少年、外国人」
（東京パブリック法律事務所訪問）

１４：００－１７：００ 発表準備

１１／１６（金）
　９：３０－１２：００ アクションプラン発表会

１４：００－１５：３０ 評価会・終了式

ICD NEWS　第79号（2019.6） 17

ICD79G-02.indd   17 2019/06/07   9:53:13



【ラオス民法典成立】

日ラオス法司法分野協力関係２０周年 

及びラオス民法典成立記念式典・講演

ＪＩＣＡ長期派遣専門家　

伊　藤　　　淳

１　はじめに

　２０１９年２月１９日及び２０日，ラオス人民民主共和国首都ビエンチャンにおいて，

独立行政法人国際協力機構（以下「ＪＩＣＡ」という。）及びラオス側司法関係機関（司

法省，最高人民裁判所，最高人民検察院，ラオス国立大学）の共催により，日ラオス法司

法分野協力関係２０周年及びラオス民法典成立記念式典（以下「記念式典」という。）及

び同講演（以下「記念講演」という。）が開催された。

　ＪＩＣＡプロジェクト長期派遣専門家（チーフアドバイザー）である当職1は，主催者

側の一人として，ラオス現地において，日本側及びラオス側関係機関と連携を取りながら，

記念式典及び記念講演の運営に携わる機会を得たので，本稿では記念式典及び記念講演の

概要を紹介したい。

　なお，本稿の意見にわたる部分はいずれも当職の私見であり，所属機関（法務省）やＪ

ＩＣＡの公式見解ではない。

２　記念式典及び記念講演実施の背景

　記念式典及び記念講演は，日ラオス法司法分野協力関係２０周年及びその成果の一つで

あるラオス初の民法典成立2を記念して開催されたものである。そこで，まず，記念式典

及び記念講演の概要を紹介する前に，背景事情として，日本とラオスの法司法分野２０年

の歴史について簡単に紹介したい。

　ラオスは，１９８６年に新思考（チンタナカーン・マイ）政策を導入し，経済面では新

経済メカニズムを導入し，市場経済化を促進するための法整備を進めた。ラオスは，当初，

ベトナム，ソビエト，東ドイツ，アメリカ，オーストラリア，世界銀行（ＷＢ），国際通

貨基金（ＩＭＦ），ＵＮＤＰなどの日本以外の国やドナーの支援を受けて法整備を進めて

いたところ，１９９６年に当時のラオス司法省大臣が訪日したことをきっかけに，ラオス

政府から日本政府に対する法制度整備支援の要請がなされ，１９９８年にＪＩＣＡによる

技術協力としてラオスに対する法整備支援が開始された。

1 ２００６年検事任官。２０１６年４月に法務省法務総合研究所教官となり，２０１７年７月に長期
派遣専門家としてラオスに赴任。２０１８年４月より現職。
2 ２０１８年１２月６日にラオス国民議会で承認され成立した。ラオス民法典は，２０１９年５月又
は６月頃に官報で公布される予定で，同公布後１年後に発効となる（本稿執筆時は２０１９年４月末）。

特　集
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　日本の支援は，開始当初はラオスの司法関係者を日本に招いての研修や日本の司法関係

者がラオスに短期で出張してセミナーを開催する短期的な形での支援が中心だったが，２

００３年にＪＩＣＡによる「法整備支援プロジェクト」が開始された後，専門家がビエン

チャンに駐在しラオスの司法関係者と協議しながら民法教科書，民事判決書マニュアル，

検察官マニュアルなどを作成し，その普及を行うような長期的な形での支援を行うように

なった。同プロジェクトは２００８年に終了したものの，法務省と名古屋大学がラオス司

法関係者と協力して調査研究を行うなどの活動を続けた後，ＪＩＣＡが，上記調査結果等

を踏まえて，２０１０年７月，司法省，最高人民裁判所，最高人民検察院及びラオス国立

大学をカウンターパート機関とし，法学教育分野の教材，法司法分野の執務参考資料等の

作成を通じたラオス法司法界の人材育成を目的とした「法律人材育成強化プロジェクト・

フェーズ１」（以下「フェーズ１」という。）3を開始し，同プロジェクト終了後の２０１４

年７月からは「法律人材育成強化プロジェクト・フェーズ２」（以下「フェーズ２」という。）4

を，同プロジェクト終了後の２０１８年７月からは「法の支配発展促進プロジェクト」（以

下「本プロジェクト」という。）5をそれぞれ開始し，現在も実施中である。そして，これ

ら３つのプロジェクト実施期間中，検事や弁護士出身の長期専門家がビエンチャンに駐在

し，ラオスの司法関係者と日々協議をして活動を進めている。

　また，記念式典及び記念講演の中心テーマとなる民法に関する日本の支援は，２０００

年代初頭より将来的な法典の起草を見据え，その人材を育成するため，ラオス民法理論の

研究6のための教科書等の作成支援を開始した。その後，ラオス政府が，これらの研究成

果を踏まえて，２０１２年６月より民法典起草作業を開始することを決め，日本は，ＪＩ

ＣＡプロジェクトを通じて，法務省，日本弁護士連合会，大学等の関係機関の協力を得な

がら7，この起草作業を全面的に支援することとなったものである。

　このように１９９８年から続いてきた日ラオスの法司法分野の協力関係，さらには，２

０１２年６月に開始した民法典起草支援の一つの成果として，２０１８年１２月６日，ラ

オス民法典が国民議会の承認を得て成立したことを契機に，日ラオスの法司法分野の協力

関係２０周年及びラオス初の民法典成立を記念し，今後の日ラオスの協力関係の継続及び

更なる発展及び民法典の普及などを目的として，記念式典及び記念講演が開催されたもの

3 フェーズ１の概要は，本誌４４号「特集：ラオス法整備支援プロジェクト開始」を参照されたい。
4 フェーズ２の概要は，本誌６１号「ラオス法律人材育成強化プロジェクトフェーズ２が開始！－基
礎能力向上から実務能力向上へー」を参照されたい。
5 本プロジェクトの概要は，本誌７６号「ラオス「法の支配発展促進プロジェクト」が開始！～中核
人材の育成からより多くの人材の育成へ～」を参照されたい。
6 ラオスでは，民法典起草に取り組む前にも，実質的意味の民法が，所有権法，契約内外債務法，家
族法，相続法等個別制定法の形式で存在していた が，個々の法令間に矛盾や重複などが存在していた。
日本は，ＪＩＣＡプロジェクトを通じるなどしてラオス民法に関する基礎的研究を行いながら，その
結果を「事例問題集」や「モデルハンドブック」といった教材にまとめる活動を行っていた。
7 日本側は，ラオス側からの民法典起草支援要請に対し，大学教授及び実務家による民法典起草国内
支援委員会（ＡＧ）を設置することで学問的実務的観点から支援をすると共に，弁護士出身の長期専
門家がビエンチャンに駐在して民法典起草サブワーキンググループ（ＳＷＧ）の起草作業に対する技
術支援を行ってきた。
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である。

３　感謝状贈呈及び関係機関表敬

　ラオス側は，記念式典等のために日本側関係機関から多数の関係者がラオスを訪問する

ことから，記念式典に先立ち，２０１９年２月１９日午前，ラオス最高人民検察院におい

て「日ラオス法司法分野協力関係２０周年に対する感謝状贈呈式」8を実施した。同式には，

日本側から，法務省を代表して大塲所長らが，日本弁護士連合会を代表して亀田紳一郎副

会長（以下「亀田副会長」という。）が，ＪＩＣＡを代表して米山芳春ＪＩＣＡラオス事

務所長（以下「米山所長」という。）らが，財団法人国際民商事法センター（以下「ＩＣ

ＣＬＣ」という。）を代表して戸上浩一事務局次長（以下「戸上次長」という。）が出席し，

ラオス側からもサイサナ・コートプートーン最高人民検察院副長官（以下「サイサナ副長

官」という。），ブンサワット・ブッパー司法省副大臣（以下「ブンサワット副大臣」とい

う。），プット・シムマラウォンラオス国立大学副学長（以下「プット副学長」という。）

らが出席され，引原毅在ラオス日本国特命全権大使立ち合いの下，ラオス側から，法務省，

ＪＩＣＡ，日本弁護士連合会，ＩＣＣＬＣに対する感謝状9がそれぞれ授与された。

　また，日本側は，その後，最高人民検察院から司法省に場所を移して，サイシー・サン

ティボン司法大臣（以下「サイシー大臣」）を表敬訪問し，その後，国民議会において，

サイトーン・ケオドンディ国民議会法務委員長（以下「サイトーン委員長」という。）を

表敬訪問した。

【感謝状贈呈式】

8 贈呈式では，その他，ラオス側を代表して，サイサナ副長官から日本側に対する２０年間の協力関
係に対する謝意が伝えられ，日本側からも大塲亮太郎法務総合研究所長（以下「大塲所長」という。）
がこれに応じた。なお，ブンクワン・タヴィサック最高人民裁判所副長官は所用により贈呈式を欠席
された。
9 ラオス側を代表して，最高人民検察院カムサーン・スヴォン長官名の感謝状が贈呈された。
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４　記念式典10

　午前中の感謝状授与式及び表敬訪問に引き続き，２０１９年２月１９日午後２時より，

日本とラオスの法司法分野協力関係２０周年と，ラオス史上初の民法典の成立を祝う式典

が，ビエンチャンの国際協力研修センター（International Cooperation Training Center）で開

催された。

　ラオス側からは，サイシー司法大臣，ブンサワット副大臣，ケート・ケティサック元司

法省副大臣（以下「ケート元副大臣」という。）のほか国民議会，政府機関，最高人民裁判

所，最高人民検察院等から約３００名が出席し，日本側からは，松尾弘慶應義塾大学大学

院法務研究科教授（以下「松尾教授」という。）を始めとするラオス民法典起草に関与され

た大学教授（民法典起草国内支援委員会の先生方），引原大使，大塲所長，前田秀ＪＩＣＡ

理事（以下「前田理事」という。），米山所長，亀田副会長，戸上次長ら約３０名が出席し，

その他，UN Resident Coordinator の Ms.Kaarina Immonen（United Nation Development Plan）

を始めとするLuxemboug Development Cooperation Agency（Lux DEV），The Asia Foundation（Ｔ

ＡＦ），Agence Francaise de Developpment（ＡＦＤ）等の国際機関，各国大使館の専門家や

職員多数名が出席した。

　記念式典では多数の方がご挨拶をされたため，そのすべてを本稿で紹介することができ

ず，一部のご挨拶を紹介することでご容赦いただきたいが，サイシー司法大臣は，開会挨

拶の中で，ラオスにおける法の支配の発展に係る日本の貢献に対し謝辞を述べると共に，

ラオス法司法界の今後の課題である民法典の普及，刑事・民事判決の改善，法学教育や国

立司法研修所における法曹養成研修の改善に対する日本の支援11に対する期待を述べら

れ，日本側からも，引原大使が，開会挨拶の中で，ラオスの民法典は「ラオス人の，ラオ

ス人による，ラオス人のための民法典」であり，その普及に向けてＪＩＣＡの技術協力プ

ロジェクトを通じるなどして協力していくつもりである旨述べられ，さらに，大塲所長が，

開会挨拶の中で，山下貴司法務大臣挨拶の代読として，オーナーシップを尊重する日本の

法整備支援の成果として成立したラオス民法典がラオス社会に根付くことを期待するとと

もに，法務省が取り組む「司法外交」の一つである法制度整備支援をさらに充実させ，２

０１８年１２月に締結されたラオス国立司法研修所と日本国法務省法務総合研究所間の協

力覚書（ＭＯＣ）を活用するなどして成立した民法典の円滑な施行に協力するつもりであ

る旨述べられた。

10 式次第及び主な出席者は，別添１－１の Invitation letter及び別添１－２のPress releaseを参照されたい。
11 本プロジェクトには，民事法ＳＷＧ，刑事法ＳＷＧ，教育研修改善ＳＷＧが設置され，それぞれの
グループが，民法典の理論研究や普及，刑事・民事の事実認定の研究及びトレーニング方法の確立（判
決書の改善），刑事法理論の研究さらには，法学教育，法曹養成カリキュラムや教授方法の改善を目指
した活動を行っている。
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　その後，松尾教授及びケート元副大臣による基調講演が行われ12，さらに，松尾教授が

モデレーターとなり，民法典起草支援委員の野澤正充立教大学教授（以下「野澤教授」と

いう。），森永太郎法務省法務総合研究所国際協力部部長，民法典起草委員会のリーダーで

もあるナロンリット・ノーラシン司法省法律審査局長（以下「ナロンリット局長」という。），

民法典起草委員会のカンペット・ソムヴォラチット最高人民検察院国際協力計画局副局長

による日ラオス法司法分野２０年の振り返り及び今後の展望をテーマとしたパネルディス

カッションが行われた。

　さらに，記念式典はラオス民法典普及活動の一環であるところ，民法典の内容を紹介す

る「民法典の歌」や「アニメーション」も披露された。今後，この民法典の歌やアニメー

ションは，ラオス市民社会への民法典の浸透のために，活用される予定であるが，既にラ

オス国内において，ソーシャルメディアを通じるなどしてラオス一般社会にも少しずつ認

知されているようである。

　そして，最後に，ラオス側がブンサワット副大臣，日本側が前田理事による閉会挨拶が

行われ13，記念式典は盛会に終了した。

【記念式典の状況】

12 松尾教授は，「ラオス民法典は，パブリックヒアリングや国会審議のプロセスに多くの時間をかけ，
多くの人たちの意見を吸い上げて起草したもので，比較法的に見て極めて民主的な民法典であると同
時に国民の民主主義教育の真の学校であり，このような民法典を成立させたラオス法司法分野の今後
について，民法典の普及，国際社会への発信，次回民法典改正への準備を進めることを期待したい旨
述べられ，ケート元副大臣は，民法典の起草は，すでに存在する法律を改訂し，現在の経済社会状況
と一致し，国や党の方針に合致し，統一的かつ明確，そして網羅的な法典をつくることを目標にして
きた，これによって法の隙間を改善し，法の運用において，統一的な理解が進み，より透明かつ公正
になる。」旨述べられた。
13 ブンサワット副大臣は，「記念式典を通じ，両国が友好的な関係の中で築いてきた２０年の間の学び
と経験が，日本とラオス両国のすべての分野における協力関係を更に強固にし，ラオス国民と日本国
民の間の友好の花をより大きく咲かせることにつながると自信をもっており，ラオス政府，そしてラ
オス国民すべて，これまでの日本の支援，協力が多大な成果をあげ，実を結んでいることを高く評価
している。」旨挨拶され，前田理事は，「ＪＩＣＡの支援の成果としてラオス民法典が成立したことを
非常に誇らしく思うと同時に，今後について，①ＳＤＧｓの理念及びゴール１６との関係で，成立し
たラオス民法典によりラオスがその恩恵を受けられるように十分な普及活動を行うこと，②ラオス民
法典起草の過程で蓄積された法令間の矛盾を回避しながら多数の条文を法典化した知見を法制執務の
ルールという形で体系化してラオス国内で共有化するだけでなく他国でも活かすことができるように
すること，③時代に合わせたさらなる改訂を期待したい。」旨挨拶された。
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５　ラオス国立大学における記念講演14

　記念式典の翌日２月２０日（水）午前には，ラオス民法典の大学生への普及を目的とし

て，ラオス国立大学で民法典成立記念講演が開催された。

　記念講演には，ラオス国立大学法政治学部を含む同大学内の１３の学部から教員，学生

約５００名が参加し，参加者には民法典の冊子が配られた。日本側からは，記念式典に引

き続き，大塲所長，松尾教授らが参加した。

　記念講演では，所用により欠席されたプット副学長の代わりにオードム副学長が議長と

なって開会挨拶を行い，その後，ラオス側から，ナロンリット局長による民法典概要説明

が行われ，日本側からも，野澤教授による民法典編纂の意義と課題と題する基調講演が行

われた。そして，基調講演後は，松尾教授がモデレーターとなり，ナロンリット局長，ヴィ

サイ・シーハーパンヤラオス国立大学法政治学部民事法学科長，民法典起草支援委員会の

南方暁創価大学教授による民法典をいかにして学び教えるか，民法典研究における大学の

役割等をテーマにしたパネルディスカッションが行われ，その後，米山所長による閉会の

挨拶により記念講演式典を終了した。

【ラオス国立大学における記念講演の状況】

６　国立司法研修所における記念講演15

　一連のイベントの締めくくりとして，２月２０日（水）午後，ラオス国立大学から約１

０キロメートル離れた場所にある国立司法研修所（National Institute of Justice，ＮＩＪ）に

おいて，ＮＩＪの教員や学生16に対する民法典の普及を目的に，民法典成立記念講演が開

催された。

　記念講演には，ラオス側からは，ＮＩＪ教員，学生，民法典起草メンバー等約２５０名

14 記念講演の式次第，主催者後援者の詳細は別添２のアジェンダのとおり。
15 記念講演の式次第，主催者後援者の詳細は別添３のアジェンダのとおり。
16 ＮＩＪでは司法修習も実施されているが，記念講演当日は，司法修習生が地方での実務修習中で不
在であったため，ＮＩＪの法科大学生が集まった。なお，ＮＩＪにおける司法修習の概要は本誌７２
号「ラオスの法曹養成制度改革」を参照されたい。
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が参加し，参加者には民法典の冊子が配られた。日本側から，ラオス国立大学における記

念講演に引き続き，大塲所長や松尾教授らが出席した。

　記念講演では，ブンター・ソーパーパムミサイＮＩＪ所長が議長となり，開会の挨拶を

行われ，その後，ソムサック中部高等人民裁判所所長による民法典概要，原則，現行法と

の相違と題する基調講演が行われ，日本側から，民法典起草支援委員会の山田八千子中央

大学教授による法律専門職における民法典の重要性と題する基調講演が行われた。そして

基調講演後は，伊藤浩之法務省法務総合研究所国際協力部副部長がモデレーターとなり，

ソムサック・タイブンラック中部高等人民裁判所所長，ドゥアンマニー・ラオマオ司法省

経済紛争解決センター長，民法典起草支援委員会の大川謙蔵摂南大学講師による将来法律

専門家になる学生にとっての民法典の重要性について事例説明を交えたパネルディスカッ

ション及び学生との質疑応答が行われた。そして最後に大塲所長による閉会の挨拶が行わ

れ，記念講演を終了した。

【国立司法研修所における記念講演の状況】

７　終わりに17

　以上，概要ではあるが，日ラオス法司法分野協力関係２０周年記念及びラオス民法典成

立記念式典について紹介させていただいた。

　日ラオスの法司法分野の協力関係は，開始当初より，ラオスの歴史，文化を尊重し，ラ

オスの社会に根付く法律や制度の構築，これらの法律や制度を適切に運用できる法律人材

育成を目指して実施されており，２０年前も現在も変わらない。そして，これまでの日ラ

オスの協力関係の歴史が雄弁に物語る通り，社会に根付く法律や制度の構築，これらを運

用できる有為な法律人材の育成には非常に時間がかかる。もっとも，ゆっくりであるもの

のラオスの法司法分野は確実に進歩している。

　記念式典や記念講演の際，日本側ラオス側関係者が口をそろえて，「２０周年は通過点

17 本稿でご紹介した各イベントの概要，イベントの際に披露した「民法典の歌」，「民法典のアニメ」
などは，以下の本プロジェクトのフェイスブックでも紹介されているので参照されたい（https://www.
facebook.com/jica.legal.laos/）

24

ICD79G-03.indd   24 2019/06/07   10:00:51



であり，今後が重要である。」旨述べていた。この点はブンサワット副大臣も記念式典に

おける閉会の挨拶で言及していたが，今回の記念式典及び記念講演を通じて，当職を含む

日本側ラオス側関係者が改めてそれを認識したと考える。

　上記点を再認識できたという意味でも記念式典及び記念講演は非常に有意義なものであ

り，この場を借りて，ご協力をいただいた関係各機関の皆様に御礼申し上げる。そして，

当職は，ラオスと日本の法司法分野の協力関係の今後を担うものの一人として，重責では

あるものの全力でその責任の一端を果たしたいと考えている。
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ラオス法整備支援２０年とその成果としての民法典

慶應義塾大学　

松　尾　　　弘

１　ラオス民法典の特色－民主的な民法典

　はじめに，日本のアドバイザリーグループを代表し，２０１８年１２月６日，ラオス民

法典が成立したことを心よりお祝いし，関係者のみなさまの長期間にわたる粘り強い努力

と協力に対し，心からのお祝いと敬意を表します。この日，奇しくもラオスと日本の法整

備支援２０周年を祝う会が東京において開かれ，日本時間１８時３０分，ラオス時間１６

時３０分，まさにその開会のタイミングでこのニュースが飛び込んできました。

　ラオス民法典の比較法的特色をひと言でいうと何でしょうか。私は最も「民主的な民法

典」であるという点にあると思います。その理由はラオス民法典の成立プロセスにありま

す。それは４段階に分けることができるでしょう。

　第１は，準備段階です（２００２～２０１２年）。民法典の起草に必要な情報を集め，

起草者の能力を高める準備が行われました。この段階ではラオス民法典の教科書や問題集

が作られました。

　第２は，草案の起草段階です（２０１２～２０１５年）。この段階では，ターラートで

全体構成を話し合い，決定した後，４つのワーキンググループに分かれて起草が始まりま

した。ヴィエンチャン，ターラート，東京，横浜で何度も議論を戦わせ，全８編・約６５

０か条の最初の草案が姿を表しました。

　第３は，パブリックヒアリングをしながらの草案の改訂段階です（２０１５～２０１７

年）。北部・中部・南部でのパブリックヒアリングでは，率直な質問や指摘に対し，起草ワー

キンググループのメンバーが応答し，その結果を条文の改訂に反映させました。また，世

界銀行などからのコメントに対しても，メンバーはその内容をしっかりと吟味して，ラオ

スの国民の立場から，良い点は取り入れつつ，主体的に判断し，対応しました（２０１８

年）。

　第４は，国会審議の段階です（２０１７～２０１８年）。いったん提出された草案に対し，

国会議員から多くのコメントが出され，さらなる改訂が行われました。

　そして，２０１８年１２月６日，ラオス民法典が成立しました。この日，第１の準備段

階を入れると１５年以上に及ぶ作業が１つの区切りを迎えました。私は深く感動しました。

なぜなら，３年かかった第２の起草段階だけでなく，第３のパブリックヒアリングと第４

の国会審議の段階にさらに３年以上の時間をかけ，これほど多くの人たちが意見を述べ，

参加して出来上がったラオス民法典は，比較法的に見ても，最も民主的な民法典であると

いうことができるからです。これは国際社会の共通目標として２０１５年９月に国連総会

で採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ），その目標（ＳＤＧ１６）におけるインクルー

シブな制度（inclusive institutions）を通じたインクルーシブな社会（inclusive society）の構
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築という理念にも合致するということができるでしょう。

２　ラオス民法典の意義－－国民の民主主義教育の真の学校

　ドイツの民法学者ルドルフ・イェーリングは，『権利のための闘争』（Rudolf von Jhering, 

Der Kampf ums Recht, １８７２ ［English translation: Struggle for Law］）の中で，民法を中核

とする私法によって播かれた種が，やがて公法や国際法において実りをもたらすと述べて

います。そして，民法は「国民の政治教育の真の学校」であると述べています。なぜなら，

国民として，そして国際社会の一員として必要とされる権利・義務の感覚は，民法典が規

律する最も身近な日常生活における権利・義務の感覚をベースにして養われるものだから

です。人格権，所有権，債権など，自分にとって最も身近で重要な権利は何かを学ぶこと

により，自分の権利と同じように他人の権利も尊重しなければならないこと，他人に対す

る義務を誠実に実行すること，公共の利益との調和を常に考えるべきことを，最初に教え

てくれるのが民法典です。それは国民に最も身近な法律学校であり，国家に参加する国民

１人ひとりが学ぶべきもので，イェーリングがいうように，「国民の政治教育のための真

の学校」です。民法典によって国民の間に播かれた種が，国際私法や公法や国際法を成長

させ，ラオスの法体系の大木として成長することになるでしょう。そして何より，民主的

なプロセスを経て成立したラオス民法典は，「国民の民主主義教育の真の学校である」と

いうことができるでしょう。

３　ラオス民法典の将来の課題

　しかし，民法典という種を播いただけでは，優れた法体系に成長するとは限りません。

それを強く，大きく育てるためには，水をやり，手入れをする，これからの努力が重要で

す。私は，そのためには３段階の作業が必要であると考えています。

　第１に，民法典の国民への普及です。そのためには，民法典の中味とともに，みんなが

大切にしてきた民主的な制定プロセスを「ラオス民法典制定史」としてしっかりと記録し，

国民がラオス民法典の特色や誇るべき意義を理解できるような資料を整えることからス

タートすべきだと，私は考えています。なぜなら，多くの人に理解され，そして何より愛

されなければ，せっかくの民法典も単なる紙に書かれた文章にすぎなくなってしまうから

です。将来，ラオス民法典が，その制定プロセスを含めて，大学や統一研修所（ＮＩＪ）

で教えられるにとどまらず，中学生たちに教えられている公民の教科書の中にも取り入れ

られることを願っています。

　第２に，国際社会への発信です。ラオス民法典の制定プロセスとその内容は，日本を含

め，外国にとっても関心の対象です。ここでも「ラオス民法典制定史」は大いに活用され

るでしょう。そして，その中から，他国がこれから民法典を作ったり，改正したりする時

に，国民の利益や伝統と国際標準との調和をどのように図るべきかなど，参考になる事項

を抽出し，「ヴィエンチャン決議」として対外的に公表することには，国際社会へのラオ

スのプレゼンスを高めるためにも，有意義であると考えています。
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　第３に，そうした活動を通じて寄せられる様々な反応も取り込んで，さらなる民法典の

改訂に向けた準備を始めることです。そのためには，現在の６３０か条の１条１条につい

て，その趣旨，具体例，現行法との関係，関連裁判例，比較法，さらなる規定の増設や改

正の余地について，入念なレビューをすることが不可欠です。その際には，ラオス民法典

制定における様々な経験や反省も十分に生かされるべきでしょう。

　これらの３つのサイクルが一巡した時，ラオス民法典はラオスの法体系とラオスの法律

学の中心として，さらに大きな大木に成長することになるでしょう。こうしたサイクルの

重要性は，今なお改正を繰り返している日本の民法典にも，同じように当てはまります。

民法典づくりを通じて培われたラオスと日本の友好関係がさらに継続し，お互いの民法典

の成長プロセスを見守ることができることを，願ってやみません。

４　ラオスと日本

　２００２年３月，私が初めてラオスを訪問する前に，バンコクの空港でヴィエンチャン

行きのフライトに乗り換える搭乗ゲートに到着した時の印象を今も忘れることができませ

ん。私は「ここに自分の親戚の人たちがいる」と直感しました。ラオスと日本の間には深

い繋がりがあるに違いないという思いは，ラオスの人々，ラオスの織物やお酒，ラオスの

文化を知るに連れ，ますます深まってゆきました。しかし，私はその謎を解くことができ

ませんでした。ところが，昨年９月，人類学の研究グループが，日本の愛知県にある縄文

時代の遺跡で２０１０年に発見された約２５００年前の人骨の全遺伝情報の解読に成功し

ました。それを他の古代人の遺伝子情報と比較する作業を続けた結果，それは約８０００

年前にラオスを中心に形成されたホアビン文化の民族の遺伝子とほぼ一致することが判明

しました。これはラオス民族の一部が日本列島に辿り着いたという説を裏付ける有力な根

拠とされています（２０１８年９月２日「日本経済新聞」３０頁）。私はこの記事をみて，

「やはりそうだったか」と，１５年以上も抱いてきた私の直感が正しかったことが証明さ

れた気がして，とても嬉しく思いました。その直後，ラオスの民法典が成立したのです。

　ラオスの布，ラオスのコーヒー，そしてラオスの伝統を保持しつつ，技術を高めた製品

が増す中で，ラオスの国際ブランド力は着実に高まっています。おそらくラオス民法典も

そういう道を歩むことを私は信じています。

　これまで長きにわたり，私たちのプロジェクトを忍耐強く見守ってくださった，ラオス

と日本のすべての関係者のみなさまに，もう一度心からのお礼を申し上げます。
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ラオス民法典の概要（総論）

ＪＩＣＡ法の支配発展促進プロジェクト長期派遣専門家　

弁護士　入　江　克　典

第１　はじめに

　日本のラオスに対する法整備支援が開始してから２０年となる２０１８年（１２月６

日），ラオス（人民民主共和国）史上初めての民法典が第８回国民議会第６回通常審議に

おいて承認された1。

　本稿はラオス民法典の概要を紹介するものであるが，本号では，総論として，日本によ

るラオス民法典起草支援の概要，ラオス民法典の内容的特徴，ラオス民法典制定の歴史的

意義及びラオス民法典成立後の課題について述べる。次号では，各論として，ラオス民法

典の編ごとに詳述することを考えている。

第２　ラオス民法典起草支援の概要

　１　起草及び起草支援の方法

　　ラオス民法典の起草作業は，後述のとおり２０１２年６月に開始され，司法省，最高

人民裁判所，最高人民検察院，ラオス国立大学，国民議会，外務省及び商業工業省のメ

ンバーにより構成される民法典起草委員会により行われた。２０１２年の時点において

２５人で編成された同委員会は，民法典が成立した２０１８年１２月時点において４９

人であった。同委員会は，起草アドバイスを中心に行うシニアの法律家や副大臣・副長

官らから構成される起草委員と，実際に原案を作成する比較的若手のメンバーから構成

される起草テクニカルグループに分けられた2。後者（起草テクニカルグループ）は，総

則編及び人・法人編を担当するグループ１，契約内債務編，契約外債務編及び担保編を

担当するグループ２，物，所有権等の編を担当するグループ３，家族編及び相続編を担

当するグループ４に分かれて各担当分野の草案を起草した。各グループにおいて起草さ

れた草案は，随時，前者（起草委員）の確認を経た。国民議会審議時（２０１８年１２

月）においては草案防御委員会が編成され，同委員会が起草委員会に代わって国民議会

1 フランス統治下で編纂された民法典も存在するが（２７編・３４５条），人民民主共和国の成立に伴
い（１９７５年），王政時代の法が廃止されたため，形式的には承継されていない（松尾弘「ラオス民
法教科書作成支援について－１．回顧と展望－」ＩＣＤ ＮＥＷＳ第３０号（２００７年３月）４１頁）。
2 起草委員会４９人の内訳は，１）起草委員として，司法大臣（元・現職含む）３名，司法副大臣（元・
現職含む）３名，元国民議会法務委員会委員長，同副委員長，最高人民裁判所元副長官，最高人民検
察院副長官及び司法省局長３名，２）起草テクニカルグループとして，司法省１３名，最高人民裁判
所９名，最高人民検察院６名，ラオス国立大学３名，国民議会２名，外務省２名及び商業工業省１名
である。
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議員への説明等を実施した3。

　　日本は，ＪＩＣＡの技術協力プロジェクトを通じて長期派遣専門家を現地駐在させ，

起草作業の促進や技術支援を行うとともに，国内支援委員会（民法アドバイザリーグルー

プ：民法ＡＧ）を通じて学術的な観点から支援を行った。民法ＡＧは，２０１０年に結

成され，３１回の会合を実施してきた（２０１９年３月末時点）4。民法ＡＧ委員（２０

１９年３月末時点）は，松尾弘教授（慶應義塾大学大学院法務研究科，２０１０年度よ

り参加），野澤正充教授（立教大学大学院法務研究科，２０１１年度より参加），南方暁

教授（創価大学法学部，２０１４年度より参加），山田八千子教授（中央大学法科大学院，

２０１４年度より参加），大川謙蔵講師（摂南大学法学部，２０１４年度より参加），瀬

戸裕之准教授（新潟国際情報大学国際学部，２０１０年度より参加）及び前田澄子ＩＣ

Ｄ教官（２０１０年度より歴代ＩＣＤ教官により編成）である5。

　　なお，民法典起草委員会は，民法典草案とともに，目的，適用場面（具体例），他国

の民法典に関する情報等についてまとめた逐条解説書（リサーチペーパー）も並行して

執筆しており，日本はこれについても作成を支援してきた。後述のとおりリサーチペー

パーの完成が当面の課題となる。

　２　起草支援の経緯（時系列に沿って）

　　⑴　準備段階6

　　　日本は，ＪＩＣＡの技術協力の枠組みの下，法務省法務総合研究所及び名古屋大学

等が主体となり，２０００年代初頭より，将来的なラオス民法典起草を見据えその人

材を育成し法律学を創出するための民法支援を開始した。２００１年に法務総合研究

所にＩＣＤが設置されて以降は，民法に関するセミナー（民商事法セミナー）が現地

で行われるようになり，契約法や物権法など民法の主要領域を中心に，ラオス法と日

本法その他外国法の比較を中心とした活動が行われた。

　　　２００３年より開始された「ＪＩＣＡ法整備支援プロジェクト」（延長期間を経て

２００８年に終了）では，『民法教科書』が作成された。同教科書は，①総論・総則，

②物権，③債権，④担保という構成で，基本概念や制度の定義などから丁寧な解説が

なされている。民法ＡＧである松尾弘教授及び野澤正充教授は同教科書の作成支援に

も関与している。

　　　２０１０年より開始された「ＪＩＣＡ法律人材育成強化プロジェクト（フェーズ１）」

（２０１４年に終了）では，同プロジェクト形成時より民法典起草を軸に据えた活動

を実施したい旨の要請がラオス側よりあったものの，起草人材の育成及び民法理論に

3 草案防御委員会については法令制定法（２０１２年）４５条及び４６条に規定がある。民法典草案
防御委員会は，司法副大臣（元・現職含む）２名，元国民議会法務委員会委員長，最高人民裁判所副
長官，最高人民検察院副長官及び司法省職員４名で構成された。
4 民法ＡＧが正式に結成される前にも５回の会合を実施している。
5 ２０１３年度のみ西希代子教授（慶應義塾大学大学院法務研究科）が参加している。
6 松尾・前掲注１，松尾弘＝松邑翔太＝杉田彩子「ラオス法律人材育成強化プロジェクトにおける『民
法基本問題集』作成支援から」ＩＣＤ ＮＥＷＳ第４９号（２０１１年１２月）９７頁以下
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ついて研究をさらに継続することとした。

　　　同プロジェクトではまず『民法事例問題集』（２０１２年印刷・全２２６ページ）

を作成した。同問題集では，①不動産取引，②動産取引，③担保，④契約責任，⑤不

法行為，⑥家族法（相続含む）に関する各事例問題についてラオス法に基づき解説す

るとともに日本法を適用した場合の解決例についても付記されている。さらに，同プ

ロジェクトでは，起草支援が本格的に開始して以降も，『民法ハンドブック契約内債務』

（２０１４年印刷・全６７ページ），『民法ハンドブック契約外債務』（２０１４年印刷・

全２６ページ）といった執務参考資料を作成している。

　　⑵　起草段階

　　　前記「ＪＩＣＡ法律人材育成強化プロジェクト（フェーズ１）」の最中である２０

１２年６月８日・９日，民法典起草開始式が行われ，満を持して起草活動が開始した。

まずは，全体構成について協議し，総則を設けること，家族編と相続編の位置，物に

関する編と債権に関する編の先後などが確定され，その後，前述の４つのグループに

分かれて具体的な起草作業が開始された。

　　　ラオス側は，自分たちの手により民法典を創出させるのだという強い覚悟の下，起

草作業を進めた。日本側は，ラオス側の主体性を尊重し，ラオス側が自ら考え自ら手

を動かすことを意識しつつ，起草作業の促進，ラオス側の疑問点の解消の他，基本概

念のインプット，外国法情報の提供等幅広くアドバイスを行った。「ラオス人の，ラ

オス人による，ラオス人のための民法典」の実現に向けて7，ラオス側に常に寄り添い

最大限の後押しを行ったものである。

　　　以上のような支援方法は，民法典の成立後，ラオス側からも高い評価を受けた。ラ

オス司法省ブンサワット副大臣は，日本のメディアからの取材に対し，「日本の支援

が他国と違うのは，他の国は専門家を短期だけ派遣するが，日本は首都ビエンチャン

に常駐させ，ラオスの事情を深く理解してアドバイスしてくれました。両国合作の民

法です」と述べた8。また，ドゥアンマニー・ラオマオ司法省経済紛争解決センター長

は，「日本の法制度整備支援のやり方は，基本から教えてくれる，ラオス人と一緒に

考えるというもので，最終的にはラオス人自身が自分で考えることができるようにな

ります。このような日本の法制度整備支援の方法によりラオス人は自信をつけること

ができました。この自信が今回のラオスで初めてとなる民法典制定につながったもの

と考えています。」と述べている9。

　　　ラオス民法典は，当初，立法計画に従い２０１５年の成立を目指していたため，２

０１４年末から２０１５年初頭に向け起草作業が一層加速した。司法省やプロジェク

7 松尾弘教授は，２０１８年２月２６日開催ローフォーラムにおいて，ラオス民法典を示すキャッチ
フレーズとして「Lao Civil Code by the People, of the People, for the People」と表現した。
8 西川恵「金言」毎日新聞２０１８年１２月１４日
9 伊藤淳／入江克典／ナロンリット・ノーラシン／ドゥアンマニー・ラオマオ「ラオスにおける日本
の法制度整備支援の現状と課題～民法典起草支援を通じて～」法律のひろば第７２巻３号（２０１９
年３月）３７頁
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トオフィスでの会議，首都近郊ターラートでの合宿（通称リトリート）のほか，民法

ＡＧも参加しての現地セミナー（２０１２年８月，２０１３年３月，８月，１１月，

２０１４年８月），本邦研修（２０１３年２月，２０１４年２月，１１月，２０１５

年３月），ＪＩＣＡ－ｎｅｔシステムを利用して行うテレビ会議（２０１３年度は５

回実施，２０１４年度は７回実施，２０１５年度は４回実施）が頻繁に実施された。

　　⑶　意見聴取と改訂作業，１回目の国民議会審議

　　　２０１４年末から２０１５年に約６５０か条の最初の原案が起草されて以降は，南

部パクセー（２０１４年１１月），首都近郊ターラート（２０１５年１月）及び北部

ルアンパバーン（同年３月）において実務家（裁判官，検察官，司法省職員，弁護士

等）を対象とした意見聴取会議を実施し，草案の改訂に活かした。その後，バンビエ

ンでの現地セミナー（同年８月）や３週間に及ぶ本邦研修（２０１６年２月）にて草

案を改善した後，再度，南部パクセーで実務家との意見交換会を実施し（同年３月），

その結果を吟味し条文の改訂に反映させた。

　　　もっとも，起草作業の遅れと国民議会審議のスケジュールの都合で，立法計画上の

目標であった２０１５年までのラオス民法典の審議は実現に至らなかった。その後の

草案改善と，首都ビエンチャン（２０１７年２月）及び南部パクセー（同年３月）で

の２度にわたる国会議員との意見聴取を経て，２０１７年５月に至りようやく国民議

会で審議されることとなったが（同年５月１５日・１６日），国民議会議員や市民に

対する理解促進・説明が不十分であるなどとの理由で不成立となり，２０１８年末の

国民議会で再審議することになった。

　　⑷　さらなる意見聴取，ドナー間調整，２回目の国民議会審議

　　　その後，民法典起草委員会は，南部アタプー（２０１７年１１月）及び北部サイニャ

ブリー（２０１８年２月）にて国会議員に対する説明会を実施したほか，ビエンチャ

ン首都ではベトナム元司法副大臣等を招待した上で国民議会議員等との意見交換の機

会を設けた（２０１７年６月，２０１８年２月）。さらに，ビエンチャン首都にて郡・

村レベルでの意見聴取会やラオス国立大学での意見交換会を開催し（２０１８年４月・

５月），市民の声を民法典に反映するよう努めた。

　　　また，２０１７年１０月ころより，世界銀行グループに属する国際金融公社

（International Finance Corporation: ＩＦＣ）による民法典担保編の改訂に係るコメン

トが本格化し始めた。ＩＦＣは，動産担保取引の活性化を目的として登録による統一

的動産担保制度を導入すること，その実効性を高めるために，動産質や書類による質

等を廃止することを提案した。この提案はビジネス目的以外の一般市民間における取

引実態や利用の便宜の考慮に乏しかったため，ラオス起草委員会は，登録動産担保制

度の有用性・利便性を認識しつつも段階的に同制度を受容していくべきとの考えの下，

民法典ではＩＦＣの提案を殆ど容れることなく，自らの手で起草した担保編をもって

国民議会に提出することとした。

　　　以上のような経緯を経て，ラオス民法典は，２０１８年６月，司法省より政府内閣
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に再提出され，同年８月，政府内閣から国民議会常務委員会に提出され，同年１２月

５日及び６日の国民議会で再審議された結果，賛成多数（賛成１０８，反対１０）で

可決され成立した。

　　⑸　ラオス民法典成立後

　　　ラオス民法典は，国家主席令の発布及び官報での公布を経て，１年間の周知期間を

経た後，発効となる予定である（６３０条）。

　　　もっとも，民法典成立後，本稿執筆現在（２０１９年４月）においても，ラオス民

法典の条文内容に関する国民議会常務委員会との協議が継続し，条文の改訂作業が行

われている。民法典起草委員会によれば，国民議会による承認を経た以上民法典の大

きな構成に関する修正はできないものの，国民議会審議でコメントがあった条文等を

中心に同常務委員会との協議を経て条文が改訂されるとのことである。

第３　ラオス民法典の特色

　１　構成

　　ラオス民法典は全９編６３０条で構成される。第１編は総則，第２編は人及び法人，

第３編は家族，第４編は物，所有権及び物に関する権利，第５編は契約内債務，第６編

は契約外債務，第７編は担保，第８編は相続，第９編は最終条項である。各編の詳細に

ついては次号にて紹介する予定であり，本号では省略する。

　２　内容的特色

　　⑴　個別制定法の承継

　　　ラオスにおいては，実質的意味の民法が，契約内外債務法・家族法・所有権法・担

保法・相続法などの個別制定法の形式で存在している。これらの個別制定法は，１９

８６ 年の新思想（チンタナカーン・マイ）による社会主義的経済管理メカニズムの

導入を契機に，１９９０年代を中心に世界銀行等の支援を受けて立て続けに形成され

たものである。主な法律について述べると，１９９０年に所有権法，契約法，相続法

（２００８年改正），家族法（２００８年改正），契約外債務法（２００８年に契約法

と合わせて契約内外債務法が制定），１９９４年に担保取引法（２００５年に改正），

１９９７年に土地法（２００３年に改正）が制定された10。

　　　ラオス民法典は，原則として上述の個別制定法を承継して編纂する形とした。法は

社会状態の反映であるからそのような形が自然であるし，内容面で連続性がある点は

市民社会への民法典の浸透を容易にするものといえる。

　　　特に，第３編の家族と第８編の相続に関しては，伝統を重視して，現行家族法・現

行相続法を維持しているものが多い。例えば，婚約制度（１４５条），結婚式の規定（１

４８条），裁判離婚の実体的・手続的要件（１７６条・１７７条），僧その他の宗教者

への相続（５８４条）などである。なお，家族編・相続編に関しては，民法典起草テ

10 松尾弘＝大川謙蔵「ラオスにおける民事関係法制に関する調査研究」（２０１５年〔平成２７年〕３月）
１１頁以下　http://www.moj.go.jp/content/001147824.pdf
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クニカルグループが，現在の社会状況に合わせ個別法上不明瞭であった部分を解消す

るため新たな草案を起草していたが，起草委員において家族法・相続法を維持すべき

であるという見解が強く，（残すべき伝統であるか否かに関わらず）多くの部分で個

別法の規定のまま残置された。今後の民法典の改正に向けて，時間をかけて国民的議

論を行い，残置すべきものとそうでないものが選別され，より洗練された家族編，相

続編に進化することが期待される。

　　⑵　新たな概念，新たな規定の導入11

　　　ラオス民法典は，前述のとおり，原則として個別制定法を承継する形での編纂され

たものであるが，個別法には存在しなかった新たな概念，規定も導入されている。以

下のとおりいくつかの観点に整理する。

　　　ア　まず，体系的な整理という観点から，総則（第１編），法律行為（１５条），代

理（第１編第４章），法人（第２編），占有（第４編第２章）の規定等が置かれた。

例えば，契約内外債務法（２００８年）に規定されていた条文のうち民法典に共

通して適用できるものを総則（第１編）に規定することで整理した。法人の規定

は，企業法や首相令等において個別規定が存在したが権利能力の主体としての整

理はされていなかったところ，第２編において規定した。さらに，占有について

は，ベトナム民法典（２０１５年）に倣い，独立の権利ではなく所有権の一形態

として定義されていた「占有権」（所有権法１条）と区別する形で，独立の章が

設けられた。

　　　イ　次に，土地利用を促進する観点から，地上権・地役権という新たな制度が導入

された。土地賃貸借や土地使用権に基づく通行地役権等との相違を意識しつつそ

の必要性につき理解し，新たな用語を作った上概念として取り入れることは容易

ではなく，導入の当否について幾度も議論を重ねた。後述のとおりベトナム民法

典（２０１５年）の教訓を活かした円滑な土地登記制度の運用が課題となる。

　　　ウ　また，経済の変化に対応し取引を促進する観点から，無権代理行為及び越権代

理行為に関する第三者と本人との利益調整として表見代理（４０条２項，４１条

２項）の制度が置かれた。また，複数の担保権設定を認め土地の価値を最大限に

活かす制度（５２４条）が置かれたが，先行する担保権者が設定者から土地権利

証を取得し保持してしまうため後順位担保権の設定が困難である実務とどのよう

に調整するかは議論を継続する必要がある12。また，地上権・地役権と同様に，

新たに整理した抵当権・質権に対応する登記制度を準備する必要がある。

　　　エ　諸外国の制度（国際標準）の導入との観点から，日本の他，フランス，ドイツ，

ベトナム，タイ，カンボジア等の民法典に倣って規定を置いている。前述した法

11 松尾弘教授の２０１７年８月２８日第５回ローフォーラムにおけるご発表「ラオス民法典の比較法
的特色と歴史的重要性」の整理を参照し筆者にて再構成した。
12 民法典成立後においても国民議会常務委員会との間で議論が継続している規定である。条文配置を
入れ替え５２３条となる見込みである（本稿を執筆している２０１９年４月時点）。
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律行為，代理，法人，地上権，地役権に関する規定に加えて，例えば，タイ民商

法典に倣い契約の解釈（３７４条）の規定を置き，フランス民法典に倣って契約

の効力（３７５条）を置いた。タイや日本に倣い詐害行為取消権の規定（３９７

条）の規定も置いている。

　　⑶　ラオス民法典に含まれていない規定等13

　　　ラオス民法典に含まれていない規定やラオス民法典上の取扱いが不明瞭なものとし

て主に以下の点を挙げることができる。そのうちいくつかは今後民法典が改正される

にあたっての課題となっていくものであると思われる。

　　　ア　任意規定と強行規定の区別，解釈に際しての法律行為及び慣習との優劣が不明

確

　　　　　ラオス民法典には，民法典において規定がなく当事者間において合意がない場

合は実務慣習を適用するが，憲法及び法律に抵触してはならないという規定があ

る（６条２項）。この条文からは，民法典の規定と異なる合意をすることが可能

か否か，実務慣習の意義14，民法典の規定が常に実務慣習に優先するのか否かな

どが明らかでない。

　　　イ　準共有の規定が存在しない

　　　　　債権等の準共有に関する規定が存在しないことから，物に関する共同所有権の

規定（２８０条以下）の解釈により対応することとなると思われる。

　　　ウ　債権総論の編が存在しない

　　　　　ラオス民法典の構成上，債権の効力・移転・消滅等を定めたいわゆる債権総論

の部分は存在せず，第５編契約内債務の中に支払（３８２条），相殺（３８５条），

債権譲渡（４０１条），詐害行為取消権（３９７条）等の条文が置かれている。

　　　エ　双務契約を前提とした制度（同時履行の抗弁権等）が存在しない

　　　　　双務契約の効力である同時履行の抗弁権に関する規定がない。また，履行不能

による契約の終了を認める反面（４００条），危険負担をどのように理解するか

の規定もない15。

　　　オ　多数当事者の債権債務関係に関する規定が存在しない

　　　　　第７編で定められた保証（５５６条－５６１条）を除き，多数当事者の債権債

務関係（分割債権・債務，不可分債権・債務等）に関する規定が存在しない。

　　　カ　担保執行制度が未整備である

　　　　　ラオスにおいては，競売等の執行手続が整備されていないことから，民法典上

も私的執行を前提とした実体規定が整理されているに留まっている（５３１条，

13 松尾弘教授作成の「ラオス民法典草案のさらなる改訂に向けて」（２０１８年３月本邦研修実施時点）
における整理を参考にして筆者にて加筆した。
14 ６条１項に定義規定があるが，具体的にいかなる慣習が「実務慣習」に当たるのかは解釈に委ねら
れる。
15 ラオスでは双務契約の特質が十分に理解されていない（野澤正充「契約及び契約外債務，人的担保
－ラオスにおける民法典編纂と法整備支援」比較法研究第７７号〔有斐閣，２０１５年〕１４４頁）
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５３９条，５５１条，５５５条）。手続規定の整備に伴い実体規定も改めていく

必要がある。

　　　キ　未成年者等の監督義務者の責任等について免責規定が存在しない

　　　　　未成年者等の監督義務者として，父母，後見人又は管理者が不法行為責任を負

う旨の規定が存在するが（４８７条），免責規定が置かれていない。起草委員会

内で議論されたが，裁判官ごとに免責判断が異なることになるのを危惧し免責規

定は置かれなかった16。今後のさらなる議論の深まりを待って免責規定を置くこ

とが考えられる。

　３　比較法的特色

　　⑴　個別制定法の比較法的特色17

　　　前述のとおり，ラオス民法典は，原則として所有権法，契約内外債務法，家族法等

の個別制定法を承継しておりその比較法的特色を受け継ぐものであるが，個別制定法

は，その制定経緯からフランス的要素，社会主義的要素，英米法的要素，国際取引法

の要素の混合的性格を有するとされている。

　　　フランス統治下の法からは断絶されているものの，フランス法の教育を受けた司法

省の幹部が関わった個別法にはフランス法の影響が見て取れ，特に，契約内債務及び

契約外債務部分にはフランス民法の影響が色濃く出ている。例えば，契約の要件に関

する動機（コーズ）の規定（契約内外債務法１０条４号，１４条〔民法典３６６条２

項〕），絶対無効（確定的無効）と相対無効（不確定的無効）（契約内外債務法１８条

～２０条〔民法典２２条～２４条に対応〕）に関する規定である18。

　　　また，個別法制定時には世界銀行の支援と共に，ソビエト（当時）及びベトナムの

専門家がアドバイザーとしてラオスを訪れており，ソビエト法及びベトナム法も参考

にされたとのことであり社会主義諸国の影響を無視することができない。

　　　さらに，担保取引法（１９９４年）の起草はＩＦＣが行ったが，２００５年にアジ

ア開発銀行（ＡＤＢ）が作成した草案を基に改正が行われ，同法実施に関する首相令

（２０１１年）は再度ＩＦＣが起草を担当している。２００５年担保取引法は，アメ

リカ統一商事法典（ＵＣＣ）の影響を相当受けたもののようである19。

　　　２００８年契約内外債務法には国際契約のルールに依拠する規律も多い。例えば，

品質保証責任に関しては国際物品売買契約に関する国際連合条約（ウィーン売買条約）

に沿った規律を導入している（契約内外債務法２５条１項〔民法典４０７条に対

応〕）20。

16 民法ＡＧが参加しての民法典起草委員会との協議（２０１８年３月本邦研修）
17 松尾＝大川・前掲注１０（１１頁以下）
18 野澤・前掲注１５（１３８頁），野澤正充「ラオス民法教科書作成支援について－２．債権法につい
て－」ＩＣＤ ＮＥＷＳ第３０号（２００７年３月）６３頁参照
19 古積健三郎「ラオス民法教科書作成支援について－３．担保法－」ＩＣＤ ＮＥＷＳ第３０号（２００７
年３月）６７頁以下
20 野澤・前掲注１５（１４２頁）
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　　⑵　ラオス民法典の比較法的特色21

　　　ドイツ，フランス，日本，カンボジア，ベトナム等の民法典と比較すると，ラオス

民法典は６３０条という簡潔な条文構成となっている。

　　　第２編の人及び法人に続いて第３編に家族を置く点，権利の主体・客体・変動と展

開されるインスティトゥティオネス体系（代表例として，フランス民法典）の特色を

持ちつつも，法律行為を含む総則を第１編に置き，第４編の物に関する権利と第５編・

第６編の契約及び契約外から発生する権利を区別している点，パンデクテン体系（代

表例として，ドイツ民法典，日本民法典）の要素を導入しており，両体系を融合した

ものと評価される22。

　　　ラオス民法典の個別規定を検討する際の参考にされたベトナム民法典（２０１５年）

と比較すると，総則をコンパクトにまとめた点，市民社会の憲法としての意義を重視

し家族法も取り込んだ点が特徴的であるといえる（ベトナム民法典は総則の条文数が

多い一方，家族の編を置いていない〔婚姻家族法を個別法として維持している〕）。

　　　また，第３編の家族と第８編の相続とが分離して配置されている点も特徴的である

が，家族の重要性を承認する社会の意識の表れとして人及び法人に次いで配置された

一方で，相続は所有権取得の原因でもあるので家族編とは分離しておいたものと整理

されている。

　４　制定過程における特色

　　ラオス民法典の制定過程を見るとそのプロセスを重視して進めた点に特徴がある。

　　ラオスにおいては，前述のとおり，その準備段階において，教科書，事例問題集等の

作成を通じて，基本的な法理論の理解に促進と民法典起草の中核となる人材育成に長い

時間をかけた。ベトナム民法典やカンボジア民法典の起草過程・起草支援過程と比較す

るとその特徴が顕著である23。

　　また，前述のとおり，国会議員や実務家などの多くの者の意見を慎重に考慮して起草

を進め，このプロセスにも３年超にも及ぶ長い時間をかけた点，比較法的に見ても非常

に民主的な民法典であると評価される24。

第４　ラオス民法典制定の歴史的意義25

　１　個別法の体系化

　　ラオス民法は前述のとおり，契約内外債務法・家族法・所有権法・担保法・相続法な

21 松尾弘教授による２０１２年６月８日・９日民法典起草開始式でのご発表「民法の体系としてどの
ようなものが相応しいか」「比較法からラオスに相応しい民法を考える」参照。松尾弘「序説－ラオス
における民法典編纂と法整備支援」比較法研究第７７号〔有斐閣，２０１５年〕１０９頁。
22 混合したものとして，スイス民法典，カンボジア民法典，ネパール民法典など（松尾・前掲注２１
〔２０１２年６月８日・９日資料〕）。
23 松尾弘「法整備支援における民法典整備の意義と課題」慶應法学第４号（２００６年）４０頁以下
24 松尾弘教授による２０１９年２月１９日「日ラオス法司法分野協力関係２０周年及びラオス民法典
成立記念式典」でのご発表「ラオス法整備支援２０年とその成果としての民法典」より。
25 松尾・前掲注１１（２０１７年８月２８日ご発表）の整理に従う。
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ど個別制定法の形で形成されている。市場経済化に対応して急速に法を整備したため，

民事実体法として体系的な整理が必要な状況であった26。例えば，所有権法５８条（民

法典２４３条に対応〔権原なく占有する物の返還〕）と契約内外債務法４２条（民法典

４０９条に対応〔権原なく得た動産の売買〕）との規定はほぼ重複していたが，民法典

では条文配置を考慮した上内容を修正し，後者を売買契約における特則と整理した27。

　２　権利の確実な保護・実現，信頼の確保取引の促進と安定的な経済成長への寄与

　　前述１のとおり，ラオス民法典において明確かつ整合的なルールを作ることによって，

ラオス民法典が紛争予防・解決規範として機能し，一般市民の権利利益の確実な保護・

実現に寄与し，ひいては「法の支配」の進展に寄与することとなる。ルールの透明化は

取引を促進し内的経済活動をより活性化させるとともに，国際社会の信頼を醸成し外的

資本の参入をも促進することとなる。

　３　ラオス社会と文化の発展への適合性・グローバル化との調和

　　ラオス民法典は，現代の急速なグローバル化の要請に応えつつもラオス社会や文化へ

の適合性を確保したものとしての意義を有する。今後はさらに社会のニーズに対して民

法典の規定が欠けている部分はないかを検討し，他の法令等により補充したり，次回の

民法典改正に向けて準備をしたりする必要がある。例えば，担保設定の目的で土地使用

権を譲渡する実務が相当数存在するようであるが28，民法典には譲渡担保制度が存在し

ていない。また，法により取引事業者の便宜を図るとともに消費者をどのように保護す

るのかという点も調和問題の一つであり29，この点は今後も制度の整備を検討しなけれ

ばならない点である。

　４　ラオスの法律学の発展への寄与

　　ラオス民法典の制定を契機に民法典の研究を加速しラオス独自の法理論を発展させて

いく足掛かりとなる。例えば，「法律行為」はドイツで生まれた概念であるが，フラン

ス民法典（２０１６年）１１００条１項，１１００－１条１項にも導入され，今般ラオ

ス民法典にも導入された。比較法の観点からラオスにおける「法律行為（ニティカム）」

の在り方を研究することはラオス法律学の発展に寄与するものと考えられる30。

26「世銀の主導に対応して一通りの早急な法整備を実施してきたものの，簡素な単行法の羅列の観を呈
しており，内容的不足や深刻な不整合が存在する」（金子由芳「ラオスの経済関連法制の現状と協力の
焦点」〔国際協力事業団国際協力総合研修所 ２００１年〕）。その一方で，「これらの個別単行法は裁判
で適用され，試行錯誤的に部分改正も行われてきたことも看過すべきでないように思われる」（松尾＝
大川・前掲注１０〔１３頁〕）。
27 民法ＡＧが参加しての民法典起草委員会との協議（２０１７年８月２８日－９月１日現地セミナー）
28 民法ＡＧが参加しての民法典起草委員会との協議において（２０１８年８月１３日－１５日現地セ
ミナー），同委員会テクニカルグループメンバーであるチャンタリー氏より，ラオスにおいては担保設
定目的の土地使用権の譲渡につき，「架空移転（オーンローイ）」として問題となっているとの発言があっ
た。
29 野澤正充教授による２０１７年８月２８日第５回ローフォーラムでのご発表「日本民法典（債権法）
の改正とラオス民法への示唆」や，２０１９年２月２０日ラオス国立大学民法典成立記念式典でのご
発表「民法典編纂の意義と課題」でも消費者保護に関する制度整備への言及があった。
30 ラオス民法アドバイザリーグループ「ラオス民法典草案における『ニティカム』の用語について」
（２０１８年１０月）
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第５　民法典成立後の課題31

　ラオス民法典は無事成立したが，前述のとおり民法典の内容面の改訂作業が継続してお

り，まずはこの点を適切に対処する必要がある。そして施行後は，民法典が市民社会にお

いて利用され，民法典を通じてラオス法律学が発展しラオスの法律家が育成されることを

目指す。

　１　民法典の市民社会への浸透

　　言うまでもなく民法典が市民社会に認知されず市民の権利の実現に寄与しなければ，

ラオス史上初の民法典も画餅に帰す。そこで，市民の権利実現の担い手である法律実務

家（裁判官，検察官，弁護士，司法省職員等）が民法典を紛争予防・解決の道具として

活用できるようにし，また教育研究機関（大学，国立司法研修所）が民法典を研究し学

生に民法典を教授できるようにするため，彼らに対する普及活動を中心に据えつつ，一

般市民への民法典の普及（広報）も並行して実施していくこととする。セミナーだけで

なくメディア（雑誌，ＴＶ，インターネットなど）を含む様々な方法を活用し，継続し

て行うことが重要である。

　２　民法典逐条解説集（リサーチペーパー）の完成

　　ラオス民法典の逐条解説書であるリサーチペーパーは，当初，民法典の国民議会審議

に際して国民議会に民法典草案とともに提出される予定であったが，起草委員会の意識

が草案の最終化の方に向けられていたこと等により，２０１８年１２月の審議までにこ

れを完成させることはできなかった。リサーチペーパーには，６年超の民法典起草を通

じて検討・獲得した情報を集約させるだけでなく，これまでの議論の経緯や解消しきれ

なかった論点を可能な限り盛り込むことが重要である。そのような記載が，民法理論研

究を促進し，次回以降の民法典改正に活きると考えられるからである。２０１９年度内

（遅くとも民法典施行まで）の完成を目指している。

　３　民法典制定史の編纂と法制執務上の知見の蓄積

　　法制執務の改善は，立法事実の把握，政策立案から，法令内容の不明確さ・法令相互

間の矛盾重複の解消に至るまで，ラオス法司法セクターの大きな課題の一つであるが，

６年超にも及んだ民法典起草過程においては，法制執務上の知見・経験・教訓が数多く

得られた。これらを取り纏め他の法律の起草に活かせる形で残しておくことは，長い歳

月をかけた民法典起草活動を有効に活かすものである。協議の結果，第一段階として「民

法典制定史」を取り纏めることにより客観的な事実を集約させ記録として残すこと，第

二段階として，そこから「法制執務上の教訓」を抽出する作業を行う。

　４　土地登記制度の運用

　　前述のとおり，ラオス民法典は土地利用促進のための新しい制度として地役権・地上

権を設け，また，土地担保制度を不動産質と不動産抵当という形で整理した。これらの

制度にはいずれも登記の設定が求められている（３４１条１項，３５２条１項，５３６

31 ２０１９年３月４日－１５日に実施された民法典本邦研修において，ラオス民法典に関し今後対応
すべき課題の洗い出しとワークプランの策定を行った。かかる本邦研修での整理に従う。
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条６号，５４９条５号）。したがって，これら民法典の新しい制度が有効に活用されて

いくためには土地登記の運用の整備が不可欠である。この点ベトナム民法典（２０１５

年）は，土地に対する権利（物権）として，①地役権（隣接不動産に関する権利。２４

５条），②享用権（２５７条），③地上権（２６７条）を新たに定めたにもかかわらず，

民法を管轄する司法省と，土地登記を管轄する天然資源環境省との合意が得られなかっ

たことから，民法典が２０１７年１月１日に施行された後も，新たに設けた前記①～③

の物権を登記することができないままになっている32。ラオスでは，かかるベトナムで

の教訓を活かし，民法典施行前から土地登記を管轄する天然資源環境省と協議・調整を

進め，施行と同時に土地登記が滞りなく運用できるよう準備を進める。

32 松尾弘教授による２０１９年２月２１日現地セミナーでのご発表「ベトナム民法典の経験を踏まえ
たラオス民法典の土地登記制度の整備－具体的な登記簿構成のモデルを提示して－」
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ラオス民法典の歌

 1 

ເພງ: ຊົມເຊີຍປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສປປ ລາວ 
ເນ້ືອຮ້ອງ: ມະໂນເດດ ຈຸນທະວົງ (ຢັກ) 

ທໍານອງ: ມະໂນເດດ ຈຸນທະວົງ (ຢັກ) 

ຮຽບຮຽງ ແລະ ເຮັດດົນຕີ: ມະໂນເດດ ຈຸນທະວົງ (ຢັກ) 

 

Intro verse 

ຊົມເຊີຍ ຊົມເຊີຍ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຂອງຊາດລາວ 

ຊົມເຊີຍ ຊົມເຊີຍ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຂອງຊາດລາວ 
Intro:  

A part 

630 ມາດຕາ ໄດ້ກໍານົດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງປວງຊົນ 

ປະຊາຊົນລາວ ທ່ົວທຸກແຫ່ງຫົນ ຕ່າງພາກພູມໃຈໃນຄວາມສໍາເລັດ 

ເປັນໜ່ຶງຂີດໝາຍທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ເປັນໝາກຜົນແຫ່ງຄວາມພຽນພະຍາຍາມ 

ປະສົມປະສານຄວາມທັນສະໄໝ ແຕ່ດໍາລົງໄວ້ເອກະລັກຂອງລາວ 
 

Hook 

ນ້ີຄືກົດໝາຍທ່ີສໍາຄັນ ແລະ ເປັນຂີດໝາຍ 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມສ້າງເມືອງລາວໃຫ້ຮ່ັງມີອຸດົມ 

ສ້າງເມືອງລາວນ້ັນໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ  
 

Short Solo: 

B part 

ພາກທີ 1 ວ່າດ້ວຍບົດບັນຍັດທ່ົວໄປ 

ພາກທີ 2 ວ່າດ້ວຍບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ 

ພາກທີ 3 ວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ 

ພາກທີ 4 ວ່າດ້ວຍຊັບ ແລະ ກໍາມະສິດ 

ພາກທີ 5 ຂ້ໍຜູກພັນໃນສັນຍາ 
ພາກທີ 6 ຂ້ໍຜູກພັນນອກສັນຍາ 
ພາກທີ 7 ວ່າດ້ວຍການຄ້ໍາປະກັນ 

ພາກທີ 8 ວ່າດ້ວຍມູນມໍຣະດົກ 

 

 

 

C Part 

ພາກທີ 9 ວ່າດ້ວຍບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ ຜົນສັກສິດຂອງກົດໝາຍ 

ສອດປະສານກົມກຽວກັນໄດ້ ເປັນລະບົບຄົບຊຸດສົມບູນ 
 

Hook 

ນ້ີຄືກົດໝາຍທ່ີສໍາຄັນ ແລະ ເປັນຂີດໝາຍ 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 

ສ້າງເມືອງລາວໃຫ້ຮ່ັງມີອຸດົມ 

ສ້າງເມືອງລາວນ້ັນໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ  

 2 

Solo:  

Hook 

ນ້ີຄືກົດໝາຍທ່ີສໍາຄັນ ແລະ ເປັນຂີດໝາຍ 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 

ສ້າງເມືອງລາວໃຫ້ຮ່ັງມີອຸດົມ 

ສ້າງເມືອງລາວນ້ັນໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ  
 

Outro verse 

ຊົມເຊີຍ ຊົມເຊີຍ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຂອງຊາດລາວ 

ຊົມເຊີຍ ຊົມເຊີຍ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຂອງຊາດລາວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
曲名：ラオス民法典の完成おめでとう 

作詞：マノデート・チンタヴォン（ヤック） 

作曲：マノデート・チンタヴォン（ヤック） 

編曲：マノデート・チンタヴォン（ヤック） 

 

Intro verse 

ラオス民法典完成おめでとう 

ラオス民法典完成おめでとう 

 

Intro:  

A part 

この６３０か条が市民の権利・義務を定める 

ラオス全国のみんなはこの成功な出来事を誇りに思う 

これは歴史的に一つの重要なシンボルであり、努力の成果である 

ラオスの特徴に尊重しつつ近代的な概念を導入する 

Hook 

この法律は重要で 

経済・社会の発展のシンボルであり、 

ラオスを発展させ、 

ラオスを繁栄させる 

Short Solo: 
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 2 

Solo:  

Hook 

ນ້ີຄືກົດໝາຍທ່ີສໍາຄັນ ແລະ ເປັນຂີດໝາຍ 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 

ສ້າງເມືອງລາວໃຫ້ຮ່ັງມີອຸດົມ 

ສ້າງເມືອງລາວນ້ັນໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ  
 

Outro verse 

ຊົມເຊີຍ ຊົມເຊີຍ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຂອງຊາດລາວ 

ຊົມເຊີຍ ຊົມເຊີຍ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຂອງຊາດລາວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
曲名：ラオス民法典の完成おめでとう 

作詞：マノデート・チンタヴォン（ヤック） 

作曲：マノデート・チンタヴォン（ヤック） 

編曲：マノデート・チンタヴォン（ヤック） 

 

Intro verse 

ラオス民法典完成おめでとう 

ラオス民法典完成おめでとう 

 

Intro:  

A part 

この６３０か条が市民の権利・義務を定める 

ラオス全国のみんなはこの成功な出来事を誇りに思う 

これは歴史的に一つの重要なシンボルであり、努力の成果である 

ラオスの特徴に尊重しつつ近代的な概念を導入する 

Hook 

この法律は重要で 

経済・社会の発展のシンボルであり、 

ラオスを発展させ、 

ラオスを繁栄させる 

Short Solo: 

 3 

B part 

第１編は総則 

第２編は個人及び法人 

第３編は家族 

第４編は資産及び所有権 

第５編は契約内債務 

第６編は契約外債務 

第７編は担保 

第８編は相続 

 

C Part 

第９編は最終規定で法律の効力を定める 

これらの規定は体系的に完成した形で構成される 

Hook 

この法律は重要で 

経済・社会の発展のシンボルであり、 

ラオスを発展させ、 

ラオスを繁栄させる 

 

 

 

Solo:  

Hook 

この法律は重要で 

経済・社会の発展のシンボルであり、 

ラオスを発展させ、 

ラオスを繁栄させる 

 

Intro verse 

ラオス民法典完成おめでとう 

ラオス民法典完成おめでとう 
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ベトナム２０１５年刑事訴訟法の概要

ＪＩＣＡ長期派遣専門家　

松　尾　宣　宏

第１　はじめに

　ベトナム刑事訴訟法の２０１５年改正法（法律番号１０１/２０１５/ ＱＨ１３。以下「２

０１５年刑事訴訟法1」という。）は，ベトナム国会第１３期第１０回会議（会期：２０１

５年１０月２０日～１１月２７日）において成立した。この会議では，刑事訴訟法のほか

にも，民法，刑法，民事訴訟法及び行政訴訟法という基本法が成立したところ，これら基

本法の改正法成立の背景には，２０１３年の憲法改正において人権保障の姿勢がより推し

進められた方向性を基本法にも反映させるということが共通して挙げられる。

　２０１５年刑事訴訟法は，当プロジェクトのカウンターパートの一つである最高人民検

察院（ベトナム語で Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao，英語表記 The Supreme People's 

Procuracy，以下「ＳＰＰ」という。）が主管して起草されたものであり（なお，刑法起草

の主管は司法省2），当初は，２０１６年７月１日より施行される予定であったが，同時に

成立した改正刑法（以下「２０１５年刑法」という。）の施行延期3の影響を受け，結局，

２０１５年刑法と同時期の２０１８年１月１日から施行されることとなった。

　今次改正に関しては，前プロジェクトである「法・司法制度改革支援プロジェクト・フェー

ズ２」の段階からプロジェクト活動としても意見聴取のセミナー等を実施し，また，本邦

研修4でもテーマとして取り上げるなどしており，さらに改正後も，その普及や運用改善

などを目的としたセミナーをプロジェクト活動として実施するなどして協力してきたとこ

ろである。

　２０１５年刑事訴訟法は，旧法である２００３年刑事訴訟法にはなかった概念を取り入

れ，各項目の規定も更に詳細となっていることから，条文数だけを見ても旧法から１６０

条以上増加している。規定の詳細は，ＪＩＣＡベトナム六法のウェブサイト5及び法務総

1 刑事訴訟法は，ベトナム語で“Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự”。なお，拙稿で引用した条文のベトナム語は，
“BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ”（労働出版社）に記載されたものであり，また，英語表記は，色々な
表現があろうが，ここでは，“Official Gazzete-Criminal Procedure Code”（Vietnam Legal Forum 社）に記
載されたものを引用している。
2 刑事行政法局（ベトナム語で Vụ pháp hình sự-hành chính） が担当。
3 ２０１５年国会で成立後，技術上の問題点等が発見されたことなどから，国会の議決（１４４/
２０１６/ ＱＨ１３）で施行が延期され，その後，２０１７年の国会で修正・補充法案が成立した。なお，
刑法，刑事訴訟法のほか，関連法令である暫定留置・勾留執行法，刑事捜査機関組織法も施行延期と
なり，いずれ　も２０１８年１月１日からの施行となった。いずれの法律も後記の脚注５及び６のＵ
ＲＬのウェブサイトに掲載。
4 ＩＣＤ Ｎｅｗｓ第５６号４２頁～・松本剛「第４２回ベトナム法整備支援研修」参照。
5 https://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/

外国法制・実務
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合研究所国際協力部のウェブサイト6に条文の仮訳が掲載されているので，そちらをご覧

いただきたい。

　拙稿では，今次改正で変更された主な点に留意しつつ，ベトナム刑事手続にあまり馴染

みのない方に対し，ベトナム刑事訴訟法の問題を扱う際によく出てくるキーワードを挙げ

ながら，２０１５年刑事訴訟法の条文を概観し，簡潔な概説を試みることを主な狙いとし

たい（キーワードについては，以後太字としている）。

第２　２０１５年刑事訴訟法の条文の概観

１　条文の全体構造

　２０１５年刑事訴訟法は，９編，３６章，全５１０条からなる。全体の条文構造は

末尾資料をご覧いただきたいが，条文全体を俯瞰される際には，ベトナムの刑事手続

が，概要，事件の「立件7」→「捜査」→「起訴」→「審理」（公判のこと。第一審及

び控訴審，並びに監督審及び再審まで含む）という流れで進むことを念頭に置かれる

と，各条文の位置づけがわかりやすくなると思われる。

２　各編の内容の概要（必要に応じて，今次改正における改正点にも併せて言及する。）

⑴　第１編（一般手続）

ア　総則と一般原則（第１章及び第２章）

　第１章及び第２章では，総則や基本原則が規定されている。これらの章を見る

と，諸概念の定義が第４条に規定されており，基本原則については，憲法第３１

条１項を受け，今次改正で明確に規定されることとなった無罪推定の原則8（第１

３条，以下，特に断りのない限り，２０１５年刑事訴訟法の条文を指すものとす

る。），また，２０１３年憲法第１０３条５項9で導入された争訟原則が「公判に

おける争訟の保障」として具現されている（第２６条）。なお，争訟原則は，い

わゆる当事者主義的訴訟運営を志向する原則と説明されることもある一方，訴訟

当事者の裁判を受ける権利を実質化するためのものという側面もある。

イ　訴訟管轄執行機関と訴訟手続執行官（第３章）

　第３章では，訴訟管轄執行機関及び訴訟手続執行官に関する事項が規定されて

6 http://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_vietnam.html
7 ベトナム語で khởi tố（英語では initiation）。この「立件」手続というのは，日本とは異なるベトナ
ム特有の手続で，立件決定は，正式に刑事事件として取り扱う旨決定する手続である。立件決定につ
いては，過去の関係文献では「捜査開始決定」と表記しているものもある。なお，「捜査」は，điều tra
（=investigation），「起訴」は，truy tố（=prosecution），「審理」は，xét xử（=adjudication）である。
8 ベトナム語で suy đoán vô tội。なお，改正前は，「有罪判決が法的効力を発生するまで有罪とみなさ
れない」（２００３年刑事訴訟法第９条）という規定の仕方であった。
9 「審理中は，争訟原則が保障される」。なお，「争訟原則」はベトナム語で“nguyên tắc tranh tụng”　
（=adversarial principle）。
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いる。訴訟管轄執行機関としては，裁判所，検察院及び捜査機関10が規定されて

おり，また，訴訟手続執行官，平たく言えば，刑事司法手続をリードする側とい

える裁判官，検察官及び捜査官11等の権限や責任等についても規定されている。

ウ　訴訟参加人（第４章）

　第４章では，裁判官，検察官及び捜査官以外の，刑事訴訟における「訴訟参加

人」の権利義務等が規定されている。

　被疑者（第６０条），被告人（第６１条）のほか12，被害者（第６２条），証人（第

６６条），目撃者（第６７条），鑑定人（第６８条）及び財産価値鑑定人（第６９

条）など13，その供述内容が証拠の一部となる（と，日本の刑事手続でもイメー

ジがしやすい）ような者が訴訟参加人とされているほか，ベトナムでは，民事の

権利義務関係に関する手続が刑事事件の公判内で行われる場合があることから，

そのような場合の登場人物である民事原告及び民事被告14（第６３条及び第６４

条）についても規定されている。

エ　弁護人等について（第５章）

　訴訟参加人のうち，弁護人15については，旧法では訴訟参加人の章の一部に簡

潔に規定されていた。しかし，今次改正では，他の訴訟参加人に関する規定とは

章を改めて，第５章（「被害者及び訴訟当事者の法的諸権利と利益の擁護・保護」，

第７２条以下）で詳細に規定され，条文数も増加しており，例えば，弁護人の関

与可能時期の繰上げ（被疑者の逮捕段階から。第７３条１項ｂ号），弁護人への

証拠収集権の付与（同項ｈ号），登録手続きの簡略化（第７８条），指定弁護人16

を付けることができる事件の範囲の拡大（第７６条１項）など，弁護人の大幅な

権利の拡充が図られた。特に，弁護人への証拠収集権の付与については，それ自

体弁護権の充実としての意義を有することに加え，前記争訟原則の趣旨を具現化

10 ベトナム語で cơ quan điều tra（＝ investigation bodies）。ベトナム語文献では CQĐT と略して書かれて
いることもある。公安・警察が一般的であるが，２０１５年刑法第２３章・第２４章に規定された事
件（汚職，司法活動妨害等）では，ＳＰＰにも捜査権限があり（刑事捜査機関組織法第３０条２項），
ＳＰＰ内部には「捜査機関」という個別の部署が存在する。
11 ベトナム語で điều tra viên（=investigators）。
12 被疑者はベトナム語で bị can（=The accused），被告人は bị cáo（=Defendant）。なお，被疑者としての
立件決定前は，「被告発人」ないし「被立件建議人」（第５７条）と呼ばれることがある。
13 被害者はベトナム語で bị hại（=victim），証人は người làm chứng（=Witnesses），目撃者は người chứng 
kiến（=Observers），鑑定人は người giám định（=expert witnesses）。なお，目撃者は，事件の実体的事実
関係の目撃者ではなく，捜査段階も含めた各訴訟手続に立ち会った者を指し，適正手続を担保するた
めの者として位置づけられる（第１７６条参照）。また，財産価値鑑定人…người định giá tài sản（=Property 
valuators）は，２０１５年刑事訴訟法で新しく規定された，事件の損害・被害額等をその専門的知見に
より算出する者のことである。
14 ベトナム語で民事原告は nguyên đơn dân sự（=Civil Plaintiffs），民事被告は bị đơn dân sự（=Civil 
defendants）。
15 ベトナム語で người bào chữa（=defense counsels）。
16 被疑者等が弁護人を依頼しないときに訴訟執行管轄機関（国側）が弁護人を指定する制度。日本の
国選弁護人のイメージに近い。２００３年刑事訴訟法では，最高刑に死刑が規定される事件（同法第
５７条２項 a 号）のみであったが，今次改正で，最高刑が終身刑及び懲役２０年の場合に拡大された。
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した規定といえる。

　この部分の改正は，ベトナム２０１５年刑事訴訟法が被疑者等の人権に配慮し

て規定を拡充したことを示す大きなポイントの１つであるため，稿を改めて別途

説明する機会をいただくこととしたい17。

オ　証拠と証明（第６章）

　第６章では，証明と証拠の取扱い等が規定されている。証拠として扱われる情

報源については，第８７条に規定があるところ，今次改正では，電子データ18（同

条１項ｃ号）が新たに証拠の情報源として認められており，その取扱いについて

は第１０７条で定められている19。

　なお，ベトナムの刑事訴訟法上，起訴時に事件記録20は裁判所に送付され（第

２４４条１項），裁判官は審理前に証拠に目を通すことができることから，日本

の刑事訴訟法における伝聞法則のような証拠能力についての詳細な規定はない。

　そのような中，証拠能力に関する規定の性質を帯びるものを挙げるとすれば，

「証人等の供述につき，当該事実関係をいかにして知ったかを供述できなければ

証拠として扱ってはならない」旨の規定（第９１条ないし第９４条参照）や，「被

疑者又は被告人の自白は，有罪判決の唯一の証拠として使用してはならない」旨

の規定（第９８条）がある。

　また，今次改正では，旧法下では明確に定められていなかった，捜査開始前で

ある立件段階で収集した資料の証拠としての許容性について，「立件段階の活動

の調書21」が証拠の情報源となる旨明文で規定されたり（第８７条１項 đ 22号），

証拠源としての供述についても，立件決定前の被疑者的立場である被告発人，被

立件建議人等の供述が追加される（第９５条）など，明文で規定されている。

カ　予防措置及び強制措置（第７章）

　予防措置23とは，罪に問われている者（被疑者のほか，被疑者として立件され

る前に逮捕及び暫定留置されている者，並びに被告人が含まれる。以下「被疑者

等」という。）が捜査等を困難にする，又は犯行継続のおそれがある際に行われ

17 現時点で２０１５年刑事訴訟法下の弁護人の役割について述べた論稿として，当プロジェクトの前
長期専門家である塚原正典弁護士による「ベトナム改正刑事訴訟法に見る弁護人の役割と『当番弁護士』
制度導入に向けた日本の経験共有の試み」（「自由と正義」２０１８年２月号７８頁～）参照。
18 ベトナム語で dữ liệu điện tử（=Electronic data）。定義については第９９条。
19 もっとも，このテーマについてＳＰＰが実施したセミナー等に参加した限りでは，ＳＰＰでも，電
子証拠の取扱いについて手探りの状態のようであり，スムーズに条文の規定を適用して活用するには
もう少し時間が必要であると思われる。
20 ベトナム語で hồ sơ vụ án（= case files）。英語表記のとおり，ひと纏まりのファイルというニュアンス
の言葉である。
21 ベトナム語で biên bản（= written records）。
22 đ はベトナム語特有のアルファベット（ベトナムではこれが英語の d の発音）であるが，フォント
の表示制限の関係でｄｄと記載されている文献もあるので注意。
23 ベトナム語で biện pháp ngăn chặn（=deterrent measures）。
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る各措置であり，被疑者等の勾留24（第１１９条），逮捕（第１１０条～第１１６条）

及び暫定留置25（第１１７条，第１１８条）が代表的なものである。なお，暫定

留置中又は勾留中の者の処遇については，暫定留置・勾留執行法26が詳細に規定

する。

　日本の刑事手続では，逮捕（通常逮捕）は，被疑者の身柄を拘束して警察署等

に引致し，短期間の身柄拘束を行うための手続であり，勾留とは別個の手続であ

るが，ベトナムにおける逮捕は，勾留のためになされる手続である。また，通常

逮捕は「被疑者又は被告人」が対象であるため，事件立件決定や被疑者立件決定

（後記⑵ア参照）後に行われるところ，突発性のある事件，つまり，日本におい

ても現行犯人逮捕や緊急逮捕をするような事件では，前記各決定を待っている余

裕がないため，ベトナムでも現行犯逮捕や緊急逮捕が行われている。そして，そ

れに引き続き，前記各決定を発出するかどうかの判断をするまでの間，身柄を拘

束する暫定留置が認められている（原則３日間，延長して最大９日間。第１１８

条）。

　なお，日本では，逮捕や勾留には裁判所が発付する令状が必要であるが，ベト

ナム刑事訴訟法では，捜査機関・検察院・裁判所の長官・副長官等に逮捕・勾留

を決定し命令する権利が認められている。ただし，捜査機関の長官・副長官が行

う場合は，検察院の承認27が必要である（第１１３条１項１号，第１１９条５項）。

　このほか，予防措置には，勾留の代替措置としての立保証28（第１２１条），保

証金の預託（第１２２条），居住地外出の禁止（第１２３条）及び一時出国停止（第

１２４条）等がある。

　次に，強制措置29とは，捜査等の活動を保障するために行われる措置であり，

被疑者等を強制的に連行する措置，証人や被害者が正当事由なく出頭しなかった

場合の勾引措置（以上第１２７条）のほか，刑法の規定により財産没収や罰金刑

を受ける，又は損害賠償責任を負う可能性がある者に対する財産の差押え（第１

２８条）及び口座凍結（第１２９条）など30がある。

　なお，連行，勾引及び口座凍結は，今次改正で新たに導入されたものである。

24 ベトナム語で tạm giam（=detention）。
25 ベトナム語で tạm giữ（=custody）。
26 ベトナム語で，luật tạm giữ tạm giam。主管は公安省。なお，刑事判決執行後の受刑者の処遇等につい
ては，同じく公安省主管の刑事判決執行法（２０１２年）に記載がある（なお，同法は現在改正作業中）。
27 ベトナム語で phê chuẩn（＝ approve）。「批准」が元の語感に近い。
28 ベトナム語で bào lĩnh（=bail）。日本の刑事手続でいう保釈であるが，本条（立保証）では保証金の
納付等ではなく，保証人をつけることが定められている。
29 ベトナム語で biện pháp cưỡng chế（=coercive measures）。
30 もっとも，ＳＰＰの活動に参加して聞いたところでは，これらの手続は，日本の組織犯罪処罰法や
麻薬特例法に定められた没収・追徴保全手続のように，保全段階から裁判所が関与して判決と直結す
るような手続とはなっていないため，判決後にどのようにして没収や罰金の判決を執行するか，その
実効性についてなお課題が残るものとされていた。
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キ　第８章は事件記録，訴訟費用等についての規定である。

⑵　第２編（立件，捜査）

ア　刑事事件の立件及び被疑者の立件（第９章，第１１章）

　ベトナムの刑事訴訟法では，刑事事件は，犯罪を示す兆候を検討した上で，捜

査機関や検察院等によって正式に捜査の対象として手続を行うことが決定される

ところ，この決定を立件決定（第１５４条）という。　　

　立件の根拠31（第１４３条）には，告発，犯罪通報，立件建議32等があり，捜査

機関等が被疑者を現行犯逮捕した場合など（同条５項）もこれに該当する。今次

改正では，これら捜査の端緒をつかんだ場合，関係機関がこれらをどのように受

理・処理すればいいかについて，その手続規定が詳細化・具体化された。

　捜査機関や検察院は，告発，犯罪通報及び立件建議を受理してから原則２０日

以内に立件決定をするか否かを定めなければならない（第１４７条１項。なお同

条２項では，その期限を延長できる場合が規定されている。）。なお，刑事事件と

なるか否かを判断するためには，一定程度の事実の確定が必要であるため，捜査

段階で認められている活動が立件段階でも認められている（例として，現場検証，

検視解剖，鑑定要請等。同条３項参照）。

　また，一定の犯罪33については，被害者及びその代理人等のみが立件要請でき

るものとされており（第１５５条１項），これが事実上，日本の刑事手続におけ

る親告罪と同様の機能を果たしていると考えられる。

　刑事事件が立件され，ある人物又は法人が犯罪と規定する行為を行ったと確定

するに足る十分な根拠がある場合，捜査機関は，被疑者の立件を決定した上，そ

の決定を検察院に送付し，検察院がその決定を承認するか否かなどについて決定

する（以上につき第１７９条）。

イ　捜査期間・勾留期間等（第１０章）

　第１０章では，捜査に関する一般手続であり，日本の刑事訴訟法とは異なるベ

トナム刑事訴訟法特有の「捜査期間」や，捜査のための勾留期間などが定められ

ている。これらの期間は，刑法において分類される犯罪の種類34によって決まっ

ており，詳細は次の表のとおりである。

31 日本の刑事手続の講学上の概念である「捜査の端緒」に近い。
32 ベトナム語で告発は tố giác（=denunciation），犯罪通報は tin báo về tội phạm，立件建議は kiến nghị 
khởi tố（=criminal case proposal）。
33 例として，故意に他人に傷害を引き起こすか健康に対する損害を引き起こす罪（２０１５年刑法第
１３４条１項），暴行・脅迫を用いた強制性交罪（同第１４１条），工業所有権を侵害する罪（同第
２２６条，日本の商標権侵害罪に近い）などがある。
34 ２０１５年刑法第９条。「重大でない犯罪」（ベトナム語で Tội phạm ít nghiêm trọng = less serious 
crimes，上限が罰金，非拘束矯正又は懲役３年以下），「重大な犯罪」（ベトナム語で Tội phạm nghiêm 
trọng = serious crimes，上限が懲役３年を超えて７年以下），「極めて重大な犯罪」（ベトナム語で Tội 
phạm rất nghiêm trọng = Very serious crimes ，上限が懲役７年を超えて１５年以下），「特別に極めて重大
な犯罪」（ベトナム語で Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng = Particularly serious crimes，上限が懲役１５年を
超えて２０年以下，終身刑又は死刑）の４種類。
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ウ　捜査段階における証拠収集①人証（第１１章及び第１２章）

　捜査段階において，被疑者をはじめとする様々な者に対し，取調べ・供述聴

取35を行う手続については，被疑者については第１１章，その他の訴訟参加人に

ついては第１２章にそれぞれ規定されている。

　被疑者や証人の取調べ・供述聴取を行うに当たっては，召喚状を用いた召喚36

の手続が必要である。また，取調べ・供述聴取に当たっては，その供述内容をま

とめた調書37が作成される（第１８４条，第１８６条参照）。

　今次改正では，被疑者の取調べについて大きな変更点があった。すなわち，勾

留施設や捜査機関等における被疑者の取調べに当たっては，取調べの録音・録

画38が義務化されることとなった（第１８３条６項）。また，証人等の供述につ

いても録音・録画ができることとなった（第１８７条）。なお，録音・録画の具

体的な実施方法等については，法律のいわゆる細則である合同通達39で詳細が定

められており，同通達によれば，２０２０年１月１日から全国的に実施すべきも

のとされているが，そのとおりに録音・録画の導入が進むか否かは全くの未知数

であり，今後の関係機関における運用が注目される。

　また，検察官が被疑者を取り調べることができる場合についても，２００３年

刑事訴訟法では「必要な場合40」（同法第１３１条３項）とのみ規定されていたの

35 ベトナム語で取調べは hỏi cung，供述聴取は lấy lời khai（lời khai= 供述，を lấy= とる，ことから）。
hỏi cung の方が追及的なニュアンスであるため，「取調べ」と訳出した。
36 ベトナム語で triệu tập（= summoning）。
37 ＳＰＰの活動に参加した際に，参加者である警察官や検察官に確認したところ，いわゆる物語式と
問答式のどちらも用いられているとのことであった。
38 ベトナム語で ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh（ = audio-recorded or audio-video-recorded），「音声又は音
声付映像による記録」となるため，録音・録画と訳出している。
39「録音・録画を実現する順序及び手続，並びに捜査，公訴提起及び公判の過程における録音・録画の
結果の利用，保管及び保存について案内する合同通達」（番号０３/２０１８/TTLT-BCA-VKSNDTC-　
TANDTC-BQP，前記ＵＲＬのサイトに掲載）
40  ＳＰＰの活動に参加した際に，出席者の検察官や捜査官から聞いたところによると，旧法下でも，
複雑重大な事件では「必要な場合」に当たるとして，検察官が取調べを行うことがあったようであるが，
地方によっては，検察官の人員配置の問題上，必要があってもなかなか実際に検察官が取調べを行う
余裕がないところもあったとのことである。
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に対し，２０１５年刑事訴訟法では，単に必要な場合とのみ規定するのではなく，

被疑者が無罪を主張している場合，捜査活動に不服を申し立てているような場合

などには，検察官が取調べを行う旨の規定が新設された（第１８７条４項）。こ

の部分の改正は，検察院が有している司法活動の検察機能41（憲法１０７条１項，

人民検察院組織法第２条１項）強化の具体的な表れということができる。

　そのほか，特色ある手続としては，２名以上の人物の供述に矛盾がありそれが

解消困難な場合に用いられる対質尋問（第１８９条）や，いわゆる犯人識別供述

の性質を有する人定尋問（第１９０条），及び人の話す音声を供述人に聞かせて識

別させる音声認識（今次改正で初めて導入，第１９１条）といった各手続がある42。

エ　捜査段階の証拠収集②物証・客観証拠の収集等（第１３章～第１５章）

　第１３章では，いわゆる捜索43・差押え手続が規定されており，前述のとおり，

証拠の情報源として電子データが認められたことから，その捜索・差押えについ

ても規定が追加されている（第１９２条，第１９５条，第１９６条）。捜索につ

いても，逮捕・勾留と同様，捜査機関等の決定で行えるものとされているが，捜

査機関は，検察院の承認を得なければならないとされている（第１９３条１項）。

　第１４章は，現場検証（第２０１条），検視解剖（第２０２条），捜査実験（第

２０３条）44等についての規定である。

　第１５章は，鑑定及び財産価値鑑定に関する規定であり，財産価値鑑定につい

ては，今次改正で新たに取り入れられた。

　ベトナム刑法においては，日本の刑事手続でいういわゆる犯情・情状によって，

同じ罪名・条文の犯罪であっても法定刑に軽重があり，犯罪の被害額や傷害の程

度等の定量的な要素で法定刑の枠が変わってしまうことから，これらの認定に当

たり，鑑定が重要な役割を果たしている45。

　したがって，今次改正にあたって，財産価値鑑定が従来の鑑定とは項目を改め

て法律レベルで独立して規定された46ことは，法制上，犯罪事実の認定を客観的，

合理的に行おうとする姿勢を明らかにしたものと評価できる。

オ　特別捜査措置手続（第１６章）

　高度・複雑化する犯罪情勢に対応する捜査手法を整えるため，今次改正におい

41 司法活動がきちんと法を遵守して行われているか否かを監視・監察する機能。ベトナム語で kiểm sát
（発音も「キエム・サット」と「けんさつ」に近い。英語では supervise と記載されている）であり，「検
察する」という動詞としても使われている。
42 ベトナム語でそれぞれ，対質は đối chất（ =confrontation），人定尋問は nhận dạng（ =identification），
音声認識は nhận biết giọng nói（ =voice recognition）。
43 ベトナム語で khám xét。
44 ベトナム語でそれぞれ，現場検証は khám nghiệm hiện trường（ =scene examination），検視解剖は khám 
nghiệm tử thi（ =autopsy），捜査実験は thực nghiẹm điều tra（ =investigative experiments）。
45 例えば，傷害の性質や健康への被害の重大性の程度については，鑑定が必須である（第２０６条４
項参照）。
46 従来は，財産価値鑑定の詳細は，法律より一段階下の議定（ベトナム語 nghị định = decree，日本の政
令に相当）レベルで定められていたようである。
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ては，一定の重大犯罪（国家の安全保障を侵害する犯罪，麻薬犯罪，汚職犯罪47，

テロ犯罪，マネーロンダリング罪）に対応するため，いわゆる通信傍受等の捜査

手法が特別捜査措置手続として新たに法定された。

カ　捜査の終了（第１７章）

　捜査終了時には，捜査機関が捜査結論書を作成し，そこに公訴建議，つまり起

訴が相当であると考えられる場合には，被疑者の犯罪事実認定の根拠，犯行に至

る経緯及び犯行状況，押収している証拠物の取扱い等を明記する（第２３２条，

第２３３条）。

　一方，被疑者が所在不明48である場合や病気の場合などは，捜査の停止（第２

２９条），犯罪事実が証明できないような場合などは捜査の中止（第２３０条）

がなされる。中止及び停止のいずれの場合でも，事後の事情変更により捜査の再

開（第２３５条）がなされる場合がある。なお，起訴段階や公判段階でも，上記

と類似の事由による事件の停止，事件の中止及び事件の再開の手続が規定されて

いる（第２４７条～第２４９条，第２８１条～第２８３条参照）49。

⑶　第３編（起訴。第１８章及び第１９章）

　検察院は，捜査機関から捜査結論書及び事件記録を受理した後は，事件を起訴す

るか否かの判断をすることとなる。この段階が起訴段階と呼ばれるものである（起

訴の主体が日本と異なり，検察「官」ではないことに留意されたい。）。起訴決定期

限については，犯罪の種類によって分かれており，詳細は以下の表のとおりである。

　なお，いったん事件記録が検察院に送付されたとしても，その手続は不可逆では

なく，検察院は，事件記録を検討して，証拠が不足している場合や重大な手続違反

がある場合などにおいては，捜査機関に対し，補充捜査のための事件記録の差戻し

ができる（第２４５条）。

　また，今次改正において，既に審理中の事件について，補充捜査のため事件記録

が裁判所から検察院に差し戻された場合（第２８０条参照），状況に応じて検察院

は自ら補充捜査を行うか，捜査機関にさらに事件記録を差し戻して補充捜査を行わ

せるなどの措置を行う必要がある旨の規定が新設された（第２４６条）。

47  前記ＵＲＬのウエブページでは，２０１９年５月現在「買収工作」と記載されているが，原文ベト
ナム語は tham nhũng（ =corruption）であり，「汚職犯罪」が正しい。
48 なお，所在不明である場合は，被疑者の指名手配（第２３１条，ベトナム語 truy nã = pursuit）がな
されることがある。
49 ベトナム語で停止は tạm đình chỉ（= suspension），中止は đình chỉ（= cessation），再開は phục hồi（= 
resumption）。đình chỉ は漢越語では「停止」だが，暫定的な意味を表す tạm がついている方がより一時
的なニュアンスであり「停止」に近いことから，上記のとおりの対応関係で訳出している。
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⑷　第４編（審理）

ア　一般手続（第２０章）

　第２０章以降は，いわゆる公判段階の手続に関する規定となるが，第２０章に

は，一般原則として，判決書の記載事項（第２６０条）や第一審の裁判合議体50

の構成（第２５４条，原則裁判官１名と人民参審員２名で構成。なお，控訴審は

職業裁判官３名の構成となる。）などが規定されているほか，検察院が公判段階

で行うべきことが公訴権の行使と検察権の行使の両者の観点から規定されている

（第２６７条及び第２６８条）。

　今次改正で新しく導入された規定としては，裁判所による証拠の収集又は補充

（第２５２条）が挙げられ，裁判所が関係者から直接証拠資料の提出を受けるこ

とができるようになったり，裁判所が自ら証拠を収集できるようになった。これ

により裁判所が証拠資料を入手できる機会が拡充されたことから，その裏返しと

して，訴訟参加者の証拠提出の機会が拡充されたのであり，その意味で，同規定

は，前記の争訟原則を具現化した規定の一つといえる。

イ　第一審公判（第２１章）

　第２１章では，まず，第１節において，裁判所の事件管轄等が規定されている。

このうち，いわゆる事物管轄については，第２６８条１項で，原則，県級51人民

裁判所が第一審であると規定されており，「特別に極めて重大な犯罪」ほか，同

条が指定する犯罪，及び複雑な事件についての審理等は省級人民裁判所が第一審

公判を行うこととされている。なお，審理は，原則二審制であり，ベトナムの人

民裁判所及び対応する人民検察院の構造は，以下のとおりである（特殊な系統で

ある軍事関係を除く）。

　

50 ベトナム語で Hội đồng（= trial panel）。
51 ベトナム語で cấp huyện（= dictrict-level）。なお，「省級」はベトナム語で cấp tỉnh（= provincial-level）。
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　次に，第２節では，公判準備について規定されている。前述のとおり，ベトナ

ム刑事訴訟法では，起訴時に事件記録は起訴状とともに裁判所に送付され，受理

される。裁判所は，事件記録を受理してから，犯罪の種類によって分かれた法定

の期間内（以下の表を参照）に事件記録を検討し，審理開始決定をするか，補充

捜査要求のために事件記録を検察院に差し戻すか，事件の中止等を決定するかし

なければならない（第２７７条１項）。なお，事件記録の差戻しの詳細については，

第２８０条を参照されたい。

　

　さらに，第３節では，訴訟各当事者，訴訟参加人の出廷などに関する手続が規

定されている。なお，旧法では検察官は２人までしか出廷が許されていなかった

が，今次改正では，複雑・重大な事件については「複数52」の検察官が出廷でき

るとされ，出廷人数の制限が緩和された（第２８９条）。

　また，ベトナム刑事訴訟法は，日本のような明確な訴因制度をとっていないと

解されるが，いわゆる不告不理の原則は採用しており，起訴していない犯罪行為

については審理できないとされている（第２９８条１項）。したがって，裁判所は，

審理の結果，起訴されている犯罪より軽微な犯罪事実が認定できる場合はそのま

まその軽微な事実で認定できるが（同条２項），起訴されている犯罪より重罪が

認定できるような場合は，検察院に事件を差し戻し，重い罪での再起訴を促すも

のとされている（同条３項）。しかしながら，今次改正では，これに加え，検察

院が現在審理されていた犯罪による起訴を維持するようであれば，そのままその

重い罪で裁判ができるともされており（同項），この場合は，日本の刑事訴訟法

でいえば，訴因変更命令に形成力が付与されたのと同じような効果が生じること

になると考えられる。

　続いて第５節からは，具体的な審理手続が規定されている。

　手続としては，まず，検察官により起訴状53が読み上げられるものとされてい

る（第３０６条）。この起訴状は，日本の刑事訴訟法のように，簡潔な公訴事実

並びに罪名及び罰条だけが記載されているものではなく，被告人の身上経歴や，

犯行に至る経緯，発覚の端緒等も記載されるものであり，起訴状と冒頭陳述を合

わせたようなイメージのものである。

　その後は，関係者に対する尋問が行われるが，争訟原則が導入されたとはいえ，

52 ベトナム語では nhiều（多数）。英語文献だと“more than one”であるが，２人という限定を外したこ
とや，元のベトナム語のニュアンスからも，旧法より出廷可能な人数が増えたと理解するのが相当で
ある。なお，弁護人については出廷人数の制限は特に規定されていない。
53 ベトナム語で cáo trạng（=indictments）。
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基本的には職権主義であり，尋問は裁判長が最初に行うものとされている54（第

３０７条２項）。

　供述証拠の取扱いについては，第３０８条１項で，捜査段階等で供述を録取さ

れた証人，被害者等が公判に出廷した場合，その者の捜査段階等における供述を

法廷で公表55してはならない旨規定されている。一方，同条２項では，同供述等

を法廷で公表できる場合56についてかなり広く規定されており，この点で直接主

義（第２６０条）は後退しているように思われる。今後，争訟原則が導入される

に当たり，この点に関する訴訟運営の在り方が注目される。

　また，同節では，被告人尋問57（第３０９条）のほか，証人や鑑定人の尋問，

さらに，公判段階で行う現場検証等の証拠調べについても規定されている。

　公判の最後には，日本と同様，検察官による論告58（第３２１条），弁護人等に

よる弁論59（第３２２条）が行われる。

　最後に，第６節は，判決の評議や実際の判決宣告についての規定となっている。

ウ　控訴審（第２２章）

　第２２章は，控訴審60に関する規定である。日本における刑事事件の控訴審は，

第一審の事後審としての性質を有するが，ベトナムにおける控訴審は，続審ない

し覆審としての性質を有しており，日本の刑事控訴審と異なり，目立った立証制

限がない。

　被告人や弁護人側からの控訴審への不服申立ては控訴61，検察院からの控訴審

への不服申立ては異議申立て62とそれぞれ呼ばれている。

　県級人民裁判所の第一審判決に対する控訴及び異議申立ては省級人民裁判所

に，省級人民裁判所の第一審判決に対する控訴及び異議申立ては高級人民裁判所

にそれぞれ行うものとされている（第３４４条）。

54 この点，争訟原則の導入により，訴訟当事者による争訟を促すべきとの観点から，この規定を見直
すべきであるとの意見もみられるところである。
55 ベトナム語で công bố（= disclosure）。なお，「公表」と題しているが，例えば，日本のような朗読や要
旨の告知等，証拠調べの方法に関する明文規定があるわけではなく，ベトナムの裁判官に聞いたとこ
ろでは，検察官等が起訴状朗読や弁論など，公判内での手続を通じて，その証拠の存在に言及してい
さえすれば，公判で証拠によって犯罪事実の認定がされたとみなされるようである。
56 例えば，同項 d 号で，対象人物が公判を欠席している場合にも捜査段階における供述の公表が認め
られているところ，小職が実際に傍聴した事件においては，尋問の対象者が欠席しても，捜査段階の
供述を顕出させてそれ以上尋問の実現に向けて尽力しているような運用は行われていなかった印象で
ある。
57 ベトナム語で「尋問」は xét hỏi（= questioning, interrogation）。
58 ベトナム語で luận tội（= arraignments）。
59 ベトナム語で tranh luận（= arguments）。
60 ベトナム語で phúc thẩm。漢越語表記は覆審と同音の「復審」であり，このことからも本文のとおり，
「覆審」的性質を有しているものといえようか。
61 ベトナム語で kháng cáo。
62 ベトナム語で kháng nghị。
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⑸　第５編（裁判所の判決・決定の執行に関する条項）

　第５編では，死刑判決の執行方法（第３６７条），前科の抹消63に関する手続（第

３６９条）などが規定されているほか，２０１５年ベトナム刑法第６６条で条件付

き仮釈放64が新たに導入されたことに伴い，今次改正ではその検討手続（第３６８

条）が新たに規定された。

⑹　第６編（監督審，再審等）

ア　第６編は，既に法的効力が発生している判決及び決定の再検討に関する規定で

あるが，ここでいう「法的効力が発生している65」とは，その裁判が執行可能な

状態であることを意味し，日本の刑事手続でいえば，いわゆる判決確定後の状態

と同様である。

イ　監督審（第２５章）

　日本と異なるベトナム特有の制度として，監督審66がある。監督審（第３７０条）

とは，法的効力が発生した判決等について，重大な法律違反が見つかった場合の

異議申立手続である。監督審への異議申立権を有するのは，最高人民裁判所長官，

最高人民検察院長官，高級人民裁判所長官及び高級人民検察院長官等に限られて

いる（第３７３条）が，実際には，判決等の法律違反を発見した機関や個人が通

知することにより，前記申立権者の職権発動を促すことが可能である（第３７２

条）。

　対象の判決が省級人民裁判所又は県級人民裁判所のものである場合，監督審は

高級人民裁判所が，対象の判決が高級人民裁判所のものである場合，監督審は最

高人民裁判所が実施する（第３８２条）。

　ベトナムでは，前記のとおり裁判構造として二審制が採られているが，法律違

反の判決について監督審による異議申立ての機会が付与されていることから，事

実上，監督審は日本の刑事訴訟でいう上告審の役割を果たしているともいえる。

ウ　再審（第２６章）

　再審67は，既に法的効力が発生した判決等について，新事実が発見され，その

63 ベトナム語で xóa án tích（= expunction of criminal records）。２０１５年ベトナム刑法第６９条～第
７３条。
一見わかりにくい制度だが，刑の執行猶予（ベトナム語 án treo）期間終了後あるいは刑執行終了後一
定の条件を満たした場合に，前科を抹消するという制度。意義としては，ベトナム刑法には，比較的
軽い類型の犯罪に，「同種犯罪の前科が抹消されていないうちに」同種行為を繰り返した場合に処罰さ
れる旨の規定がよく見られるところ（例：２０１５年ベトナム刑法第２６６条１項，「車両の違法な競
争をする罪」など），前科抹消手続を経ることで，その適用を防ぐことができる点にある。
その意味で，日本の刑事手続でいえば，執行猶予期間が満了した場合や，刑の執行終了後５年経過し，
いわゆる累犯前科がなくなった場合とパラレルに考えれば分かりやすいものと考えられる。
64 ベトナム語で tha tù trước thời hạn có điều kiện（= early conditional release）。２０１５年ベトナム刑法第
６６条。日本の仮釈放制度のイメージに近い。
65 ベトナム語で đã có hiệu lực pháp luật（= legally effective）。
66 ベトナム語で giám đốc thẩm（= cassation trial）。
67 ベトナム語で tái thẩm（= reopening trial）。
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事実が当該判決等の内容を実質的に変質させる場合がある場合の異議申立手続で

ある（第３９７条）。再審への異議申立権を有するのは，最高人民検察院長官，

高級人民検察院長官等に限られている（第４００条）が，実際には，再審事由を

発見した機関や個人が通知することにより，前記申立権者の職権発動を促すこと

ができる（第３９９条）。

　その他の手続等については，監督審の規定が準用される（第４０３条）。

⑺　第７編（特別手続）

ア　１８歳未満の人物に対する訴訟手続（第２８章）

　２０１５年刑法では，１８歳未満の人物の刑事責任追及に関する規定が整備さ

れたことから，今次改正において，それに伴う手続規定が整備されている。特に，

勾留等の予防措置については，以前より詳細に規定されており（第４１９条），

内容としても，なるべく謙抑的に適用するような改正が図られている。

イ　法人の刑事責任の追及手続68（第２９章）

　２０１５年刑法第１１章（第７４条から第８９条まで）において，いわゆる営

利法人69の刑事責任追及に関する規定が新設されたことから，今次改正において，

その手続についても新しく規定された。

　口座凍結（第４３８条）の措置が可能なことや，法人の法定の代表者の取調べ

は録音・録画が義務化されていること（第４４２条５項）など，今次改正で導入

された前記制度についても，法人の刑事責任追及の部分に導入されている。

ウ　強制医療措置（第３０章）

　第３０章では，いわゆる事理弁識能力・行動制御能力を欠いたことで刑事責任

能力70がない者（２０１５年刑法第２１条）について，医療施設で強制的に治療

等の措置をとる，強制医療措置71について規定されている。

エ　略式手続（第３１章）

　第３１章では，犯人性や犯罪事実の認定に争いがない場合について適用される

略式手続72について規定されている。ベトナムの略式手続は，日本の刑事訴訟法

における略式手続とは異なり，公判も公開の法廷で開かれるが，捜査期間や公判

準備期間が通常より短縮されているなど，全体として，手続を早期に終了させる

ような手続となっている。

　今次改正では，第一審公判において，人民参審員が参加しない，裁判官１名の

みでの公判開廷が新たに認められた（第４６２条１項）。

68 もっとも，２０１５年刑法施行以降，営利法人が起訴された事例はほとんどない模様であり，その
原因として，営利法人の刑事責任追及の要件について規定した２０１５年刑法第７５条１項の規定が
わかりにくいという点を指摘する検察官もいる。
69 ベトナム語で pháp nhân thương mại（= commercial legal entity）。直訳すれば「商業法人」である。
70 ベトナム語で năng lực trách nhiệm hình sự（= no capacity for bearing penal liability）。
71 ベトナム語で biện pháp bắt buộc chữa bệnh（= compulsory medical treatment）。
72 ベトナム語で thủ tục rút gọn（= summary procedures）。
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オ　その他の規定（第３２章～第３４章）

　第３２章の訴訟活動の妨害行為への対処，第３４章の証人等保護の措置につい

ては，今次改正で新しく導入されたが，この部分の具体的運用については現在ほ

とんど情報がないところなので，今後，実情把握に努めていきたい。

　第３３章は，刑事手続の法律違反に対する不服申立てや告発の手続に関する規

定である。

⑻　第８編（国際協力）

　旧法下でも国際協力に関する章は存在したが，今次改正では条文数がほぼ３倍に

増えており，外国の裁判所で受けた刑事罰をベトナム国内で執行する場合の規定（第

５００条，第５０１条）が詳細に規定されたり，いわゆる刑事司法共助73によって

得られた証拠について，証拠源となることが明文化された（第４９４条，なお第１

０３条も参照）。

第３　終わりに

　以上，全５１０条にわたる２０１５年刑事訴訟法の条文を概観しつつ，簡潔な解説を

試みた。内容的には甚だ浅薄かつ不足の多いことは重々承知であるが，２０１５年刑法

ほか関連法令へのリファレンスの試みを含め，まずは刑事手続の全体像をひとつかみす

ることを優先させていただいた。

　また，拙稿では，条文やキーワードのベトナム語表記をかなり詳細に注釈で付けさせ

ていただいた。小職の短い経験の中であっても，法制度整備支援において外国法を理解

するためには，一にも二にも言語が大切であり，その意味を探ろうとする姿勢から外国

法の理解が始まるという教訓を得られたことから，拙稿執筆を機に，一度このようなキー

ワードのベトナム語表記74についても整理をさせていただいた次第である。

　今後，読者の皆様が，拙稿を手掛かりに更なるベトナム刑事法の研究・検討を進めら

れることを願って，拙稿を終えることとしたい。

73 ベトナム語で司法共助は tương trợ tư pháp（= mutual legal assistance）。なお，この点，ベトナムには現
在司法共助法（２００７年）があり，刑事，民事，犯罪人引渡し及び受刑者移送の４分野が一つの法
律にまとめられているが，そのうち，刑事分野について，独立して刑事司法共助法として制定・整備
する動きがあるようである。
74 このベトナム語キーワードの訳出については，丸山毅「ベトナム２００３年改正刑事訴訟法と新捜
査体制」（ＩＣＤＮｅｗｓ第２３号１頁～），及び丸山氏が訳出に携わったベトナム２００３年刑事訴
訟法の訳をかなりの部分で参考にさせていただいた。この場を借りて，丸山氏の研究・検討の成果に
深い敬意と謝意を示したい。
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参考：【ベトナム２０１５年刑事訴訟法の全体構造】

第１編（「一般手続」）

　第 １ 章　（第１条～第６条，「刑事訴訟法の適用範囲，役割及び効力」）

　第 ２ 章　（第７条～第３３条，「基本原則」）

　第 ３ 章　（第３４条～第５４条，「訴訟執行管轄機関及び訴訟手続執行官」）

　第 ４ 章　（第５５条～第７１条，「訴訟参加人」）

　第 ５ 章　  （第７２条～第８５条，「被害者及び訴訟当事者の法的諸権利と利益の擁護

と保護」）

　第 ６ 章　（第８６条～第１０８条，「証明と証拠」）

　第 ７ 章　（第１０９条～第１３０条，「予防措置及び強制措置」）

　第 ８ 章　（第１３１条～１４２条，「事件記録，訴訟文書，訴訟期限及び訴訟費用」）

第２編（「刑事事件の立件と捜査」）

　第 ９ 章　（第１４３条～第１６２条，「刑事事件の立件」）

　第１０章　（第１６３条～第１７８条，「刑事事件の捜査に関する一般手続」）

　第１１章　（第１７９条～第１８４条，「被疑者の立件及び尋問」）

　第１２章　  （第１８５条～第１９１条，「証人，被害者，民事原告，民事被告，事件の

利害関係人の供述聴取及び対質尋問・人定尋問」）

　第１３章　（第１９２条～第２００条，「証拠書類・証拠物の捜索，押収，差押え」）

　第１４章　  （第２０１条～第２０４条，「現場検証，検視解剖，身体上の痕跡の検証及

び捜査実験」）

　第１５章　（第２０５条～第２２２条，「鑑定及び財産価値鑑定」）

　第１６章　（第２２３条～第２２８条，「特別手続捜査措置」）

　第１７章　（第２２９条～第２３５条，「捜査の停止及び捜査の終了」）

第３編（「起訴」）

　第１８章　（第２３６条～第２４２条，「一般手続」）

　第１９章　（第２４３条～第２４９条，「被疑者の起訴決定」）

第４編（「刑事事件の審理」）

　第２０章　（第２５０条～第２６７条，「一般手続」）

　第２１章　（第２６８条～第３２９条，「第一審公判」）

　第２２章　（第３３０条～第３６２条，「控訴審」）

第５編（「裁判所の判決・決定の執行に関する各条項」）

　第２３章　  （第３６３条～第３６６条，「直ちに執行される判決・決定及び執行決定の

管轄機関」

　第２４章　  （第３６７条～第３６９条，「死刑執行，条件付仮釈放の検討及び前科抹消

に関する各手続」）

第６編（「既に法的効力が発生している判決及び決定の再検討」）

　第２５章　（第３７０条～第３９６条，「監督審手続」）
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　第２６章　（第３９７条～第４０３条，「再審手続」）

　第２７章　  （第４０４条～第４１２条，「最高人民裁判所の裁判官評議会による決定の

再検討手続」）

第７編（「特別手続」）

　第２８章　（第４１３条～第４３０条，「１８歳未満の人物に関する訴訟手続」）

　第２９章　（第４３１条～第４４６条，「法人の刑事責任の追及手続」）

　第３０章　（第４４７条～第４５４条，「強制医療措置の適用手続」）

　第３１章　（第４５５条～第４６５条，「略式手続」）

　第３２章　（第４６６条～第４６８条，「各刑事訴訟手続活動に対する妨害行為への対処」）

　第３３章　（第４６９条～第４８３条，「刑事訴訟における不服申立て及び告発」）

　第３４章　  （第４８４条～第４９０条，「犯罪告発人，証人，被害者及び他の訴訟参加

人の保護」）

第８編（「国際協力」）

　第３５章　（第４９１条～第４９６条，「一般手続」）

　第３６章　（第４９７条～第５０８条，「各種の国際協力活動」）

第９編（第５０９条～第５１０条，施行条項）
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カンボジアにおける判決等調査報告書（２０１９年）（１）

ＪＩＣＡ長期派遣専門家　

弁護士　　篠　田　陽一郎

１　はじめに

　国際協力機構（ＪＩＣＡ）は，カンボジア司法省をカウンターパートとして，２０１７

年４月１日から２０２２年３月３１日まで，「民法・民事訴訟法運用改善プロジェクト」（以

下「ＬＪＤＰ」という。）を実施している。プロジェクト目標は，「民法・民事訴訟法に基

づいた適切な実務が行われるための基盤が整備される」ことであり，以下の３つの成果が

期待されている1。

●　成果１：主要民事関連法令が整備される。

●　成果２：民法・民事訴訟法の適切な運用を支える各種書式例が整備される。

●　成果３：判決の質を改善するために，判決公開の手続が整備され，判決の公開が開始

される。

　これらの目標及び成果を達成するため，民法・民事訴訟法運用改善プロジェクトでは，

司法省職員，裁判官，検察官，裁判所書記官，弁護士，大学教員らをメンバーとする主要

民事関連法令起草ＷＧ，民事裁判書式作成ＷＧ及び判決書公開ＷＧなどを設置し，活動を

行なっている。

　本稿では，これまでの判決書公開ＷＧの活動で検討した裁判例をもとに，カンボジアの

民事事件の判決書にはどのような内容が記載されているのかを紹介するとともに，カンボ

ジアの判決などで多く見受けられる問題について，事件類型別の問題点及び全体的な問題

点を明らかにした後，今後の我が国のカンボジアに対する法整備支援及び法学教育支援活

動に対する考えを述べたい。

　なお，カンボジアの裁判に関する調査としては，２０１１年の神木篤弁護士による「カ

ンボジアにおける判決調査報告書」2（以下，「２０１１年報告書」という。）がすでに存在

する。これは，カンボジアで民法が適用される前の判決書を収集し，調査したものである。

２０１１年報告書については，本稿と比較してご覧いただくことによって，カンボジアの

法曹の悩みをより深く理解でき，かつ，今後の法整備支援及び法学教育支援活動において

何をすべきなのかについて，より深く検討することができると思われる。

1 民法・民事訴訟法運用改善プロジェクト概要については，ＪＩＣＡのウェブサイト　＜ https://www.
jica.go.jp/project/cambodia/025/outline/index.html ＞を参照されたい。
2 神木篤「カンボジアにおける判決調査報告書」（２０１１年３月８日）＜ http://www.moj.go.jp/
content/000073282.pdf ＞
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２　カンボジアの民事判決書の記載事項

（１）必要的記載事項

　　民事訴訟法3１８９条１項は，判決書の必要的記載事項を規定し，その内容は日本民

事訴訟法２５３条１項とほぼ同様の内容である。

（２）判決書の実際の記載項目

　　カンボジアの判決書のほとんどは，民事訴訟法１８９条１項に従い，図１及び以下の

とおり記載されている4。

　　判決書の記載項目としては，①事件の表示5，②表題6，③口頭弁論期日の表示，④裁判

所の表示7，⑤当事者などの表示8，⑥事実及び争点（（ア）原告が求める判決の内容，（イ）

事実及び争点），⑦理由，⑧主文，⑨判決をした裁判官の署名などがある。

3 民事訴訟法については，法務省法務総合研究所国際協力部（ＩＣＤ）カンボジアのウェブサイト＜
http://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_cambo.html ＞に掲載されている日本語訳を参照した。な
お，民法，民法の適用に関する法律，人事訴訟法，制限利率に関する司法省令も同様である。
4 カンボジアの判決書の詳細については，２０１１年報告書に添付されている判決書（日本語訳）を
参照されたい。
5 判決書の左上に，事件の種類（民事事件，刑事事件など），事件番号，訴え提起日，判決番号，判決
言渡し日が記載されている。
6 最高裁判所又は控訴裁判所の判決（ ），始審裁判所の判決（ ），決定（ ）な
ど裁判の種類に応じた表示であるが，記載されていない例もある。
7 判決をした裁判所の表示である。担当裁判官及び書記官が記載される。
8 当事者などを特定する事項の記載である。民事訴訟法１８９条１項は，当事者などの氏名（名称）
及び住所を必要的記載事項としているが，当事者を特定する情報として，氏名（名称）及び住所以外に，
性別，生年月日，職業，身分証明書の番号などを記載しているケースが多い。
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図１：カンボジアの判決書の例（１項目のみ）
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３　カンボジア民事裁判書に関する問題点（事件類型別）

（１）総論

　　まず，カンボジアの始審裁判所において受理件数が多い離婚事件と貸金返還請求事件

について9，事件類型ごとに問題となっている点について，説明をしていきたい。なお，

現在までに判決書公開ＷＧに送られてくる事件の大部分は，この２つの事件類型のもの

であった。

（２）離婚事件

ア　検討した事件

　離婚事件のうち，離婚の訴えに対する判決は，

①　プノンペン始審裁判所２０１６年１１月２５日判決・民事事件８５７号

②　プノンペン始審裁判所２０１７年８月１０日判決・民事事件１９１５号

③　プノンペン始審裁判所２０１７年８月２１日判決・民事事件１８０４号

があり，合意離婚の申立てに対する決定は，

④　シアヌークビル始審裁判所２０１７年５月２３日決定・民事事件３０号

があり，婚姻届を提出していない事実上の夫婦の関係解消等請求の訴えに対する判決

として，

⑤　プレイベン始審裁判所２０１７年８月２日判決・民事事件１８７号

⑥　シアヌークビル始審裁判所２０１６年１０月１１日判決・民事事件１９号

⑦　プノンペン始審裁判所２０１７年６月２３日判決・民事事件１６１１号

⑧　プノンペン始審裁判所２０１７年８月２９日判決・民事事件３５２３号

がある。

　カンボジアでは，離婚について，離婚の訴え（民法９７８及び９８２条）と合意離

婚（民法９７９条）という２つの仕組みがある。いずれも裁判所の裁判が必要であり，

離婚の訴えは人事訴訟で「離婚原因」の有無が判断され，合意離婚は民事非訴訟事件

手続で当事者双方の離婚意思が確認される。なお，夫婦の双方が離婚する意思を有し

ているものの，子どもの親権及び養育費，財産分割などで合意できない場合は，離婚

の訴えを提起するのがカンボジアの裁判実務となっている。

イ　離婚に関する判断

　ＷＧで検討した３件の離婚の訴えのうち２件は，実質的な争点は，離婚そのもので

はなく，子どもの親権及び養育費，財産分割などであるというケースであった。

　例えば，②事件は，離婚の訴えであり，原告（夫）と被告（妻）は，離婚すること，

２人の子どもの親権者を被告とすること，財産分割の内容のいずれにも異論はないも

のの，子どもの扶養料について，原告は毎月２００ドル（２人分）で被告と合意した

と主張し，被告は１万２０００ドルの一括払いを主張した事件である。裁判所は，判

決書の争点において「被告は，子ども２人分の月２００ドル（２人分）の扶養請求権

9 内山淳・篠田陽一郎・前田優太「カンボジア現地調査報告（第２回）～全国の始審裁判所の実情に
ついて～」法律のひろば・７２巻・２号（２０１９年２月）４６及び４７頁。
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を有するか？10」とのみ記載している。そして，離婚の判断については，原告と被告

がともに離婚について同意していることを述べている。

　そして，③事件も，離婚の訴えで，原告（夫）は，被告（妻）との離婚，３人の子

どもの親権，夫婦の財産及び債務の分割を求めた事件である。その後，訴訟手続の中

で，被告と原告は，離婚，親権者（被告），財産分割の合意に至った。そのため，裁

判所は，判決書において「争点：なし11」と記載し，離婚に関する判断では，原告と被

告がともに離婚について同意している旨を指摘し，かつ，主文でも「原告は，両当事

者の合意に従って，妻である被告と離婚せよ12」と述べている。

　③事件のように訴え提起時は当事者間で離婚について争いがあったものの訴訟手続

の中で離婚の合意ができた場合，また，②事件のように訴え提起時から離婚すること

自体には争いがない場合でも，裁判所は，離婚の訴えに対する判決で離婚を認めてい

る。しかし，本来，離婚の訴えである以上，離婚するためには，離婚原因が必要なは

ずである（民法９７８条）。この点，民法適用以前の婚姻家族法では，裁判所が合意

による離婚について判決を出す手続を定めており13，実際にそのようなケースが多

かった模様である14。このことから，②及び③事件のようなケースにおいて，裁判所

が当事者の離婚意思の合致を認定して判決で離婚を認めることは，結論として異論は

ないが，民法の規定に沿った説明が必要なのではないだろうか15。

ウ　子の監護に関する処分（養育費，面会交流）に関する判断

　子の監護に関する処分のうち養育費に関する判断でまず問題と思われるのは，主文

に「父親である被告は，経済状況に応じて子の扶養料を支払え16」（①事件）などとい

10 原文では“
?”（子どもの名前をＡ及びＢとした）と記載されている。

11 原文では“ ”と記載されている。
12 原文では“ ”（原告の名前をＸと
し，被告の名前をＹとした）と記載されている。
13 婚姻家族法４０条（合意による離婚）：夫婦は，相互の合意に基づいて離婚に同意することができる。
同５８条（双方当事者からの合意による離婚の申立て）：夫婦双方の同意に基づいて申請された離婚事
件においては，人民裁判所は，調査の後，その離婚の申請が自発的なものであって強制に基づくもの
ではないと判明した場合には，離婚を認めることができる。
なお，これらの規定も含め婚姻家族法の大部分は，民法適用によって効力を失っている（民法の適用
に関する法律７８条）。
14 ２０１１年報告書（７頁）。
15 ③事件のように訴え提起時は離婚の点にも争いがあったものの訴訟手続の中で合意ができた場合，
当事者は，どうすれば良いのであろうか。カンボジア人事訴訟法は，裁判上の和解の規定は適用され
ないため（人事訴訟法１３条２項），和解で離婚をすることもできない。かといって，当事者に離婚の
訴えを取り下げさせ，合意離婚の申立てを行わせるのも迂遠である。そうなると，裁判所が，当事者
の離婚意思の合致を認定し，離婚意思の合致の事実をもって「その他，婚姻関係が破綻して回復の見
込みがないとき」（民法９７８条１項５号）の離婚原因を認める可能性もあるように思われる。または，
離婚の訴えにおいて，合意離婚の決定（民法９７９条）は決定手続で出せるのだから，判決手続でも
当然に合意離婚の判決を出せるはずであるという解釈もあり得る。②及び③事件の裁判所は，このよ
うな検討をしているのかもしれないが，判決書からは何も明らかではない。
16 原文では“ ”（被告の名前をＹとした）と
記載されている。
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う記載が多々見受けられる点である。③，⑤及び⑧事件も，①事件と同様に「経済状

況に応じて」（ ）という記載をしている。なお，①から⑧までの事件で，

具体的な金額を示していたのは，子どもの扶養料が争点となっていた②事件のみで

あった。これでは，具体的な金額が確定されておらず，強制執行をすることができな

い17。

　また，養育費については，養育費のことを述べているのか，扶養料のことを述べて

いるのか不明な判決も存在する。①，②，⑤及び⑧事件は，子を養うための扶養

（ ）という言葉を使っており，③事件は養育費（

）という言葉を使っている。いずれも離婚の際の養育費を問題にしてい

るのであるから，③事件のように養育費（ ）を使用するべきで

ある。２０１１年に民法が適用されてから久しいが，未だ条文で用いられている用語

の概念が混乱して用いられていたり，条文に使われていない用語が判決書で用いられ

ていたりする18。

　そして，養育費と面会交流に共通する問題としては，離婚訴訟において，当事者が

求めていないにも関わらず養育費と面会交流について主文で述べるという問題が存在

する。例えば，①事件は，養育費について「父親である被告は，経済状況に応じて子

の扶養料を支払え19」，面会交流について「父親であり子の親権者ではない親である

被告は，子どもと面会交流する権利を有し，母親であり子の親権者である原告は，他

当事者の面会交流に協力しなければならない20」と主文で述べているものの，原告が

養育費又は扶養料について請求した事実及び被告が面会交流の申立てをした事実の記

載はない。⑧事件も，裁判所は扶養料について「被告は，原告に対し，経済状況に応

じて３人の子どもが成年に達するまで扶養料を支払え21」と，また面会交流について

「被告は，子どもたちと面会交流する権利を有し，原告はそれに協力する必要があ

る22」と主文で判示しているが，当事者がそれらを申立てた事実の記載はない。それ

以外にも，「親権者でなくなる当事者は，民法１０４０ないし１０４２条に規定され

ている子の監護に関する権利及び義務を有する23」（⑤及び⑥事件），「親権者でなくな

17 ２０１１年報告書（７頁）も同様の問題を指摘している。
18 ２０１１年報告書（７頁）も同様の問題を指摘している。ただし，２０１１年報告書で指摘されて
いた「親権」と「監護権」の混同は，今回の判決書では見当たらず，いずれも親権について述べる場
合は，「親権」（ ）の用語を正しく使用していた。
19 原文では“ ”（被告の名前をＹとした）と
記載されている。
20 原文では“

”（被告の名前をＹ，原告の名前をＸとした）と記載されている。
21 原文では“

”（被告の名前をＹ，原告の名前をＸとした）と記載されている。
22 原文では“

”と記載されている。
23 原文では“

”と記載されている。
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る当事者は，子と面会交流する権利を有し，民法１０３４，１０３７及び１０４０条

に基づき，親権者となる当事者は，面会交流に協力しなければならない24」（②事件），

「親権者でなくなる当事者は，子と面会交流する権利を有し，親権者となる当事者Ｙ

は，父親Ｘの面会交流に協力しなければならない25」（③事件）との記載があるものの，

いずれの事件も面会交流の申立てがあったという事実の記載はない。

　これは，当事者が申し立てていない事項について，裁判所が判断しているため，処

分権主義（民事訴訟法１８２条２項）に反すると言わざるを得ない26。また，そもそ

も裁判所が，このように民法の条文で規定されている一般的な事柄を主文において述

べる必要があるのか疑問である。

エ　財産分割に関する判断

　財産分割において，カンボジアで問題となっているのは，夫婦の連帯債務の分割に

関する問題である。つまり，財産分割の内容として，夫婦の連帯債務の全部又は一部

を相手方に負担させることができるのかという問題である。

　例えば，③事件は，自宅と土地を購入するために銀行から原告と被告が連帯して借

りた８万２０００ドルとその他の夫婦の連帯債務の３万ドルの帰趨について，自宅購

入資金の８万２０００ドルのうち２万５２００ドルとその他の債務３万ドルについて

原告（夫）が負担するという合意が訴訟係属中に成立した事案であり，裁判所も当事

者の合意のとおりに主文を記載した。また，⑥事件も，原告と被告の銀行に対する債

務７万５０００ドルについて，原告（女性）が負担する旨を主文に記載している。⑧

事件も，原告と被告の銀行に対する債務１万３０００ドルを被告（男性）が負担する

旨を記載している。これに対し，まず，財産分割において夫婦の連帯債務についても

判断できるのかという問題が生じる。

　この点は，民法９８０条（財産分割）の解釈の問題である。しかし，仮に，当事者

の一方に債務を負担させるような財産分割を命じる裁判が行われたとしても，裁判の

当事者ではない債権者の利益を害するような財産分割はできないと考えられるから，

併存的（重複的）債務引受けまたは履行の引受けができるのみと考えるべきである27。

24 原文では“

”と記載されている。
25 原文では“

”（被告に名前をＹ，原告の名
前をＸとした）と記載されている。
26 この点について，人事訴訟法２２条３項は，「第１項及び第２項の裁判については，民事訴訟法
１８２条（判決事項）第２項の規定は適用されない」と定めており，カンボジアの裁判官の中には，
この規定があり，かつ，養育費及び面会交流を判断することは，子の福祉に適うことから，当事者の
申立てがなくても判断できると主張する者もいる。しかし，人事訴訟法２２条１項は，一方で親権者
の指定については裁判所の職権とし，他方で子の監護に関する処分については，「当事者の申立てがあっ
たときは」と定めている。このことから，裁判所が当事者の申立てがないにも関わらず，子の監護に
関する処分を判断することは，処分権主義に反するものと考えられる。
27 秋武憲一・岡健太郎編著『離婚調停・離婚訴訟〔改訂版〕（リーガル・プログレッシブ・シリーズ）』
（青林書院，２０１３年１２月）１８４及び１８５頁。
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しかし，カンボジアでは，判決書や決定書で債務の帰属を決していることを理由に，

それは債権者に対しても対抗できるという意見があり，問題となっている。これは裁

判書そのものの問題ではないが，裁判官の中にも上記のように考えている者もいるよ

うであり，民法の債務引受けなどの理解及び民事訴訟法の原則（民事訴訟法１９８条

など）に対する不理解が根底にある。

オ　婚姻届を提出していない事実上の夫婦の場合

　カンボジアでは，伝統的に結婚式などのセレモニーが重視されてきたため，実質的

な夫婦生活を送っているにも関わらず，法律上の届出を行なっていないケースが多々

存在する28。そして，このような事実上の夫婦が別れる場合，離婚手続を経る必要が

あるのであろうか。カンボジアの裁判例の中にも，判決で事実上の婚姻関係の終了を

宣言するもの29（⑤及び⑥事件），事実上の婚姻関係の終了に関する請求を棄却

（ ）するもの（⑦事件），事実上の婚姻関係終了に関する請求を却下

（ ）するもの（⑧事件）など対応は様々である。この点については，裁判

例を積み重ねるとともに，それらを公開し，カンボジア法律家の議論によって対応を

決すべき問題と思われる。

　なお，⑥ないし⑧事件のいずれも，財産分割に関する判断を主文で示しており，カ

ンボジアの多くの裁判官は，婚姻届を出していない事実上の夫婦の場合でも，財産分

割（民法９８０条）の規定が類推適用されると考えている模様である30。

事件の種類 離婚事由 養育費 子の監護 財産分割

① 離婚訴訟 ５年間の別居 経済状況に応じて 子を養うための扶養 申立てなし→判断あり 判断あり

② 離婚訴訟 合意 月 200 ドル（2人分） 子を養うための扶養 申立てなし→判断あり 判断なし

③ 離婚訴訟 合意 経済状況に応じて 養育費 申立てなし→判断あり 夫婦の連帯債務の分割

④ 合意離婚 判断なし 判断なし 申立・判断なし 判断あり

⑤ 事実上の婚姻解消→認容 経済状況に応じて 子を養うための扶養 申立てなし→判断あり 判断なし

⑥ 事実上の婚姻解消→認容 判断なし 判断なし 申立てなし→判断あり 判断あり，夫婦の連帯
債務

⑦ 事実上の婚姻解消→棄却 判断なし 判断なし 判断なし 判断あり

⑧ 事実上の婚姻解消→却下 経済状況に応じて 子を養うための扶養 申立てなし→判断あり 判断あり，夫婦の連帯
債務

表１：離婚請求事件まとめ

（３）貸金返還請求事件

ア　検討した事件

　貸金返還請求事件としては，

⑨　プノンペン始審裁判所２０１７年６月２８日判決・民事事件１０７号

28 松尾弘「『カンボジア王国の司法アクセスの状況に関する調査研究』報告書」（２０１３年３月８日）
２８頁＜ http://www.moj.go.jp/content/000109914.pdf ＞
29 原文では“ ”（原
告の名前をＸ，被告の名前をＹとした）と記載されている。
30 この点について，事実上の夫婦の関係解消の場合に，何故，離婚の際の財産分割の規定が類推適用
できるのかについて，理由を述べている事例は存在しなかった。
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⑩　プノンペン始審裁判所２０１６年４月２６日欠席判決・民事事件３１４号

⑪　 バンテアイミエンチェイ始審裁判所２０１５年９月２９日判決・民事事件３４７

号

⑫　バンテアイミエンチェイ始審裁判所２０１５年５月２日判決・民事事件１３４号

⑬　シアヌークビル始審裁判所２０１７年５月２５日判決・民事事件４５号

⑭　プノンペン始審裁判所２０１７年８月２８日判決・民事事件３４８０号

がある。

イ　利息，遅延損害金に関する問題

　カンボジアの貸金返還請求事件の特徴の一つとして，利息及び遅延損害金の概念が

正しく理解されておらず，その計算も不適切であるという問題がある。

　例えば，⑫事件は，主文において「被告らは，原告に対し，５０万ドルに対する年

５パーセントの利息を２０１１年１０月４日から支払済みまで支払え31」と述べてい

るが，元本を請求している以上，弁済期がすでに経過しているはずであるにも関わら

ず，利息（ ）の支払いを認めている32。なお，遅延損害金について，⑪事件は「罰

金」（ ）という用語を用い33，⑭事件では「期限を過ぎた借金の利息」

（ ）という用語を使用しており，民法及び民法の適

用に関する法律が使用する「遅延利息」（ ），「遅延損害金」

（ ，
34）を使っている判決書は見当たらなかった。

　これは，利息と遅延損害金及び次に述べる慰謝料請求との関係並びにそれぞれの概

念について，正しい理解が行われていないことに原因があると思われる35。

　また，利息，遅延損害金については，民法，民法の適用に関する法律及び２０１１

年の制限利率に関する司法省令が，制限利率を定めている。それによると，利息は年

１８％（同省令１条），遅延損害金は年２７％となる（同省令２条）。⑨事件は，原告

は，もともと月１０％（年１２０％）の利息を請求していた事件であるが，裁判所は，

制限利息を適用して，年１８％に変更している36。

ウ　慰謝料請求に関する問題

　次に，カンボジアの貸金返還請求事件で多く見受けられるのが，元本，利息，遅延

31 原文では“
”（被告らの名前

をＹ１，Ｙ２とした）と記載されている。
32 ⑨及び⑩事件も同様である。
33 ⑩事件も「罰金」（ ）という名目で年２０％の支払いを認めているものの，同事件では「利
息」（ ）名目で遅延損害金相当分も認められており，この「罰金」（ ）の位置付けは明
らかではない。
34「遅延損害金」について，民法５５６条は“ ”を使用し，民
法の適用に関する法律１７条６項は“ ”を使用している。
35 ２０１１年報告書（９頁）も同様の問題を指摘している。
36 ただし，⑨事件の判決書は，制限利率の根拠法令について，制限利率に関する司法省令ではなく，
２００９年の「貸付利率の決定に関する国家銀行令」を指摘しており，この点は誤りだと考える。
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損害金に加えて慰謝料を請求し，かつ，裁判所が特段の理由を示さず利息，遅延損害

金に加えて慰謝料を認めている事案である（⑨，⑪，⑫及び⑭事件37）。そのうち，

⑨事件は，貸主が一般人の場合であるが，⑪，⑫及び⑭事件は，銀行やマイクロファ

イナンスなどの会社が貸主である。なお，⑩事件は，貸主である原告（銀行）が，被

告（一般人）に対し，元本，利息，遅延損害金，罰金とともに慰謝料（ ）も請

求した事件であるが，裁判所は，欠席判決で慰謝料請求の部分は棄却した。

　この点については，民法適用前の判決書の調査においても，「第２項で支払済みま

での利息請求を認容しているが，第３項で元本の支払済みまでの遅延損害金，また，

履行遅滞に対する慰謝料をそれに付加して認めている」判決の紹介があり38，利息，

遅延損害金に加えて慰謝料を請求することは，民法適用以前から行われていたようで

ある。そして，民法４００条２項が，わざわざ「裁判所は，債権者の請求に基づき，

精神的な損害についても賠償を命じることができる」と規定していることを理由に，

貸主は，借主に対し，元本，利息及び遅延損害金に加えて精神的損害を当然に請求す

ることができると主張する法律家も存在する39。

　しかし，銀行やマイクロファイナンスと一般人との間の貸金契約の債務不履行にお

いて，銀行等に精神的損害が発生するとは考えにくい。やはり，原則として，慰謝料

は，生命，身体等の人格的利益の侵害が生じる場合にのみ認められ，財産損害につい

ては財産的損害が回復されれば精神的苦痛も償われるため，慰謝料は認められないと

考えるべきである40。

エ　民事実体法の理解が不十分

　それととともに，民事実体法を正しく理解していないことも問題である。例えば，

⑭事件は，銀行（貸主）の会社（借主）に対する貸金返還請求事件であるが，連帯保

証又は連帯債務などを認めることなく，会社の代表者及び関係者に対して，貸金の返

還及び慰謝料請求を認めている。現時点においても，民事実体法の正しい理解を普及

する必要性は高い。

37 ⑨事件は「慰謝料」（ ），⑪事件は「時間の損害及び弁護士費用」（
），⑫事件は「慰謝料及び時間の損害」（ ），⑭事件は

「慰謝料」（ ）という用語を使っている。
38 ２０１１年報告書（９頁）。
39 現時点では，銀行が債務者に対して貸金返還請求を行う場合は，元本，利息及び遅延損害金に加え
て慰謝料も請求するのが銀行及びマイクロファイナンスの実務となっている。
40 平野裕之『債権総論（プラクティスシリーズ）』（信山社，２００５年３月２０日）２５９頁。
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貸主・借主 元本 利息 遅延損害金 慰謝料 その他

⑨ 一般人・一般人 300 万リエル
（750 ドル） 利息：月 10% →年 18%（支払済まで） 慰謝料：50 万リエル

（125 ドル）

⑩ 銀行・一般人 41 万 5229.1 ドル 利息：年 12％（2015 年 8 月～ 11 月，利息相当分），
年24％（2015年11月～支払済まで，遅延損害金相当分）

慰謝料：５万ドル→棄
却 罰金：年２０％

⑪ 銀行・一般人 19 万 9455.98 ドル 利息：4万
4557.96 ドル

罰金：9万 64.83 ドル，年 24%（2015
年 6 月 30 日～支払済まで）

時間の損害及び弁護士
費用：2万 5000 ドル

その他手数料：
479.36 ドル

⑫ 銀行・一般人 28 万ドル 利息：年 5％（支払済まで） 慰謝料及び時間の損
害：1万ドル

⑬ 一般人・一般人 640 万リエル
（1600 ドル）

利息：5% →
放棄 なし 200 万リエル（500 ド

ル）→放棄

⑭ 銀行・一般人 1400 万ドル 利息：126 万
2509.84 ドル

期限を過ぎた借金の利息：年 11.25%
（支払済まで） 慰謝料：5万ドル

表２：貸金返還請求事件まとめ

（つづく）
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ミャンマーにおける裁判所主導の民事調停制度の導入について

ＪＩＣＡ長期派遣専門家　

中　島　朋　子

１．はじめに

　　２０１９年３月１日，ミャンマー国内の４つの裁判所において裁判所主導の民事調停

制度の試験運用（パイロット・プログラム）が開始した。これに先立ち，同年２月２６

日にはミャンマー連邦最高裁判所（ＵＳＣ）と独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）

の共催のもと，首都ネピドーにて華やかにローンチング・セレモニーが行われた。

　　ローンチング・セレモニーの開催及びパイロット・プログラム開始のニュースは，テ

レビや新聞を通じてミャンマー国内にひろく報道された1。

　　ＪＩＣＡは，２０１６年頃からＵＳＣとの間で裁判所主導の民事調停制度の導入に関

する支援を行ってきた。このたびミャンマーにおいて民事調停制度のパイロット・プロ

グラムが導入されたことを機として，本稿では，ミャンマーにおける民事調停制度の概

要について説明するとともに，これに関連するＪＩＣＡの取り組みについて紹介したい。

　　なお，本稿のうち意見にわたる部分は私見である。

【 ローンチング・セレモニーの集合写真。前列中央が U Htun Htun Oo ＵＳＣ長官。憲法

裁長官，法務長官，国会議員と並ぶ】

２．ＵＳＣが民事調停制度の導入に至った経緯

　⑴　ミャンマーにおける訴訟上の和解制度について

　　　ミャンマー民事訴訟法（The Code of Civil Procedure。以下ＣＰＣ）上，日本におけ

る和解の試み（民事訴訟法８９条）のような，裁判官が当事者に対して和解を勧める

1 The Global New Right of Myanmar２０１９年２月２７日号５面，ＭＩＴＶ（Myanmar International TV）
など。
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制度はない。もっとも，訴外において紛争当事者間で和解に向けた交渉をすることは

妨げられておらず，訴外で合意が成立した場合には，当事者が裁判所に当該合意書を

提出して申し立てをすることによって，裁判所がコンプロマイズ・デクリーを発して

訴訟を終了することが可能である（ＣＰＣ Order２３ Rule３）。もっとも，筆者が裁判

官から聞いた限り，コンプロマイズ・デクリーによる訴訟の終了は数としては少ない

印象である。訴外で合意が成立した場合，取り下げ（ＣＰＣ Order２３ Rule１）による

訴訟の終了のほうが多く選択されているのではないかと推測される。

　⑵　ミャンマー民事訴訟制度の問題点

　　　上記のとおり，ミャンマーには裁判所による和解勧試の制度が存在しないため，裁

判所に訴訟提起された紛争は，基本的には，前述した取り下げ等の申し立てがない限

り，終局判決による解決までもつれ込むことになる。こういった事情もあり，ミャン

マーでは，裁判官が一度に抱える事件数が多くなりがちであった。このことは裁判官

にとって過重な負担となるのに加え，訴訟進行の遅滞を招き，訴訟提起から終局判決

が出るまでに数年間を要することもしばしばであった。訴訟の長期化は，国民の裁判

に対する信頼を失わせる要因ともなるため，訴訟のバックログを解消する方策が模索

された。

　　　この点，裁判所主導の民事調停制度には「裁判官の判決起案の負担を軽減できる」

といった裁判所にとってのメリットのほか，「訴訟に比べて短期間で事件を解決に導

くことができる」「非公開の手続きであるため秘密が守られる」「交渉を通じて当事者

間の関係性を改善できる」「紛争解決手続きが利用しやすくなる」といったユーザー

にとってのメリットもある。このような理由から，ＵＳＣは，裁判所主導の調停制度

の導入について検討することとなった。

３．ミャンマーにおける民事調停制度の概要

　　以下では，ミャンマーのパイロット・コートにおいて運用されている民事調停制度に

ついて説明するが，現在のところ調停手続きを定めた法規範は存在しない。以下はＵＳ

Ｃ内部の指針である調停マニュアルの記載に基づくものである（同マニュアルが策定さ

れた経緯については下記４．⑷ウ参照）。パイロット・プログラムを通じ，必要に応じて

適宜修正することが想定されている。

　⑴　対象事件

　　　家事事件を含む民事事件全般が対象となる。

　⑵　手続きの開始

　　ア　調停手続きだけを裁判所に求めることはできない。該当する民事紛争が管轄権を

有する裁判所に訴訟提起されている必要がある。

　　イ　調停手続きは両当事者の同意によって開始することが原則であるが（ボランタ

リー・ケース），下記の一定の事件については強制的に調停手続きが開始されるこ

とになる（コンプルソリー・ケース）。パイロット・プログラムにおいては，①家

72

ICD79G-09.indd   72 2019/06/07   10:30:01



事に関する紛争②金銭に関する紛争③商事に関する紛争，がコンプルソリー・ケー

スとされており，多くの事件がコンプルソリー・ケースとして扱われることとなっ

ている。

　　　　裁判官は，訴状審査の際，当該紛争がボランタリー・ケースにあたるのか，コン

プルソリー・ケースにあたるのかを検討する必要がある。

　　ウ　原告による訴状提出後，原告と被告の両者が出廷する初めての期日2において，

当該事件がボランタリー・ケースであれば，裁判官は両当事者に対して調停手続き

についての説明をし，調停を行う意思があるか確認する。両当事者が調停手続きを

行う意思を表明すれば裁判官は事件を調停手続きに回付し，そうでなければ民事訴

訟を進行させる。これに対して，当該事件がコンプルソリー・ケースであれば，裁

判官はその旨を当事者に説明し，調停手続きが開始することとなる。

　　エ　調停手続き中も，訴訟手続きは中断しない。訴訟の期日間に調停を行うことになっ

ている。ミャンマーでは，調停期間としては原則１か月が想定されているが，さら

に時間が必要な場合には，期日の変更をした上で調停手続きを行うことができる。

　　オ　調停手続きを行うために，両当事者は調停担当の職員のもとへ行き，調停期日の

日程調整などを行う必要がある。パイロット・プログラムにおいては，調停人とし

て認定されたＵＳＣ職員3が，決められた曜日に各地のパイロットコートに調停人

として派遣されるため，両当事者は調停人が在籍する曜日に調停室に行く必要があ

る。もっとも，調停申立書を提出する必要はなく，調停のための追加費用を払う必

要もない。調停人は，訴状の写し等をもとに事案を把握する。

　⑶　調停手続き

　　ア　事件が調停に回付されると，訴訟の事件番号とは別に，調停の事件番号が付与さ

れる。

　　イ　調停室にはテーブルと椅子が用意されており，テーブルの上に植物が飾られるな

ど，法廷とは異なる雰囲気づくりが意識されている。

　　ウ　調停人は，事件記録を検討し，当事者の確認を行う。また，当事者に対して調停

手続き及び調停人の役割について説明し，当事者から質問があればこれに答える。

　　エ　両当事者同席のうえで手続きを進めるか，別席として片方ずつの当事者から話を

聞くかは，その都度調停人の裁量で決めることができる。別席調停の場合に備え，

いずれのパイロット・コートにおいても，調停室の近くに待合室を用意している。

　　オ　調停人は事件と無関係な者でなければならず，また，両当事者の間で中立でなけ

ればならない。さらに，公正に調停手続きを進行しなければならない。加えて，調

停手続き中における当事者の発言や，当事者から提出された資料については，公に

してはならない。

2 後述４．⑴ウのＮＣＭＰにおいては，“Case Management Conference”と呼称される。
3 ２０１９年４月現在，調停人として認定されているＵＳＣ職員は６名であり，実際に調停人として
稼働している職員は３名である。
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【デキナ地裁内調停室】 【タウングー郡裁内調停室】

　⑷　合意が成立した場合の手続き

　　ア　調停合意内容記録書の作成

　　　　両当事者間に合意が成立した場合，両当事者は調停室において，予め準備された

テンプレートを穴埋めする形で，調停合意内容記録書を作成する必要がある。調停

合意内容記録書は，調停人用，訴訟担当裁判所用及び両当事者用として４部作成す

る。調停合意内容記録書のテンプレートに記載された内容は，以下のとおりである。

　　　ａ　裁判所名

　　　ｂ　訴訟事件番号

　　　ｃ　調停事件番号

　　　ｄ　調停両当事者の識別情報（名前，父親名4，国民登録番号，現住所，電話番号）

　　　ｅ　調停合意内容

　　　　　「調停人○○氏の面前で，紛争内容の全て／一部を下記のとおり和解した」と

して，合意事項を記載する。

　　　ｆ　合意内容詳細

　　　　　テンプレート上，末尾に「上記の合意内容は全て両当事者の自由な意見で和解

に至ったものである。合法となる合意だけを訴訟担当裁判所が確定・認可するこ

とを承知する。合意内容が第三者に損害を与えないことを誓約する。」旨の記載

がある。

　　　ｇ　調停両当事者の署名，名前及び国民登録番号

　　　ｈ　証人または弁護士の署名，名前及び国民登録番号

　　　ｉ　合意内容記録書作成日

　　イ　調停人は，当事者が調停合意内容記録書を作成するのを手助けすることができる。

書面が完成したら，調停人は両当事者に当該合意内容を確認させ，調停手続きを終

了させる。また，調停人は，調停結果報告書を作成し，これに調停合意内容記録書

を添付して，訴訟を担当する裁判所に提出する。

　　ウ　調停手続きは終了し，当事者は次回訴訟期日に出廷する。

4 ミャンマー人は苗字を持たないため，個人特定の意味で用いられる。
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　⑸　合意が不成立となった場合の手続き

　　ア　調停人は，以下の状況を認めた場合，調停を不成立とすることができる。

　　　ａ　調停期日に当事者が出席しない場合

　　　ｂ　調停を実施したものの適切に合意が成立する見込みがない場合

　　　ｃ　当事者が調停する希望を持っていない場合

　　　ｄ　当事者が調停を終了したい旨述べた場合

　　　ｅ　調停期間内に合意が成立しなかった場合

　　　ｆ　合意が成立したものの，当該合意内容が違法または著しく不当であり，当事者

に再検討を勧めたが当事者が従わない場合5

　　イ　調停人は，当事者に合意不成立による調停手続きの終了を言い渡す。また，調停

結果報告書を作成し，訴訟担当裁判官に提出する。

　　　なお，調停結果報告書にもテンプレートが準備されており，合意成立の場合も不成

立の場合も同じテンプレートを使用することとなっている。

　　ウ　調停手続きは終了し，当事者は次回訴訟期日に出廷する。

　⑹　調停手続き終了後の訴訟手続き

　　ア　調停合意が成立した場合

　　　ア　当事者は，両当事者間で合意が成立したことを前提に，裁判所に対して進行に

関する希望を伝える。すなわち，取り下げにより訴訟を終了させることもできる

し（ＣＰＣ Order２３ Rule１），調停合意内容記録書に従った判決を下すよう申し

立てることもできる（コンプロマイズ・デクリー。ＣＰＣ Order２３ Rule３）。また，

合意内容に基づいて，裁判所が判決を下すよう，求めることもできる（アドミッ

ション・デクリー。ＣＰＣ Order１２ Rule６）。

　　　イ　裁判所は，上記アの当事者の申し立てに沿って手続きを進め，当該訴訟を終了

させる。

　　イ　調停が不成立に終わった場合

　　　ア　裁判所は，ＣＰＣの規定に従って訴訟手続きを進めることとなる。

　　　イ　当事者は，当該事件を再度調停手続きに付すことを求めることはできない。もっ

とも，訴外で当事者間で交渉することは妨げられず，訴外で合意が成立した場合

には，取り下げやコンプロマイズ・デクリーにより訴訟を終了させることが可能

である。

　⑺　合意成立後，当事者が合意内容に反した場合

　　ア　ミャンマーにおける調停合意内容記録書には，日本の調停調書とは異なり，執行

力が付与されない。このため，当事者の一方が調停合意内容記録書記載の内容に反

した場合に，合意内容の実現を望む他方当事者は，先の民事訴訟がどのように（３．

⑹アア参照）終了したかに従って，裁判所に対して手続きを取る必要がある。　

5 かかる場合，合意が成立していたとしても，調停手続きとしては不成立として処理することになる。
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　　イ　まず，先の民事訴訟が取り下げによって終了した場合には，当該紛争に対する裁

判所の判断がまだなされていないことになるので，当事者は，改めて裁判所に訴訟

を提起する必要がある。

　　　　次に，先の民事訴訟がコンプロマイズ・デクリーによって終了した場合，同判断

は最終の判断ではないため，当事者は裁判所に対して新たに判決を求める申請を行

う必要があるとのことである。当事者は，裁判所の判決を得た上で，改めて強制執

行の手続きを申し立てることになる。

　　　　これに対して，先の民事訴訟がアドミッション・デクリーによって終了した場合

には，この内容に当事者の一方が違反した場合，それをもってもう一方の当事者は

直接，裁判所に対して強制執行の手続きを申請することができる。

　　ウ　このように，調停手続き成立後にどのように当該民事訴訟を終了させるかは当事

者が自由に選択できるものの，選択した手続きによってその後の強制執行手続きに

スムーズに移行できるか否かが変わってくるため，当事者としては注意が必要であ

る。

　　　　もっとも，ＵＳＣとしては，調停手続きを進めるにあたり，紛争が終局的に解決

できるような（つまり，強制執行を問題にしなくてよいような）調停合意をするこ

とを意識しているように思われる。例えば，あるパイロットコートで行われた労働

契約に基づく未払い賃金請求の事案では，調停成立後，被告側が合意された未払い

賃金を裁判所に持参し，それを受け取った上で原告側が訴訟を取り下げて事件が終

了したとのことである。ミャンマーの民事執行は時間がかかるケースが多いとのこ

とであるから，このような姿勢は評価して良いのではないかと思われる。

４．調停制度実現に向けたＵＳＣとＪＩＣＡの活動内容

　　以下では，３．で説明した調停制度がどのような経緯で実現されたのか紹介する。

　⑴　Judiciary Strategic Plan6に基づくＵＳＣの目標設定と活動

　　ア　２０１５年～２０１７年

　　　　２０１４年１２月，ＵＳＣは，２０１５年から２０１７年の３年間のＵＳＣの活

動及び達成目標を掲げた Three Year Strategic Plan（２０１５－２０１７）を発表した。

また，単年毎の活動及び達成目標を掲げるものとして，２０１５年に“Year １ 

Action Plan”，２０１６年に“Year ２ Action Plan”及び２０１７年に“Year ３ Action 

Plan”を，それぞれ発表した。

　　　　調停制度に関して，Three Year Strategic Plan（２０１５－２０１７）の発表時

（２０１５年初頭）には，ＵＳＣの活動に協力する国際ドナーは具体的には決まっ

ていなかったが，Year ３ Action Plan（２０１７年）の頃には以下のとおり具体的な

6 ＵＳＣにおける Strategic Plan の位置づけについては， 野瀬憲範「ミャンマー法整備支援プロジェク
ト～フェーズ１の回顧とフェーズ２の課題～」『ＩＣＤ ＮＥＷＳ』 ７６号（２０１８年９月）８頁以下
も参照されたい。
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活動目標と協力機関が明記されることとなった。

Strategic Action Area １ : Protect Public Access（Year ３ Action Plan-２０１７）

Strategic 
Objective （１.２）

Strategic 
Initiatives

Actions Priority Responsible 
Persons

Outcome 
Measures

Ensuring all 
citizens, 
litigations are 
treated with 
courtesy, 
responsiveness 
and respect

１.２.３ Perform 
feasibility 
study of civil 
mediation

-Conduct workshops and 
seminars
-Study other countries’ 
experiences on court-led 
mediation system in civil 
cases
-Draft procedure on 
court-led mediation in 
civil cases

High 
Priority7

IR&RDP+
CJDP+LPDP
+JICA+FCA
+MinLaw+
UNDP+IP+
WG４8

Timely 
Completion

　　イ　２０１８年以降

　　　　２０１８年初頭，ＵＳＣは新たに，５年間の活動目標を定めた Judicial Strategic 

Plan（２０１８－２０２２）9を発表した。これによればＵＳＣは２０１８年中に調

停制度のパイロット・プログラムを計画し，導入しなければならないこととされた。

これに対して協力する国際機関はＪＩＣＡのみとされ，ＵＳＣとＪＩＣＡの調停制

度の導入に向けた活動も加速することとなった。

Strategic Action Area ５ : Promote Efficient Case Management and Court Specializations

Strategic 
Objective （５.３）

Strategic 
Initiatives

Actions Priority Responsible 
Persons

Outcome 
Measures

Establish 
efficient and 
effective Court 
Dispute 
Resolution 
（CDR） 
systems

５.３.１ Develop 
Court-led 
mediation 
system in 
courts

- Conduct court-led 
mediation workshops 
to support the effective 
evaluation
- Complete evaluation 
for Court-led mediation
- Design Court-led 
mediation model and 
introduce pilot program

PR-１10 WG４+JICA Level of 
implementation

7 優先度としては２番目（“Critical Year １”に次ぐもの）。
8 このように，Year ３ Action Plan（２０１７年初頭）時点では，関与する国際ドナーとしてはＪＩＣＡ
のほか，ＦＣＡ（Federal Court of Australia），ＭｉｎＬａｗ（Ministry of Laws, Singapore），ＵＮＤＰ（United 
Nations Development Programme），ＩＰ（International Partners）と多くの機関の名前が挙がっていた。
9 http://www.unionsupremecourt.gov.mm/sites/default/files/supreme/stplan2018eng.pdf
10 最も優先度が高い，という意味。
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　　ウ　National Case Management Program（ＮＣＭＰ）との融合

　　　　民事調停制度の検討を始める以前から，ＵＳＣはＵＳＡＩＤ11の支援のもと，

National Case Management Program（ＮＣＭＰ）の導入の検討を始めていた。ＮＣＭ

Ｐは，Case Management Program（ＣＭＰ）に基づき訴訟を効率的に進行させるこ

とで事件のバックログを解消することを目的としたプログラムで，現時点で既に国

内９か所の地方裁判所及び９か所の郡裁判所において実行されている12。

　　　　民事調停制度も訴訟運営の効率化及びバックログ解消に資するものとして，ＵＳ

Ｃは２０１８年頃から，民事調停制度をＮＣＭＰの一つのコンポーネントとして位

置づけるようになっている。もっとも，活動としてはＮＣＭＰと民事調停制度は別

の活動であり，現時点において特にＪＩＣＡとＵＳＡＩＤが協働しているわけでは

ない。

　⑵　ＪＩＣＡのアドホックな活動（２０１６年～２０１７年４月）

　　ア　ＪＩＣＡはＵＳＣと共催して，首都ネピドーにおいて２０１６年７月に３日間・

２０１７年４月に２日間の民事調停制度に関するセミナーを行った。また，２０１

６年１１月に実施した第８回本邦研修13においては民事調停制度を一つのテーマと

し，裁判所主導の調停制度の可能性について議論した。

　　イ　なお，当時は，ＪＩＣＡの活動と並行し，シンガポール法務省がＵＳＣ職員を招

聘して調停のトレーニングを行うなど，他の国際機関によるインプットも行われて

いたようである。

　⑶　政策文書の作成（２０１７年５月～２０１８年８月）

　　ア　起草

　　　　２０１７年３月，ＵＳＣは調停制度の実現調査に特化した内部のワーキンググ

ループとして，「ＷＧ４」と呼ばれるグループを組織した。

　　　　同年５月，ＵＳＣからＪＩＣＡに対し，ミャンマーにおいて裁判所主導の調停制

度を導入することを積極的に検討したい，ついては，調停制度について政策文書を

作成したいので，作成にあたってはＪＩＣＡにも協力して欲しい旨要請があった14。

　　　　そこで，同月から２０１８年６月にかけて，ＪＩＣＡが出席するＷＧ４15のミー

ティング内で政策文書の起草を行った。２～３週間に１度ミーティングを開催し，

事前にＪＩＣＡが作成した下案をミャンマー語訳したものをＷＧメンバーに送付し

11 アメリカ合衆国国際開発庁（U. S. Agency for International Development）
12 ＣＭＰの手続きについてはＵＳＣの Notification が発せられており，以下サイトから閲覧可能。http://
www.unionsupremecourt.gov.mm/sites/default/files/supreme/case_management_procedure_eng.pdf
13 裁判官６名のほか，国会議員２名，法務長官府職員４名及び労働・入管・人口省職員２名が参加。
14 政策文書の意義については，小松健太「ミャンマー法整備支援プロジェクトの現地専門家として～
政策文書の作成による意思決定システムの改善について～」『ＩＣＤ ＮＥＷＳ』７２号（２０１７年
９月）１８ページ以下を参照されたい。
15 ＵＳＣでは，注力する活動分野毎に担当ワーキング・グループが組織されており，そのワーキング・
グループに関するテーマであれば，ＪＩＣＡとの活動であっても他ドナーとの活動であっても，同じ
担当ワーキング・グループが対応することになる。

78

ICD79G-09.indd   78 2019/06/07   10:30:02



ておき，ミーティング内で推敲するという作業を繰り返した。

　　　　これらの定期的なミーティングに加え，同年３月には日本から調停制度の専門家

として吉野孝義・岡英男両弁護士にご来緬いただき，２日間の調停セミナーを開催

した。偶々，このセミナーの前日に「法の支配」に関するジュディシャル・セクター

の大規模な会議がネピドーで開催され，アウン・サン・スー・チー氏がその冒頭挨

拶の中で「紛争を効率的に解決するために，調停制度の利用を検討する必要がある」

と述べたことがあった。その影響もあってか，このセミナーの頃から，調停制度の

実施に向けたスピードが上がったように感じている。

　　イ　政策文書作成を通じた方針決定

　　　　政策文書の起草にあたっては，ＷＧ内でのディスカッションを通じて，調停制度

の方針を決めていった。ＵＳＣが意識していたのは，「ＣＰＣを改正する必要がな

いような調停制度を設計する」ことであった。なぜなら，ＣＰＣに抵触する制度を

作る場合には法改正が必要になるが，ミャンマーにおいて法を改正することは容易

ではない16。ましてや，ＣＰＣは１９０８年に成立した非常に歴史のある法律であ

り，これを改正することに対するハレーションは相当なものが想定されたためであ

る。この観点から，「訴訟提起された事件を調停に回付することで手続きを開始す

る（調停だけを申し立てることはできない）」「調停で合意が成立しただけでは紛争

は終了せず，あくまで訴訟手続きとして紛争が終結する必要がある」などの方針が

決定されていった。

　　ウ　政策文書の完成

　　　　政策文書の内容は２０１８年６月に完成した。調停制度のメリットや，導入にあ

たっての課題，調停人の義務，関係機関の役割などが明記された。同文書は完成後，

ＵＳＣ内部の各部署に回覧されコメントを受けた上で，同年８月にＵＳＣの全判事

が出席するＵＳＣエグゼクティブ会議の認可を受けた。これにより，ＵＳＣとして

の民事調停制度に対する基本姿勢が明らかになった。

　　　　政策文書の末尾には，「裁判所主導の調停制度を実施する責任者の指示に基づき

ＷＧとＪＩＣＡが実施する今後の計画」が添付され，ＪＩＣＡの役割が記載された。

なお，国際機関として名前が挙がったのはＪＩＣＡのみであった。

　⑷　パイロット・プログラムの導入に向けた準備（２０１８年８月～２０１９年２月）

　　　認可された政策文書の方針に従い，ＵＳＣとＪＩＣＡが行った活動について紹介す

る。

　　ア　２０１８年８月，ＵＳＣ内部に調停制度の実施に向けたコミッティが組織された

（“The Court-led Mediation System Implementation Committee）。これはＵＳＣ判事１

名を責任者とし，Director General（局長），４名の Director（部長）及び１名の

Assistant Director（部長補佐）から組織されており，ＷＧが実働組織だとすれば，

16 小松健太「ミャンマーの立法過程について」『ＩＣＤ ＮＥＷＳ』６７号（２０１６年６月）４１ペー
ジ以下参照。
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コミッティは監督組織のようなイメージである。Director General からは，そのメ

リットとして，調停に関する事項を（ＵＳＣ裁判官全員の出席を要するエグゼクティ

ブ会議ではなく）コミッティ内部で決定できるようになるので，意思決定を早める

ことができる，と説明された。

　　イ　２０１８年１１月上旬，岡弁護士のご協力のもと，ＵＳＣとＪＩＣＡの共催で５

日間の連続ワークショップ・セミナーを開催した。また，同セミナーにおいて，

「２０１９年３月１日からパイロット・プログラムを開始する」ことが決定された。

冒頭４日間でパイロット・プログラムにおける調停手続きを確定するための議論を

行い，最終日に模擬調停を通じて，その手続きがワークするか確認した。最終日に

はＵＳＣの声かけのもと，多くのメディアが取材に訪れたため，国営テレビのニュー

スなどで調停制度の導入について報道された。

　　ウ　調停制度を実施するためには，少なくとも運用の指針が必要であり，また調停人

を養成する必要があるため，ＵＳＣとＪＩＣＡの共催により，調停マニュアル作成

のための２日間のワークショップ（２０１８年１２月）及び３日間の調停人トレー

ニング（２０１９年１月）を開催した。これらの活動には岡弁護士にご参加いただ

き，ファシリテートしていただいた。

【２０１８年１１月調停セミナーの様子】 【２０１９年１月調停人トレーニング】

　⑸　調停制度の周知及び広報（２０１８年４月～）

　　ア　調停制度の開始について国民に周知する必要があったため，ＪＩＣＡはＷＧ４と

協議した上，広報用ポスターとブローシュアを英緬両語で作成し，ミャンマー語の

ものを配布用としてＵＳＣに引き渡した（ポスターは大１０００部・小３０００部，

ブローシュアは２万部）。これらは全国の裁判所に交付され，裁判所の受付に設置

されるなどしている。なお，英語版はＵＳＣのウェブサイトに掲載されている17。

さらに，調停制度プロモーション用のロゴを作り，同ロゴをかたどったマグネット

式バッヂ１０００個をＵＳＣに供与した。

17 http://www.unionsupremecourt.gov.mm/sites/default/files/supreme/mediation_brochure_en_revised.pdf
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【調停ロゴ】

　　イ　また，ＪＩＣＡはプロジェクト活動として，ヤンゴンのラインターヤ地区にある

裁判官研修施設での講義や，地方の州・管区に出張して地域の裁判官を対象とした

研修を行っているところ，２０１８年４月以降は，こういった講義や研修の中でも

民事調停制度をトピックとして取り入れ，全国の裁判官への調停制度の周知を図っ

てきた18。

　⑹　パイロット・コートの選定

　　　２０１８年１２月，ＵＳＣは，パイロット・コートとしてネピドー連邦直轄域内の

デキナ地方裁判所及びタッコン郡裁判所，バゴー管区内のタウングー地方裁判所及び

タウングー郡裁判所の計４つの裁判所を選定した19。ＵＳＣ（ネピドー）からの距離

的な近さ，職員の人数，裁判所に係属している事件の種類，調停室となりうる空き部

屋があるかどうか等を総合的に判断して決めたとのことである。タウングー地方裁判

所と同郡裁判所は隣同士の敷地であることから，郡裁判所内に設置した調停室を地方

裁判所も共同で使用することとした。

　　　なお，ＵＳＣによるパイロット・コートの視察に際してはＪＩＣＡも帯同した。ま

た，調停室のエアコン，調停人用の机・椅子・パソコン・プリンター・キャビネット，

調停用テーブルと椅子，職員用のデスクと椅子，待合室用の椅子などのファシリティ

はＪＩＣＡにおいて供与した。さらに，パイロット・コートとなる裁判所には，「民

事事件において裁判所主導の調停制度を○○裁判所で２０１９年３月１日から試験運

用する」旨の看板を入口に設置した。

18 ヤンゴン管区（２０１８年５月），マグウェイ管区（２０１８年７月），ラインターヤ（２０１８年
９月），カチン州（２０１８年９月），タニンダーリ管区（２０１９年１月），カヤー州（２０１９年２月），
シャン州（２０１９年２月）及びラカイン州（２０１９年３月）にて民事調停制度の講義を行った。
19 ＵＳＣの下には，全国１４か所の高等裁判所（High Court of the Region/State），７４か所の地方裁判所
（District Court）／自治区裁判所（Court of Self-Administered Division/Zone）及び３３０か所の郡裁判所
（Township Court）／２２か所の特別裁判所（Court constituted by law）が組織されている。
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【デキナ地裁入口。看板右上にはＪＩＣＡロゴ】

　⑺　パイロット・コートにおけるコンサルテーション・ミーティングの実施

　　　パイロット・プログラムの開始に先立つ２０１９年２月２６日から２８日にかけて，

ＵＳＣとＪＩＣＡは全パイロット・コートを訪問し，コンサルテーション・ミーティ

ングを共催した。ミーティングでは，ＵＳＣ判事20及び当該管区を管轄する高裁の所

長から挨拶と概要説明を行い，ＷＧのメンバーが調停制度についての詳細なプレゼン

テーションをした上，出席者からの質問に答えていった。多くの人に調停制度を理解

してほしいというＵＳＣの意向のもと，ミーティングには，裁判官のみならず，弁護

士，地方議会議員，警察職員等を招待した。これらのミーティングには吉野弁護士及

び岡弁護士にもご出席いただいた。とりわけ，吉野弁護士からは各地にて日本の経験

を踏まえたプレゼンテーションをしていただき，大変心強いお言葉をいただいた。

　⑻　考察

　　　ミャンマーにおけるパイロット・プログラムの導入は比較的短時間（政策文書の認

可から半年）のうちに，スムーズに行われた。一番の理由はＵＳＣの担当職員の方々

の努力に他ならない。これにＪＩＣＡが貢献できたとしたら，それは“ＪＩＣＡがし

たい活動”を行うのではなく，ＵＳＣの意向に沿った活動をすることに注力してきた

ためだと思われる。例えば，ＵＳＣは毎年， Strategic Plan で立てた計画をどの程度達

成できたかを評価する Annual Report21を発表していることから，Annual Report に良

い評価を記載できるよう，民事調停制度の計画を立てる際には，Strategic Plan に記載

された目標や達成期限を意識するようにした。また，いきなり調停法などを立法した

り，最初から全国の裁判所で調停制度を開始させることを目標とするのではなく，既

存の法律の範囲で，今ある設備，今いる人材を使って，まずはパイロット・プログラ

ムとして，調停制度を開始させることとしたため，活動しやすかったのではないかと

思われる。加えて，トップ・ダウン傾向が強いミャンマーにおいて実働のＵＳＣ職員

が動きやすいよう，活動を行う毎にＵＳＣの上層部宛てのレターを発出し，上層部の

20 The Court-led Mediation System Implementation Committee の責任者である U Myo Tint 判事。
21 最新の２０１８Annual Report は http://www.unionsupremecourt.gov.mm/sites/default/files/supreme/2018_
annual_report_english.pdf から閲覧可。
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認可を得た上で活動を行うようにしたことも，スムーズに準備を行うことができた要

因の一つではないかと考えられる。

５．パイロット・プログラムの実施状況

　　冒頭で述べたとおり，２０１９年３月１日から国内４つの裁判所にてパイロット・プ

ログラムが実施されている。本稿執筆時点（２０１９年５月中旬）ではまだ開始から１

か月半しか経っていないが，実施状況を簡単に紹介したい。

　⑴　ＵＳＣによると，２０１９年３月１日から５月１５日までの２か月半で処理された

件数22は以下のとおりである。また，これまで調停で扱われた事件は離婚，相続，労働，

貸金返還など多岐にわたるが，事件の種類としては少額の金銭をめぐる紛争が最も多

いとのことである。

裁判所名 地域 調停実施日 総調停事件数 成立 不成立

デキナ地裁 ネピドー 水・金 ９３ 　９ ７２

タウングー地裁 バゴー 木・金 ４４ 　７ ３７

タウングー郡裁 バゴー 木・金 ７４ ２４ ４６

タッコン郡裁 ネピドー 金 ３４ 　７ ２１

　⑵　調停人によると，休憩時間中に代理人弁護士が当事者に譲歩の説得をし，結果とし

て合意が成立したケースもあったようである。調停制度について弁護士からの理解を

得られるかという点は一つの懸念事項であったが，コンサルテーション・ミーティン

グに弁護士を招待して制度説明を行ったのが功を奏したのではないかと思われる。

６．おわりに

　⑴　現状の課題

　　ア　現在，調停人の認定を受けている者はＵＳＣ職員のみであり，人数も限定されて

いる（脚注３参照）。調停人を期日の都度ＵＳＣから派遣するスキームには限界が

あるため，さらなる調停人の養成が必須となっている。

　　イ　また，調停を裁判所に直接（訴訟提起することなく）申立てできるようにしたり，

調停調書に執行力を持たせたり，裁判官以外の者が調停人として活動できる制度に

変更するのであれば，何らかの法規範の確立が必要になると思われる。

　　ウ　加えて，仮に調停事件を取り扱う裁判所を拡大するとしても，調停室のセットアッ

プには当然ながら費用がかかるため，資金の捻出方法について検討しなければなら

ないし，ミャンマー国民全体に調停制度を周知するためには，さらなる広報活動が

22 ２０１９年５月調停セミナーにおけるＵＳＣのプレゼンテーションに基づく。
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必要になると思われるため，その費用も考慮する必要がある23。

　⑵　今後の展望

　　　ＵＳＣは，１年間のパイロット・プログラムの結果を参考に，更にパイロット・コー

トを拡大する，あるいはミャンマー全国の裁判所で実現することを検討している。

　　　今後は，パイロット・プログラムを評価して，手続きの見直し等を行うとともに，

上記⑴ア～ウの課題に対応していかなければならないので，多くの作業が必要となる。

全国展開への道は険しいかもしれない。しかし，この１か月半の実施状況を見れば，

調停制度がよく活用され，パイロット・プログラム地域において弁護士やユーザーの

理解も進んでいると評価できる。何より，ＵＳＣ職員の方々の並々ならぬ努力をこの

目で見てきた身としては，かかる作業は必ず身を結ぶであろうと確信している。

　　　民事調停制度によって，ミャンマー国民にとって裁判所がより利用しやすいものに

なれば，それは“The rule of law in the legal, Judicial and related sectors in Myanmar is 

strengthened, and thereby sustainable economic growth is promoted.”という当プロジェク

トの目標達成にも合致する。ＪＩＣＡとしても，ミャンマー民事調停制度の発展に向

けて，ますますの協力を続けていきたく，関係者の皆さまには，引き続きご支援を賜

りたい。

23 ＪＩＣＡとしては，２０１９年度の活動として調停制度プロモーションビデオの作成支援を予定。
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中国民法総則の制定について（２）

ＪＩＣＡ長期派遣専門家　

弁護士　白　出　博　之

Ⅱ　中国民法総則の条文について
第二章　自然人

第一節　民事権利能力及び民事行為能力

【自然人の民事権利能力】

第１３条　自然人は，出生時から死亡時まで民事権利能力を有し，法により民事権

利を享有し，民事義務を負担する。

　　本条は自然人の民事権利能力に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　民事権利能力は民事主体が民事権利を享有し，民事義務を負うための法律上の資格

である。法律で自然人の権利能力について規定することは，自然人の民事主体として

の地位が確認されることであり，これは自然人が法に基づいて民事権利を有し，民事

義務を負う前提である。自然人の権利能力には自然人が民事権利を有する資格だけで

なく，自然人が民事義務を負う資格も含まれることからいえば，「権利義務能力」の

方がより全面的であるように思えるが，「民事権利能力」概念を用いることにより，

民事上の権利保護を核心とする民法の立法精神が強調されている。

２　条文説明

　　１）自然人の権利能力は出生時に生じ，死亡時に消滅する。出生は自然人が母体から

離脱し，生存している旨の法律事実である。「出生」には次の２点が必要である。

①胎児が母体から分離していることであり，母体から分離する前は胎児であり，分

離した後に法律上の「人」になる。②母体から分離するときに生命を保有している

ことである。胎児は母体から分離するときに生命がない場合，死体である。母体か

ら分離するときに生命を保有している場合を「出生」とし，出生後の生命の存続時

間の長短は関係ない。

　　２）「出生」の判断については，全部露出説，臍帯切断説，産声説，独立呼吸説等の

学説があり，「死亡」の判断についても，呼吸停止説，脈拍停止説，心臓鼓動停止説，

脳死説等の学説が存在する。実務において具体的にどのようにして「出生」「死亡」

を判断するかについては，医学理論及び医学実務の進歩等の問題にも関わることか

ら，本法ではこれに関する統一的な判断基準を規定していない。
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　※参考文献1 ①４０－４２頁，②３８－４１頁，③３２－３４頁，④２９－３０頁参照。

【自然人の民事権利能力平等】

第１４条　自然人の民事権利能力は，一律に平等である。

　　本条は自然人の民事権利能力の平等に関する規定である。

　１）自然人の民事権利能力が一律に平等であるとは，法律上の資格の平等であり，自然

人の権利能力が民族，種族，性別，職業，家柄，宗教等による差別がないことを意味

する。

　２）自然人の権利能力平等の原則は，長い歴史的発展・変遷を経て形成された，人類の

法文明の進歩の結果である。近現代以前では，全ての自然人が権利能力を有していた

ことはなく，しばしば一族の血縁，性別等の身分的要素の違いによる格差が存在して

いた。例えば，女性は非常に多くの状況下で独立した民事主体としての資格がなく，

契約締結等の民事活動を行うことができなかったが，現代国家では自然人の権利能力

は一律に平等である旨が普遍的に認められているところである。

　※参考文献 ①４２－４３頁，②４１頁，③３４頁，④３１頁参照。

【自然人の出生・死亡時間の判断基準】

第１５条　自然人の出生時間及び死亡時間は，出生証明，死亡証明に記載された時

間を基準とする。出生証明，死亡証明がない場合，戸籍登記又はその他有効な身

分登記に記載された時間を基準とする。以上の記載時間を覆すに足るその他の証

拠がある場合には，当該証拠によって証明された時間を基準とする。

　　本条は自然人の出生時間及び死亡時間に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　出生と死亡はいずれも法的事象であり，一定の法律関係の発生，変更，消滅をもた

らす。よって出生時間及び死亡時間の判断は，重要な法的意義を有する（例えば，被

相続人の死亡時は相続の開始時を直接決定し，遺産の範囲，相続人の範囲等に影響を

及ぼす）。

　　　そして本条は，出生証明書，死亡証明書に記載された時間を自然人の出生時間，死

亡時間を判断するための基本的根拠とする旨を定める。

２　条文説明

　　１）出生証明書，すなわち出生医学証明書には，新生児の氏名，性別，出生時，父母

1 引用の参考文献は，①李適時主編，張荣順副主編『中華人民共和国民法総則釈義』（法律出版社・
２０１７），②張荣順主編『中華人民共和国民法総則解読』（中国法制出版社・２０１７），③贾東明主
編『中華人民共和国民法総則　解釈と適用』（人民法院出版社・２０１７），④石宏主編『中華人民共
和国民法総則　条文説明，立法理由及び関連規定』（北京大学出版社・２０１７）である。
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の氏名等が記載されており，国の衛生・計画生育部門が統一的に印刷・制作し，省，

自治区，直轄市を単位とする統一番号が用いられている。出生証明書は出生時刻が

記載された原始書類であり，出生時間を証明するための正確性・規範性を有するこ

とから，本条は出生証明書に記載された時間を自然人の出生時を判断する基本的根

拠とする旨を定める。

　　２）死亡証明書は，関係組織が交付する自然人の死亡を証明する文書であり，以下の

種類がある。①公民が医療機関で死亡した場合，医療機関が死亡医学証明書を交付

する。②公民が正常に死亡したが病院が交付する死亡証明書を取得することができ

ない場合，地域社会，居民委員会又は末端の衛生医療機関が証明書を交付する。③

公民が異常死し，又は衛生部門が正常な死亡に属するか否かを確定できない場合，

公安・司法部門が死亡証明書を交付する。死亡証明書は死亡時間が記載された原始

書類であり，死亡時間を証明するための正確性・規範性を有することから，本条は

死亡証明書に記載された時間を自然人の死亡時を判断する基本的根拠とする旨を定

める。

　　３）本条によると，出生証明書，死亡証明書がない場合，戸籍登記簿又はその他有効

な身分登記書に記載された時間を基準とする。戸籍登記は国の公安機関が国の戸籍

管理に関する法令に従って，公民の身元情報を登記簿に記載する制度である。出生

届につき「中華人民共和国戸籍登記条例」７条では，「嬰児が出生してから１か月

以内に，世帯主，親族，扶養者又は隣人は嬰児の常住地の戸籍登記機関に出生届を

行う」と規定し，世帯主，親族等が嬰児の出生医学証明書を持って公安機関に出生

届を行った後に，公安機関が出生医学証明書に記載された嬰児の氏名，出生時刻等

の情報に基づいて戸籍登記を行う。戸籍登記手続を行う場合には，厳格な法定手続

に従わなければならないことから，戸籍登記簿に記載された出生時間は比較的高い

法的効力を有する。こうして，本条では戸籍登記簿に記載された出生時間を，自然

人の出生時を判断するための重要な根拠とする旨を規定し，出生証明書がない場合，

戸籍登記簿に記載された出生時間を基準とする。

　　４）死亡登記につき，中国の戸籍管理制度によると，自然人が死亡した後，世帯主，

親族等は所定の時間内に公安機関に死亡登記の申請を行い，戸籍を抹消しなければ

ならない。「中華人民共和国戸籍登記条例」８条では，「公民が死亡した場合は，都

市では埋葬する前に，農村では１か月以内に，世帯主，親族，扶養者又は隣人が戸

籍登記機関に死亡登記の申請を行い，戸籍を抹消する」と定めるが，戸籍登記手続

を行う場合，厳格な法定手続に従わなければならないことから，戸籍登記簿に記載

された死亡時間は比較的高い法的効力を有する。本条では戸籍登記簿に記載された

死亡時間を，自然人の死亡時を判断するための重要な根拠とし，死亡証明書がない

場合は，戸籍登記簿に記載された死亡時間を基準とする旨を定める。

　　５）本条に定める戸籍登記簿以外のその他有効な身分登記書には，中国の公民居住証，

香港・マカオ同胞帰郷証，台湾地区住民の有効な旅券，外国人居留証等がある。
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　　　　①公民居住証。中国の都市化が急速に進むにつれて，大量の人口が戸籍地を離れ

て就業，就学しているが，国務院は２０１５年に「居住証暫定実施条例」を公布し

ている。同条例は居住証取得要件につき「公民は常住戸籍の所在地を離れ，その他

都市に半年以上居住し，適法で安定した職業に就いている，適法で安定した住所が

ある，継続的に就学している旨の要件のいずれかに該当する場合，本条例の規定に

従って居住証を取得することができる」とし（２条），また「居住証に記載される

内容は，氏名，性別，民族，生年月日，公民身分番号，本人の写真，常住戸籍の所

在地の住所，居住地の住所，証明書の交付機関及び交付日を含む。」とする（４条）。

各地の地方性法規を見ると，居住証を申請する場合，住民の身分証明書と戸籍簿を

提出する必要があり，居住証に記載された個人の身元に関する基本的内容は全て住

民の身分証明書及び戸籍簿に基づく内容であることから，居住証に記載された住民

の生年月日と戸籍登記簿，身分証明書に記載された生年月日は一致する。実務にお

ける需要を満たすため，本条では居住証に記載された出生時間も自然人の出生時を

判断するための重要な根拠とする旨を定める。

　　　　②香港・マカオ同胞帰郷証，台湾地区住民の有効な旅券，外国人居留証等は，い

ずれも中国の公安機関又は国の主管機関が法定手続に従って交付したものであり，

自然人の出生時を判断するための重要な根拠とすることができる。

　　６）出生証明書，死亡証明書及び戸籍登記簿又はその他有効な身分登記書に記載され

た時間は，各種原因により記載誤りの状況が発生する可能性もある。出生証明書，

死亡証明書及び戸籍登記簿又はその他有効な身分登記書に記載された時間を覆すに

十分なその他証拠がある場合には，当該証拠が証明する時間を基準としなければな

らない。

　※参考文献 ①４３－４７頁，②４２－４６頁，③３５－３７頁，④３１－３４頁参照。

【胎児の利益保護】

第１６条　遺産相続，贈与の受領等胎児の利益保護に関わる場合，胎児は，民事権

利能力を有するものとみなす。但し，胎児が娩出時に死体である場合，その民事

権利能力は始めから存在しない。

　　本条は胎児の利益保護・民事権利能力に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　自然人の民事権利能力は出生時から始まるところ，胎児は未だ母体から分離してお

らず独立の自然人ではない以上，民事権利能力の一般規定を根拠にこれを保護するこ

とはできない。この点，民法通則は胎児の民事権利能力について規定していない2。ま

た相続については相続法第２８条が「遺産を分割する時，胎児の相続分を保留しなけ

2 民法通則９条「公民は，出生時から死亡時まで民事権利能力を有し，法により民事権利を享有し，
民事義務を負担する。」
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ればならない。胎児が死体で生まれた時は，保留した相続分を法定相続によって処理

する。」と規定し，相続事項以外には胎児の利益保護に関する規定は存在しなかった。

２　条文説明

　　１）胎児の利益保護と胎児への民事権利能力付与の関係

　　　　胎児の利益保護と民事権利能力付与の関係について，学界では異なる見解が存在

する。Ⅰ）消極説は，胎児の利益保護は必ずしも胎児への権利能力付与を前提とし

ないという。胎児に権利能力を認める目的は，主に相続及び権利侵害において胎児

の利益保護問題を解決する点にあるが，自然人の権利能力は出生時に生じ，胎児の

権利能力を認めない旨を堅持する法律の枠組み内で，相続・権利侵害に関する特別

規定を定めることで胎児の利益保護目的を実現できるとする。Ⅱ）積極説は，胎児

の利益保護の強度は，胎児に権利能力を付与するか否かと直接的関係を有するとい

う。胎児に権利能力を付与する場合，胎児は民事権利を有するための法律上の資格

を有し，民事権利の主体になり，侵害を受けた行為には訴訟救済を受けることがで

き，胎児の利益保護において有用であるとする。

　　　　本条では，法律上胎児は特定状況下で権利能力を有するものとみなされる旨を明

確にしている。すなわち，遺産を相続し，また贈与を受ける等の胎児の利益保護に

関わる場合は，胎児は権利能力を有するものとみなされる。自然人の権利能力は出

生したときに生じ，出生前は，胎児は本来権利能力を有しないが（本法１３条対照），

一定の状況下で胎児の利益を保護し，胎児に権利能力を付与する必要があることか

ら，本条は権利能力を有するものと「みなす」と表現している。

　　２）胎児の利益保護の範囲

　　　　各国・地域の立法例から見ると，スイス民法典，ハンガリー民法典，中国台湾地

区民法では胎児利益について総括的保護方式が用いられており具体的範囲が限定さ

れていない。フランス，ドイツ，日本等の国及び地域では遺贈，遺産の相続，損害

賠償等に関わる事項についてのみ，胎児利益が保護される。

　　　　本条は胎児の利益保護の範囲を「遺産相続，贈与の受領等胎児の利益保護に関わ

る場合」と規定し，これら状況下で胎児は権利能力を有するものとみなされる。こ

の「遺産相続」には法定相続だけでなく，遺言相続，遺贈も含まれる。胎児が法定

相続人である場合，法定相続により関連遺産の相続分を取得する。遺言がある場合，

胎児は遺言相続により遺言で確定した相続分を取得する。胎児が法定相続人でない

場合，被相続人は遺言書を作成し，個人財産を胎児に贈与することもでき，将来的

に遺贈手続により」胎児は遺産相続権を取得する。「贈与を受ける」とは贈与者は

財産を胎児に贈与することができ，胎児はこの時に権利能力を有し，贈与を受ける

権利を有するものとみなされることである。遺産相続及び贈与の受領だけでなく，

実務上さらに胎児の利益保護に関わるその他の場面があることから，本条は「等」

として具体的範囲を限定しておらず，関連立法の余地を残している。
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　　３）胎児が権利能力を有するための要件

　　　　胎児が権利能力を有するための要件につき民法理論上争いがある。すなわち，Ⅰ）

胎児は母親の妊娠期間には権利能力を有さず，胎児が生きた状態で出生した後に妊

娠期間まで遡り権利能力を有するとの見解，Ⅱ）胎児は母親の妊娠期間に権利能力

を有するが，胎児が出生したときに死体である場合，権利能力は最初から存在しな

いとする見解である。

　　　　民法総則草案の関連規定も数度の修正を経ており，全国人大常務委員会第１次審

議提出前の「意見募集稿」では上述Ⅰ）の内容を採用し「胎児の利益保護に関わる

場合，胎児の出生時に生きていれば，その出生前に権利能力を有するものとみなす。」

と定めた。

　　　　これに対しては，「胎児が出生時に生きている」を胎児が権利能力を有する必要

条件とすれば，胎児が生きている状態で出生するのを待たなければ法院に提訴でき

ない結果となる。胎児の利益をより完全に保護するためには，胎児は母親が妊娠し

たときから権利能力を有するものとみなして出生を待つ必要はなく，相続権等を行

使可能にすべきである。むしろ上述Ⅱ）の内容を採用し，胎児は母親の妊娠期間に

権利能力を有し「胎児が将来出生したときに死体である」ことを妊娠期間まで遡り

その権利能力が消滅するための要件にすべしとの指摘がなされた。草案一審稿では，

ある程度上述の意見が採用され，「遺産相続，贈与の受領等の胎児の利益保護に関

わる場合，胎児は民事権利能力を有するものとみなす。但し，胎児が出生時に生き

ていない場合，その民事権利能力は初めから存在しない。」と定め，その後の改正

稿及び最終的に採択された民法総則ではこの一審稿の内容が基本的に維持されてい

る。

　※参考文献 ①４７－５１頁，②４６－５０頁，③３７－４１頁，④３４－３７頁参照。

【成年者の年齢基準】

第１７条　１８歳以上の自然人を成年者とする。１８歳未満の自然人を未成年者と

する。

　　本条は成年者及び未成年者の年齢基準に関する規定である。

　１）成年者であることは，単独でより多くの権利を行使できることを意味するだけでは

なく，それ以上に単独でより多くの義務を負担し，より大きな自主権を有するととも

に，自己の行為結果に対して単独で責任を負担することを意味する。

　　　各国・地域において，人々の生理，智力の発育状況，社会生活状況等に基づいて定

める成年者の年齢基準に関する規定はそれぞれ異なっているが，多くの国・地域では

満１８歳を成年者基準としている（例えば，フランス，ドイツ，スイス，イタリア等）。

韓国，中国台湾地区民法では，満２０歳を成年者とする旨を定める。近時日本でも成

年者の下限年齢を満２０歳から満１８歳に引き下げたが，満１８歳，満１９歳の者が
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父母の同意なしに金銭消費貸借契約やクレジットカード契約を締結できるようになれ

ば，被害を受ける消費者の低年齢化を生じる可能性があるとの指摘もあった。ここか

ら分かるように，成年者の年齢基準を規定するには，人の心身の発育状況だけでなく，

社会の許容度等，各方面の要素も考慮しなければならない。

　　　この点，民法通則では成年者の下限年齢を満１８歳とする旨を規定していたとこ

ろ3，民法総則でも民法通則の規定を踏襲して成年者年齢を満１８歳とする旨を規定し

ているが，これは中国憲法の関連規定とも一致するものである4。

　２）満１８歳に満たない自然人が未成年者である。未成年者の身体，精神はまだ完全に

成熟しておらず，各国・地域ではいずれも未成年者に対して法律で特別に保護し，そ

の健全な成長の促進が図られており，中国も「未成年者保護法」等の未成年者保護に

関する一連の法律法規を制定している。

　３）民法において成年者と未成年者を区分する意義は，主に，①法律行為の有効性の判

断，②婚姻・家庭法分野の権利義務の確定，③後見人の選任等にある。

　※参考文献 ①５２－５３頁，②５１－５３頁，③４１－４３頁，④３７－３９頁参照。

【完全民事行為能力者】

第１８条　成年者を完全民事行為能力者とし，単独で民事法律行為を行うことがで

きる。

２　１６歳以上の未成年者は，自己の労働収入を主な生活の収入源としている場合，

完全民事行為能力者とみなす。

　　本条は完全民事行為能力者に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　１）民事行為能力は，民事主体が単独で民事活動に参与し，自己の行為により民事権

利を取得し，又は民事上の義務を負うための法律上の資格である。権利能力は民事

主体が民事活動を行うための前提であるが，行為能力は民事主体が民事活動を行う

ための条件である。全ての自然人は権利能力を有するが，必ずしも行為能力を有す

るわけではない。自然人は出生すれば当然に権利能力を有するが，単独で民事活動

を行い，法律行為を行うには，さらに相応する行為能力がなければならない。

　　　　民法総則では民法通則の方法を踏襲して，自然人の弁識能力の違いに基づき，自

然人の民事行為能力を，完全民事行為能力，制限民事行為能力及び民事行為無能力

に区分しており，これは学理上「三分法」と呼ばれる。完全行為能力者は，完全な

3 民法通則第１１条１項「満１８才以上の公民は，成年者として完全な民事行為能力を有し，独立し
て民事活動を行うことができ，完全民事行為能力者となる。」
4 中国憲法第３４条「中華人民共和国の年齢満１８歳に達した公民は，民族，種族，性別，職業，出
身家庭，宗教信仰，教育程度，財産状態，居住期間の別なく，全て選挙権及び被選挙権を有する。但し，
法律によって政治的権利を剥奪された者を除く。」
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事理弁識能力を有し，単独で民事活動を行うことができる。制限行為能力者はその

事理弁識能力に適した民事活動のみを単独で行うことができる。行為無能力者はそ

の法定代理人が代理して民事活動を行わなければならない。

　　２）起草過程ではⅠ）民事行為能力の「三分法」を「二分法」に修正，つまり行為無

能力概念を取り消し，完全行為能力と制限行為能力の２種類にする意見があった。

その理由は，本来の目的が行為無能力者保護にあるところ，そのような保護は実は

それらの者が社会に溶け込む権利を剥奪するからという。人の生理，心理，智力等

の成熟度には差異が存在し，かつまた絶えず変化する。制限行為能力制度は極めて

高い弾力性を有しており，次の長所がある。①未成年者及び成年者の精神障害者が

その年齢，智力，精神の健康状況に適した法律行為を単独で実施することを認めて

おり，さらに制限規定を通じて，未成年者又は成年者の精神障害者を適切に保護で

きること。②取引相手の信頼保護に配慮することにより，児童による簡単な民事活

動への従事が安定した法律状態に置かれること。③年齢区分が過度に硬直化する弊

害を回避することである。

　　　　他方，Ⅱ）民事行為能力の「三分法」分類方式を維持すべしとの意見もあった。

その理由は，①行為能力の分類方式は，単に自然人の意思能力状況に関する自然的

属性の問題だけでなく，自国の文化・伝統，生活の実務状況，大衆の許容度等の社

会的要素を踏まえ考慮する必要がある，②民法通則が１９８７年の施行以来，「三

分法」分類方式は既に司法実務に浸透して比較的堅実な司法実務の基盤を有してお

り，社会に対し明確な方向性を形成しており，普遍的に認められている，③行為無

能力制度は，児童及び重度精神障害の成年者の合法的権益をよりよく保護するうえ

で有用であり，十分な根拠がなければ安易に変更すべきでない等である。

　　３）民事行為能力区分に「三分法」又は「二分法」を用いることについては，いずれ

も関連の立法例が存在する（例えば，ドイツ，ロシア，中国台湾地区は「三分法」

方式，韓国は「二分法」方式）。本条では引き続き民事行為能力の「三分法」分類

方式が用いられているが，他方で未成年者の主体性に対する尊重が考慮された結果，

制限行為能力の未成年者の下限年齢が適切に引き下げられている。

２　条文説明

　　１）本条１項によると，成年者，つまり年齢が満１８歳の自然人は，完全な民事行為

能力を有する完全行為能力者であり，単独で法律行為を行い，単独で法律行為の法

的結果を負うことができる。本条１項に定める成年者とは判断能力が正常な成年者

をいい，判断能力が不十分な成年者は具体的状況の違いに基づき制限行為能力者又

は民事行為能力者に分けられるが，本条には含まれない。

　　２）本条２項によると，満１６歳以上の未成年者は，自己の労働収入を主な生活の収

入源とする場合，既に成年者の判断能力を有することを表明し，単独で法律行為を

実施し，単独で法律行為の法的結果を負うことができることから，完全行為能力者

とみなすことができる。
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　　３）起草過程では，Ⅰ）本条２項の満１６歳を満１５歳に引き下げるべしとの意見が

あった。その理由は，①児童は満６歳から小学校に就学すること，及び義務教育法

の９年義務教育制度の関連規定を踏まえると，殆どの未成年者は満１６歳になる前

に中学を卒業するからである。②本条２項の満１６歳を満１５歳に引き下げること

は，これら未成年者の権益を保護するうえで有益であり，③中国が１９９８年に加

盟承認した「就業が認められるための最低年齢に関する条約」に定める最低就業年

齢が満１５歳であること等である。

　　　　他方，Ⅱ）本条２項に定める満１６歳を満１５歳に引き下げることに反対の意見

もあり，その理由は，①本条２項に定める満１６歳を引き下げるべきか否かは，未

成年者の最低就業年齢等の問題を踏まえて総合的に考慮すべきであること，②中国

の現行労働法に定める就業の最低年齢は満１６歳であること，③「就業が認められ

るための最低年齢に関する条約」１条は，「本条約の効力が生じている加盟国は，

児童労働の実効的廃止を保証し，就業又は業務が認められるための最低年齢を年少

者の心身が最も十分に発達する水準まで段階的に引き上げるための，国内政策の遂

行を約束する」とするが，当該条約の精神は就業最低年齢を引き下げることではな

く，未成年者の心身の健全な発達を保護するうえで有益になるよう，就業最低年齢

をできるだけ段階的に引き上げる点にある。以上の検討を経て，本条２項では満１

６歳の規定が維持されている。

　※参考文献 ①５３－５６頁，②５３－５６頁，③４３－４５頁，④３９－４１頁参照。

【制限民事行為能力の未成年】

第１９条　８歳以上の未成年者を制限民事行為能力者とし，その法定代理人が代理

し，又は法定代理人の同意，追認を得て民事法律行為を行う。但し，単に利益を

得る民事法律行為又はその年齢，智力に相応する民事法律行為は単独で行うこと

ができる。

　　本条は制限民事行為能力の未成年者に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　本条では制限民事行為能力の未成年者の下限年齢基準を，民法通則に定める満１０

歳5から満８歳に引き下げているが，起草過程で広く社会から注目を集めた規定である。

　　１）まず，草案一審稿では，制限民事行為能力者の未成年者の下限年齢を満６歳とし

ていた。民法通則所定の下限年齢の基準を「満１０歳」から「満６歳」に引き下げ

ることを提案した理由としては，主に経済社会の発展及び生活・教育水準の向上に

5 民法通則第１２条「１項：満１０才以上の未成年者は，制限民事行為能力者としてその年齢及び智
力に相応する民事活動を行うことができる。その他の民事活動は，法定代理人が代理し，又は法定代
理人の同意を必要とする。」「２項：１０才未満の未成年者は，民事行為無能力者として，法定代理人
がその民事活動を代理する。」
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伴い，未成年者の生理，心理的な成熟度及び認知能力が向上したことから，適正な

範囲で年齢を引き下げることは未成年者がその年齢，智力に相応する民事活動を行

い，これらの未成年者の主体性をよりよく尊重し，その合法的権益を保護するうえ

で有益であること。かかる調整は中国の義務教育法による満６歳の児童は義務教育

を受けなければならない旨の規定とも呼応して，実務において把握，執行しやすい

ことが指摘されていた。

　　２）これに対しては，制限行為能力者の下限年齢を満１０歳から満６歳に調整するに

は十分な根拠が必要であり，制限民事行為能力の未成年者の下限年齢を適正な範囲

で引き上げるべしとの意見があった。その具体的内容は以下のようなものであった。

　　　　①未成年者の生理的心理的な成熟度・認知能力が向上したという見解は偏ってい

る。満６歳の児童は一定の学習能力を有し，義務教育を既に開始しているが，認知

能力・事理弁識能力は不十分であり，単独で法律行為を行うための基盤を有しない。

他方，民法通則の満１０歳の規定は一定の科学的根拠及び実務の基礎を有する。満

１０歳は一般的に小学校高学年で教育程度及び知識取得能力は向上しており，単独

で社会に接する機会も比較的多く一定の社会経験を有し，自己の行為の一般的性質・

相対的結果を基本的に理解できる。

　　　　②未成年者の生理的心理的な許容度と認知能力は，都市と農村では差異が存在し

ており，特に都市部と社会環境が相対的に閉鎖的で教育水準が相対的に低い辺鄙な

農村・牧畜地域とを比較すると，その格差は大きい。

　　　　③満６歳を制限民事行為能力者の下限年齢とすれば，満６歳の児童及びその家庭

の合法的権益保護に不利益であり，詐欺行為に一定の付け入る隙を与える可能性が

ある。

　　　　④制限民事行為能力者の下限年齢基準の引下げは，単に児童の判断力向上に関わ

る問題ではなく，他方で将来的に刑事責任能力に対応させる可能性もあり，年齢の

引下げが未成年者利益保護への有利不利やメリットの多寡等について見きわめが必

要である。

　　３）民法総則草案二審稿，三審稿，最終的に全国人民代表大会に上程された民法総則

草案では，制限行為能力の未成年者の下限年齢を満６歳とする旨の規定が維持され

ていた。

　　　　①社会の進歩と教育水準の向上に伴い，児童の認知能力，適応能力及び自己負担

能力は大幅に向上したことから，法律で制限行為能力者の未成年者の下限年齢基準

を適正な範囲で引き下げることは，現代の未成年者の心理的生理的な発達の特徴に

適合し，未成年者がその年齢，智力に相応する民事法律行為を実施し，未成年者の

主体性をよりよく尊重し，その合法的権益を保護するうえで有益である。

　　　　②国際的発展の趨勢に適合する。中国が加盟する「児童の権利に関する条約」で

は，各加盟国は児童の自己意識を尊重，保護するための措置を講じなければならな

い旨が規定されている。一部の国・地域では制限行為能力者の下限年齢を満６歳，
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満７歳としている。

　　　　③民事行為能力の年齢変化は必ずしも刑事責任能力の年齢変化をもたらすわけで

はなく，刑事責任能力の年齢基準の調整は，刑事分野の具体的状況に基づき確定す

べきである。

　　４）２０１７年３月の全国人大による民法総則草案の審議過程では，一部の代表から

満６歳の児童は一定の学習能力を有し，義務教育を開始しているが，認知・事理弁

識能力はなお不十分であり，大部分において法律行為を実施する能力を有しないこ

とから，満８歳に修正すべしとの意見があった。また，別の代表からは，現行法の

満１０歳を維持すべきであるとの意見が，さらには，満６歳への引下げを支持する

との意見等もあった。全国人大法律委員会は，検討を経て，積極的かつ穏当である

ことの要求に照らして，現段階では制限民事行為能力者の下限年齢を満８歳に修正

すべきであるとした。こうして，最終的に民法総則では制限民事行為能力者の下限

年齢を満８歳に修正している。

２　条文説明

　　１）本条によると，８歳以上の未成年者は制限民事行為能力者であり，その者が法律

行為を実施する場合には，法定代理人の事前の同意を得ることが必要であり，制限

民事行為能力の未成年者が実施した民事法律行為は，法定代理人の事後の追認が必

要であり，その後に当該未成年者に対する効力を生じる。

　　２）もっとも，８歳以上の未成年者は既に一定の判断能力を有しており，法律はその

独立した一定の民事法律行為の実施を認めなければならない。単独で実施すること

ができる民事法律行為は，次の２種類である。すなわち，①贈与を受ける等の単に

利益を得るだけの民事法律行為である。制限行為能力の未成年者は通常，このよう

な行為によって不利益を受けることはなく単独で実施できる。②満８歳の児童によ

る学習用品の購入等のその年齢，智力に相応する民事法律行為である。制限民事行

為能力の未成年者は，かかる行為を行うのに適合した認知能力を有しており，単独

で実施することができる。　

　※参考文献 ①５６－６２頁，②５６－６２頁，③４６－５０頁，④４１－４６頁参照。

【民事行為無能力の未成年】

第２０条　８歳未満の未成年者は，民事行為無能力者とし，その法定代理人が代理

して民事法律行為を行う。

　　本条は民事行為無能力の未成年者に関する規定である。

　１）民事行為無能力とは自己の行為により民事権利を取得せず，又は民事義務を負う資

格を有しないことである。８歳未満の未成年者は，生理的，心理的な発育が未成熟で

あり，自己の行為に対する事理弁識能力と行為結果の予見能力がなお非常に乏しく，

これらの者の権益が害されることを回避するために，法律ではこれらの者を民事行為
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無能力者とする旨を定める。本条によると，８歳未満の児童は民事法律行為を単独で

行う資格を有さず，法定代理人が代理して民事法律行為を実施することが必要である。

　２）起草過程では，８歳未満の児童は単に利益を得るだけの法律行為を単独で実施する

ことができるか否かにつき，児童は単に利益を得るだけの法律行為を単独で実施する

ことができる旨を明確にし，「但し，単に利益を得るだけの民事法律行為を除く」規

定を追加すべしとの意見があった。その理由は，６歳以下の児童が単独で実施する贈

与，奨励を受ける等の単に利益を得るだけの法律行為により，児童の利益は害されず，

逆に児童の利益を増加させるものだからという。また「『中華人民共和国民法通則』

の徹底した執行に係る若干問題に関する最高人民法院の意見（試行）」（以下「通則意

見」という。）７条も，行為無能力者が奨励，贈与，報酬を受ける場合，他人は行為

者が行為無能力であることを理由に，以上の行為の無効を主張してはならない旨を定

める。

　３）しかし，８歳未満の児童の事理弁識能力はなお非常に乏しく，贈与を受ける等単に

利益を得るだけの法律行為であっても，当該行為及び行為結果について十分に弁識判

断する必要があり，贈与を受ける法律行為と贈答品を受け取る行為は区別すべきであ

る。低年齢の児童が他人の与えた玩具を受け取る行為は，事実行為とみなすことがで

き，児童が贈与を受ける法律行為を行うのとは同じでない。また，一部の単に利益を

得るだけの行為はしばしば事後の具体的状況に基づいて初めて判断可能となり，得た

収益が受け入れた負担より遥かに大きい場合は，単に利益を得た場合に属するが，こ

の種の法律行為にはさらに高い事理弁識能力が必要である。８歳未満の児童にこれら

の法律行為を単独で行うことができる権限を与えた場合，その合法的権益が侵害され

やすくなる。実務状況から見ても，８歳未満の児童は父母又はその他後見人の全面的

保護下に置かれており，法律行為を単独で行う機会は極めて少ないことから，法定代

理人が全面的に代理によって法律行為を実施することは中国の国情に合致する。

　　　検討を経て，児童の合法的権益を保護するうえで有利との観点から，８歳未満の児

童が単に利益を得るだけの行為を単独で実施できる旨は規定されなかったものである。

　※参考文献 ①６２－６３頁，②６２－６３頁，③５０－５２頁，④４６－４７頁参照。

【民事行為無能力の成年者】

第２１条　自己の行為を弁識できない成年者は，民事行為無能力者であり，その法

定代理人が代理して民事法律行為を行う。

２　８歳以上の未成年者が自己の行為を弁識できない場合，前項の規定を適用する。

　　本条は民事行為無能力の成年者に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　１）民法通則に定める民事行為無能力又は制限民事行為能力の成年者の範囲は「精神
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病者」である6。また「通則意見」５条では「精神病者（認知症患者を含む）が判断

能力及び自己防衛能力を有さず，その行為の結果が分からない場合，自己の行為を

弁識できない者と認定できる。比較的複雑な事物又は比較的重大な行為に対する判

断能力及び自己防衛能力が欠けており，その行為の結果を予見できない場合は，自

己の行為を完全には弁識できない者と認定できる」と定める。同解釈は一方で「自

己の行為を弁識できない」「自己の行為を完全には弁識できない」の判断について

詳細な規定を定め，もう一方で「精神病者」について拡張解釈を行って「認知症患

者」を「精神病者」の範囲に含めている。

　　　　現実の生活では，アルツハイマー症等の疾病により自己の行為を弁識又は完全に

は弁識できなくなった高齢者が存在するが，これらの老人病は精神病とは異なる。

民事行為無能力者又は制限民事行為能力者の範囲を「精神病者」と厳格に制限した

場合は，これらの老人病により自己の行為を弁識又は完全には弁識できなくなった

高齢者が排除されて不利な結果を生じやすくなる。すなわち，①これらの高齢者に

法に基づき後見人を選任することができないことは，その人身，財産その他合法的

権益の保護に不利益である。②これらの高齢者がその事理弁識能力に相応しない法

律行為を行い，それを法に基づき取消又は無効と認定できなければ，これらの高齢

者の合法的権益が害される。

　　　　実務上のニーズに応えるとともに，高齢化社会が進む中国における高齢者の利益

保護の必要性を満たすため，民法総則では司法解釈規定を基礎として，民事行為無

能力者及び制限民事行為能力者の範囲をさらに拡大し，先天的な欠陥，疾病等の各

種原因により自己の行為を弁識又は完全には弁識できない成年者だけでなく，知的

障害者，重大な精神障害者，アルツハイマー病患者等も含んでいる。なお，大部分

の精神障害者，不安障害，うつ病，強迫性障害等のよく見られる精神障害者は一般

的に民事行為能力を有し，統合失調症などの重度の精神障害者のみが，一部又は完

全に民事行為能力を喪失する可能性がある。

２　条文説明

　　１）自然人の中には，年齢は既に満１８歳で成年者年齢に達しているが，先天的欠陥，

疾病等の原因により，事理弁識能力が不十分で自己の行為の法的結果を正常に予見

できない者もいる。これらの事理弁識能力が不十分な成年者の合法的権益を保護す

るため，法律でその法律行為の実施に関する特別規定をおく必要がある。民法総則

では認識・判断能力の違いに基づき，これらの成年者をさらに２種類に区分してい

る。すなわち，①自己の行為を弁識できない成年者であり，②自己の行為を完全に

は弁識できない成年者である。上記①は，一般的な事物及び行為に対する基本的な

6 民法通則１３条「１項：自己の行為を弁識できない精神病者を民事行為無能力者とし，その者の法
定代理人が代理して民事活動を行う。」「同２項：自己の行為を完全には弁識できない精神病者を制限
民事行為能力者とし，その者の精神健康状況に相応する民事活動を行うことができる。その他民事活
動についてはその者の法定代理人が代理して行い，又はその者の法定代理人の同意を得る。」
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弁識・判断能力が欠けており，自己の行為の法的結果を正常に予見することができ

ない者である。上記②は，比較的複雑な行為に対する正確な弁識・判断を行うこと

ができず，自己の行為の法的結果を完全には予見できない者である。①の成年者を

民事行為無能力者として本条１項に規定し，②の成年者を制限民事行為能力者とし

て本法第２２条に規定している。

　　２）本条１項の「自己の行為を弁識できない」及び第２２条の「自己の行為を完全に

は弁識できない」とは，事理弁識能力が継続的に不十分な状態にあることであり，

暫定的又は短期的であってはならず，例えば泥酔状態，麻醉薬又は向精神薬の乱用

により，自己の行為に対する事理弁識能力を一時的に喪失した成年者は，本法所定

の行為無能力者又は制限行為能力者には属さない。

　　３）本条２項所定の自己の行為を弁識することができない８歳以上の未成年者とは，

知的障害，精神障害又はその他疾病等の原因により精神の正常な発育が不能になり，

事理弁識能力が著しく不十分な未成年者である。これらの未成年者は，正常な年齢

及び精神の発育程度に従った場合，制限民事行為能力者に分類できるところ，それ

らの者は自己の行為に対する基本的な事理弁識能力が欠けていることから，その合

法的権益の侵害を防止するために，本条２項はそれらの者を民事行為無能力者の範

疇に分類している。

　　４）本条１項及び第２項所定の民事行為無能力者は，一般的な事物及び行為に対する

基本的な弁識・判断能力が欠けており，自己の行為の法律効果を正常に予見できず，

単独で法律行為を行えないことから，法定代理人が代理して法律行為を実施しなけ

ればならない。

　※参考文献 ①６３－６６頁，②６３－６６頁，③５２－５４頁，④４７－４９頁参照。

【制限民事行為能力の成年者】

第２２条　自己の行為を完全には弁識できない成年者は，制限民事行為能力者であ

り，法定代理人が代理し，又はその法定代理人の同意，追認を得て民事法律行為

を行う。但し，単に利益を得る民事法律行為又はその智力，精神健康状況に相応

する民事法律行為は単独で行うことができる。

　　本条は制限行為能力の成年者に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　１）単独で実施する法律行為の範囲を見れば，制限行為能力の成年者と制限行為能力

の未成年者との間には異同がある。共通点は，これら２種類の制限行為能力の自然

人はいずれも単に利益を得るだけの法律行為を単独で実施できる点である。相違点

は，制限行為能力の未成年者はその年齢，智力に相応する法律行為を単独で行える

のに対し，制限行為能力の成年者はその智力，精神健康状況に相応する法律行為を

単独で行える点である。
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　　２）未成年者の年齢は，その社会経験及び知識能力に直接影響を及ぼすが，智力がま

だ正常な発育段階にあって完全に発育，成熟しているわけではなく，年齢，智力の

２つの要素が未成年者の認知能力に影響を及ぼす最も重要な要素である。未成年者

が正常な智力の発育段階にあるのとは異なり，制限行為能力の成年者による法律行

為実施について考慮すべき智力に関する要素には，先天的な知的障害，発育期にお

ける各種原因による智力の低下，及び智力が発育，成熟した後の疾病，不測の事故

等の各種原因による智力損傷及び高齢期の智力退化による認知症等がある。制限行

為能力の成年者による法律行為実施について考慮すべき精神健康に関する要素とし

ては，主に精神病により認知・判断能力が不十分になり，民事活動に正常に参加し，

比較的複雑な法律行為を実施できないことである。

２　条文説明

　　１）知的障害，精神障害その他疾病により自己の行為を完全には弁識できなくなった

成年者は全て制限行為能力者である。制限行為能力の成年者は一般的な事物及び行

為に対する基本的な弁識・判断能力を有するが，比較的複雑な事物又は比較的重大

な行為に対する判断能力及び自己防衛能力が欠けており，その行為の結果を予見で

きない。制限行為能力の成年者が法律行為を行う場合は，一般に法定代理人が代理

で行い，又はその法定代理人の同意，追認を得る必要があるが，一定の法律行為は

単独で行うことができる。

　　２）「その智力，精神健康状況に相応する」の認定は，制限行為能力者の成年者の智力，

精神健康状況，行為の性質，目的物の金額等の要素を踏まえ，総合的に判断し，具

体的状況に応じて分析しなければならず，統一的基準はない。当該成年者の行った

法律行為がその智力，精神健康状況に相応しない場合，法定代理人の同意・追認が

必要であるが，その智力，精神健康状況に相応する場合には法定代理人の同意・追

認は必要なく，有効である。

　※参考文献 ①６６－６８頁，②６６－６８頁，③５４－５５頁，④４９－５１頁参照。

【後見人】

第２３条　民事行為無能力者，制限民事行為能力者の後見人は，その法定代理人で

ある。

　　本条は行為無能力者，制限行為能力者の法定代理人たる後見人に関する規定である。

　１）本法では後見資格を有する者，後見人の選任，設定方法，後見職責等について厳格

かつ明確に規定している（※本章第２節「後見」参照）。行為無能力者，制限行為能

力者の後見人を法定代理人とする旨を規定することは，行為無能力者，制限行為能力

者の人身，財産及びその他合法的権益を保護するうえで有益である。

　２）後見人は被後見人の心身の健康を守り，被後見人の生活を世話し，被後見人の財産

を管理，保護する過程において，被後見人の代理としての契約締結等の法律行為の実
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施は避けられない。後見人に法定代理人の資格を付与することは，後見人が後見職責

を履行するうえで便宜であるとともに，かかる代理行為を民法総則の代理関連規定に

従って規律することができ，行為無能力者，制限行為能力者の利益をよりよく保護す

ることができる。

　※参考文献 ①６８頁，②６８－６９頁，③５５－５６頁，④５１－５２頁参照。

【民事行為無能力者等の認定・回復】

第２４条　自己の行為を弁識できない，又は完全には弁識できない成年者，その利

害関係人又は関係組織は，人民法院に対して，その成年者が民事行為無能力者又

は制限民事行為能力者であることの認定を申請することができる。

２　人民法院により民事行為無能力者又は制限民事行為能力者と認定された場合，

本人，利害関係人又は関係組織の申請を経て，人民法院は，その智力，精神健康

の回復状況に基づいて当該成年者の制限民事行為能力者又は完全民事行為能力者

への回復を認定することができる。

３　本条に定める関係組織は，次のものを含む。居民委員会，村民委員会，学校，

医療機関，婦女連合会，障害者連合会，法により設立された高齢者組織，民政部

門等。

　　本条は行為無能力者又は制限行為能力者の認定・回復に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　行為無能力，制限行為能力の成年者の事理弁識能力が不十分な原因は，しばしば先

天的要素又は疾病，事故によるものであり，短期間での回復が困難か回復不能な場合

もある。自己の行為を弁識又は完全には弁識することができない成年者を，行為無能

力者又は制限行為能力者と認定することにより，①当該成年者について法定手続に

従って後見人を選任し，その人身，財産その他合法的権益を保護できる。②法定代理

人は当該成年者が行った法律行為の無効又は取消を主張して，当該成年者の権益侵害

を回避できる。③取引安全を保護するうえで有用である。取引の相手方は当該成年者

と取引を行うか否かを事前に決定でき，事情を知らない状況下で取引を行った場合は，

相手方は法定代理人に速やかに催告し，追認又は当該法律行為の取消によってその効

力を迅速に確定できる。

２　条文説明

　　　行為無能力者等の認定は法院に申請し，法院が判決をする必要がある（中国民事訴

訟法第１８７条以下）。成年者を行為無能力者又は制限行為能力者と認定することは，

事理弁識能力が不十分な成年者に対する保護であり，これらの成年者による法律行為

の自由な実施に対する制限でもあることから，法定手続を通じて行う必要があること

に基づく。本条は申請主体として次の２種類の者を定める。
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　（１）利害関係人

　　　　利害関係人の状況は比較的複雑であり，その具体的範囲について立法で明確に規

定することは困難であり，具体的状況に応じて分析しなければならない。一般的に

言えば，本条１項の「利害関係人」には主に本人の近親者，債権者 , 債務者等が含

まれ，同第２項の「利害関係人」には主に本人の後見人，債権者，債務者等が含ま

れる。しかし，具体的事件において，これらの者が全て法院に申請資格を有するか

否かは個別事件毎の実際状況に基づいて判断する必要がある。利害関係人が適格主

体であるか否かを認定するには，まず本人の行為能力の状況がその者にとって重要

な意義又は影響を有するか否かを考慮する必要がある。

　（２）関係組織

　　　１）本条２項によれば ,法院に行為無能力者又は制限行為能力者と認定された者が，

その智力，精神健康が正常状態に回復し，又は一部回復し，本人，利害関係人又

は関係組織が申請した場合，法院はその智力，精神健康の回復状況に基づいて，

当該成年者が制限行為能力者又は完全行為能力者になったものと認定できる。具

体的には次の状況，すなわち，①行為無能力者が制限行為能力者に，②制限行為

能力者が完全行為能力者に，③行為無能力者が完全行為能力者になる場合である。

　　　２）この点，民法通則１９条に定める申請主体は「精神病者の利害関係人」に限ら

れていたが，本条では「関係組織」を追加している。起草過程では，本人が法院

に制限行為能力者又は完全行為能力者の能力回復を申請する場合，例えば本人に

利害関係人がいない , 又は利害関係人が申請に消極的だが，本人はまだ単独で申

請して審理手続に参加する能力を有しない等，主観的・客観的な困難が存在する

ことがあり，関係する群衆性団体組織・民政部門等が申請することは，これら成

年者による自発的意思の実現を助け，その合法的権益を保護するうえで有益であ

ると指摘されていた。

　　　３）民法総則草案一審稿，二審稿，三審稿では，いずれも本条２項の申請主体に「関

係組織」を規定するだけで，本条１項の申請主体は利害関係人に限られていた。

もっとも，現実の生活では一部の高齢者，精神病患者には利害関係人がいない可

能性があり，行為能力認定を申請する者がいないことより，既に行為無能力・制

限行為能力状態にあるにも拘わらず，法により後見人を選任，確定できない状況

を生じるおそれがあることから，本条１項の申請主体に「関係組織」を追加すべ

しとの意見があり，本条ではこの意見を採用して「関係組織」を追加している。

　　　　　但し，成年者を行為無能力者・制限行為能力者と認定することは，成年者の行

為の自由に対し重大な影響を及ぼすことから原則的に利害関係人が申請しなけれ

ばならず，「関係組織」が法院に申請する場合を厳格に把握すべきであり，当該

成年者の合法的権益を保護する切迫した必要性に基づかなければならない点に注

意を要する。

　　　４）本条３項は「関係組織」の範囲につき，居民委員会，村民委員会，学校，医療
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機関，婦女連合会，障害者連合会，法により設立された高齢者組織，民政部門等

を含む旨を規定する。これらの組織が法院に成年者の行為能力状況の認定を申請

する意思・能力・条件等を具備していることに基づくものである。

　※参考文献 ①６８－７３頁，②６９－７５頁，③５６－６０頁，④５２－５６頁参照。

【自然人の住所】

第２５条　自然人は，戸籍登記その他の有効な身分登記に記載した居所を住所とす

る。常居所と住所が異なる場合，常居所を住所とみなす。

　　本条は自然人の住所に関する規定である。

　１）住所は , 民事主体が民事活動を行うための中心となる場所又は主な場所である。自

然人の住所は，一般に自然人が長期的に居住し，比較的固定している居所である。自

然人の住所は婚姻登記，失踪宣告，死亡宣告，債務履行地，司法管轄，訴状の送達等

に重要な法的意義を有する。居所は , 自然人が実際に居住する一定の場所である。

　２）本条によれば，自然人は戸籍登記又はその他有効な身分登記に記載された居所を住

所とする。まず，「戸籍登記」は，国の公安機関が国の戸籍管理に関する法令に従っ

て公民の身元情報を登記簿に記載する制度である。中国の「戸口登記条例」６条では，

「公民は経常的に居住する場所で常住戸口の登記を行わなければならず，１名の公民

は１か所の場所でのみ常住戸口の登記を行うことができる」と規定する。当該規定に

よると，公民は経常的居住地（常居所）の公安機関で戸籍登記を行わなければならず，

戸籍登記簿に記載された居所がその長期的に居住し，比較的固定している居所である。

　３）本条の「その他有効な身分登記」には，主に居住証及び外国人の有効な居留証等が

含まれる。都市化が進むにつれて，大量の人口が戸籍地を離れて就業，就学し，これ

らの自然人が民事活動を行うための中心となる場所は明らかに変化しているため，常

居所と戸籍登記地との間に乖離が生じており，完全に戸籍登記に記載された居所を基

準として公民の住所を判断することは，すでに現在の実際のニーズに合致しない。

　　　第１５条で上述したように，国務院は２０１５年に「居住証暫定条例」を公布して

いるところ，同規定によれば，居住証保有者はしばしば関連の都市で業務，生活のた

めに半年以上居住している。よって，居住証に記載された居住地住所も公民の住所と

することができ，これは公民による正常な民事活動を促進するうえで有益であり，民

事紛争が発生した場合，公民による提訴・応訴に便宜である。外国人，無国籍者等の

中国の住所については，中国の主管機関が法定手続に従って交付した有効な居留証等

に基づく判断が可能である。

　※参考文献 ①７３－７５頁，②７５－７６頁，③６０－６２頁，④５６－５７頁参照。
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第２節　後見

【父母と子の間の法的義務】

第２６条　父母は，未成年の子に対して扶養，教育及び保護の義務を負う。

２　成年者である子は父母に対して扶養［ ］，扶助及び保護の義務を負う。

　　本条は父母と子の間の法的義務に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　後見制度は，民事行為無能力者及び制限民事行為能力者の権益を保障し，その行為

能力の不足を補うための法制度である。被後見人には２種類あり，第１に未成年者，

第２に行為無能力及び制限行為能力の成年者である。統計によれば，現在中国国内に

存在する知的障害者及び精神障害者は計１０００万人を超えており，また非常に多く

の高齢者は意識・能力が著しく衰えており，これらの者にも後見が必要となる。

　　　後見制度は，中国の基本的な民事法律制度の１つであり，民法総則，さらには民法

典全体においても重要な地位を占める。後見制度は，民事主体制度，婚姻家庭制度，

民事法律行為制度，代理制度及び民事責任制度等との間に密接な関係がある。民法総

則中の後見制度は，未成年者保護法，婦女権益保障法，高齢者権益保障法等の関連規

定と共に中国における後見制度法体系を構築している。本節では国際連合の「児童の

権利に関する条約」，「障害者の権利に関する条約」の原則・精神を徹底し，他国・地

域の法律を参考に，中国の国情と実務に立脚し，後見制度について大規模な修正を行っ

ており，家庭の後見を基礎とし，社会の後見を支えとし，国の後見を包括的受け皿と

する後見制度を構築している。

　　　この点，民法通則における後見制度は「公民（自然人）」の章に規定され，民事主

体制度の重要な内容としているが，民法総則では，民法通則の手法を継承して「自然

人」の章で後見制度を規定する。起草過程では，後見制度の立法形式，つまり後見制

度を民法典のどの部分に置くべきかについて争いがあり，代表的意見としては次の３

種類があった。

　　Ⅰ）第１の見解は，民法通則では後見に関する内容が「公民（自然人）」の章に置か

れているが，これは立法当時の便宜的措置である。立法の科学性，体系化の観点か

ら見れば，民法総則では後見に関する簡略的内容のみを規定し，後見に関する主要

内容は親族法又は婚姻家庭法で規定すべきという。その理由は，①民法典の総則・

分則の形式に適合する。②後見制度の私法・公法の二重の法的属性に適合する。③

大陸法系民法典の体系化の伝統に合致する。④後見制度の整備と発展に有益である。

後見制度の関連内容は範囲が広く，親族編であればより具体的に規定してより高い

運用性を持たせることができる等である。

　　Ⅱ）第２の見解は，後見制度の核心的機能は自然人の行為能力を補う点にあることを

強調する。２０世紀半ば以降，人々は自然人をより核心的地位に置き，全ての規則

は人の権利の尊重と救済を主な方向性としていることから，後見制度を自然人の章
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の「民事権利能力及び民事行為能力」に置くことは，適切であり，理論の基礎性，

体系の論理性及び制度の整合性がとれるという。

　　Ⅲ）第３の見解は，後見制度を民法総則の自然人部分に置くのか，婚姻家庭編に置く

のかについては，理論及び論理体系の観点から見ると，共に筋が通っていて実行可

能であるが，むしろ現在の立法の重点は後見制度の内容を充実させ，後見制度をさ

らに整備し，完全なものにする点にあるという。

　　　検討の結果は次のとおり。後見制度の本質は自然人の行為能力の不足を補う点にあ

るが，婚姻家庭制度との間にも一定程度の重複がある。民法総則，婚姻家庭編のいず

れにも後見制度を規定することが可能である。後見制度を民法総則に置くことについ

ては主に次の点が考慮されている。すなわち，①民法総則の第一章第一節では民事権

利能力及び民事行為能力について規定し，行為能力は完全民事行為能力，制限民事行

為能力及び民事行為無能力に分けられている。後見制度は民事行為無能力者及び制限

民事行為能力者の権益を保障し，その能力不足を補うための制度であり，自然人の民

事行為能力制度の後に続けてこれを規定することは論理的合理性を有する。②中国の

後見制度には家庭の後見だけでなく，社会の後見と国の後見が含まれる。「自然人」

の章で後見制度を規定することに形式上の問題があるとすれば，婚姻家庭編で社会の

後見及び国の後見について規定することにも同様の問題がある。③民法通則に定める

後見制度は既に３０年を経過しており，実務において多数の新たな状況や問題が発生

して早急な解決が必要だが，婚姻家庭編で規定する場合はさらに公布まで長期間を要

し，現在の実務ニーズに即応できない。

２　条文説明

　　１）年長者を敬い幼い者を愛護することは中華民族の伝統的美徳である。本条ではこ

の伝統的美徳の発揚を起点として，憲法に基づき，婚姻法，未成年者保護法，高齢

者権益保障法等の関連規定を基礎に，父母と子の間の法的義務についてさらに明確

化，法定化を行って家庭の責任を強調しているが，これは家族関係の円満を促進し，

法律面から社会主義核心的価値観を提唱，実現するうえで有益である。

　　２）起草過程では，本条は親族間扶養に関する権利義務の内容であり，後見制度とは

完全に同じではなく，婚姻家庭編で規定する方が適切であることから，本条を削除

すべしとの意見もあった。検討の結果は次のとおり。家庭は社会の細胞であり，社

会の安定基盤であり，家庭後見は中国の後見制度における主要形式である。父母の

未成年子に対する扶養（卑属に対する扶養），教育及び保護の義務，成年子の父母

に対する贍養（尊属に対する扶養），扶助及び保護の義務は，家庭後見の基盤とな

るものであり，民法総則で定める必要がある。

　　３）本条１項によると，父母の未成年子に対する扶養，教育，保護の義務には，主に

生活上のケアを行う，未成年者が義務教育を受けることを保障する，適切な方式・

方法により未成年者を管理教育する，未成年者の人身，財産権益が害されないよう

保護する，未成年者の心身の健全な発展を促進する等がある（婚姻法２１条，未成
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年者保護法１０条等参照）。

　　　　本条２項による成年子の父母に対する扶養［赡养］，扶助・保護の義務は，主に

労働能力を喪失し，又は生活が困難である父母に対して，生活上のケア及び経済的

援助を行い，精神的に父母を支えて，父母の人身，財産権益が害されないよう保護

すること等がある（婚姻法２１条３項，高齢者権益保障法１４条等参照）。

　※参考文献 ①７５－８０頁，②７７－８１頁，③６２－６５頁，④５７－６０頁参照。

【未成年者の後見人と後見の順序】

第２７条　父母は，未成年者の後見人である。

２　未成年者の父母が既に死亡し，又は後見能力を有しない場合，次に掲げる順序

に従って後見能力を有する者が後見人となる。

（一）父方の祖父母，母方の祖父母

（二）兄，姉

（三�）その他後見人となる意思のある個人又は組織。但し，未成年者住所地の居民

委員会，村民委員会又は民政部門の同意を要する。

　　本条は未成年者の後見人に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　起草過程では本条に関して「後見能力」の定義に関する問題が提起された。すなわ

ち，後見の節では「後見能力」が後見人になる資格の有無を判断するための重要な基

準とされているが，「後見能力」の明確な定義規定がなければその認定に関する争い

が生じるおそれもあり，後見能力の認定基準を明確にすべしとの意見である。

　　　検討の結果は次のとおり。後見能力を有するには，まず完全行為能力が必要である

が，後見能力の有無を判断するその他要件に関する実務の状況は比較的複雑であり，

各種要素を総合的に考慮する必要があることから，法律で逐一定義するのではなく，

具体的状況に基づいて判断するとされている。また「通則意見」第１１条では「後見

人の後見能力を認定する場合，後見人の身体の健康状況，経済条件，及び被後見人と

の生活上の繋がりの状況等の要素に基づいて確定しなければならない」と定めている。

２　条文説明

　　１）本条１項は，父母が未成年者の後見人である旨を定める。父母は未成年子を扶養，

教育及び保護する法定義務を負い，未成年子との関係が最も密接であり，未成年者

の健全な成長にとって極めて重要である。このため，父母が無条件で未成年者の法

定後見人となる。父母が死亡又は後見能力を有しない状況下で初めて，その他の個

人又は関係組織が後見人になることができる。

　　２）本条２項は，父母以外のその他の個人又は組織が後見人になることについて規定

する。同項は民法通則の関連規定（同１６条）を基礎として，次の２つの面から整

備されている。第１に父母以外の後見能力を有する者が「順序に従って」後見人に
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なる旨を定め，第２に関係「組織」が後見人になることを追加している。

　　　①「順序に従って」後見人となること

　　　　　実務上，一部の状況下で後見資格を有する者が責任を押し付け合い，後見人へ

の就任を嫌がることにより後見人を定めることができず，行為無能力者・制限行

為能力者の権益保護ができない状況が生じている。本条では後見資格を有する者

は順序に従って後見人になる旨が明確にされているが，その主な目的は後見資格

を有する者の間での責任の押し付け合いを防止する点にある。後見資格を有する

複数の者に後見人になる意思がある場合，本条所定の順序に従って後見人を確定

し，又は本法３０条に従って協議することができる。協議が調わない場合，本法

３１条に定める後見に関する紛争解決手続に従って処理し，居民委員会，村民委

員会，民政部門，人民法院が「被後見人にとって最も有利とする原則」に従って

後見人を指定することができ，本条所定の「順序」の制限を受けないが，本条の

規定を根拠にすることもできる。

　　　　　本条所定の順序に従って後見人になるべき個人が，自らが後見人に不適任と判

断し，又は後見資格を有するその他の者の方が後見人に適任であると判断する場

合，本法３０条に従って協議できる。協議が調わない場合は，本法３１条に定め

る後見に関する紛争解決手続を通じて処理し，後見人を指定できる（例えば，未

成年者の祖父母が第１順位後見人であるが，自らが既に高齢で，未成年者の姉の

方が条件も良く，その姉が後見人になる方が未成年者の成長に有利であると判断

する場合，まずその姉と協議することができ，協議が調わない場合，後見に関す

る紛争解決手続を通じて解決できる。但し，法院が後見人を指定するまで，未成

年者の祖父母は後見職責の履行を拒絶してはならない）。

　　　②「後見人となる意思のある組織」が後見人になること

　　　　　中国の公益事業の発展に伴い，後見の意思・能力を有する社会組織は絶えず増

加しており，社会組織が後見人になることは家庭後見に対する有益な補足であり，

国の後見負担を軽減することもできる。本条２項３号及び本法２８条４号に定め

る「後見人となる意思のある組織」とはこのような社会組織である。しかし，後

見は簡単な生活上のケアとは異なり，さらに被後見人の財産を管理・保護し，被

後見人を代理して法律行為を行い，未成年の被後見人の権利侵害行為に対する責

任を負担すること等から，後見人となる意思のある社会組織は，信用が高く，一

定の財産・職員を有しなければならない。これらの条件はいずれも実務において

厳格に把握し，未成年者住所地の居民委員会，村民委員会，民政部門が実際状況

に基づいて判断する。

　　　　　本条２項３号では，民法通則１６条２項３号に定める後見人となる意思がある

「関係が密接なその他親族，友人」を，後見人となる意思がある「個人」に改め

ることで，後見人の範囲をさらに拡大し，後見人になる者がいない状況ができる

限り発生しないように配慮している。本法規定によると，「後見人となる意思が
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ある個人」が後見人になる場合も，未成年者住所地の居民委員会，村民委員会，

民政部門の同意が必要であり，後見能力を有し，未成年者の健全な成長に有利で

なければならない。

　※参考文献 ①８０－８３頁，②８２－８５頁，③６５－６７頁，④６１－６３頁参照。

【成年者の後見人と後見人の順序】

第２８条　民事行為無能力又は制限民事行為能力の成年者については，次に掲げる

順序に従って，後見能力を有する者が後見人となる。

（一）配偶者

（二）父母，子

（三）その他の近親族

（四�）その他後見人となる意思のある個人又は組織。但し，被後見人住所地の居民

委員会，村民委員会又は民政部門の同意を要する。

　　本条は行為無能力又は制限行為能力の成年者の後見人に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　本条では民法通則１７条を基礎として，後見資格を有する者が「順序に従って」後

見人になり，「後見人となる意思がある組織」が後見人になる旨の規定が追加され，

後見人になる意思がある「関係が密接なその他親族，友人」を後見人になる意思があ

る「個人」に改めて後見人の範囲が拡大されている。

２　条文説明

　　１）本条による後見人が必要な成年者とは，行為無能力又は制限行為能力であり，知

的障害，精神障害及び高齢，疾病等の原因により，弁識能力が不十分になった成年

者を含む。成年者の後見では，能力喪失と智力喪失とを区別しなければならない。

能力喪失とは自活能力を喪失することであり，智力喪失とは弁識能力が不十分にな

ることである。能力喪失の成年者は必ずしも後見は必要でなく，智力喪失の成年者

にのみ後見が必要である。長期介護と後見も区別が必要である。対象から見れば，

介護対象には智力喪失の成年者だけでなく能力喪失の成年者も含まれるが，後見の

対象は智力喪失の成年者である。内容から見れば，介護は生活上のケア及び安全保

護に限られ，人身権益保護の手配，財産管理等を含まないが，後見は智力喪失の成

年者の人身，財産等の権益保護及び手配である。

　　２）本条１号～３号所定の後見資格を有する者は，いずれも成年被後見人の近親者で

ある。近親者はしばしば被後見人との間に血縁関係，密接な生活上の繋がり及び良

好な感情的基盤を有し，被後見人の心身の健康により有益であるとともに，被後見

人の合法的権益をできる限り保護するのにより有用である。後見資格を有する者は

次のとおりである。

　　　　①配偶者（１号）：夫婦は共同で生活し，相互に扶養義務を有し（婚姻法２０条），
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共同財産に対する支配権を有し，良好な感情的基盤を有することから，配偶者が後

見人になることは被後見人の人身，財産その他合法的権益を保護するうえで有利で

ある。

　　　　②父母，子（２号）：父母と子の間には生まれながらの感情があるだけでなく，

法定の扶養，贍養関係があり，後見人に適任である。

　　　　③その他近親者（３号）：本条では「その他近親者」を含むが，それは主に血縁

関係，生活上の繋がりや感情的基盤等の要素に基づくものであり，被後見人の合法

的権益を保護するうえで有益である。具体的には祖父母，母方の祖父母，孫，外孫，

兄弟姉妹である。

　　　　④後見人になる意思があるその他個人又は組織（４号）：「後見人となる意思があ

る組織」とは主に公益組織をいい，当該組織が後見人になることができるか否かは，

被後見人住所地の居民委員会，村民委員会，民政部門が当該組織の設立目的，社会

的評価，財産又は経費，専任職員等の状況に基づいて判断し，その同意を要する。

　※参考文献 ①８３－８４頁，②８５－８７頁，③６７－６９頁，④６３－６５頁参照。

【遺言による後見人指定】

第２９条　被後見人の父母が後見人となった場合，遺言により後見人を指定するこ

とができる。

　　本条は遺言による後見人の指定に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　父母と子の間の血縁関係は最も近く，感情が最も深く，父母は子の健全な成長と権

益の保護に最も関心があることから，父母が自己の最も信頼し，子の保護に最も有利

な者を後見人に選択することを認めなければならない。遺言による後見人指定制度は，

実務において，一部父母が生前に後見が必要な子のために後見人の手配を行うという

要求を満たすことに役立ち，父母の意思の尊重を具現化するものであり，被後見人の

利益をよりよく保護するうえで有用であることから，これを法律で認めなければなら

ない。

２　条文説明

　　１）本条によると，被後見人（未成年者，行為無能力又は制限行為能力の成年者を含

む）の父母は遺言形式を通じて被後見人に後見人を指定できるが，その前提は被後

見人の父母が現在後見人であることであり，父母が後見能力を喪失して後見人でな

い，又は被後見人の合法的権益を侵害し後見人資格を取り消された等の理由により

後見人でない場合には，父母は遺言形式を通じて被後見人に後見人を指定すべきで

はない。

　　２）本条によると，父母は未成年子に後見人を指定できるだけでなく，成年の子に後

見人を指定することもできる。この点，民法総則草案一審稿，二審稿ではいずれも
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遺言による後見人指定は未成年者への後見人指定に限定された。調査検討過程では，

現実の生活において行為無能力及び制限行為能力の成年者についても，父母がその

者に後見人を指定する状況及び立法の需要が存在することから，遺言による後見人

指定の適用範囲を拡大して，父母が遺言を通じて行為無能力及び制限行為能力の成

年者に後見人を指定することを認めるべしとの意見があった。検討の結果，草案三

審稿では当該意見が採用されている。

　　３）遺言による後見人指定と法定後見の関係について一般的に言えば，遺言による後

見人指定が優先的地位にある。遺言による後見人指定では父母が遺言形式を通じて

信頼に値し，被後見人の権益の保護に最も有利な者を後見人に選ぶことから，本法

２７条，２８条所定の法定後見に優先しなければならない。遺言により指定する後

見人は，本法２７条，２８条所定の後見資格を有する者に限定してはならない。し

かし，遺言により指定する後見人は後見能力を有し，後見職責を履行できなければ

ならない。遺言により後見人を指定した後に客観的状況に変化が生じ，遺言により

指定した後見人が疾病等の原因により後見能力を喪失，又は出国等の各種原因に

よって後見職責を履行できない場合，遺言による後見人指定を執行できないことか

ら，法に基づき別の後見人を確定しなければならない。

　※参考文献 ①８５－８７頁，②８７－９０頁，③６９－７０頁，④６５－６６頁参照。

【協議による後見人確定】

第３０条　法により後見資格を有する者の間では，協議により後見人を確定するこ

とができる。後見人を協議で確定する場合，被後見人の真実の意思を尊重しなけ

ればならない。

　　本条は協議による後見人確定に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　協議による後見人確定は後見人の指定方式の１つであり，司法実務に基盤を有する。

「通則意見」第１５条では「後見資格を有する者の間で協議により後見人を確定した

場合，協議により確定した後見人が被後見人に対して後見責任を負わなければならな

い」と定める。本条は司法実務の経験を踏まえた上で，協議による後見人確定制度に

ついて規定している。本法２７条，２８条では，それぞれ未成年者，行為無能力及び

制限行為能力の成年者について後見資格を有する者の範囲を定める。法律で既に後見

資格を有する者が厳格に限定されている前提下で，後見資格者間の協議による後見人

確定を認めることは，被後見人の合法的権益を害するものではない。上述のように本

法２７条，２８条では後見人になる順序が定められているが，その主目的は，後見資

格を有する後見人が責任を逃れることによる後見人不在状況の発生を防止する点にあ

る。協議による後見人確定は，本法２７条，２８条に定める順序に従わずに後見人を

確定することもできる。後見資格を有する者の間で各自の被後見人との間の生活上の
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繋がりに関する状況，経済条件，提供することができる教育条件又は生活上のケアに

関する措置等に基づき，被後見人の意思を尊重した上で，十分な協議を経て，適切な

後見人を決定できる。これは後見資格を有する者の共同意思を尊重するものであり，

かつ被後見人の合法的権益を保護するうえで有益である。

２　条文説明

　　１）協議主体は，法により後見資格を有する者，つまり本法２７条，２８条所定の後

見資格を有する者でなければならない。未成年者の父母が後見能力を有する場合に，

その他の者と協議書を締結して他者を後見人に確定して，自らの責任を免れること

はできない。

　　　　未成年者について，協議による後見人確定は父母が死亡又は後見能力を有しない

状況に限られており，協議主体は，①祖父母，母方の祖父母，②兄，姉，③未成年

者住所地の居民委員会，村民委員会又は民政部門の同意を得た後見人となる意思が

あるその他の個人又は関係組織である。父母が後見能力を喪失した場合，父母は協

議後見の主体にならなくてもよいが，協議による後見人確定について自己の意見を

提出することもでき，後見資格を有する者が協議により未成年者の後見人を確定す

る場合には，被後見人の利益保護に有利である観点から出発し，それをできる限り

尊重しなければならない。

　　　　行為無能力又は制限行為能力の成年者について，協議主体は，①配偶者，②父母，

子，③その他近親者，④未成年者住所地の居民委員会，村民委員会又は民政部門の

同意を得た後見人となる意思があるその他の個人又は関係組織である。

　　２）協議により確定する後見人は，後見資格を有する者から選出しなければならず，

法律に定める後見資格を有する者以外で後見人を確定してはならない。協議後見は

後見資格を有する者による合意の結果であり，合意後は，協議により確定した者が

後見人になり，後見職責を履行する。後見人が一旦確定した場合，無断変更しては

ならず，関連の法的責任を負わなければならない。

　　３）協議による後見人確定が被後見人の利益に及ぼす影響は重大であり，被後見人の

真実の意思を十分に尊重しなければならない（本条後段）。「被後見人の真実の意思

を尊重する」とは単に被後見人の意見を求めることではなく，各種状況を踏まえて

総合的に考慮判断し，真の意向を探求しなければならない。制限行為能力の未成年

者及び成年者は既に一定の認知・判断能力及び比較的高い表現能力を具えることか

ら，協議による後見人確定はその意見に直接耳を傾け，その意見が真実の意思を反

映しているか，強迫等を受けていないか等その他要素を踏まえて判断すべきである。

行為無能力の被後見人は，独立した認知判断能力を有しないが，その真実の意思に

ついては，例えば被後見人とどの後見資格を有する者との間の生活上の繋がりが最

も密接であるか等の状況を踏まえ，被後見人の真の意向を発見して十分に尊重すべ

きであり，被後見人の心身健康保護に重要な意義を有する。

　※参考文献 ①８７－８９頁，②９０－９２頁，③７０－７２頁，④６６－６８頁参照。
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【後見人確定紛争の解決基準】

第３１条　後見人の確定について争いがあるとき，被後見人住所地の居民委員会，

村民委員会又は民政部門が後見人を指定し，関係当事者が指定に対して不服のあ

る場合，人民法院に対して後見人の指定を申請することができる。関係当事者は，

直接，人民法院に対して後見人の指定を申請することもできる。

２　居民委員会，村民委員会，民政部門又は人民法院は，被後見人の真実の意思を

尊重し，被後見人に最も有利とする原則に基づき法により後見資格を具える者か

ら後見人を指定しなければならない。

３　本条１項の規定により後見人を指定する前に，被後見人の人身権，財産権及び

その他合法的権益を保護する者がいない状態にある場合，被後見人住所地の居民

委員会，村民委員会，法律に定める関係組織又は民政部門が臨時後見人となる。

４　後見人が指定された後，無断でこれを変更してはならない。無断で変更した場

合，指定された後見人の責任は免除されない。

　　本条は後見人確定紛争の解決手続に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　民法通則第１６条２項，１７条２項によると，後見人の指定に関する紛争が発生し

た場合，未成年者の父，母の所属組織（成年被後見人の所属組織）又は被後見人住所

地の居民委員会，村民委員会が近親者から指定する。指定を不服として提訴した場合

は，人民法院が裁決する。同規定によると，後見人指定に関する紛争が発生した場合，

法院に提訴する前に，まず関係組織又は居民委員会，村民委員会が指定しなければな

らない。しかし，実務では，未成年者の父，母の所属組織，居民委員会，村民委員会

が後見人指定に消極的で後見人が長期にわたって確定せず，訴訟手続開始が困難にな

る状況が発生し，後見人確定紛争の適切な解決が更に困難となり，被後見人の権益保

護に不利である。そこで，民法総則では訴訟前の指定手続に関する内容について規定

せず，後見人確定紛争が発生した場合は，関係当事者は指定手続を経ずに直接法院に

申請でき，法院が後見人を指定する。

２　条文説明

　　１）本条１項は後見人確定紛争が発生した場合の２つの解決方法を定める。

　　　　①被後見人住所地の居民委員会，村民委員会又は民政部門が後見人を指定する方

法。ただ当該指定は最終的効力を有するものではなく，関係当事者が当該指定に不

服の場合，法院に申請することができ，法院が後見人を指定する。法院の指定は最

終的効力を有し，指定された後見人は後見職責を履行しなければならず，これを免

れることはできない。

　　　　②関係当事者が居民委員会，村民委員会又は民政部門の指定を受けずに，直接法

院に申請することができ，法院が後見人を指定する方法。本条１項の「後見人の確

定について争いがあるとき」には，後見人の地位を争う状況だけでなく，後見人就
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任を拒絶する状況も含まれる。主な内容は，ア）後見資格を有する者がいずれも自

己が後見人に適任であると判断して後見人の地位を争うとき，イ）本法２７条，２

８条所定の順序に従って後見人になるべき者が，自己は後見能力を有さず，後見職

責を履行できないと判断し，又は後見資格を有するその他の者の方が後見人に適任

であると判断するとき，ウ）後見資格を有する者のうち下位者が上位者に法による

後見職責の履行を要求するとき，エ）後見資格を有する者がいずれも後見職責を逃

れ，後見人になることを拒絶するとき，である。これらの場合において，居民委員

会，村民委員会，民政部門が介入して後見人を指定する職責を確実に履行し，法に

より後見人を指定しなければならない。

　　　　民法通則との対比では，本条には民政部門が後見人を指定する点が追加されてい

る。社会扶助及び社会福祉業務を職責とする民政部門は，実際の業務において，し

ばしば管轄区内の未成年者及び行為能力を喪失した成年者の家族関係，健康状況等

について比較的理解しており，適切な後見人を指定する能力を有し，権威性も高く，

後見に関する紛争解決を促進するうえで有用であることに基づく。

　　２）本条２項は居民委員会，村民委員会，民政部門，人民法院が後見人を指定する場

合の原則を定める。すなわち，①被後見人の真実の意思を尊重しなければならない

こと，②「被後見人に最も有利とする原則に基づき」指定しなければならないこと

である。その意味は，居民委員会，村民委員会，民政部門，人民法院による後見人

指定は本法２７条２項，２８条所定の順序に従う必要はなく，後見資格を有する者

と被後見人の間の生活上・感情面での繋がり，利害の対立の有無，後見資格を有す

る者の品行，身体状況，経済条件及び被後見人に提供できる教育水準，生活上のケ

アに関する措置等を踏まえ総合的に判断し，被後見人の真実の意思を尊重し，被後

見人の健全な成長又は健康回復に最も有益で，被後見人の合法的権益保護の点で最

も有利となる者を後見人に指定することである。

　　３）本条３項は臨時後見制度について定める。後見確定紛争の解決には一定の時間を

要し，後見人の指定前に，後見資格を有する者が責任を押し付け合い後見人就任を

嫌がるなど，被後見人の人身権，財産権その他合法的権益を保護する者がいない状

態が生じる場合に，臨時後見人を定める必要がある。本条によれば，被後見人住所

地の居民委員会，村民委員会，法律に定める関係組織，民政部門が臨時後見人とな

る。本項の「本条１項の規定により後見人を指定する前」は後見確定紛争の解決期

間に限定すべきではなく，次の期間を含める必要がある。まず，①紛争解決手続の

開始，つまり居民委員会，村民委員会，民政部門が後見に関する紛争処理を開始し，

又は人民法院が後見申請を受理してから後見人を指定するまでの期間を含める必要

があり，そのほか，②紛争解決手続の開始前において，後見職責を履行する者がい

ないことにより被後見人の合法的権益を保護する者のいない状態が判明した場合

も，本条所定の居民委員会，村民委員会，法律に定める関係組織，民政部門が臨時

後見人となり，その後に法により後見に関する紛争解決手続を開始し，後見人を指
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定する。

　　４）本条４項は後見人を指定する場合の法的効力を定める。後見に関する紛争解決手

続に従って，居民委員会，村民委員会，民政部門，人民法院が後見人を指定した後，

指定された後見人は後見職責を履行すべきでこれを免れることはできず，無断変更

も許されない。被後見人が他人の合法的権益を侵害し，又は被後見人自身が損害を

受けた場合，指定された後見人はなお責任を負担し，無断変更後の後見人も過失の

程度に応じて責任を負担する。

　※参考文献 ①８９－９４頁，②９２－９７頁，③７２－７６頁，④６８－７０頁参照。

【後見人資格者がない場合の公職後見】

第３２条　法による後見資格を具える者がない場合，民政部門が後見人を担当し，

後見職責の履行条件を具えた被後見人住所地の居民委員会，村民委員会も担当す

ることができる。

　　本条は民政部門，居民委員会，村民委員会が後見人になる公職後見に関する規定であ

る。

１　立法理由・背景

　　１）起草過程では，居民委員会，村民委員会が後見人になることは実現が困難である

から，居民委員会，村民委員会の後見人の職責を取消すべきであるとの意見があっ

た。主な理由は，①物質的保障が欠けている（居民委員会・村民委員会による後見

の職責履行の役割・機能は明らかに弱体化して経費も不足し，職員数は少ないが任

務は重く，後見職責の履行を著しく制約している）。②後見人になるための専門能

力を有しない。③後見職責の速やかな履行要求に適応できない等である。

　　２）他方，居民委員会，村民委員会の後見人の職責を取消すべきでなく，なお民政部

門と共に包括的な後見人になるべきとの意見もあった。主な理由は，①民政部門が

単独で後見人になる場合，後見職責を完全に負担し，履行できるとは限らない，②

居民委員会，村民委員会は，被後見人の生活環境を変えずに，里親委託，代理養育

等の方式により，心理的悪影響を除去できる，③実務において能力を有し，要求に

適応した居民委員会，村民委員会が後見職責を履行し，良好な効果を上げている，

④後見職責の履行問題は，財政資金補助等の関連措置を増やすことにより解決可能

である等である。

　　３）検討結果は次のとおり。中国の憲法，都市居民委員会組織法及び村民委員会組織

法では，居民委員会，村民委員会は自ら管理，教育し，奉仕する基層群衆性自治組

織であり，各居住地域の公共事務・公益事業を担当する旨定める。居民委員会，村

民委員会は居住地域の未成年者・成年被後見人の健康状況，家庭状況等を理解して

おり，後見職責の履行条件を具える場合，後見人になることができる。かかる規定

は居民委員会，村民委員会の性質・職責にも合致する。実務では居民委員会，村民
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委員会が後見人になる状況は比較的少ないが，後見職責の履行条件を具えた居民委

員会，村民委員会が後見人になる状況も確かに存在することから，これについて法

律で画一的処理を行い，完全に否定すべきではない。

　　　　こうして本条では居民委員会，村民委員会が後見人になる旨の規定が残された上，

法により後見資格を有する者がいない場合には，主に民政部門が包括的な受け皿と

なる前提の下，後見職責の履行条件を具えた居民委員会，村民委員会も後見職責を

負担する補充的主体として後見人になることができる旨を規定している。

　　４）実務上，法により後見資格を有する者がいない状況は複雑であり，父母が死亡し

て孤児になる状況，父母が長期にわたり服役し，又は一方が死亡し，他方が失踪し

たことにより事実上の孤児になる状況，精神病者の父母が年老いて後見能力を有さ

ず，その他近親者も経済条件等の各種原因により後見能力を有さない等の状況があ

る。国の経済力強化及び統治能力向上に伴い，国は社会扶助及び保障のための最後

の防御線として，後見の職能を強化し，後見人が不在の場合は政府の民政部門が包

括的な後見人になり，これらの者が生活上のケアを受けられるようにし，その合法

的権益が害されないようにし，後見人のない精神障害者が他人を害さないようにす

べきである。民政部門は社会扶助と社会福祉業務を担当する主要部門として，より

多くの責任を負担すべきである。各方面の意見を総合し，検討を重ねて，本条では

民政部門が主な包括的な後見職責を負う旨規定したものである。

２　条文説明

　　１）本条の「法による後見資格を有する者がない場合」とは主に，本法２７条，２８

条所定の後見資格を有する者がいない状況，つまり被後見人の父母が死亡又は後見

能力を有さず，その他近親者もいない，その他近親者が後見能力を有さず，条件に

適合する後見人になる意思のあるその他の個人又は組織がいないことである。後見

資格を有する者は存在するが，その者が後見人になることを拒絶した場合は，本条

を適用しない。

　　２）この点，民法通則１６，１７条によれば，法により後見資格を有する者がいない

場合，未成年者の父母の所属組織，成年被後見人の所属組織又は被後見人住所地の

居民委員会，村民委員会，民政部門が後見人になるところ，本条ではこれについて

調整を加えている。すなわち，①未成年者の父母の所属組織，成年被後見人の所属

組織が後見人になる旨の規定を削除し，②民政部門の職責が強化されて，民政部門

が包括的後見人になり，③後見職責の履行条件を具えた居民委員会，村民委員会も

後見人になれることを定める。

　※参考文献 ①９４－９７頁，②９７－１００頁，③７６－７８頁，④７０－７３頁参照。
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【任意後見制度】

第３３条　完全な民事行為能力を有する成年者は，近親族，その他後見人を担当す

る意思のある個人又は組織と事前に協議し，書面形式で自己の後見人を確定する

ことができる。協議によって確定された後見人は，当該成年者が民事行為能力を

喪失又は一部喪失した場合，後見職責を履行する。

　　本条は任意後見制度に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　現在，中国は人口高齢化の傾向が明らかであり，単一の法定後見制度ではすでに情

勢の進展におけるニーズを満たすことが困難である。中国の実際状況に基づき，国外

の立法例を参考して，本条では任意後見制度［意定监护］について規定しているが，

これは成年者が自己の意思に基づき後見人を選任するうえで有益である。

　　　この点，「高齢者権益保障法」２６条１項では任意後見制度について，「完全行為能

力を有する高齢者は，近親者又は自己との関係が密接で，後見責任を負う意思がある

その他個人，組織と協議し，自己の後見人を確定することができる。後見人は高齢者

が行為能力の全て又は一部を喪失した場合は，法により後見責任を負う」と定める。

「高齢者権益保障法」で任意後見制度について規定したのは，主に高齢者の智力が次

第に衰退過程を経るものであり，高齢者の意識が明確である時に，高齢者の意思を尊

重し，行為能力の全て又は一部を喪失した場合の後見人を自身で選択することを認め

なければならないことを考慮したものである。これに対して，民法総則では高齢者権

益保障法の規定を基礎としてその適用範囲を拡大しており，完全行為能力を有する成

年者も任意後見制度を適用できる。

２　条文説明

　　１）任意後見は，後見分野において自由意思原則を徹底して実現されたものであり，

完全行為能力を有する成年者による自己の将来における後見事務に対して，自己の

意思に従って事前に行う手配である。本条によると，完全行為能力を有する成年者

は自己が行為能力の全部又は一部を喪失した場合の後見人を確定する場合は，選択

される者の認可を事前に取得し，双方が合意しなければならない。任意後見は被後

見人の権益に及ぼす影響が大きいことから，書面形式によって双方が認可した内容

を明確に記載し，その真実性，適法性を保障し，任意後見に関する紛争を根本から

減少させなければならない。

　　２）任意後見は一種の後見人指定方式として，法律に定める要件・手続に基づいて後

見人を確定する法定後見（本法２７条～３２条）に相対する概念である。任意後見

は成年者が完全に自己の意思に基づいて後見人を決定することへの尊重であり，自

己の意思が決定力を有する。一般的に言えば，任意後見は法定後見に優先して適用

する。法律で任意後見制度を制定することは成年者本人の意思を尊重することであ

り，当然優先的に適用すべき地位にある。任意後見に関する協議が無効又は協議に
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より確定した後見人が後見能力喪失等の原因により後見協議が履行不能である状況

下で初めて，法定後見を適用する。

　※参考文献 ①９７－１００頁，②１００－１０３頁，③７９－８０頁，④７３－７４

頁参照。

【後見人の職責内容】

第３４条　後見人の職責は，被後見人を代理して民事法律行為を行うこと，被後見

人の人身権，財産権及びその他の合法的権益等の保護である。

２　後見人が法に基づき後見職責を履行し，発生した権利は，法律の保護を受ける。

３　後見人が，後見職責を履行せず，又は被後見人の合法的権益を侵害した場合，

法的責任を負わなければならない。

　　本条は後見人の職責内容に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　後見の性質問題については学説上「権利説」「義務又は職責説」「権利義務一致説」

等の争いがある。そして本条では，後見職責を強調し，また後見職責を履行すること

によって生じる権利も保護しなければならないことに重点が置かれている。

２　条文説明

　　１）本条１項は後見人の職責について規定する。被後見人の行為能力の不足を補うこ

とは後見制度の制定の重要な目的であるところ，被後見人は独立して法律行為を行

うことができず，後見人が代理する必要がある。そこで本項では「被後見人を代理

して民事法律行為を行うこと」が後見職責から単独列記され，強調されている。

　　　　後見人による被後見人の人身権，財産権その他合法的権益保護の職責には，次の

内容を含む。すなわち，被後見人の心身の健康を守り，未成年者の健全な成長を促

進し，成年被後見人についてもその健康状況回復を積極的に促進する。被後見人の

生活上のケアを行う。被後見人の財産を管理，保護する。被後見人に教育及び必要

な管理を行う。被後見人の合法的権益が侵害され，又は他人との間に紛争が発生し

た場合，代理して訴訟を行うこと等であり，関連単行法でも後見人の後見職責につ

いて具体的に規定されている（未成年者保護法第１１条，第１３条。精神衛生法第

３０条，第４９条等参照）。

　　２）本条２項は後見人が後見職責を履行することによって生じる権利につき定める。

後見人は後見職責の履行過程において，一定の権利を有することがある。例えば，

後見人は被後見人の人身権益を保護するために医療計画の同意権を有し，また被後

見人の財産権益を保護するために財産管理支配権を有する。被後見人の合法的権益

が侵害され，又は他人との間に紛争が発生した場合，被後見人を代理して訴訟参加

する権利等がある。後見人がこれらの権利を有することは，後見職責を履行するた

めに必要であり，その目的はやはり被後見人の人身権，財産権及びその他合法的権
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益の保護にある。後見人がこれらの権利を行使する場合，その他の者はこれを侵害・

剥奪してはならない。関連単行法でも後見人が後見職責を履行することによって生

じる権利について規定している（広告法第３３条，母嬰保健法第１９条１項参照）。

　　３）本条３項は後見人の責任について規定する。被後見人は未成年者又は弁識能力が

不十分な成年者であるところ，後見人が適切に後見職責を履行することができるか

否かは，被後見人の権益に及ぼす影響が非常に大きい。後見人が後見職責を不履行

又は被後見人の合法的権益を侵害した場合，関連責任を負担すべきだが，その状況

は次のとおりである。

　　　　①被後見人の権利侵害行為に対する責任を負担すること（権利侵害責任法第３２

条7参照）。②後見人が後見職責を不履行又は被後見人の合法的権益を侵害し，被後

見人の人身権，財産権に損害を与えた場合，民事責任を負わなければならない（本

法１７９条参照）。

　※参考文献 ①１００－１０２頁，②１０３－１０６頁，③８０－８２頁，④７４－７

７頁参照。

【後見人職責履行における遵守原則】

第３５条　後見人は，被後見人を最も有利とする原則に基づき後見職責を履行しな

ければならない。被後見人の利益保護の場合を除き，被後見人の財産を処分して

はならない。

２　未成年者の後見人が後見職責の履行において被後見人の利益に関わる決定を行

う場合，被後見人の年齢及び智力の状況を根拠とし，被後見人の真実の意思を尊

重しなければならない。

３　成年者の後見人が後見職責を履行する場合，被後見人の真実の意思を最大限尊

重し，被後見人がその智力，精神の健康状況に相応する民事法律行為を行うこと

を保障し，かつ協力しなければならない。被後見人が単独で処理する能力を有す

る事務につき，後見人は干渉してはならない。

　　本条は後見人が後見職責を履行する場合の遵守原則に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　後見人による後見職責の履行は被後見人の人身，財産等の各方面に関わり，法律で

は全ての具体的職責履行行為について定めることは困難である。後見人による後見職

責履行に関する重要原則を確立することは，後見人による後見職責の履行を指導し，

被後見人の人身権，財産権及びその他合法的権益を十分に保護するうえで有益である。

7 権利侵害責任法第３２条「民事行為無能力者，制限民事行為能力者が他人に損害を与えた場合，後
見人が権利侵害責任を負う。後見人が後見責任を果たしている場合は，その権利侵害責任を軽減する
ことができる。財産を有する行為無能力者，制限行為能力者が他人に損害を与えた場合は，本人の財
産から賠償費用を支払う。不足部分については，後見人が賠償する。」
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本条は後見人による後見職責履行に関する２つの基本原則を確立しており，①被後見

人を最も有利とする原則及び②被後見人の意思を尊重する原則である。

２　条文説明

　　１）本条１項前段では被後見人を最も有利とする原則を確立している。本項によると，

未成年者及び成年被後見人の後見は，被後見人を最も有利とする原則に従うべきこ

と，つまり後見人は，被後見人の人身権，財産権その他合法的権益の保護過程にお

いて，各方面の要素を総合的に判断し，被後見人にとって最も有益である案を選択

し，被後見人に最も有利有益である措置を講じて，被後見人の利益の最大化を図る

必要がある。例えば，後見人は，成年被後見人の健康状況回復に最も有益である治

療計画，看護措置等を選択する必要がある。被後見人が自己の居住する以外の家屋

を賃貸する場合，適切な賃借人を選択し，市場価格で賃料を確定し，賃料収入は被

後見人の所有としなければならない。

　　　　本項後段では，被後見人の利益保護のため以外に後見人は被後見人の財産を処分

してはならないと定める。被後見人の財産処分は，被後見人の生活，教育等，被後

見人の利益保護を目的とすべきであり，被後見人を最も有利とする原則に適合しな

ければならない。

　　２）本条２項は未成年者の意思を尊重する原則について定める。これは「児童権利条

約」及び「未成年者保護法」の趣旨8を取り入れて，未成年者の真の意思を尊重す

ることを後見人による後見職責履行に関する基本原則の１つとしたものである。本

項によれば，未成年者の後見人は未成年者の利益に関する決定を下す場合において，

未成年者の意見を求め，未成年者が自己の意見を提出した後，当該未成年者の年齢，

社会経験，認知能力，判断能力等に基づき，被後見人の真実の意思を探求，尊重し

なければならない。

　　３）本条３項は成年被後見人の意思を最大限尊重する原則について定める。本条２項

とは異なり，成年被後見人の意思は「最大限」尊重しなければならない。被後見人

の真実の意思を最大限尊重することは後見人による後見職責の履行に関する基本原

則であり，後見職責履行の各面に貫かれている。被後見人が自己の智力，精神健康

状況により，独立して実施できる法律行為・事務について，後見人は代理・干渉し

てはならず，条件を整えて被後見人の正常な生活を保障・促進・支援しなければな

らない。

　※参考文献 ①１０２－１０６頁，②１０６－１１０頁，③８２－８５頁，④７７－７

９頁参照。

8 児童権利条約第１２条１項「締結国は，自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を
及ぼす全ての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保しなければならず，児童の意見は
その年齢及び成熟度に従って適切に考慮されなければならない。」
　未成年者保護法第１４条「父母又はその他後見人は，未成年者の年齢及び智力の発育状況に基づいて，
未成年者の権益に関する決定を下す場合はその本人に告知し，意見を聴取しなければならない。」

118

ICD79G-10.indd   118 2019/06/07   10:30:45



【後見人資格の取消】

第３６条　後見人が次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，人民法院は，

関係する個人又は組織の申請に基づき，その後見人の資格を取り消し，必要な臨

時後見措置を講じ，かつ被後見人に最も有利とする原則に基づき，法により後見

人を指定する。

（一）被後見人の心身の健康を著しく害する行為を行ったとき

（二�）後見職責の履行を怠り，又は後見職責を履行できず，かつ後見職責の一部又

は全部を他人に委任することを拒絶し，被後見人を危険で困難な状態に陥らせ

たとき

（三）被後見人の合法的権益を著しく害するその他の行為を行ったとき

２　本条規定にかかる関係する個人及び組織には，その他法により後見資格を有す

る者，居民委員会，村民委員会，学校，医療機関，婦女連合会，障害者連合会，

未成年者保護組織，法により設立された高齢者組織，民政部門等を含む。

３　前項規定にかかる個人及び民政部門以外の組織が速やかに人民法院に対して後

見人資格取消の申請を行わない場合，民政部門は，人民法院に対して申請しなけ

ればならない。

　　本条は後見人資格の取消に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　被後見人の合法的権益をよりよく保護するために，司法実務の状況に基づき，本条

では後見人資格の取消の申請主体，適用状況等の内容について規定し，民政部門の職

責が強化されている。実務では，後見人が被後見人の合法的権益を著しく侵害する行

為が時折発生して社会の注目を集めており，例えば父母の薬物使用により子供が家で

餓死した事件等がある。本条では実際状況に基づいて民法通則，未成年者保護法，反

家庭内暴力法及び関連司法解釈，部門規則等の規定を基礎に，後見人資格の取消につ

いて明確に規定している。

２　条文説明

　　１）本条１項各号では後見人資格の取消の適用状況について定める。

　　　　①被後見人の心身の健康を著しく害した場合（第１号。例えば被後見人に対する

性的暴行，傷害，人身売買，遺棄，虐待等）。

　　　　②後見職責の履行を怠り，又は後見職責の履行することができないにも拘わらず

後見職責の一部・全部の他人への委託を拒絶し，被後見人を危険で困難な状態に陥

らせた場合（第２号。例えば父母に薬物使用，賭博等の悪習があり，後見職責履行

を怠ることにより，児童を非常に危険な目に遭わせた，父母が出稼ぎに出たが後見

職責を他人に委託せず，年齢が小さい児童を家に残して生活させて危険で困難な状

態に陥らせた等）。

　　　　③第３号は包括的条項であり，未成年者の合法的権益を著しく害するその他の行
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為があった場合（例えば，未成年者を教唆・利用して犯罪行為を実施する等）。

　　２）本条２項は法院に後見人資格取消の申請主体について規定しており，具体的には

法により後見資格を有するその他の者，居民委員会，村民委員会，学校，医療機関，

婦女連合会，障害者連合会，未成年者保護組織，法により設立された高齢者組織，

民政部門等を含む。「法により後見資格を有するその他の者」は主に本法第２７，

２８条に基づき確定される（例えば，配偶者が後見人になる場合，法により後見資

格を有するその他の者とは，本法第２８条に定める父母，子，その他近親者，被後

見人の居住地の居民委員会，村民委員会，民政部門の同意を得た後見人になる意思

のあるその他個人・組織である）。法がこれらの主体に後見人資格の取消の申請資

格を認めることは，各組織の設立目的・職能の位置付けに合致しており，被後見人

の権益保護の役割を発揮させるうえでも有益である。

　　３）本条３項は包括的な申請主体について規定する。実務では被後見人の合法的権益

を著しく害する行為について，本条２項に定める個人，民政部門以外の組織が各種

原因によって速やかに法院に後見人資格の取消を申請せず，被後見人の合法的権益

が保護されない状況が発生している。国は社会扶助及び保障のための最後の防御線

であり，これらの状況下で，民政部門は法院に後見人資格の取消を申請する職責を

負担しなければならない。

　※参考文献 ①１０６－１１０頁，②１１０－１１４頁，③８５－８９頁，④７９－８

３頁参照。

【後見人資格取消後も身分上の義務継続】

第３７条　法により被後見人の養育費，扶助料，扶養費を負担する父母，子，配偶

者等は，人民法院から後見人資格を取り消された後，負担義務の履行を継続しな

ければならない。

　　本条は法定扶養義務者による扶養料等の継続的負担に関する規定である。

　　実務ではしばしば父母，子，配偶者等の法定の扶養義務者が後見人になる。後見人が

後見人資格を取り消された後，後見職責の履行を継続できない。しかし，法定扶養義務

は血縁等の関係に基づいて婚姻家庭法で確立された法的義務であり，当該義務は後見人

資格の取消によっても免除されないものである。そこで本条は，法定扶養義務を有する

者が後見人である状況下で，後見人資格が取り消され，後見人ではなくなった後も，配

偶者，父母，子等の法定の扶養義務を有する者は，なお養育費，扶助料，扶養費の負担

を継続しなければならないことを定める。この点，未成年者保護法５３条，反家庭内暴

力法２１条にも同種規定が置かれているが，それらと比較すると，本条は一般規定に属

し，法定扶養義務を有する者の後見人資格が取り消される全ての状況に適用される。

　※参考文献 ①１１０－１１２頁，②１１５－１１６頁，③８９－９０頁，④８３－８

４頁参照。
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【後見人資格の回復】

第３８条　被後見人の父母又は子が人民法院から後見人資格を取り消された後，被

後見人に対して故意の犯罪を行った場合を除き，改悛の態度が確かに認められる

場合，その申請を経て，人民法院は被後見人の真実の意思を尊重することを前提

とし，状況に鑑みてその後見人の資格を回復することができ，同時に人民法院が

指定した後見人と被後見人との後見関係は終了する。

　　本条は後見人資格の回復に関する規定である。

１　立法理由・背景

　　　実務では，後見人資格の取消後に，改悛の態度が確かに認められ，引き続き後見人

になることを希望する者がいる。被後見人の合法的権益の侵害状況は複雑であるため，

後見人資格の回復については法律で一律に否定すべきではなく，一定の余地を残す必

要もある。未成年者の後見人資格取消後の回復につき，実務では『後見人による未成

年者の権益の侵害行為の法による処理に係る若干の問題に関する最高人民法院，最高

人民検察院，公安部，民政部の意見』等により一定の模索が行われている9。本条では

司法実務の経験を真摯に総括したうえ，後見人資格の回復について非常に厳格な制限

を定めている。

２　条文説明

　　１）本条によると，後見人資格の回復は法院に申請し，法院が回復するか否かを決定

する。父母と子は最も近い直系血族であり，本条の適用対象は被後見人の父母又は

子に限られ，その他個人・組織の後見人資格は一旦取り消されると回復の余地はな

い。

　　　　被後見人の父母又は子が後見人資格を取り消された後，再び後見人資格を回復す

るには次の要件を具える必要がある。

　　　　①被後見人に対し故意の犯罪を行っていないこと。過失により被後見人に傷害を

負わせる等の過失犯罪により後見人資格を取り消された場合は，具体的状況に基づ

いて後見人資格を回復するか否かを判断できる。

　　　　②改悛の態度が確かに認められること。つまり被後見人の父母又は子に対する悔

い改める意思だけでなく，実際に悔い改める態度が必要であり，これは法院が具体

的状況に基づき判断する。

　　　　③被後見人の真実の意思を尊重しなければならず，被後見人が父母又は子が引き

続き後見人になることを望んでいない場合は後見人資格を回復してはならない。

　　　　④たとえ以上の要件に適合しても，法院はさらに各方面の状況を総合的に考慮す

9 同意見４０条では，（一）未成年者に対する性的暴行，人身売買を行ったとき，（二）未成年者に対
する虐待，６か月以上の遺棄，複数回の遺棄を行い，重傷以上の重大な結果を与えたとき，（三）後見
侵害行為により懲役５年以上の刑に処されたときを除いて，資格回復申請人に改悛の態度が確かに認
められ，後見人に適任であると判断した場合，法院は後見人資格を回復できるとする。
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る必要があり，被後見人の権益保護に有益であるという観点から後見人資格を回復

するか否かを決定する。

　　２）起草過程では，本条所定の後見人資格の回復要件は，段階的に厳格化の方向に進

んだ。まず草案一審稿３５条は「元の後見人が人民法院に後見人資格が取り消され

た後，改悛の態度が確かに認められる場合，その申請を経て，人民法院は状況に応

じてその後見人資格を回復することができ，人民法院が指定した新後見人と被後見

人の後見関係は同時に終了する」とした。これに対しては，比較的原則的規定にと

どまり，「改悛の態度が確かに認められる場合」の認定も困難であること，後見資

格回復と新後見人との関係終了によって後見秩序が混乱し，さらに矛盾・対立が生

じる可能性があるが指摘されていた。

　　３）草案二審稿は後見人資格の回復につき２つの限定要件，すなわち①被後見人の父

母，子の場合に限定し，②被後見人の意思を尊重すべきことを追加した。これに対

しては，後見人資格を取り消される状況は，被後見人の心身の健康を著しく害する

状況であって，資格回復にはより慎重さが求められること，特に性的暴行等により

被後見人に重大な傷害を負わせた場合，資格回復を認めるべきでない等の指摘が

あった。

　　　　以上を踏まえて，草案三審稿及び大会審議稿では，後見人資格の回復につき「被

後見人に対して故意に犯罪を行った場合を除く」要件が追加されている。

　※参考文献 ①１１２－１１４頁，②１１７－１１９頁，③９１－９２頁，④８５－８

７頁参照。

【後見関係の終了】

第３９条　次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，後見関係は終了する。

（一）被後見人が完全な民事行為能力を取得又は回復したとき

（二）後見人が後見能力を喪失したとき

（三）被後見人又は後見人が死亡したとき

（四）人民法院が後見関係の終了を認定したその他状況

２　後見関係の終了後，被後見人が依然として後見を必要とする場合は，法により

後見人を別途確定しなければならない。

　　本条は後見関係の終了に関する規定である。

　１）未成年者又は民事行為無能力，制限民事行為能力の成年者に対して後見人が確定さ

れれば後見は成立し，後見関係が発生することは明確である。しかしながら，後見関

係の終了する状況は比較的複雑であり，法律で明確にしておく必要がある。　

　２）本条１項各号は後見関係が終了する３種類の典型的状況を列挙し，包括的条項を定

める。

　　　①被後見人が完全行為能力を取得又は回復した場合（第１号）。未成年は満１８歳
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で成年者になり，満１６歳であっても自己の労働收入を主な生活の収入源とし，完全

行為能力を取得する。行為無能力又は制限行為能力の成年者の智力，精神の健康状況

が正常に回復した場合，完全行為能力が回復する。被後見人が完全行為能力を取得又

は回復し，後見人が存在する必要がない場合には後見関係は終了する。

　　　②後見人が後見能力を喪失した場合（第２号）。後見能力を有することは後見資格

の必要条件であり，後見能力を喪失した場合は後見人を担当できず，後見関係は終了

する。

　　　③被後見人又は後見人が死亡した場合（第３号）。

　　　④法院が後見関係の終了を認定するその他状況（例えば，後見人資格を法院が取り

消した場合や正当な理由で法院に後見人変更を申請し法院が許可した場合等）。

　　３）本条２項によると，後見人の死亡，後見能力喪失，後見人資格の取消等の後見関

係が終了する状況において，被後見人になお後見が必要である場合は，法により後見

人を別途確定しなければならない。後見人が死亡し，又は後見能力を喪失した等の場

合，本法２７条～３２条に従い改めて後見人を確定できる。後見人資格が取り消され

た場合，法院が本法３６条に基づき被後見人にとって最も有利とする原則に従い法に

より後見人を指定する。

　※参考文献 ①１１４－１１６頁，②１２０－１２１頁，③９３－９４頁，④８７－８

８頁参照。
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【会　合】

第２０回法整備支援連絡会

国際協力部教官　

小　谷　ゆかり

第１　開催状況

日時 平成３１年２月１日（金）午前１０時から午後５時４０分まで

場所 東京会場：法務省国際法務総合センター「国際会議場Ａ」

 大阪会場：大阪中之島合同庁舎２階　「国際会議室」

テーマ  「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と法整備支援」

式次第 後掲資料「プログラム」参照

出席者 １７８名（東京会場９０名，大阪会場８８名）

第２　第２０回法整備支援連絡会の概要

１　はじめに　　　

　法務総合研究所では，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）との共催により，平

成１２年（２０００年）以降，法整備支援関係者間の情報共有や意見交換の場として，

法整備支援連絡会を開催しています。２０回目という大きな節目を迎えた今回の法整

備支援連絡会は，「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と法整備支援」と題し，東京都

昭島市にある法務省国際法務総合センター「国際会議場Ａ」をメイン会場，大阪市に

ある大阪中之島合同庁舎「国際会議室」をサテライト会場として行ない，両会場とも

８０名を超える参加者が集う盛況な会合となりました。

【東京会場の様子】 【大阪会場の様子】

２　第２０回法整備支援連絡会のテーマ

　２０回目という節目を迎えた本連絡会では，「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と

法整備支援」をテーマとしました。

活動報告
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　ＳＤＧｓとは，２０１５年に国連で採択された国際社会の目標であり，２０３０年

を期限とする１７の目標が定められています。そのうちのゴール１６には，「法の支

配の促進」が明記されました。我が国においても，ＳＤＧｓ達成に向けて官民連携し

た幅広い対策が講じられ，ＳＤＧｓの達成，「法の支配」の促進に対する認識は高ま

っています。

　他方，法務省は，ＳＤＧｓが掲げられるかなり前から，「法の支配」の促進につな

がる国際協力を推進してきました。

　すなわち，法務省は，１９９４年にベトナムを対象とした法制度整備支援を開始し，

１９９６年から同国への同支援がＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）プロジェク

トとして実施されるようになり，その後現在に至るまでの間，多くの関係者のご支援，

ご協力を受け，その支援対象国及び支援分野を急速に拡大させながら，多くの成果を

挙げてきました。

　しかしながら，法整備支援に携わる関係機関において，法の支配に立脚したグッド

ガバナンスの実現に貢献する法整備支援とＳＤＧｓの関係について，これまで正面か

ら議論されてきたわけではありませんでした。

　そこで，本連絡会では，国内外の専門家を交え，ＳＤＧｓの枠組みや開発支援の中

に，法整備支援がどのように位置付けられるのかを考察するとともに，今後の法整備

支援の在り方や役割について，改めて議論することとしました。

３　プログラムの紹介　

　第１部では，世界的に著名な経済学者であり，国連事務総長の特別顧問を務める米

国コロンビア大学教授のジェフリー・サックス氏から，「ＳＤＧｓと法の役割」と題

する基調講演をしていただきました。

　サックス氏からは，ＳＤＧｓが謳う「法の支配」には，途上国の貧しい人々に対す

る司法アクセスの保障，透明で責任ある行政，汚職防止等，多くの側面があり，それ

らがＳＤＧｓの各目標に反映されている旨お話しいただきました。また，途上国にお

ける法の支配の現状及びその解決策の多様性について言及しながら，「法の支配」は

ＳＤＧｓ達成に向けて重要な役割を担っているとして，「法の支配」の重要性につい

て触れられ，これまでの法整備支援に対する日本の貢献につき，賛辞が述べられまし

た。

　第２部では，国連開発計画（ＵＮＤＰ）バンコク地域ハブのニコラス・ブース氏（ガ

バナンス及び平和構築チーム担当オフィサー兼紛争防止・司法アクセス・人権アドバ

イザー）より，「開発支援の潮流と法整備支援」と題するプレゼンテーション及び慶

應義塾大学大学院の松尾弘教授とのトークセッションを実施しました。

　ブース氏によるプレゼンテーションでは，開発課題を解決するための情報センター

の役割を担うＵＮＤＰの法の支配分野に関する活動として，貧困の根絶や誰一人とし

て取り残されない“Leave No One Behind”世界の実現等に向けた取組等についてお話
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しいただきました。

　その後の松尾教授とのトークセッションでは，カンボジアを例に挙げるなどして法

の支配の確立状況に関する問題提起，誰一人取り残されない社会の実現，法遵守の文

化“Culture of Lawfulness”の重要性について，更に深く検討がなされました。

【第２部　トークセッションの様子】

　第３部では，法整備支援の関係機関による活動報告を行ない，続く第４部において

は，「日本の法整備支援の目的・役割は何か」をテーマにパネルディスカッションを

実施して，ＳＤＧｓとの関連における法整備支援の目的や役割，また，これからの日

本の法整備支援はどうあるべきかについて，参加者による活発な意見が出されました。

なお，第２部に続き第４部においても，カンボジアが例に出され，会場からの質問も

交えるなどして熱い議論が展開されました。

【第３部　法務総合研究所国際協力部の活動報告の様子（大阪会場）】
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【第４部　パネルディスカッションの様子（東京会場）】

　プログラムの全体を通じて，有意義かつ大変興味深い議論がなされておりますので，

後掲の議事録をお読みいただければと思います。

４　おわりに

　本連絡会を通じて，改めて，法律を作るだけにとどまらず，その法律の適切な運用

を支えることが法整備支援の役割・目的であり，その積み重ねが，一般国民に信頼さ

れ，受け入れられる司法制度の確立につながっていくということを確認することがで

きました。

　ご参加いただいた皆様においても，本連絡会は，上記メインテーマ等について活発

かつ忌憚のない議論がなされたことにより，法制度整備支援の在り方についてこれま

でとは異なる視点から考察する良い機会となったものと考えます。

　次回の第２１回法整備支援連絡会は，令和２年２月１４日（金）に開催予定です。

開催日が近くなりましたら，国際協力部のホームページに御案内を掲載しますので，

法整備支援に興味のある方は，是非ご参加ください。
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第２０回法整備支援連絡会 プログラム

第１　日時

平成３１年２月１日（金）午前１０時から午後５時４０分まで

第２　場所

東京会場：法務省国際法務総合センター「国際会議場Ａ」

大阪会場：大阪中之島合同庁舎２階「国際会議室」

第３　開催趣旨

法制度整備支援関係者の情報交換，支援の在り方に関する意見交換

第４　テーマ

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と法整備支援

第５　プログラム概要　 ※敬称略

開会挨拶　１０：００～１０：１０

法務省法務総合研究所長 大塲　亮太郎 

挨拶　１０：１０～１０：２０

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）理事 前田　　秀

第一部　基調講演　１０：３０～１１：１０ 

コロンビア大学教授（ニューヨークから中継）  ジェフリー・サックス

「ＳＤＧｓと法の役割」

第二部　プレゼンテーション・トークセッション　１１：１０～１２：３０

「開発支援の潮流と法整備支援」

プレゼンター

ＵＮＤＰバンコク地域ハブガバナンス及び平和構築チーム担当オフィサー兼紛争

防止・司法アクセス・人権アドバイザー ニコラス・ブース

コメンテーター

慶應義塾大学大学院法務研究科教授 松尾　　弘

―　昼食休憩　１２：３０～１３：３０　―

第三部　活動報告　１３：３０～１４：５０

名古屋大学法政国際教育協力研究センター（ＣＡＬＥ）センター長 國分　典子

日本弁護士連合会国際交流委員会前委員長 外山　太士

ＪＩＣＡ公共政策・産業開発部ガバナンスグループ次長 澤田　寛之

国連アジア極東犯罪防止研修所長 瀬戸　　毅

法務省法務総合研究所国際協力部副部長 伊藤　浩之

―　休憩（１４：５０～１５：１０）―

第四部　パネルディスカッション　１５：１０～１７：３０

（休憩１５分及び会場との質疑応答含む）

テーマ　「日本の法整備支援の目的・役割は何か」
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モデレーター

法務省法務総合研究所国際協力部長 森永　太郎

パネリスト

名古屋大学ＣＡＬＥセンター長 國分　典子

日本弁護士連合会国際交流委員会前委員長 外山　太士

ＪＩＣＡ公共政策・産業開発部ガバナンスグループ次長 澤田　寛之

外務省国際局地球規模課題総括課 村上　裕公

法務省大臣官房国際課付 福島　崇之

国連アジア極東犯罪防止研修所長 瀬戸　　毅

閉会挨拶　１７：３０～１７：４０

公益財団法人国際民商事法センター（ＩＣＣＬＣ）理事長 大野　恒太郎

レセプション　１８：１５～　

備考：日本語・英語同時通訳

プログラム内容は変更になる場合があります。
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○鈴木　ご来場の皆様，大変長らくお待たせいたし

ました。ただいまから第２０回法整備支援連絡会を

開会いたします。私は本日の司会を務めます法務省

法務総合研究所国際協力部教官の鈴木一子と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手）

　法整備支援連絡会は，今年で２０回目を迎えます。

本日は，この会場と大阪会場をテレビ会議システム

で結び，大阪からも質問やコメントをいただきます。

　それでは，ここで，大阪会場につないでみたいと

思います。

○高木　大阪会場の進行役を務めます法務総合研究

所国際協力部教官の高木晶大でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

○鈴木　大阪会場からも参加いただき，誠にありが

とうございます。

　それでは，まず初めに，本連絡会の主催者であり

ます法務省法務総合研究所所長，大塲亮太郎より，

開会のご挨拶を申し上げます。

　大塲所長，よろしくお願いいたします。

○大塲　皆さん，おはようございます。ただいまご

紹介いただきました法務総合研究所の大塲亮太郎と

申します。１月１８日付で最高検察庁から法務総合

研究所に異動してまいりました。法整備支援に関わ

りますのは，私自身といたしましては初めてではあ

りますけれども，法整備支援を含む国際協力は，現

在，法務省でも力を入れている分野の一つでもあり

ます。微力ながら法整備支援の発展に寄与していき

たいと思いますので，よろしくお願いしたいと思い

ます。

　さて，改めまして，本日はお忙しい中，多くの方々

に法整備支援連絡会にご参加いただき，ありがとう

ございました。ニューヨークからご講演いただく

ジェフリー・サックス教授，バンコクからお越しい

ただいたニコラス・ブース様，そしてトークセッショ

ンやパネリストをお願いしております皆様方にも，

心から御礼を申し上げる次第であります。

　また，ご出席の皆様には，日ごろ法務総合研究所

の行う法整備支援活動に多大なご支援，ご協力をい

ただいておりますことを，改めて感謝申し上げる次

第であります。

　さて，２０００年から始まりましたこの法整備支

援連絡会も，今回で２０回目ということになります。

法務総合研究所は，第１回の法整備支援連絡会を主

催いたしましたけれども，法整備支援活動に関わっ

ておられる関係者の方々の気軽な情報交換，意見交

換の場として活用していただきたいと，こういう趣

旨で当初開催いたしました。その後，関係機関の皆

様のご理解，ご協力をいただき，法整備支援に関わ

る関係者が一堂に会する場として，毎年，多くの方々

にご参加いただいているところであります。

　日本の法整備支援に対する支援対象国からの期待

は高く，対象国や支援対象とする法分野も拡大して

いる今日であります。法整備支援を効果的に実施す

るために，法整備支援連絡会の重要性がますます高

まっているものと思います。

　この連絡会につきましては，毎回テーマを工夫し

てご議論いただいているところでありますけれど

も，今回の法整備支援連絡会におきましては，「持

続可能な開発目標と法整備支援」というテーマを掲

げました。ミレニアム開発目標の後継として，

２０１５年に国連で採択されましたＳＤＧｓ

（Sustainable Development Goals, 持続可能な開発目

標）では，「法の支配の促進」が明記されていると

ころであります。来年２０２０年４月には，京都で

第１４回の国連犯罪防止刑事司法会議，いわゆるコ

ングレスが，日本では５０年ぶりに開催されます。

法務省などの関係機関では，その準備作業を行って

おりますけれども，このコングレスにおきましても

ＳＤＧｓ達成に向けた議論がなされることになって

います。

　このような取組や法の支配の促進についての意識

は高まってはおりますけれども，一方で開発支援に

おける法の役割や，法整備支援が開発支援の中にど

のように位置付けられるのかといった問題につきま

第２０回法整備支援連絡会発言録
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しては，まだまだ議論の余地があると思われます。

　そこで，ＳＤＧｓとの関わりという観点から，今

後の我が国の法整備支援の在り方を検討することが

有意義であると考え，今回のテーマを設定したとこ

ろであります。幅広い議論が可能なテーマであると

思いますので，さまざまな視点から有益なお話を伺

えるものと楽しみにしておるところであります。ど

うぞ皆様の自由闊達なご議論をお願いしたいと思い

ます。

　最後になりますが，本法整備支援連絡会開催に当

たりまして，最高裁判所，日本弁護士連合会，独立

行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所，公益

財団法人国際民商事法センター，国連開発計画駐日

代表事務所の皆様に感謝申し上げますとともに，本

日ご出席いただきました皆様のますますのご活躍を

祈念いたしまして，私の挨拶とさせていただきます。

　ありがとうございました。（拍手）

○鈴木　大塲所長，ありがとうございました。

　続きまして，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣ

Ａ），前田秀理事よりご挨拶をいただきます。

　前田理事，よろしくお願いいたします。

○前田　おはようございます。ただいまご紹介にあ

ずかりましたＪＩＣＡ理事の前田でございます。

　本日の法整備支援連絡会にご来場いただきました

皆様及び開催にご尽力いただきました関係者の皆様

に，共催者であるＪＩＣＡを代表いたしまして心よ

り御礼申し上げます。

　第２０回目を迎えました今回の法整備支援連絡会

のテーマは，「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と

法整備支援」であります。

　皆様ご承知のように，ＳＤＧｓは，２０１５年９

月に開催された国連サミットで採択された，

２０３０年をターゲットとした国際開発目標です。

「 誰 一 人 と し て 取 り 残 さ な い“leave no one 

behind”」とうたっているこの目標に対しまして，

法整備支援はどのように貢献できるかについて，本

日は皆様と意見交換を行い，今後の法整備支援の在

り方について考える機会としたいと考えております。

　さて，ＳＤＧｓという切り口で法整備支援を取り

上げるとすると，最初に思い浮かびますのはター

ゲット１６ではないでしょうか。そこでは，「持続

可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し，

すべての人々に司法へのアクセスを提供し，あらゆ

るレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な

制度を構築する」という目標が掲げられています。

より具体的にはＳＤＧｓ１６．３におきまして「法

の支配の促進」が掲げられております。これは，持

続可能な発展や平和で安定した社会の実現のために

は，「法の支配」に基づいた社会の構築が必要とい

う国際社会の決意の現れだと思います。開発という

視点では，「法の支配」は重層的な意味を持つと思

いますが，法律の起草支援や法分野における人材育

成を進めていくということは，こうした目標を達成

する手段・ツールとしての法の整備を通じて「法の

支配」の促進につながるものであります。さらに，

「法の支配」が普遍化することは，基本的人権の尊

重，平和な社会の構築，恐怖や欠乏のない生活の享

受にもつながるものでありまして，ほかのＳＤＧｓ

の目標の達成につながる基礎足り得るものでありま

す。

　また，ＳＤＧｓは，包摂的で持続的な経済成長や，

働きがいのある人間らしい仕事のための条件を作り

出すということも目標としておりまして，これが

ターゲット８であります。そのためには，各国のビ

ジネス環境を支える法律の整備や，労働者の権利保

護のための仕組みも必要であります。日本が法整備

支援を開始して以来，市場経済化を支援するべく民

事関連法の起草支援を実施してまいりました。こう

した支援が結実いたしまして，最近では２０１７年

にネパール，そして昨年１２月にはラオスにおいて

民法典が成立いたしました。

　ラオスでの法整備支援は２００３年より開始され

ましたが，カウンターパートとともに何が必要かを

考え，現地の人材を育成するという姿勢は，支援開

始当初から現在のプロジェクトに至るまで貫かれて

おります。民法典起草支援もその流れの中で実施さ

れ，法律を起草することができるまでに人材が育っ

てきたタイミングで民法典起草支援に着手いたしま
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した。起草作業を通じたラオス側と日本側のさまざ

まな議論もまた人材育成の一環でありまして，その

結果，ラオス人の手による，ラオスの社会の実情に

合致した民法典がこのたび成立するに至りました。

今月，ビエンチャンにおきまして民法典成立記念の

式典がございまして，私も出席する予定であります

けれども，本日，改めて祝意を表するとともに，こ

れまでご尽力いただきました関係者の皆様の努力に

敬意を表したいと思います。

　このように日本は法整備や法運用組織の機能強化

に係る取組を行ってまいりましたが，一般市民が法

によって解決すべき問題に直面した際に，法律につ

いての情報や司法制度にアクセスできる環境が整備

されていなければ，日常の問題解決に法律が利用さ

れる場面は限られるわけです。このため，ＳＤＧｓ

１６．３においては「全ての人々への司法への平等

なアクセスの提供」が掲げられております。

　ＪＩＣＡは，司法へのアクセスを確保する意義や

重要性についての理解を深め，各国の司法アクセス

改善を促進することを目的として，日弁連の皆様の

協力を得まして，６カ国からの法務省の職員，検察

官等を本邦に招いての研修を今年度より開始いたし

ました。日本における司法アクセス改善に向けたこ

れまでの取組の変遷をご紹介するとともに，法テラ

スやコールセンターなどを訪問して，実際の情報提

供サービスの現場の視察を行ったところです。来年

度以降も引き続きこの研修を実施して，各国での司

法アクセス改善に向けた取組に協力していきたいと

考えております。

　また，日本の法整備支援の多くはアジアにおいて

行われておりますけれども，アフリカにおいても，

フランス語圏アフリカを対象とした刑事司法研修

や，ケニアでは競争法の研修を行っております。

２０１９年８月には第７回アフリカ開発会議（Tokyo 

International Conference on African Development ＝Ｔ

ＩＣＡＤ）が横浜で開催されます。ＴＩＣＡＤのプ

ロセスを通じまして，アフリカにおける法の支配の

強化や，公正で開かれたビジネス環境の促進を支援

することで，ＳＤＧｓの実現をアフリカ諸国の皆様

とともに目指したいと思います。

　また，世界の繁栄・平和を促進するために，日本

は「自由で開かれたインド太平洋構想」を打ち出し

たところであります。この構想は，太平洋とインド

洋の連結性及びアジアとアフリカの交わりが生むダ

イナミズムによりまして地域全体の安定と発展を目

指すものでありまして，これは「法の支配」の概念

なしには実現し得ないものであります。

　次に，発信に関する取組でございますけれども，

ＪＩＣＡは，日本の関係者が現地のパートナーとと

もに知恵を絞って，試行錯誤を繰り返しながら取り

組んできた法整備支援の２０年をまとめました書籍

で，「世界を変える日本式『法づくり』」という本を

昨年の６月に出版いたしました。この書籍の制作の

ときに資料の提供やインタビューにご協力いただき

ました皆様に，この場を借りて御礼申し上げたいと

思います。

　私自身，日本の法整備につきまして，昨年の８月

にブラジルのサンパウロ大学の法学部で学生向けに

講演をする機会をいただきまして，この講演におい

て，日本自身の明治期からの法整備の経験をご紹介

するとともに，相手国の自主性を尊重し，相手国に

寄り添いながら協力を進めるという日本の法整備支

援の理念についてもお話しさせていただきました。

現地の学生からは，この理念に非常に賛同する声が

後からも寄せられまして，日本の法整備支援のアプ

ローチは世界に誇れるものであるという思いを新た

にしたところであります。

　ブラジルを初めとする中所得国も，支援の受け手

から支援する側になりつつある状況ですが，日本の

法整備支援のアプローチについて世界に発信して，

各国政府や援助機関，さらに市民社会や民間セク

ターを含むさまざまなパートナーとともに，「法の

支配」の実現を目指すことが望まれるところであり

ます。このようなグローバル・パートナーシップの

活性化もＳＤＧｓのターゲット１７に掲げられてい

るところであります。

　本日，この場には，日ごろよりＪＩＣＡの事業に

ご協力をいただいております関係者の皆様に多数ご
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出席いただいておりまして，改めて日ごろの皆様の

ご協力に感謝申し上げますとともに，本日の連絡会

に参加された皆様と，さらなるネットワークの構築

ができればと考えております。

　また，ニューヨークからご講演いただくジェフ

リー・サックス様，それから会場にお越しくださいま

したＵＮＤＰ（United Nations Development Programme， 

国際連合開発計画） のニコラス・ブース様にも心か

ら御礼申し上げるとともに，今後とも日本のＳＤＧ

ｓへの取組，法整備支援活動におきまして，良き

パートナーとしてともに活動できればと願っており

ます。

　最後になりましたが，本日の連絡会の成功と今後

の協力の深化を祈念いたしまして，私からのご挨拶

とさせていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。（拍手）

○鈴木　前田理事，ありがとうございました。

　それでは，第１部に入ります。

　これから基調講演として，コロンビア大学教授の

ジェフリー・サックス様から，「ＳＤＧｓと法の役割」

と題し，ご講演いただきます。

　本日は，スカイプを通じ，ニューヨークから中継

でご講演いただきます。

　第１部は，ただいまから１１時１０分までを予定

しております。

　ここで，ジェフリー・サックス様のご経歴をご紹

介いたします。

　ジェフリー・サックス様は，経済学がご専門で，

コロンビア大学センター・フォー・サスティナブル・

ディベロップメントの所長を務めておられます。ハ

イパーインフレーション，市場経済への体制移行，

貧困の撲滅などのさまざまな問題について，南米，

アフリカ，アジアなど各国の政府のアドバイザーを

務めるなどして取り組んでいます。ＳＤＧｓ及びそ

の前身のＭＤＧｓに関するさまざまなプロジェクト

に関わってきました。コフィー・アナン，パン・ギ

ムン，現在のアントニオ・グテーレス事務総長の３

代にわたって，国連事務総長の特別顧問を務めてお

られます。

　サックス氏との中継の準備をしておりますので，

少々お待ちください。

○サックス　皆様，こんにちは。ありがとうござい

ます。第２０回の連絡会にこのように参加する機会

をいただき，ありがとうございます。

　第２０回の法整備支援連絡会ということですけれ

ども，今年の連絡会は持続可能な開発目標について

取り上げてくださるということを大変うれしく思い

ます。日本，そして日本国政府がＳＤＧｓを推進す

るために様々な努力をしてくださっていることを感

謝申し上げます。また，今年のＴＩＣＡＤ（Tokyo 

International Conference on African Development, アフ

リカ開発会議）に出席するために日本を訪れる予定

です。日本，そしてアフリカ各国の首脳が集まり，

アフリカにとってのＳＤＧｓについてＴＩＣＡＤで

は議論されることになります。

　本日の皆様は，主に法的な研修，そして支援をア

ジアで行うということにフォーカスをしておられる

というふうに認識していますけれども，私の方から

もう少し一般的に司法アクセス，それからＳＤＧｓ

についてお話ししたいと思います。

　皆様ご存じだと思いますけれども，ＳＤＧｓには

１７のゴールがありますが，ＳＤＧｓのゴール

１６，これは法律に関するもの，法律に捧げられた

ゴールです。ゴール１６のエッセンスは，司法アク

セスを全ての人に促進するというものです。そして，

このＳＤＧｓのゴール１６論理を追っていくという

ことが，なによりも優れた手法です。というのも，

このゴール１６のターゲットのほとんどが司法アク

セスに関するものでありまして，どういった研修を

日本国政府が推進するのかということも示されてい

るからです。ＳＤＧｓ達成のために何をすべきかが

示されています。

　重要なターゲットとして，法整備支援と関連があ

るものについて挙げたいと思います。

　まずターゲット１６．３は，国家及び国際的なレ

ベルでの法の支配を促進し，すべての人々に司法へ

の平等なアクセスを提供するというもので，これは

また後ほど立ち返ってお話ししたいと思います。そ
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れからターゲット１６．４では，違法な資金及び武

器の取引を大幅に減少させ，奪われた財産の回復及

び返還を強化し，あらゆる形態の組織犯罪を根絶す

るとうたっています。またターゲット１６．５は，

あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させるとう

たっています。そして，ターゲット１６．６は，有

効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展さ

せることを求めています。ターゲット１６．７は，

対応的，包摂的，参加型及び代表的な意思決定を確

保することを求めています。また，ターゲット

１６．９では，全ての人々に出生登録を含む法的な

身分証明を提供することを求めています。出生登録，

あるいはオンラインでの生体認証での身分証明，あ

るいは国民の身分証明カードを全ての人々に提供す

るということを求めているのです。ターゲット

１６．１０では，情報への公共アクセスを確保し，

基本的自由を保障することを求めています。

　私は，こういった枠組みで法の支配を捉えるとい

うことが望ましいと考えています。というのは，法

の支配というのは複数の次元の法律が扱われている

からです。刑法，民法，公法，そして国際法が含ま

れています。ですから司法アクセスということを考

えるときには，法の支配といってもとても広い意味

で捉える必要があります。したがって，法律の次元

として少なくとも３つの次元で重要なものを明らか

にすることが役に立つと思います。

　まず第１が，国内レベルでの法の支配です。途上

国における国内での法の支配です。貧しい国におい

ては，法の支配について幾つかの問題があります。

第１の問題，最も喫緊の課題かもしれませんが，一

般論として貧しい人々には司法へのアクセスがほと

んどありません。貧しい人々は，弁護士の費用を払

うこともできない，そして，裁判所に行くこともで

きないということがしばしばです。また自分の権利

を知らない。そして，保護されていない。警察から

保護されていないといったことがしばしばありま

す。したがって，様々な犯罪に対して極めて脆弱で

す。犯罪活動，窃盗，あるいは安全が欠けた状態，

詐欺など，様々な法的な権利の濫用の危険にさらさ

れています。これは豊かな国でも同じです。貧しい

人々のほとんどが，司法へのアクセス，法の支配へ

のアクセスがありません。

　したがって，第１のポイントを組み立てて考えて

いく上で重要なことは，貧しい人々の保護というこ

とです。そして，この保護については，コミュニティ

ベースの保護でなければなりません。貧しい人々，

特に貧しい女性，それから貧しい子どもたちが虐げ

られないように，暴力にさらされないように，例え

ば売春や奴隷労働を，自発的ではない労働を強要さ

れないように守らなければなりませんし，貧しい

人々が司法にアクセスを持って，自分の財産権を守

ることができるようにしなければなりません。貧し

い人々は，しばしば，土地や住宅やそれ以外の様々

な物的な財産を持っていても，それを奪われてしま

うということがあるからです。したがって，司法ア

クセスを貧しい人々のために確保するというプロ

ジェクトは極めて重要です。

　大きな成功を達成している事例も幾つもありま

す。そして，皆様の努力もそういった成功を促すも

のであると思います。私は，貧しい国々において，

司法へのアクセスを得ることができるようにするた

めに，警察の研修を支援することによって，貧しい

人が保護されるようにしたり，貧しい人々が法律分

野での支援を受けることができるようにしたりする

ということに関わってきましたが，この分野は非常

に重要なことです。

　二つ目に，こちらもやはり国内の法制度に関わる

ものですが，公法の分野です。貧しい人々が司法に

アクセスをすることができるということは重要です

けれども，それだけではなく公的な行政という分野

があります。そして，当然，取り込むべき分野とい

うものが幾つかあると思います。司法の研修が役に

立つ分野があると思います。

　まず，一つ目は，公的な官僚体制の管理に関わる

ものです。処遇が公平であって透明性がある，そし

て偏見がない，また質が高いもので法に照らし合わ

せても偏りがないということ。

　二つ目が裁判制度の改善です。というのも，多く
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の国々で裁判には非常に時間がかかっていて，正義

を達成することがほぼ不可能である，あるいは裁判

制度が余りにも腐敗していて，正義を達成すること

が裁判制度ではできないということがあるからです。

　もう一つ，公法の分野で取り上げることができる

のは調達の分野です。この分野でも，非常に偏って

いる，あるいは腐敗していることがしばしばありま

す。

　公法の分野で上げられるのが租税です。これも多

くの国々にとって非常に大きな課題です。したがっ

て，税制における法の支配，これは皆様ご承知のと

おり非常に大きな課題であるのですが，特に貧困国

においては，これは極めて大きな問題です。予算が

極めて重要で，基本的な公共サービスを提供するた

めにも重要です。そのためには適切な租税制度がな

ければならず，必要不可欠な重要なものとなってい

ます。

　また，公法のもう一つの側面で私が強調したいの

は，あらゆる政府は義務を負っている，そしてその

義務の下で持続的な開発目標を促進していかなけれ

ばならないということです。いろいろな他のゴール

があります。例えば健康の権利，これはＳＤＧｓの

ゴール３です。それから教育を受ける権利，これは

ＳＤＧｓのゴール４です。あるいはジェンダーの平

等，ＳＤＧｓのゴール５。そして安全な水とトイレ

というＳＤＧｓのゴール６。これらは全て法の支配

を必要とします。そして，これらは公のレベルで法

の支配を必要としますし，ＳＤＧｓを促進するため

に政府における研修，広い意味での研修が必要です。

そして，ＳＤＧｓを国家計画に取り込む，また個々

の省庁の仕事の中に取り込むということが極めて重

要です。

　三つ目の法の支配の側面，途上国の国内における

法の支配という意味で取り入れたいのが環境法で

す。どの国も非常に深刻な環境問題に直面していま

す。あらゆる国が法的な保護を強化しなければなり

ません。環境の法的な保護の強化が必要です。少な

くとも三つの環境的な危機というものがあります。

　そして，ＳＤＧｓがそのターゲットとしている危

機が三つあります。まず温室効果ガスを削減すると

いうこと。地球温暖化につながっている温室効果ガ

スの削減。二つ目は公害。大気の公害，水の公害，

土壌の公害，そして海洋の汚染をなくすということ。

三つ目が森林の枯渇を避けるということ，そしてま

た土地の誤った活用をやめるということ。これが生

物多様性を失うことにつながっているからです。ほ

とんどの国々において環境を統治する十分な法の支

配がない状態になっています。

　ちなみに，アメリカは，トランプ大統領のもとで，

環境を守るための法の支配が崩壊した状態になって

います。というのは，アメリカの政治制度は，今，

非常に腐敗した状態となっており，自然環境は守ら

れていません。したがって，豊かな国でも環境が危

機的状況になってしまい，そして違法な状態，更に，

腐敗がある状態になってしまう。アメリカではこの

ような状態が非常に疫病のように広がっています。

　貧困国を支援し公害を軽減する，そして温室効果

ガスの排出を削減する，そして生物多様性を保護す

る。そのために適切な土地の利用の規制を行ってい

くといったことも優先順位は高く，司法行政の一部

として行われるべきです。

　次に，私が強調したいと考える法の支配の次元は，

というのも，ＳＤＧｓはグローバルなパートナー

シップについても強い関心を持っているからです。

ＳＤＧｓのゴール１７では，パートナーシップで目

標を達成しようと呼びかけて，先進国，途上国が共

にパートナーシップを組むことを呼びかけていま

す。法的な問題で貧困国が直面している多くの問題

は，実は豊かな国の法律の問題の結果なのです。し

たがって，私たちは，法の支配の問題は，私たち自

国の社会も関わっていることを理解し，自国の社会

が貧困国にどのような相互作用をもたらしているの

かが重要であるということを忘れてはなりません。

　幾つか例を挙げたいと思います。アメリカのもの

であれ，日本のものであれ，ヨーロッパのものであ

れ，多くの多国籍企業が非常に深刻な環境破壊を貧

困国で行っています。大規模な公害を生み出したり，

あるいは違法な木材の伐採や過剰な漁業資源や種子
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の乱獲などを行っています。そうすると問題となっ

てくるのは，貧困国が自らをどうやってこのような

状況から守ることができるのかということです。貧

困国は，日本やアメリカやヨーロッパにある強力な

企業から，自らをどう守ればよいのか。これはどの

国の司法省，法務省も取り上げるべき重要な問題で

す。

　大企業が貧しい国において重大な被害を与えた

ケースがたくさんあります。例えばエクアドルでの

テキサコ社とシェブロン社のケースがあります。石

油会社であるシェル社のそして，これらの国が裁判

所の中で，こうした会社の責任をただすことができ

ないということがあります。これはまさに我々の国

における法律の問題です。我々の裁判制度によって，

そうした途上国における人々の権利を保護できてい

ないということです。あるいはその他のメカニズム

を使って，実際に途上国への色々な危害を与えてい

ることが多いということです。そして，これらの場

合には，権利の保護については裁判所，裁判外で行

われるというようなことが多いわけです。したがっ

て，我々自らの制度をもう一度見直してみる必要が

あります。

　国際的なレベルでもう一つの課題は，よく知られ

ているとおり賄賂の問題です。非常に多くの腐敗が

起きています。それから金融詐欺も起きています。

貧しい国の政府やその公務員等に対し，我々の国の

ような大国の大きな会社からのお金の流れがあった

りします。こうした賄賂のケースなどにおいては，

我が国における法律の対象となるべきであります

が，こうした不法行為が信頼できるレベルで十分監

視されているとは言えず，アメリカの会社が途上国

において非常に不正な行動をしているという例が多

くあります。

　例えばマレーシアの例があります。投資銀行ゴー

ルドマン・サックスは，マレーシア政府から訴えら

れています。１ＭＤＢ（１ Malaysia Development 

Berthed）の，これはスキャンダル絡みのもので，

マレーシアは，７５億ドルの損害賠償を求めていま

す。これは銀行側が世界中で同様の違法行為を繰り

返してきたということがあるからだと思います。た

だ，このような投資銀行は，政治的に非常にパワフ

ルでありますので，違法行為をしても守られてし

まっているという実態があります。マレーシア政府

は，法の支配を訴えています。そしてアメリカは実

際にそれを守っていない，マレーシアの法の支配の

実現を十分に保護していないということになります。

　あと，もう一つ強調したい点は，いわゆるタック

スヘイブンの問題です。アジアの地域において，こ

れはＳＤＧｓの達成不可欠な部分であります。さら

に，徴収した税金は，人々の普遍的な健康，司法へ

のアクセス，インフラの構築といったものに本来使

われるべきです。したがって，貧しい国において税

収を確保することは重要なことであります。

　ただ，問題は，裕福な国々，特に英国やアメリカ

などが非常に巨大な制度を作っています。タックス

ヘイブン，つまり，徴税の落とし穴が多く作られて

いるということです。そして多国籍企業が利益を貧

しい国からタックスヘイブンの国へ持っていく。例

えばケイマン諸島，バミューダ，バハマ，その他の

租税回避地へ移管してしまっているということがあ

ります。したがって，このような現象についてはしっ

かりと精査していかなければなりません。税のこの

ような移転は非常に大きな被害を生んでおり，世界

的に６，０００億米ドルほどの損害が生じていると

思われます。これは，課税率の高い国から低い国へ

利益が移転されているということです。例えば移転

価格などもそうです。そして，あるいは知財の部分

もそうですけれども，これが課税率の非常に低い国

に移管されるということがあります。これが途上国

において大きな損失にもなっています。もちろん，

ＯＥＣＤ（Organization for Economic Cooperation and 

Development，経済協力開発機構）を通じて，一定

程度，規制も行われていますし，いわゆるＢＥＰＳ

（Base Erosion and Profit Shifting，税源浸食と利益移

転）を通じてそうした税移転についても対応は採ら

れています。ただ，タックスヘイブンの存在により，

まだまだ非常に多くの脱税や租税回避が行われてい

ます。このような問題においては，裕福な国々が特
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に責任が重いと考えています。税制に関する統治の

法を変えていき，このような租税回避をやめさせる

ということが重要です。租税回避は非常に多くの問

題をまき散らしています。

　もちろん，日本はその問題の張本人たるところで

はありません。むしろアメリカが張本人です。回避

された租税はカリビアン諸国といった国々に移転さ

れています。そして，このような金融の操作がこう

したタックスヘイブンにおいて行われており，それ

を進めている，この租税回避を行う会社や，企業が

存在するというところが問題です。したがって，や

はりこういった企業に対しても法の支配を適用しな

ければなりません。

　それから，もう一つ強調したいのは，基本的な分

野でありますが，多国籍企業への法的なアドバイス

です。多国籍企業に対してはどのようにして適法な

行動をとるかについてアドバイスすることが重要だ

と考えています。会社もやはり研修が必要です。こ

れらの大企業は，これまでの環境で法律を守らなく

ても免責されることに慣れています。したがって，

法的な研修が必要です。もちろん，残念ながら米国

政府がこれを今現在やるとは思っていませんけれど

も。米国政府というのは，こうした腐敗を解決する

というよりは，むしろ腐敗に加担している側であり

ますので。ただ，日本はそうでないことを望んでい

ます。法務省が経団連やその他の産業のグループと

連携，協調して，企業の法的な義務を議論するとい

うことが重要だと考えています。そして持続可能な

開発目標を達成すべく研修を受けることが重要だと

思っています。

　ＳＤＧｓの観点からは，日本の企業において，腐

敗をやめさせ，賄賂をやめさせ，租税回避をやめさ

せ，環境破壊・環境劣化をやめさせる。そのような

形で研修を実施することが必要です。それから，土

地を貧しい人たちから奪う，例えば政治的にそれが

可能であっても，そういうことはさせないというよ

うな研修が必要だと思います。さらに，より高い基

準において，汚職をしないということが必要だと思

います。そういったところが全て有益になってくる

と思います。

　ほかに重要なのは開示の基準をちゃんと使うとい

うことです。企業が企業活動を行うそれぞれの国で

の税の支払について，しっかりと情報開示をすると

いうことが重要であります。そしてまた，賄賂につ

いてもしっかり開示するということも必要でありま

す。このような開示の要件を出したとき，２０１２

年でありましたけれども，トランプ政権はそれを排

除してしまいました。トランプ政権はビジネスセク

ターに何でも好きなことをやってくれと言っている

ということになります。これは大変残念なことです。

　さらに，法の支配に関して最後の領域で私が申し

上げたいのは，サプライチェーンの問題です。全て

の企業，全ての大きな多国籍企業は，グローバルな

サプライチェーンに関与しています。日本の企業は，

例えば食料，あるいは工業の製品，あるいは森林の

製品，あるいは魚といった様々な商品ものを，途上

国の独立の企業からということがあると思います。

法律の下では典型的にそうした企業がそれらの製品

を買うときに，サプライヤーの行動，上流の方の行

動に責任を持っていないということがよくありま

す。このＳＤＧｓの中核の部分は，グローバル・サ

プライチェーンの中では，共同責任があるというこ

とです。したがって，もし日本の食品会社が例えば

東南アジアから食料を輸入するといった場合，やは

り会社の責任としてサプライヤー，そうした一次産

業品をサプライチェーンを通して出しているサプラ

イヤーも，やはり法を遵守する，環境，社会的な責

任をしっかり果たすということに留意していかなけ

ればいけません。

　日米の会社はサプライチェーンに子供たちがいな

いこと，つまり，児童労働がサプライチェーンにな

いことを確保すべきです。また，購入する製品が持

続可能な形で製造されることを確保すべきです。購

入する製品が不法伐採であるとか森林破壊とかによ

るものではないこと，あるいは賄賂などによって出

来上がってきた製品ではないというようなことに注

意しなければいけません。これはやっぱり一つの難

しい課題ではありますけれども，法的な体制を通じ
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て，こうしたグローバルのサプライチェーンを通じ

ても責任を持たせる方向にしていく必要があると

思っています。

　日本の法務省や日本の学者の皆様には，素晴らし

い学問的業績もあります。したがって，このような

課題において，全てのサプライチェーンに対し，ど

のようにして企業に責任を持たせるか，すなわち，

スタッフにも合理的なレベルにおいてその責任を持

たせる形で，非間接的にも，環境破壊，人身取引，

あるいは奴隷労働，児童労働，その他の虐待に関与

していない状態にすることにご尽力いただければと

思います。問題を解決しようとするのであれば，こ

うした目標が必要です。特に環境，特に賄賂，腐敗，

その他の無責任な行動に対して必要だと考えていま

す。これはまさにグローバル・サプライチェーンに

関わる様々なそうした問題であります。

　リスクの領域を特定することが肝要です。例えば，

どの程度森林伐採が実際にインドネシアで起きてい

るか。マレーシアでも，パプアニューギニアでもそ

うです。ブラジルもそうです。多くの漁業者が乱獲

について告発してきています。したがって，どこに

大きなリスクがあるかということは大体分かってい

ます。例えば，電話で話していてバッテリーが切れ

てしまうことがあります。この電話のバッテリー，

リチウム電池にはコバルトが使われています。コバ

ルトは，アフリカで生産されています。非常にひど

い危険な悪い条件での労働によって生産されてお

り，これによる大きな被害もよく把握しています。

ただ，説明責任をとらせる制度がありません。会社

に責任をとらせるような制度がないわけです。全体

のサプライチェーンを通じての責任をとらせる仕組

みがありません。これが法学者にとっての大きな課

題の一つだと思います。新しい方法論を考える，そ

してそれによって合理的な責任を全ての会社にとら

せるということが重要だというように考えていま

す。今，申し上げているのは，全て持続可能な開発

目標を強調し，そして様々な形から取り込むという

ものにほかなりません。

　これは，最初に申し上げましたように，様々なター

ゲットの中で強調されています。ＳＤＧｓゴール

１６の様々なターゲットの中で強調されています。

優先順位が高いのは貧困層を支援するということで

す。そして市民としての権利を持つように，そして

虐待から保護されるように，特に暴力から保護され

るように，そして財産権が守られないという状況か

ら保護されるようにしなければなりません。した

がって，伝統的な司法のトレーニングの分野という

のは重要で，まだ解決できてない問題が残っていま

す。また，グローバルにファイナンスを提供し，よ

り努力ができるように，そして貧困者が司法にアク

セスができるように，資金を提供するということも

重要です。貧しい人々が法的な保護を受けることが

できない，あるいは裁判を受けることができないと

いうのは，資金面の問題でもあるからです。

　また，法の支配というのは，単に貧困者にとって

の司法アクセスだけにとどまらない問題ですけれど

も，もちろん貧困者の司法アクセスというのは重要

な問題です。行政，それからまたビジネス，企業に

よる酷使といった問題にも対応しなければいけませ

んし，豊かな国々における法制度の改正などもそう

です。賄賂，それから詐欺，租税回避などを防がな

ければなりませんし，大企業が罪に問われないとい

う状況を変えていかなければなりません。大企業は，

法の支配の下に置かれていない途上国においても，

自国政府のもとにおいても，余りにも強大です。し

たがって，これはとても重要な，また興味深いエキ

サイティングな目標であり課題です。法の支配が強

調されているというのは，全く偶然のことではあり

ません。アジェンダ２０３０，そしてＳＤＧｓ１７

のゴールの中で法の支配が強調されているのは，こ

れは中核的な枠組み，責任の体系の中核にあるから

です。そしてＳＤＧｓの施行の中核的な部分を占め

ているからです。

　最後に皆様に感謝申し上げます。また日本国政府，

そしてＪＩＣＡに感謝申し上げます。開発支援を世

界中でリードしてくださっていることにＪＩＣＡに

御礼申し上げます。ＪＩＣＡと多くの場面で協力を

させていただくという光栄，喜びがありまして，北
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岡理事長，素晴らしい方でいらっしゃいます。そし

て世界の様々なプロジェクトで協力をさせていただ

きました。日本はとても素晴らしい協力，そして支

援の活動をされています。また，国連においても私

は少し役割を果たしておりますけれども，そういっ

た立場からも日本の役割に御礼を申し上げたいと思

います。良きガバナンスを促進，そして持続可能な

開発を促進し，また地球温暖化に対する解決策を促

進してくださっていることに，御礼を申し上げます。

　本日はこのような参加の機会をいただき，ありが

とうございました。皆様，ちゃんと聞き取れたでしょ

うか。音が聞こえていますことを願っています。本

当に光栄でした。ありがとうございました。（拍手）

○鈴木　サックス様，技術的な問題で，質疑応答の

時間が設けられなかったのですが，個人的にはジェ

フリー・サックス様を，実物を拝見することができ

て感激しました。どうもありがとうございます。

　それでは，ここで第１部を終わりたいと思います。

　それでは，第２部に入りたいと思います。

　第２部では，プレゼンテーション＆トークセッ

ションとして，国連開発計画バンコク地域ハブガバ

ナンス及び平和構築担当オフィサー兼紛争防止・司

法アクセス・人権アドバイザーのニコラス・ブース

様から，「開発支援の潮流と法整備支援」と題し，

ご講演いただきます。

　その後，ブース様のご講演を前提に，慶應義塾大

学大学院法務研究科教授の松尾弘様とブース様に

トークセッションをしていただきます。

　トークセッションの後に，会場の皆様からご質問，

コメントを頂戴する時間を設けさせていただく予定

です。

　第２部は，ただいまから１２時３０分までを予定

しております。

　それでは，お二人のご経歴を紹介いたします。

　ニコラス・ブース様は，弁護士としてイギリス，

アメリカにおいて労働問題及び差別に関する問題に

特に取り組んでおられました。その後，国連の活動

に関わり，国連平和維持活動局では，警察・司法分

野のシニアアドバイザーとしてコソボ暫定行政ミッ

ションに従事され，ＵＮＤＰベトナム事務所では法

の支配，司法アクセス政策アドバイザーを務めた経

験をお持ちです。現在，ＵＮＤＰバンコク地域ハブ

において，アジア太平洋地域の法の支配，司法アク

セス，紛争防止，人権に関する各国における活動に

対して助言を行っております。

　松尾弘様は，横浜市立大学助教授，横浜国立大学

大学院教授を経て，現在，慶應義塾大学大学院法務

研究科教授，同研究科グローバル法研究所所長を務

めておられます。ラオス，ネパールの民法典制定を

始め，ベトナム，カンボジア，ミャンマー，東ティ

モール，インドネシア等の法整備支援に関わってこ

られました。ご専門は民法，開発法学です。

　それでは，プレゼンテーションに入りたいと思い

ます。

　ニコラス・ブース様，どうぞよろしくお願いいた

します。

○ブース　皆さん，おはようございます。

　まずは皆さんに感謝申し上げます。わくわく感を

とてもよく覚えています。森永さん，皆さんよくご

存じのとおりベトナムでもとても有名な方ですけれ

ども，１０年前，大阪で開催された１０周年の法整

備支援連絡会に，私を連絡会に招待してくださった

んです。本当にうれしく思いました。すばらしいイ

ベントでした。すばらしいおもてなしで歓迎してい

ただき，様々な意見を交換することができました。

とてもいい思い出です。ですから昨年このお話が来

たときに，とてもわくわくしました。森永さんと梅

本さんがバンコクの私のところに来てくれて，そし

て２０周年記念の法整備支援連絡会に来てくれない

かと言われて，本当に光栄に思い，そして誇りに思

いました。すばらしいホスピタリティをいただける

ということはわかっていましたし，刺激のある議論

ができるということもわかっていました。ですので，

この会議がその期待どおりになると確信しておりま

す。

　まず，これだけ準備が十分に行われているイベン

トに招待していただき，そして，ここで自分の視点

を共有できることを，とてもうれしく思い，感謝申
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し上げます。そして，このすばらしいテーマを選ん

でくださったことをうれしく思います。すばらしい

テーマ，すなわちＳＤＧｓの役割，持続可能な開発

目標の法整備支援における役割というテーマです。

国連といたしまして，ＳＤＧｓが，すなわち

２０３０年アジェンダが，全ての開発についての議

論においてその一部になっているということをうれ

しく思います。ＳＤＧｓが関連してきているという

ことをうれしく思います。私たちには，これら困難

な目標を達成するのに，あと１０年強しかありませ

ん。私たちは全ての開発の議論，法の支配，人権に

関する全ての議論，そして司法へのアクセスという

議論におきまして，ＳＤＧｓの観点から考えていか

なければなりません。

　私たちは，昨年，グローバルなこの司法アクセス・

カンファレンスに参加しました。そして閉会式の宣

言において，ＳＤＧｓ，そして司法へのアクセスに

ついて言及されたわけです。ですので，グローバル

にもこのＳＤＧｓというのが注目されているという

ことです。来年は京都コングレスが行われますが，

ここでもＳＤＧｓが重要なテーマになるということ

で，これはとても重要な兆候であると思っています。

　今日は皆さんと「開発支援の潮流と法整備支援」

についてお話をできることをうれしく思っていま

す。ＳＤＧｓをテーマにしたカンファレンスであり，

またサックス教授の素晴らしいご講演の後にこのよ

うなお話をできることをうれしく思っています。恐

らくサックス教授のおっしゃることと似ているとこ

ろもあるかもしれません。サックス教授がおっ

しゃったプライオリティの課題，そしてそれがこの

法整備支援のトレンドにどういったインパクトを与

えたのかということについて，私の，ＵＮＤＰの観

点からお話をしていきたいと思います。

　私は，ＵＮＤＰのレンズを通じて，過去１０年，

トレンドが変わってきたのを目にしてきました。開

発，そして法の支配という分野で働く中で，ＵＮＤ

Ｐの視点を通して様々な変化を見てきました。です

ので，その視点からお話をしたいと思います。私が

お話をする内容というのは，恐らくこの開発のどの

視点から見たとしても，皆さん同じような視点をお

持ちになるかと思っております。

　それでは，スライドをご覧下さい。今日は，３つ

の潮流についてお話をしたいと思っています。

　まず，ＳＤＧｓは，どのようにして私たちが行っ

ている法の支配や法整備に対する支援のやり方を変

えてきたのか，についてお話したいと思います。

　そして２つ目，法遵守の文化について言及したい

と思います。日本そして日本の外交のおかげで，法

遵守の文化が，２００２年以降，国連のこの規範の

要項の中に入れられるようになったからです。この

法遵守の文化というのはそれまでずっと休眠状態

だったのですが，それをもう一度，国連の語彙の中

に導入してくださったわけです。この法の支配，そ

して法遵守の文化を，ＳＤＧｓの観点からお話しし

ていきたいと思います。そして，そのトレンドを使っ

てどのように法整備支援を行っていけるかについて

見ていきたいと思います。

　そして最後に，私たちがまだＵＮＤＰで十分に理

解していない点ではあるものの，よりフォーカスを

していく必要のある分野，すなわち新しい技術，イ

ノベーションについて，それが重要なのか，そして

なぜそれを見ていかなければならないのかについ

て，お話をしたいと思います。

　それでは，まずは，ＳＤＧｓから入っていきたい

と思います。４つの観点から，ＳＤＧｓが法整備支

援のやり方をどう変えてきたかについて，見ていき

ます。

　ＳＤＧｓは，法の支配や司法アクセスにどういっ

た影響を及ぼしたか。それは，その発展が加速した

ということが上げられます。様々な国連機関があり，

二国間パートナーがあり，そして民間セクターがＳ

ＤＧｓに関わっています。そうしますと，法整備支

援におきましては，パートナーシップが重要になる

わけです。「誰一人取り残さない」というのは，

２０３０アジェンダにおいて大変重要であるわけで

すけれども，ＳＤＧｓがそこにおいて果たす役割に

ついてお話したいと思います。また，サックス教授

が先ほどお話しされたことにも重なってきますが，
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マルチステークホルダーアプローチ，特に民間セク

ターについてお話します。

　ではまず，その発展を加速させるエンジンとして

の役割という点を見ていきたいと思います。

　様々なこれらのゴールは，相互依存のもとに存在

しています。そしてゴールの重要な要素が，ほかの

ゴールの達成の加速に関わっているということがわ

かります。ＳＤＧｓというのは，知的にも，政治的

にもすばらしいフレームワークです。そして私たち

がこの仕事を行うに当たってのストーリーや一貫性

を与えてくれます。もちろん，ＳＤＧｓを現実のも

のにしていくに当たっては，私たちが行っていかな

ければならならないわけですが，ＳＤＧｓは，私た

ちにその知的，政治的なアドボカシーフレームワー

クを提供してくれるわけです。

　サックス教授もおっしゃっていましたけれども，

異なるゴールが相互に助け合い，関係しているとい

うところがとても重要なのです。もう随分前ですけ

れども，コフィー・アナン元国連事務総長がこう言っ

ていました。「平和は開発なしに成立しない。そし

て開発は平和なしに成立しないし，人権も尊重され

なければいけない」と。彼は正しかったのです。お

互いに目標が依存している。これは国連が常に気が

付いてきたことですけれども，ＳＤＧｓのゴール

１６，この平和で包摂的な司法へのアクセスが全て

の人に提供されるべきというのは，これはお互いに

依存しているものであるわけです。それを全て実現

することによって平和が実現されます。平和という

のは軍事的に維持されるものではありません。平和

というのは維持され，保障され，それが社会的契約，

そして法の支配によって実現されるものなのです。

これがＳＤＧｓのゴール１６です。

　しかし，サックス教授がおっしゃったように，Ｓ

ＤＧｓのゴール１６というのは，法の支配と司法へ

のアクセスということだけではなく，ほかの目標に

とっても重要なものです。食料，教育，気候変動，

海洋，彼は様々な問題について言及していましたけ

れども，基本的なサービスへのアクセス，司法への

アクセス，そして公平な取扱い，それは全て法の支

配に関連するものです。それがなければこのゴール

は達成することはできません。法の支配，平等，公

正性，そしてアカウンタビリティ，透明性が公共サー

ビスにおいて提供されるという全てが，アジェンダ

を達成するために必要不可欠なことなのです。

　ではここで，ＵＮＤＰにおいて何をやっているの

かについて，お話したいと思います。

　先ほど言ったように，ＳＤＧｓというのはフレー

ムワークです。これは私たちのビジョンを反映する

ものです。では，私たちはＵＮＤＰでＳＤＧｓをど

のように活用しているのでしょうか。私たちが開発

支援，法整備支援をするに当たって，ＳＤＧｓをど

う反映させているのでしょうか。ＵＮＤＰには戦略

的計画があります。戦略計画は，私たちが同時に，

また協力して貧困の根絶，構造的変革の加速，そし

てショックや危機に対するレジリエンス（強靱性）

を高めていくことであり，この危機には，政治的な

危機，安全保障の危機，そして自然災害への危機全

てが包含されています。

　次のスライドです。ＵＮＤＰがグローバルレベル

で何をやっているかについてお話をしたいと思いま

す。私たちは多元化した組織です。私たちのプログ

ラムは１７０カ国ほどで展開されています。そして

それはローカルで決定されています。そのホスト国

の政府とともに協力しながらローカルで行われてい

ます。グローバル・プログラムと銘打っていますけ

れども，全てこれは一元的にやっているのではなく，

ローカルでやっているものもありますし，中央集権

的にやっているものもありますし，様々なものがあ

ります。

　グローバルレベルで行っているプログラムをご紹

介します。これは「持続的な平和と開発の促進のた

めの法の支配と人権の強化に関するグローバル・プ

ログラム」です。プログラムの名前としては少し長

いですけれども，とても重要な名前です。おわかり

のように，このプログラムは私が言及した要素全て

を統合するものだからです。平和，そしてその平和

の維持を，人権の強化と法の支配を通じて行おうと

するからです。２００８年に始まったプログラムで
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すが，段階的にスコープを広げてきました。そして

現在，約４０カ国で展開されています。平和を作り

出し，それを維持するための文化を作り出している

わけです。社会契約を通じて，社会的な調和を通じ

て，人々が司法にアクセスすることができるように

し，人権を確保し，守っていくということです。こ

のプラットフォームは私たちが進化するのと同時

に，そして世界が進化するのと同時に，一緒に進化

してきました。２００８年に始まったプログラムで

すけれども，かなり形を変えてきています。どのよ

うに変わってきたのかということを考えたときに，

この法整備支援のトレンドや変化を反映しているこ

とがわかります。例えばこのパートナーシップです

けれども，このプログラムを始めたときにはＵＮＤ

Ｐのプログラムでしたが，現在は，より大きなプラッ

トフォームの一部となっています。

　国連の体系の中で様々なキーパートナーがいま

す。私たちは，パートナーシップにより注力してい

かなければいけません。開発支援においては，パー

トナーシップがとても重要になります。私たちは，

できるだけ広いパートナーシップを組んでプログラ

ムを行いたいと考えています。パートナーシップが

あることによって政策の一貫性を保つこともできま

す。そして，効果もより高まります。

　４つのパートナーシップがここに述べられていま

す。後ほど２つに関しては，より詳しく見ていきた

いと思います。

　グローバルレベルで，少なくとも４つの重要な

パートナーシップがあります。これは私たちの仕事

において重要な点です。まず，法の支配のためのグ

ローバル・フォーカル・ポイントと呼ぶもの，これ

は２０１２年に始まりました。次に，平和で公正で

包摂的な社会の発展の報告のためのグローバル・ア

ライアンス，ＳＤＧ１６＋のためのグローバル・ア

ライアンスと短縮して呼びたいと思います。そして，

Ｏ Ｈ Ｃ Ｈ Ｒ（Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights， 国際連合人権高等

弁務官事務所）及び国内人権機関のグローバル・ア

ライアンスと協働しているパートナーシップがあり

ます。さらに，ＵＮＨＣＲ（The Office of the United 

Nations High Commissioner for Refugees，国際連合難

民高等弁務官事務所）とのパートナーシップもあり

ます。法の支配とガバナンスに関するパートナー

シップです。人道支援などを行っており，日本もこ

の点においてリーダーです。日本はこの人道支援に

重きを置いていますけれども，私たちもそうです。

ＵＮＨＣＲと一緒に仕事をすることによって，補完

的にお互いの強みを生かしながら司法へのアクセス

を確保しているわけです。

　次のスライドではグローバル・フォーカル・ポイ

ントについて詳しく示しています。大変強いパート

ナーシップを組んでおりまして，パートナーシップ

の中心となっていますのが，ＤＰＯ（Department of 

Peace Operations，平和維持活動局），国連事務局に

ある平和維持の活動の部局であり，政治，それから

平和構築活動を行っています。そして，それ以外の

様々な国連の部局，ＵＮＯＤＣ（United Nations 

Office on Drugs and Crime，国際連合薬物犯罪事務所），

ＵＮ　Ｗｏｍｅｎ，ＵＮＨＣＲ，それからＯＨＣＨ

Ｒなどが関わっています。そして，このグローバル・

フォーカル・ポイントは，最も平和的に困難な状況

において，ＤＰＯが平和ミッション，それから平和

維持活動を行っている場合に当てはまるものです。

それ以外には移行期，平和がちょうど生まれ始めた

時期などです。２０１２年には一つの国連として活

動するようになりました。ＤＰＰＡ（Department of 

Political and Peacebuilding Affairs，国際連合政治平和

構築局），そしてそれ以外の国連機関も一体となっ

て活動しているため，パートナーシップを通じて，

より力強く働きかけることが可能になっています。

　次のスライドをお願いします。それでは，ＳＤＧ

ｓ１６＋について，より詳しくお話ししたいと思い

ます。今日のテーマに特に関わっているからです。

また，今年はＳＤＧｓをテーマに選ぶ年として，と

てもよい年であったと思います。今年は，ガバナン

ス，法の支配の分野の我々にとっては，とても重要

な１年です。２０３０アジェンダが始まってから初

めて，ゴール１６の進捗について，ニューヨークで
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ハイレベル政治フォーラムで検証が行われます。そ

れだけではなく，今年初めて，その進捗度合いが，

ＳＤＧｓ・イン・プログレス，２０３０アジェンダ

で検証されます。検証は，ＥＣＯＳＯＣ（United 

Nations Economic and Social Council，国際連合経済

社会理事会）で行われるだけでなく，７月にはハイ

レベル政治フォーラムにおいても行われますし，９

月には国連総会でも行われます。したがってＳＤＧ

ｓにとっては，２０１５年に始まって以来，一番高

いレベルでの検証が行われるとても重要な年なので

す。また，初めて，様々な重要なゴールについての

進捗が見られることになり，その中にはゴール１６

も含まれています。ですからゴール１６についてア

ドボカシーをしていかなければいけない重要な１年

であります。

　皆様に，私が多くの国連のレジデント・コーディ

ネーターからアジア太平洋地域で聞いていることを

お伝えしたいと思います。本日はＵＮＤＰをグロー

バルに代表してこの場にいるわけですが，現実的に

は日常的に非常に多くアジア太平洋の各国連機関と

コンタクトをとっているので，それをお伝えしたい

と思います。

　ほかの地域に当てはまるかわかりませんが，アジ

ア太平洋でこの地域に在住のコーディネーターから

よく聞くのは，ＳＤＧｓ１６をもっとサポートして

ほしいということです。ゴール１６に関しては，国

がなかなかフォーカスしようとしないというのがア

ジア太平洋の状況です。そして，毎年，ニューヨー

クにおいて，国家進捗度合いの自発的な報告を行い

ますけれども，貧困撲滅や教育の話，食料へのアク

セスなどの話は出ます。しかし，いずれの国からも

法の支配の強化や透明性，説明責任の話については

ほとんど出てきません。ゴール１６の話はほとんど

出てきません。優先順位が最下位に落ちてしまって

います。全ての国がそうだとは言いません。重視し

ている国もあります。しかしながら，そういう状況

であり，ＵＮＤＰの本部においても，ＳＤＧｓ１６

をもっとアドボカシー，推進してほしいということ

を聞きます。

　したがって，ゴール１６に関する活動について特

に強調してお話したい。それはサックス教授がおっ

しゃっていた理由からでもあります。ＵＮＤＰ，そ

して日本はとても一貫性があると思います。日本は

アジアでＳＤＧｓ１６を大変強く提唱していらっ

しゃいますし，最も強力なＳＤＧｓ１６の提唱国で

す。日本の出す声は，とても重要です。というのも，

あらゆる国がこの目標をそれほど強くサポートして

いるわけではないからです。どの国が強くサポート

しているかということは取り上げるべきではないと

思いますが，日本がリーダーであるということは明

確です。もうサポートしていただいておりますが，

声を合わせれば，更に，大きな声を上げることがで

きると思います。

　まず，加速していかなければならないという点で

すが，私たちは，言っていることを実行している，

ということを実証しなければなりません。開発がよ

りよく進む，結果がよりよくなるということについ

て，法の支配や司法アクセスにフォーカスをすれば，

ますますよい結果になるということを示し，動きを

加速していかなければなりません。国々に証明して

いかなければなりません。カントリーオフィスとし

てもそれを示していかなければなりません。ほかの

目標の達成，例えば，ジェンダー平等，教育へのア

クセス，保健へのアクセス，水，衛生，どんな分野

であっても，ＳＤＧｓ１６，司法アクセスを推進す

ることによって加速することができます。これは

サックス教授もおっしゃっていました。貧しい人々

は，司法アクセスによって財産権を守らなければ財

産を失ってしまうかもしれない，これはとてもシン

プルな例です。あるいは，誰もが差別なく，平等に

基本的なサービスへアクセスすることができ，サー

ビスを受けることができているか。これは単純です

けれども，当然のこととしてゴール１６につながり

があるものです。これは私たちが行っていることの

１つです。

　それから，もう１つはデータです。証明をしなけ

ればなりません。しかし，ＳＤＧｓ１６の進捗度合

いを示すデータが十分ありませんし，進捗をどう測
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定すればよいのか，測定方法すらわからないことが

あります。加盟国において優先順位が低いという問

題だけではなく，私たちの方にも問題があって，法

の支配や司法アクセスの分野において，進捗を図る

測定ツールは，それほど優れたものではなく，開発

の他の分野で用いられているツールに比べると見劣

りします。したがって測定を改善するということが

必要です。特にＵＮＤＰは，ＳＤＧｓ１６のもとの

幾つかの指標について責任を負っていますので，測

定手法を定義しなければならない責任もあります。

これを正しく実施していかなければなりません。

　それから３点目は，グローバル・アライアンスで

す。これは特に日本にも関連しているために後でま

たお話ししたいと思います。２０３０アジェンダの

前のＭＤＧは，政府が行うべきものとなっていまし

たが，ＳＤＧｓはそれとは異なり，パートナーシッ

プを通じて達成されます。各国政府，国連，民間セ

クター，市民社会のパートナーシップを通じて達成

されるものとなっています。したがって，ＳＤＧｓ

１６のアドボカシーを行っていく上ではパートナー

シップが必要です。既にパートナーシップはできて

いまして，パートナーシップの一部として各国政府，

国連システム，市民社会，民間セクターのパートナー

シップがあり，その中で，グローバル・アライアン

ス・フォー・モニタリング，測定のために活動して

います。これをＳＤＧｓ１６＋と呼んでいます。

　多くのパートナーがいまして，７カ国のパート

ナーが含まれています。また，世界の５つの地域の

うち４つの地域が参加しています。ヨーロッパから

はイギリス，ノルウェーが参加，アフリカからはカー

ボベルデ，シエラレオネ，そしてチュニジア，中南

米からはメキシコ，そして，湾岸諸国からはカター

ルが参加しています。グローバル・アライアンスに

参加していない地域は，残念ながら私が仕事をして

いるアジア太平洋地域です。個人的には是非アジア

太平洋の国もＳＤＧｓ１６＋に参加していただきた

い，グローバル・アライアンスに参加していただき

たい。もし日本がそういったことを検討してくださ

るのであれば，本当にうれしいことだと思います。

とても影響力のある国，そして強くＳＤＧｓ１６，

そしてその価値観を支援してくださっているこの地

域の国が加わってくださることは，とても重要なこ

とだからです。いずれにしても，グローバル・アラ

イアンス，ＳＤＧｓ１６＋で進捗を遂げておりまし

て，ハイレベル政治フォーラムのために報告書を出

します。ＳＤＧｓ１６のサクセスストーリー，ＳＤ

Ｇｓ１６がうまくいくということを示します。

　また，今年は，平和，正義，包摂に関する技術協

議を６回行います。アジア太平洋では，モンゴルに

おいてコンサルテーションを行う予定です。今月，

モンゴルは寒いですが，暖かい準備をして行きたい

と思います。政府代表，市民社会，国連機関の参加

のもと，どのようにＳＤＧｓ１６の仕事を強化でき

るのか，という話合いを行います。また，国々をサ

ポートしておりまして，進展の測定がよりよくでき

るよう支援活動を行っています。

　もう一つ２０３０アジェンダで重要なのは，「誰

も置き去りにしない」という考え方です。サックス

教授も何度も触れていました。最優先順位は，貧し

い人の司法アクセスを改善すること，そしてこれは

開発支援の潮流の中でも最も重要なものかもしれま

せん。これまで私が１８年間国連で仕事をしてきて

見てきた中で，最も重要であると考えています。

１９９０年代頃，そしてそれ以降もそうですけれど

も，政府とともに法の起草を支援する，そして検察

官，裁判官の研修を支援する国家機関，国家制度と

いったものの支援を行っていました。もちろんそう

いった法制度の枠組みがなければ，さらなる進捗を

遂げることはできませんから重要なことです。

　しかし，今，アプローチがシフトしています。と

いうのは，サックス教授もおっしゃっていましたけ

れども，このような優れた法制度，枠組みがあった

としても，貧しい人々が法にアクセスすることがで

きない，貧困のためにシステムを活用できないので

あれば，制度は貧しい人々を差別しているというこ

とになるということを，私たちもわかってきたから

です。しかしながら，残念なことに，多くの国々，

私たちが仕事をしている多くの国々でもそうです
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が，それが現実であって，正義というのは贅沢なこ

とで，大企業，豊かな人，権力がある人しか享受で

きていない。全く平等ではないのです。司法による

保護を最も必要とする人々，貧しい人々，女性，移

民，障害を抱えた人々は享受することができていな

いのです。

　２０３０アジェンダでは，誰も置き去りにしては

ならないとしています。全てのゴールを全ての人の

ために達成しなければいけない，一番置き去りにさ

れている人を最初に取り上げなければならないとし

ています。ということは，法整備支援で何をしなけ

ればいけないのか。私たちは，司法制度，そして法

の支配がまだ現実のものになっていない人々にこそ

フォーカスをしなければいけません。それが，これ

まで国連で仕事をしてきた中で，私が目にしてきた

シフトで最も重要で，大きなものです。

　これは左側の写真とは関係ないと思われるかもし

れませんが，左に挙げているものは一例です。これ

は私の地域センターで出しました Trial of Rape と呼

ばれている報告書です。これはベトナム，それから

タイで行った調査に基づいたもので，司法制度が性

的暴力の犠牲者に対してどのように機能しているの

か，に関する調査結果です。

　シンプルな調査を行いました。刑事司法制度は，

平等に問題，犯罪を解決し，全ての人々を平等に守

るべきですが，女性，それから少女，レイプされた

人々は，きちんと機能する刑事司法制度のもとで，

その制度の恩恵を受けているのかといえば，このエ

ビデンスを見ますと惨たんたるものです。ケースレ

ビューも示していますけれども，制度のもとで女性

が救われておらず，それが繰り返されている。そし

てそれは数多くの理由によるということが報告書に

示されています。文化的な問題があります。文化規

範として，コミュニティにおいて女性はなかなか通

報ができません。また，裁判官もそういった文化的

な規範に影響を受けています。レイプの問題につい

て，重要性が低いと思われるにもかかわらず，１２

歳の少女に対し，レイプされたときに何を着ていた

のかと質問します。また，制度の効率は悪く，途中

で脱落をしてしまう，警察と検察の間で協力がうま

くいっていない，時間がかかる，結果についてモニ

ターをする適切な制度がないといったことがあり，

さらには，犠牲者，被害者に対し，法的支援，司法

扶助などがあるということを伝えることができてい

ないということもあり，様々な意味で制度がうまく

機能していないのです。そして，国連，ＵＮＤＰで

は制度がどこでうまくいっていないのか調査をしま

した。そのうまくいっていない分野にこそフォーカ

スをしたいと考えたからです。

　次のスライドです。もう一つ，サックス教授が何

度も取り上げていたことがあります。多国籍企業の

役割や多国籍企業がＳＤＧｓにどういった影響を及

ぼしているのかといった問題，法の支配を多国籍企

業に守らせることが難しいという問題を挙げていま

した。民間セクターにフォーカスをすべきなのです。

特にアジア太平洋の多くの国では，成長の源泉と

なっているのが民間セクターですが，その成長が持

続可能なものなのか，そして持続可能な開発をもた

らしてくれるのか，それとも環境や取り残された

人々，そして不平等にさらされている人々を犠牲に

した上で成り立っているのか。それは政策によって

変わってきますし，平等に民間セクターにも適用さ

れているのかによって変わっていきます。

　そこで，今，私たちは，より民間セクターにフォー

カスするようになっています。その２つの方法につ

いて触れたいと思います。まず１つが国連のアジェ

ンダにありますビジネスと人権であり，アジア太平

洋の多くの国に対し，これを適用するように促して

います。このアジェンダは，まず，政府に対して法

的枠組みを設けることを求めており，その枠組みの

もとでは，ビジネスに持続可能性があるということ，

社会，環境インパクトに配慮すること，そして人権

に配慮することを求めています。そして，政府がそ

のような法的枠組みを強化することを支援しようと

しています。平等な土俵を提供するということです。

そうでなければ責任ある振る舞いをしている企業の

方が，ルールを破っている企業より不利な立場に置

かれてしまうからです。私たちは，それを許すべき
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ではありません。よい行動を行っている企業に報い

なければなりません。どの地域のどの国も厳格な法

制度があって，企業に対して人権を守るように求め

ていかなければなりません。

　それから企業に対しての働きかけも行っていま

す。企業がリーダーシップを発揮するように，そし

てサックス教授がおっしゃったサプライチェーンの

デューデリジェンスを行うことを求めています。意

図せず人権侵害をするということがないように，サ

プライヤーが人権侵害に関わっているということを

知らずにビジネスをすることがないように，また持

続可能でない行動の犠牲になった人々がいるのであ

れば，救済措置などのアクションをとることを求め

ています。

　それから，このスライドには入っていませんが，

ＡＳＥＡＮにおいて，公平なビジネス環境を推進す

ることも行っています。

　それから，調達という話がサックス教授からあり

ました。調達，政府調達，公共調達においても腐敗

が見られます。ＵＮＤＰとしては，この調達分野で

の腐敗を削減するため，クリーンな調達制度，そし

て市民社会が公共調達をモニタリングすることを掲

げています。反汚職委員会，それから司法の一貫性

ということを重視しています。タイ，フィリピン，

インドネシア，それからマレーシアの司法と協力を

していますし，ミャンマーの司法，ベトナムの司法

とも協力をしています。皆様が仕事をされている多

くの国々です。私たちもそういった国々において司

法と協力しており，これらの国々は，司法の廉潔性

を守っていく活動を実施しているネットワークに参

加しているのです。

　それでは，最後に，法遵守の文化についてお話し

したいと思います。

　このカルチャー・オブ・ローフルネス（法遵守の

文化）ですけれども，日本に対して再度感謝を申し

上げたいと思います。ドーハ宣言を通じて，この考

え方をもう一度議論に戻し，議論を再活性化してく

ださいました。これは重要なことだと思います。ビ

ジネススクールでは，「文化は，戦略を朝食として

食べる」と言いますが，私は，「文化は，法もまた

朝食として食べる」と言いたいのです。私がこのフ

レーズで言いたいことは，文化というのはつまり法

律にとって不可欠なものだということです。もし，

法制度がその国の文化によって尊重されていなけれ

ば，法制度があっても何も意味がありません。しか

し，文化が法の支配を尊重し，それがその国に行き

渡っていれば，法の支配は本当に力の強いものにな

ります。ですから，私たちは文化に注意を払わなけ

ればなりません。そして法の支配に関わる文化にお

いては，法律は単体で成り立つものではなく，全体

のエコシステムの中に置かれていて，人々は，法や

自分の権利について知らなければなりませんし，法

をうまく自分のために機能させる能力を持っていな

ければいけません。単純に言いますと，法律を信用

していなければなりません。

　興味深い，一部の国では，この法遵守の文化とい

うときに，法の支配ではなくて，法律により支配し

ていく，法律を使って支配していく，という考え方

があります。しかし，市民に法律を教えなければい

けない，そして法を守らせるのだ，法律を知ってい

れば従うであろうという考え方，これはカルチャー・

オブ・ローフルネスではなく服従の文化です。この

カルチャー・オブ・ローフルネスの解釈を誤ってい

る国が一部存在し，服従の文化と捉えている国があ

ります。この言葉は，そういうことを意味している

のではなく，法を尊重する，そして法制度を信頼す

るということを意味しています。しかし，信頼は勝

ち取らなければなりません。教育も必要，そして，

人々を教育して，市民責任といったことを説いてい

くことが重要です。しかしながら，法制度にアクセ

スができて初めて，人は法制度を信用するでしょう。

貧しい者も富める者も同じように起訴され，政治家

も企業のトップも軽犯罪者と同じように起訴され

る，裁判所が腐敗しておらず，合理的な時間の枠組

みで判決を下す，そして全ての人が司法にアクセス

を持てる，それによって初めて法制度に信頼が置か

れるわけです。

　この法遵守の文化というのは，非常にパワフルな
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ものであります。是非，力を合わせて推進していき

たいと考えています。ドーハ宣言のおかげでこのよ

うに再び重視されるようになっており，京都コング

レスでも重要な考え方だと思いますが，これは刑法

に限られたことではなく，全ての法の支配を意味し

ています。共に，より広く法遵守の文化を推進し，

拡散していきたいと思います。

　ビジネスと人権といったお話もいたしました。Ｕ

ＮＤＰで携わっている様々な仕事について，それか

ら国内の人権団体とも協力をして，国内のローカル

な文化の中で，欧米からの押し付けではない形で人

権を守るということ，そして法の支配，人権，そし

て法遵守の文化という仕事をしてきました。日本の

協力を得て，ニューヨークで初めて，この法遵守の

文化に関するシンポジウムが開催されました。すば

らしいスタートを切ることができました。これから

もやっていかなければならないことがたくさんあり

ます。

　テクノロジーに関しても少しだけ触れますと，Ｕ

ＮＤＰは，テクノロジーやイノベーションに追いつ

いていかなければいけないということは認識してい

ます。テクノロジーで問題解決できる部分がありま

す。司法アクセスなどギャップがあるところでは，

テクノロジーで，補える部分があるということを認

識しています。裁判所から遠く離れたところに暮ら

していてアクセスが悪い人々がいる場合に，移動裁

判所や電子申立制度などを始めておりますが，もっ

とできることがあります。インターネットがますま

す普及していますので，それを活用して正義へのア

クセス，司法アクセスを改善していくことができる

でしょう。こういったイノベーションに取り残され

ないで，最も必要としている人々に対し，効果的に，

そして手頃なコスト水準でアクセスできるようにし

ていきたいと考えています。しかし，テクノロジー

の進歩は非常に早いので，私達もスマートにそのポ

テンシャルを生かせるようにしていかなければなり

ません。

　ただ，テクノロジーには，ポテンシャルだけでは

なくリスクもあります。多くの国がＡＩ，人工知能

や機械学習を使って意思決定をするようになってき

ています。犯罪者に保釈を認めるのか，あるいは住

宅を提供するのか，その他の国家の便益，社会保障

などの普及の対象とするのか，そういうことをアル

ゴリズムによって決定するようになってきていま

す。これは，透明性が失われ，説明責任が失われる

リスクがあります。私たち自身がアルゴリズムを理

解できず，どういった根拠に基づいて決定がなされ

たのかわからなかったらどうなるでしょうか。また，

ビッグデータに基づいてアルゴリズムが動いていま

すが，仮にビッグデータがジェンダーバイアスや人

種バイアスを持っていたらどうでしょうか。機械学

習になりますと，アルゴリズムが使っている様々な

要因がわかりません。機械学習においては，機械が

自らファクターを選んで学習しているからです。し

たがって，透明性，説明責任という観点からは，新

しい技術を使うことのリスクもあります。もちろん

メリットもあります。ＵＮＤＰは，そうしたことを

認識しており，もっと理解を深めなければいけない

と考えています。

　最後に日本とのパートナーシップについて少し申

し上げたいと思います。日本とＵＮＤＰのパート

ナーシップ，そしてこのように多くの方々がお集ま

りくださっているパートナーシップについてです。

　私がアジアに関わった１１年の間でも，このパー

トナーシップが深化する様子を目の当たりにしてき

ました。非常に温かい，非公式な協力から始まりま

した。例えばＪＩＣＡとの協力，そして法務省の司

法チームとのベトナムでの協力，森永さんを始めと

する多くの方々との実務レベルでのコーディネー

ションがありました。

　これは私がベトナムでリーガルアドバイザーを務

めていた頃のことです。１０年前にこの連絡会に参

加をした頃のことですけれども，それ以来，パート

ナーシップが更に発展しています。ここ１０年，私

の何人かの同僚もこの連絡会にお招きをいただき，

出席させていただいています。日本は，単に，法の

支配の分野で私たちとコーディネーションしてくだ

さっているだけではなく，ますます本当のパート
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ナーになってくださっています。その他の国々でさ

れている皆様の専門家の活動が別途なされています

けれども，コーディネーションが組まれていますし，

また，ラカイン地域における性暴力の被害者に関す

る協力，それから法の支配のセンター，それから法

的な政府職員に対するトレーニングなどでも，より

ジョイントな，より密なパートナーシップが組まれ

ています。

　また，これを言い忘れてはならないと思いますけ

れども，日本は投資をしてくださっていて，法務省

から専門家を派遣してくださっている。そして，Ｉ

ＣＤからニューヨーク（ＵＮＤＰ）にも稲垣健太さ

んを派遣してくださっている。稲垣さんは，３年間，

法の支配チーム，ニューヨークのチームで勤務をし

てくださる，これも相互理解を深めるすばらしい方

法です。お互いの仕事の仕方を理解できる，そして

更に強いパートナーシップを生み出していくことに

なると思います。こういったお話ができまして大変

うれしく思います。

　また，私が日本滞在中，是非皆様のアイディアを

お聞きしたいと思っています。この協力をいかに強

くしていくことができるのか。例えば，グローバル・

アライアンスの話を先ほどいたしました。これはと

てもポジティブな進展だと思います。もし日本が参

加してくださるのであれば，本当にすばらしいこと

だと思います。パートナーがまだないアジア太平洋

地域において，最初のパートナーとなってくだされ

ばすばらしいことです。そして協力をすれば何がで

きるのかを世界に示すことができると思います。共

通の価値観を通じて，より効果を上げる，そしてよ

り強くアドボカシーを行っていく，そして補完性を

生かすことができると思います。次のコーナーでは

松尾教授から難しいご質問をいただくことになって

おり，お答えできないかと思いますけれども，その

時間に移りたいと思います（笑）。ご清聴ありがと

うございました。（拍手）

○松尾　ブースさん，すばらしいプレゼンテーショ

ンをありがとうございました。ＵＮＤＰの活動の多

様な分野での世界的な展開についてご紹介いただき

ました。

　それらはさまざまな地球的課題についての取り組

みです。また，数々のグローバルなパートナーシッ

プの構築を目指した戦略，そのフォーカル・ポイン

トについてもお話いただきました。これらをベース

に，このセッションにおいてはいくつかの具体的な

アジェンダについて話を深めていきたいと思いま

す。その際，持続可能な開発目標について，ＵＮＤ

Ｐと日本との取り組みについても取り上げたいと思

います。もっとも，それらのトピックについては，

今日の午後，セッション４のパネルディスカッショ

ンにおいてさらに詳細に議論が展開されるでしょ

う。その意味で，このトークセッションは，午後の

議論のための準備段階とも言えます。

　ＳＤＧｓ，特にそのゴール１６は，inclusive な，

つまり包摂的な制度づくりを通じた，平和で包摂的

な社会の構築を推進すべきとしています。ちなみに，

日本には「法制度整備支援に関する基本方針」があ

ります。これは，２００９年に策定された後，

２０１３年に改正されていますが，その中には制度

や社会の包摂性，inclusiveness という概念は入って

いません。したがいまして，２０１５年のＳＤＧｓ

を受けて，そろそろ「法制度整備の基本方針」を再

改訂すべき時期だと思います。ＳＤＧとの関係で，

特にゴール１６の趣旨をどう取り込むべきかが重要

です。とりわけ制度の包摂性に焦点を当てる意味が

あると思います。法制度を包摂的なものとするため

には，３つのステップがあるように思います。

　まず，憲法，行政法，刑事法，民事法といった整

備される法分野の包摂性があります。そういった法

分野の欠けている部分を少なくし，体系性を強化す

るという意味での包摂性は，法整備支援においても

考慮されるべきことになりますので，それが第一段

階です。

　次に，制定された法令を実際に運用する様々な

人々，つまり法令の解釈・適用を行い，法令に基づ

く法的サービスを提供する様々な専門家の包摂性の

確保，その研修や能力養成といったことも重要に

なってくると思います。これが第二段階です。
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　そして，第三段階は，どれだけ多くの一般市民が，

性別・年齢・民族・職業・居住地域などを問わず，

法令の制定プロセスへの参加および法的サービスの

享受の双方の側面において法制度との関わりを普通

にもつことができるようにするかということがある

と思います。これは広い意味での法制度への一般市

民のアクセスですが，非常に難しいタスクでもあり

ます。法整備支援においても，ステップ３は最も難

しい点だと思います。

　ＳＤＧ１６は，平和で包摂的な社会を構築するこ

とを目指しています。そのために，法制度を含むあ

らゆる制度，institutions を，あらゆるレベルで包摂

的なものにしなければならないという考え方で，法

制度改革の目標として，私も同意します。

　この考え方は，ＳＤＧｓを決議した２０１５年

１０月の国連総会の前にも，議論としては出てきて

いました。例えば，制度の包摂性の重要性を強調し

た見解として，アセモグルとロビンソン（Acemoglu 

and Robinson）の“Why Nations Fail”（邦訳は『国

家はなぜ衰退するのか』）があります。それは豊か

な国と貧しい国の違いが生じる原因を，経済・政治

の様々な制度が包摂的（inclusive）なものか，搾取

的（extractive）なものかに求めています。そうであ

るとすれば，搾取的な制度を，制度的な変化を通じ

て，より包摂的なものにしなければなりません。ど

のようにしてこの理想を現実化するのかということ

が問題です。これは美しいスローガンですが，現実

化しなければ意味がありません。そのためにはこの

理想を現実化するための具体的な戦略が必要です。

もちろん包摂性の理念を実現するには，時間がかか

ります。

　覚えていらっしゃると思いますが，ＵＮＤＰがベ

トナムで２００３年に実施した司法アクセス調査

（Access to Justice in Viet Nam: Survey from a people＇s 

perspective, Ha noi, ２００４）がありました。これは，

法的な問題を解決するに当たって最もよく知られて

いる，アクセスしやすい，信頼できる機関はどこか

といった質問に基づいた調査でした。例えば，アク

セスに関しては，４０％近くの答えは，裁判所では

なく，警察であるとか，地域の人民委員会でした。

裁判所や弁護士事務所は１０％以下でした。

　その後，再び同様の方法に基づく調査を２０１０

年にもされていますよね。その報告書（Access to 

Justice in Vietnam: From A People＇s Perspective, 

Updated Survey in ２０１０ , Official Report, Ha noi, 

２０１１）によれば，法的な問題解決を求めて最も

用いられる機関は地域の人民委員会や警察で，裁判

所へのアクセスはわずかに上昇したものの，劇的な

変化はなかったということを報告されています。

もっとも，その後，ベトナムでは段階的に進捗があ

りました。とりわけ，最近，ベトナム政府は「判例」

として認定された判決例を公開する制度を創設して

います。それは一般の企業や市民のために司法アク

セスをより容易にするために，重要な前進だと思い

ます。そういった意味では徐々に変化してきている

ということも言えると思います。

　一方，状況が膠着している場合もあります。ワー

ルド・ジャスティス・プロジェクト（World Justice 

Project）が公表している法の支配指標（the Rule of 

Law Index）のデータを見て，かなりショックを受

けました。アメリカ法律家協会（ＡＢＡ）が国際法

律家協会（ＩＢＡ）と連携して，２００７年に５か

国のテスト版を公表し，その後毎年，調査結果が出

されています。２０１８年版では１１３か国が調査

対象となっていますが，カンボジアは１１３か国中

で１１２位でした。私は，カンボジアで何年も法整

備支援プロジェクトに関与してきました。そして民

法，不動産登記法などの民事法を中心に，制度の整

備や法律専門家・弁護士の研修に関わってきたわけ

なのですが，その取組の成果が反映されていないこ

のような数字を，どう説明したらよいのでしょうか。

　この「法の支配指標」には政府権限の統制，汚職

の不存在，政府情報の公開，基本的権利，秩序と安

全，規制の執行に続き，最後の２つは民事司法，そ

れから刑事司法です。このうち，民事司法の方が

１１３か国中１１３位であり，刑法司法の方が

１１０位でした。では，民事法の整備やその運用の

ための私たちの貢献はどうだったのでしょうか。本
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当にショックを受けました。眠ることすらできませ

んでした。理由がわかりませんでした。なぜこうい

うことが起きているのか。私にはカンボジアの裁判

官や弁護士と長い期間にわたって話をしてきたとき

の大きな前進の印象があるものですから，これは間

違いじゃないかと思ったんです。ただ，この調査は

毎年更新されていますが，大きな変化が見られない

膠着状況を示しています。こういうデータにどう反

応したらよいのでしょうか。もちろん，データの客

観性，信用性を検証することは行うべき一つのこと

です。他方で，誰が評価しようとも文句のない結果

を認めざるをえないような前進を示すというスタン

スでデータに対応する意味で，何をすべきかという

のがもう一つの課題です。

　この観点から，最初のポイントとしてお話したい

のは，法制度改革やそのための法整備支援プロジェ

クトの成果を，一般市民に対してどのようにして行

き渡らせるかという問題です。ブースさんがＳＤＧ

ｓのゴール１６について既にお話をされました，そ

の最も重要な点は，誰も置き去りにしないという方

針です。それに関して，ベトナムやタイでもプロジェ

クトが始められています。そうした活動とその成果

に関するデータとの間のギャップについてコメント

はありますでしょうか。アジア地域のトップでい

らっしゃるので，こういった状況に取り組んでい

らっしゃると思うのですけれども，もし何かコメン

トがあったらいただきたいと思います。

○ブース　大変鋭い観察を，ありがとうございます。

　まず言わせていただきたいことは，各国にいい法

律をつくるということは重要でよい出発点であった

わけです。ですので，人権を反映した刑事訴訟法や

民事訴訟法などを作ることにより出発点をつくり出

したたことはよかったのであり，これに対して疑い

の目を向けるべきではありません。しかし，法律を

つくるだけでは十分ではないのです。よく各国で聞

くことですけれども，法律はいいのだけれども，ま

だうまく運用されていないという言葉をよく聞きま

す。運用は，単にスイッチをつけたり，プラグに差

し込んだりすればいいというものではないので運用

はとても複雑ですし，文化の問題もあります。

　これは国連によるカンボジアの調査ではないの

で，この調査の結果の正確性について私は言及は控

えますけれど，私たちもカンボジアで実際に調査を

行いました。司法制度が障害を持つ人にうまく働い

ているかどうかということを調査しました。しかし，

答えはノーでした。では，この研究を実施し，どう

いったことがわかったかについてお話をしていきた

いと思います。それがカンボジアに関する答えにな

るかと思います。

　私たちが調査を行ったところ，障害を持つ少女や

女性には，レイプされた経験がある人が多いことが

わかりました。しかも正義，司法に対するアクセス

がなかった。様々な回答がありました。通訳がいな

くて，警察官と被害者がコミュニケーションをとる

ことができなかった。警官が被害者を真剣に捉えず，

そしてラベリングをしていて，そしてその加害者が

罪を認めている場合でも，警察官がそれに取り合わ

ず，司法の場に持ち込まれなかったということがあ

りました。または警官が，２００ドルぐらいの少な

い額の和解金を家族に支払うことで受け取って裁判

を起こさないようにと被害者を説得したということ

がありました。

　カンボジアでは，女性で，かつ障害があると，こ

ういった司法アクセスに問題があるということがわ

かります。しかし，これは刑法や刑事訴訟法の問題

ではないのです。刑法や刑事訴訟法においては，き

ちんと条文があるのです。しかし，様々な要素のた

めにそれに対してアクセスができておらず，障害を

持つ人たちが司法にアクセスするためには何が必要

なのかという検討が十分になされていなかったので

す。警察の中にどういった差別観があり，それが司

法へのアクセスの障害になっているのか，そういっ

たところにあまり重きが置かれていませんでした。

　タイやベトナムにおきましても同じような調査を

行ったところ，同じ結果が出ました。法律に関して

は，タイやベトナムにおいてもほとんど問題がない

のです。タイやベトナムにおいては１００％法律が

完璧ということではないかもしれませんけれども，
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約９割は問題ありません。しかし，何が欠けている

かというと，女性が１回できちんと自分の意見を述

べて，それで済ませるような仕組みがなかったわけ

です。何回も尋問してレイプを再体験せさせるよう

な，女性があまり保護されていない状況があったわ

けです。検察官ですとか裁判官も，レイプに対して

偏見がありました。そのために司法へのアクセスが

適切に行われていなかったわけです。文化ですとか，

そういったものも影響しています。

　もし，このカンボジアの結果が正しいのであれば，

これは正しい法律を作らなかったからというのでは

なく，そして正しいことをしなかったからというこ

とではなく，十分な運用がなされていないというと

ころに問題があるわけです。司法へのアクセスも改

善しないといけないのです。市民社会に対して法律

のことをもっと啓蒙していかなければいけないです

し，手順に関しても，もっと説明しなければいけな

い。また公務員や裁判所に対する信頼も必要なので

す。法律は人々の問題を解決する枠組みになり得ま

す。公務員に対し，「あなたは法律を破っています

よ。」ということは言うべきなのです。ですから，

この法律を適切で使い勝手のよいようものにし，問

題解決につなげていくことが必要なのです。

　ハーグ法律イノベーション研究所（The Hague 

Institute for Innovation of Law）という研究所が数週

間前に報告書を出したのですが，８人に１人が毎年

この法律問題に直面しているとのことでした。大体，

年間で１０億人です。そして解決されている割合も，

とても少ない。これはベトナムやタイだけの問題で

はなく，世界中での問題です。その調査の中でわかっ

たことは，実際に問題を解決できたのは３分の１ぐ

らいだったということなのです。unmet needs です。

ニーズに応えきれていない問題が大きいということ

が示されています。

　私たちは，より包括的なアプローチが必要です。

ＵＮＤＰですとか，皆さんが行われている調査でも

出てきたと思いますけれども，様々なエコシステム

で，この解決策を一体的に考えていかなければなり

ません。

○松尾　ありがとうございます。今ブースさんが

おっしゃったように，法令自体の整備と一般市民の

アクセスとのギャップの間には，多分文化の問題，

既に言及のありました法遵守の文化の問題もあると

思います。法律だけの問題ではなく，政治や経済の

状況，民主化ですとか経済発展の状況，そういった

ことも複雑に絡んできます。

　ここで，法遵守の文化という重要な点について触

れたいと思います。これは法整備支援を行っていく

上でとても重要なものです。このアジェンダが

２０００年代に浮上してきたことには理由がありま

す。法遵守の文化の観点への着目は，犯罪防止のガ

イドラインから出てきました。そして刑事法，特に

刑事手続法の中で議論されてきました。

　法遵守の文化というのは，法の支配の一面を照ら

すものです。法の支配には２つの面があると思いま

す。１つは政府が法に従い権限を逸脱したり濫用し

たりしない，人権を侵すことがないようにするとい

う面です。もう１つの面は，人々が法を遵守すると

いう面です。従来，法の支配という場合には，多く

の人は政府による権限の逸脱や濫用の抑制にフォー

カスしてきました。それがもともとの法の支配のコ

ンセプトだったからです。それは，ヨーロッパ，例

えばイングランドなどで市民の力や議会の力で政府

の権力をコントロールするために，時間をかけて創

り上げられてきた原理でした。

　しかし，２つ目の人々が法を遵守するということ

も，法の支配にとって不可欠の面であり，より根本

的な要素であると思います。法の支配を促進しよう

とした場合，この側面の方がより根源的なものなの

ではないでしょうか。アジア各国の発展を考えると

きに，この視点はとても重要だと思うのです。

　日本も１９世紀に同じような問題に直面しまし

た。つまり，政府による権限の逸脱や濫用を抑制す

る前に，そもそも法を作って運用するために強大な

権限を行使できる中央集権化された政府をまずは立

ち上げるという段階，そこからスタートする必要が

あったのです。そこでは様々な人民もでき上がりつ

つある政府も，できるだけルールに従って国づくり
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を進めることが最大の課題でした。法遵守の文化を

醸成していくために私たちに必要なのは特別なアプ

ローチ，包括的なアプローチだとブースさんはおっ

しゃいました。これは単に規則を作ったり，法律の

専門家のトレーニングを行ったりするということだ

けではなく，より包括的にプログラムを作り，社会

の構成員がきちんと法遵守をするような形を整えて

いくということが必要なのだと思います。そこには，

法律の規則ということに限られず，より広い社会的

な規範も含まれると思います。その際には様々なコ

ミュニティに根差したルールに従うという考え方，

最もプリミティブなルールは各人が属する多様なコ

ミュニティで醸成されなければならないのです。そ

れは，それぞれの社会の歴史や文化に根づいている

と思います。そこで，コミュニティの重要さという

ことを考えたいと思います。どのようにそのコミュ

ニティが発展してきたのか，政治的な構造の中でそ

のコミュニティが各国でどう位置付けられているの

かも考えなければいけないと思います。

　先ほど，ブースさんは，コミュニティレベルでの

インフォーマルなジャスティスの重要性をお話しに

なりました。この法遵守の文化の重要性を理解して，

私たちが協力をして法整備支援を提供している国々

においても，法の支配の構築の順序を考えてゆく必

要があると思いますが，この法遵守の文化について

コメントをいただけますか。

○ブース　以前は政府が法律を守るべきとされ，そ

のことは，国民が法律を守るよりも重視されていま

した。もしかすると日本ではそうだったかもしれま

せんし，他にもそういう国があったかもしれません。

しかし，政府が法律に従わなければいけないという

ことをもっと考えてほしい国々もあります。名前は

挙げませんけれども，そういった国々で私は仕事を

したことがありますし，皆さんもあると思います。

法の支配を取り入れた，そして法の支配ですと言っ

ている，法律をもって人々を支配しようとしている

わけではないと言っています。しかし，市民に法律

を教える，そして法律を尊重させるということばか

りに重きが置かれています。

　法律が尊重に値するのであれば尊重するでしょ

う。概ねあらゆるところで法律が尊重されており，

誠実さがなければいけません。政府が法律を遵守，

尊重しているのであれば，人々も尊重するでしょう。

腐敗，汚職について，政府が職員を公平に罰するとっ

た法律の尊重が政府自身になければ，法の支配は実

現できませんし，法遵守の文化が尊重されることは

ないと思います。

　どのようにルールに従えばいいのかわからないと

いう国もあります。自然な社会的傾向として，人々

は自分が尊重する規則であれば従おうとする傾向に

あります。しかし，ある国では人々が規則に従って

いない，法律に従っていないということであれば，

それは，その法律が尊重にまだ値しておらず，人々

の尊重を勝ち得ていないからです。

　例えば，今，私が住んでいるタイを例に挙げたい

と思います。友人から，ある人がごみを散らかし放

題だととても立腹していると聞きました自分の家の

ドアの前にごみを散らかしていくと怒っていたとい

うのです。「ごみを捨てるな」「法律に違反すれば罰

金３，０００バーツ」という掲示があるにもかかわ

らず，誰もそれを気にかけないでドアの前にごみを

捨てていたというのです。そこで，ドアの玄関に，

亡くなった方に捧げる聖なる赤い水，これは人が亡

くなった際の儀式に使われるのですが，それを入れ

た壺を置いてみたところ，その日から誰もごみを捨

てなくなったそうです。その場所は尊重されるべき

だということに多くの人が気付いたからです。

　そういった普遍的な尊重される「法」というのは

あると思います。タイの人だけがルールを守らない

わけではない。ごみを捨ててはいけないという掲示

があり，罰金は幾らと書かれているのになぜ守らな

いのか。これは文化というよりも，人々に法律・法

制度について教育しなければなりませんし，自分の

権利は何かということを教育して，それが尊重され

るということを記憶させなければなりません。でも，

それだけではうまくいきません。法遵守の文化では

教育はかなり強調されており，それはよいことで，

学校でも大学でも教育はしなければなりません。
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　私は，ベトナムにいたとき，あるいはミャンマー

にいたときに，法学部の学生が貧しい人々，ＨＩＶ

に感染した人々，障害を持つ人々，労働者に対し，

法的なアドバイスを提供する大きなプログラムを実

施していました。法学部の学生が工場に行き，そこ

の労働者に対して，雇用契約やその契約のもとでの

権利の理解を手助けしていました。私たちがこのプ

ログラムを実施した理由は重要だからです。その法

学部の学生が弁護士や検察官，裁判官になった暁に

は，法律の意味，なぜ必要とされているのか，貧し

い人々にとっての法律の意味とその必要性を理解で

きるからです。そして，学生たちは，多くの人々が

社会において法の保護を必要としているけれども，

その法の保護を受けていないということを身をもっ

て知ることができます。苦しんでいる人々がいる，

犠牲になっている人々がいる，それを自分の目で見

て知ることが必要であり，それこそが教育だと思い

ます。法遵守の文化のプログラムとしては，そうい

うことを実施すべきだと思っています。私が申し上

げたいのは，まさにそういったことに人々を関与さ

せていかなければいけない，意識を高めなければい

けない。けれども，それらがうまくいくためには，

エコシステムとして法律，法制度そのものが信頼，

尊重に値するものになって初めて可能だということ

です。

○松尾　ありがとうございました。法の支配につい

ての２つの側面，政府が従うべき側面と，それから

人々が従うべき側面と，両者は常に密接に関わって

いると思います。政府の姿勢であるとか公務員がと

る手続はとても重要で，それが一般の人々の姿勢に

も影響するし，法遵守の文化にも影響してくること

は確かです。例えば，裁判所を信頼できるようにす

ることは，法律そのものに対する人々の意識にも関

わっている問題です。そうした意識の変化も法遵守

の文化を創出していく上で重要なことだと思います。

　残り５分になってしまいましたが，もう一つ取り

上げたい点があります。ドナー間のコーディネー

ションをどのように行っていくことができるかとい

う，古くて新しい問題です。先ほどもお話がありま

したけれども，ＵＮＤＰはコーディネーターの役割

を担っています。あるいはインテグレーターの役割

をして法の支配プロジェクトで取りまとめていくと

いう役割を果たしています。ブースさんはその実践

例として，グローバル・パートナーシップ・プロジェ

クトについてお話くださり，グローバル・フォーカ

ル・ポイントといったプロジェクトについても先ほ

ど紹介くださいました。法整備支援ではやはりメ

ジャーな支援主体として，世界銀行や地域金融機関

などの国際金融機関も関わっていて，それも重要な

役割を果たしていますが，それらについては言及が

ありませんでした。

　ドナー間の協力がどうすれば受入国でうまくいく

のかという議論をよくしますけれども，難しい場合

もあります。例えば，ラオスでの私の経験では，民

法典の起草の支援を行った際に，登記制度や登録担

保取引に関し，世界銀行グループの一つである国際

金融公社（ＩＦＣ）から担保法に関する一部の条項

について，特に質権について修正すべきであるとの

提案がありました。ＩＦＣは，資金提供をするため

に担保を差し入れる際に，新しい担保登録制度を導

入することを求めました。これは企業のビジネス活

動を促す上で役に立つ，世界標準のベストプラク

ティスであると主張しました。それに従って民法典

草案を修正すれば，Doing Business Report のスコア

は現在よりも上昇するけれども，そうでなければ現

在よりも下がるということを具体的に提示してきま

した。もともとの民法典草案では一般市民の便宜を

より重視して，占有を移転する担保形態である質権

を規定していました。企業のビジネス活動と一般市

民の日常取引と，それぞれ違った視点に立っていま

すので，法整備支援の最前線においては，そうした

異なる意見を取りまとめていくのは難しいと思いま

す。もちろんＩＦＣもしかるべき理由があって，そ

ういったアドバイスをしていたわけですが，一般市

民の間に広がっている質権の制度を直ちに登録担保

に全面的に変更することには難しいものがあります。

　こうした状況下でＵＮＤＰは何か特別な役割を果

たすことができるでしょうか。このような議論に際
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してコーディネーションをすることはできるでしょ

うか。ＵＮＤＰは，ラオスでも，Legal Sector Master 

Plan への協力など，長期的視野に立った法律の改

革への計画を持っていて，私は尊敬の念を持ってそ

ういった基本計画の策定支援を見ています。そして

ＵＮＤＰもプレーヤーの一つでありますので，最後

に少し短めに，ＵＮＤＰが果たしている役割につい

てコメントをいただけますか。

○ブース　１分しかありませんので，とても短いコ

メントになりますが，残念ながら私たちはそれほど

そこまでパワフルではないのでないんです。ＵＮＤ

Ｐがコーディネーションの規則を作り，みんながそ

れに従ってくれる，世界銀行も従ってくれるといい

のですが，資金を持っているところが発言力がある

ということになってしまいますし，残念ながら，Ｕ

ＮＤＰより世界銀行の方が力があります。そして私

たちは，こぶしを振り上げることもできなければ，

むちを振ることもできず，説得をするしかありませ

ん。簡単なアプローチはありません。なるべく多く

のドナーに集まっていただいてコーディネーション

したいと考えるのは，それが故です。

　こういったことを議論する，もちろん意見の違い

は当然のことでしょう。異なる意見を持つ権利があ

りますから。世界銀行についておっしゃったように，

世界銀行の提案というのも全く不合理なものではあ

りません。理由はあります。しかし，人々の利益に

かなっているのか，特にラオスの一般市民，貧しい

人々の利害にかなっているのかというと疑問です。

今，ＳＤＧｓがあるわけです。そして過去４０年間，

成長してきましたけれども，成長とともに，より格

差も拡大しています。そして，国連も，その格差解

消にコミットしている。グローバルな不平等につい

ては，国連も，それからダボスですらこの格差の拡

大を懸念しています。

　この逆行するトレンドに対し，私たちはほとんど

何もできていません。不平等さはミレニアムサミッ

トが行われた２０００年頃に比べて２倍にいるので

す。そうではなく，ギアを再度逆転させ，２０００

年に比べて２倍の速さで不平等を解消していかなけ

ればなりません。世界銀行はビジネスに役に立つよ

うな支援を行っているドゥイングビジネス調査など

も行っています。これは企業にとって役立つでしょ

う。それが最下層の人々の犠牲のもとに成り立って

いないのであれば，それはよいことだという論調が

成り立つと思いますし，ＳＤＧｓをサポート要員と

して使えば，説得力を持ってくれるのではないかと

思います。

○松尾　率直なコメントをどうもありがとうござい

ました。

　それでは議論を終える時間となりましたので，こ

こでトークセッションを終えたいと思います。難し

い質問に対しても，とても誠実にお答えいただきま

してありがとうございました。今日は単に理論的な

質問ではなく，私の経験に基づいた質問をさせてい

ただきました。今日のお話も踏まえて，これからも

現場の具体的な実践的場面で様々な協力をし，パー

トナーシップを築きながら，さらに法整備支援の活

動を改善していけたらと願っています。

　それでは，このトークセッションを締めくくりた

いと思います。ありがとうございました。（拍手）

○鈴木　お二方，どうもありがとうございました。

　会場の皆様からコメントや質問を受け付けたいと

思います。

　質問される方は，所属とお名前を述べていただい

た上で，ブース様と松尾様，どちらに対する質問か

明示するようにお願いいたします。

　まず大阪会場からお聞きしたいと思います。

○高木　はい，大阪会場です。

　それでは，まず大阪会場からのコメント，または

ご質問を受け付けさせていただきます。挙手をよろ

しくお願いいたします。特段ございませんでしょう

か。

　大阪からは質問やコメントはないということでご

ざいます。東京のほうに戻します。

○鈴木　はい，それでは東京会場から受け付けたい

と思います。

　複数手が挙がっているんですけれども，最初に挙

げておられた森嶌先生，お願いします。
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○森嶌　１つコメントなんですけれども，お二人と

も法律，法の話をされました。ただ，法を転移しな

ければいけません。これは西洋の法ということにな

ります。法といった場合，特に法整備支援といった

意味においては，私たちは西側の法律の採用を，非

西側の社会において採用しようとしているわけで

す。そして法遵守云々という話をされていますけれ

ども，彼ら独自のやはりルールがあるわけです。法

的であれ何であれ自分たちのルールを持っているわ

けです。タイの赤い水の話をしましたように，コミュ

ニティのルールというのがあるのであるんです。彼

らのルールは西洋，欧米法とは違うのです。法を遵

守する云々とか，いろいろ話がありましたけれども，

私たちは自分たちのものではないルールを導入しよ

うとしているわけです。ですから彼らは，国として，

グローバルな経済に参加するために欧米法を，西洋

の法を採用しなければいけない。それが理由なので

す。

　松尾先生のほうからは，１５とかいろいろ出され

ましたけれども，彼らの社会は，まだ西洋の貿易，

あるいはそのほかの慣習レベルに至っていません。

したがって注意してください。松尾先生。法という

話をするときには，どの法を話しているのか。そし

てランキングの話をする場合に，誰がランキングを

しているのか。そしてどのような基準に沿ってラン

キングをしているのか。そういったとこを是非注意

してください。ありがとうございます。

○松尾　森嶌先生ありがとうございました。森嶌先

生ご指摘のとおりだと思います。日本もそうだと思

いますが，一つの社会の法には古いものから新しい

ものまで幾つも地層があって，立法によって形式化

された法の前に，それぞれのコミュニティででき上

がってきた伝統的なルールがあり，新たに導入され

た法との間には往々にしてギャップがあります。理

想的には，伝統的な社会のルールをベースにしつつ，

あるいはそれとの調和を図りつつ，フォーマライズ

された法律ができ，それを執行するシステムができ，

そしてその法の内容をチェックするという仕組みが

備わることによってルールオブローシステムができ

上がるのだと思いますが，それは一時期には完成し

ないと思います。一遍にそれをつくるということは

不可能で，非常に時間がかかるし，そのプロセスを

進める場合にも，それぞれの国の歴史を考慮しなけ

ればいけないという意味で，森嶌先生のおっしゃる

とおりだと思います。先ほど私が示したワールド・

ジャスティス・プロジェクトの結果というのも，私

自身もどういう基準で，誰にどういうインタビュー

をして，その結果が出ているかということを含め，

データ自体の客観性や信頼度は，もっときちっと見

なければいけないということは，先ほど言及したと

おりです。その資料の信頼性ということ自体が問題

とされる余地はあると思います。その問題はやはり

大きな問題として残されていて，その前提として森

嶌先生がおっしゃるように，どういう意味でその方

法を語っているのかということは大前提になると思

います。

　そういう意味でもルールオブローの進展について

は，プロセスを重視して進めるべきで，それぞれの

国のペースを見なくてはいけないということは，逆

に私たちの側からも発信していかなければいけない

と思っています。もっとも，Rule of Law Index の値

から何も得るものがないかというと，逆にそれをう

まく利用する余地があるかも知れません。そのよう

に評価される理由の中には，法整備支援の方法を改

善するために利用可能な具体的ヒントが含まれてい

る余地もあり，そこは謙虚に，かつしたたかに利用

する姿勢も必要だと思います。そういう意味では，

あくまでも私たちが具体的に何をすべきかというこ

とを見出す一つのきっかけとして出した資料であり

ます。それ自体についてはさらに検証が必要ですし，

その際にも，森嶌さんがおっしゃった視点というの

を取り入れて，むしろ私たちの方から発信していく

ということが必要だと思います。ありがとうござい

ました。

○鈴木　ありがとうございます。

　時間の関係もあるのですが，もう１問受け付けた

いと思います。

　それでは，佐藤教授，お願いします。
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○佐藤　ありがとうございます。

　ニックさんにお伺いします。スライドの７ページ，

ＵＮＤＰのパートナーシップ，ガバナンスというの

が一つそこで言われています。この文章はちょっと

インターネットでは見つけることができませんでし

た。これについて少し詳しく説明していただけませ

んか。私はＵＮＨＣＲで，一度働いていたことがあ

ります。ＵＮＴＡＣでもカンボジアで伺ったことが

あります。平和維持活動です。カンボジアについて

は，そのＵＮＴＡＣを通じて法制度の改革なども，

１９９３年，早い時期ですが進んできました。以来，

司法改革をＪＩＣＡ，あるいは日本ベースでも進め

てきました。しかし最近の最高裁の決定では，前の

選挙で野党が政権につきましたから，カンボジアの

民主主義を最高裁によって反故にされてしまったと

いうことがあります。したがって，この法整備支援

というのは，もろ刃の剣ということだと思います。

もちろん法的なインフラもあるように思います。た

だ，法ロンダリングということにもなると思います。

カンボジアを批判しますと，これは内部，国内の問

題に口を挟んでいるというようなことも言われま

す。しかし，それを進めないと司法が進まない，司

法改革が進まないということがありますから，ジレ

ンマに陥ってしまうわけです。これら特定の問題に

ついて，どう扱うかということは難しい問題だと思

います。司法改革はもちろん重要でありますけれど

も，どうしたらいいのでしょうか。相互主義にする

のか，包摂性の問題なのか。ただ，これらは非常に

曖昧なスローガンです。どうやって優先順位をつけ

るのか，どうアプローチをしたらいいのか，どう戦

略を立てたらいいのか，ＵＮＤＰのアプローチにつ

いて聞きたいと思います。より現実を勘案したとき

に，グローバルコンパクトで難民等の問題もありま

したので，その観点からお伺いしたいと思います。

○ブース　ありがとうございます。２つの大変興味

深い質問を１回で答えたいと思います。

　まず最初に申し上げたいのは，国連，ＵＮＤＰの

ＵＮＨＣＲの協力についてお話をされました。これ

は人道開発，これがまさに中核であります。もっと

焦点を当てていかなければいけません。今日，ます

ます，難民，政治亡命を求めるような人たち，こう

いう人たちは人道的な問題です。しかし同時に，こ

れらの人たちというのは，もう何年も同じ状況にあ

り，多くの人たちが，１０年以上にわたって住んで

いるかもわかりません。あるいはブータンを出るの

を余儀なくされた。そして，ネパールの東のほうに

も十数年にわたって居住している人たちもいるわけ

です。ロヒンギャの人たちについてなど，そうした

問題を扱うとき，対応するときには，近い将来にい

ろんな問題を解決しなければいけません。我々の領

域においては，司法アクセスということによって，

基本的なサービス，財産，それから暴力からの保護，

こういったところはまさに難民，あるいは亡命を求

めてきた人たちにとっては基本的なことです。ＵＮ

ＨＣＲは，もちろんキャンプにいる人たちにいろん

な影響力を持っています。いろんな接触もあります。

私たちの経験というのは，司法へのアクセスがより

多い。もっと言いますと，ミャンマー，バングラデ

シュもあるかもしれません。そういったところで，

我々はパートナーシップを組んでいるわけです。

　ただ，基本的な質問をされました。すなわちカン

ボジアの例を先ほど言われましたけれども，私が申

し上げたいのは，ディープなアプローチというのは，

ここでもまた幾つか日本とも共有できると思うので

すけれども，私たちは，長期的な見解をとります。

このようなエコシステムをつくるということを，そ

して市民にいろいろ情報を提供するということ，そ

れから表現の自由，司法アクセス，人を理解する，

そして政府の職員を研修するということをいろいろ

やっていかなければいけませんが，これは最終的に

市民に行き渡らなければいけません。場合によって

はフラストレーションもたまります。私たちは，い

かに何年もの，そしてアメリカのいろんな州が，例

えばゲイの結婚といったところがあります。そして

最高裁の決定があって，最終的にそれが逆転された

というようなこともあります。例えば，報告を書く

場合に，はっきり覚えていませんが，２０１４年だ

と思いますけれども，そのときに報告が書けず，そ
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のことが大きな失敗のように思われました。成功は

０％，どの州の中でもそれは受け入れられないと

思ったかもしれませんが，しかしその年になれば大

きく変わるということもあるわけです。それが代償

になるということもあるわけです。

　既にサックス先生も言われましたが，ナジブ大統

領，ナジブがマレーシアで選挙に勝つということを

言っていました。そしてこの政府が継続する，そし

て汚職がないというように言っていましたけれど

も，間違っていました。そして，ヤミーン大統領が

モルジブで勝つと言っていました。そして野党が

ひっくり返すことはできないと言っていましたけれ

ども，それは間違っていました。マレーシアについ

て見てみると，マレーシアで予期しない野党の勝利

があったのは，忍耐強い市民社会の努力があったか

らです。どの一時点をとっても，どの国を見ても，

法の支配において，私たちが失望することもあるで

しょう。そして結果を出すということが難しく感じ

るときもあるかもしれません。しかし忍耐強くやっ

ていく必要があります。そして経験から見ると，長

期的に見れば，このトレンドというのは可逆的であ

り，不可避的なものであるということなのです。で

すから私たちは強さを持って，そして長期的な視点

を持って努力を続けていかなければいけません。是

非それを皆さんに伝えたいと思います。

　これは私の個人的な見解なので，ＵＮＤＰの公式

な見解ではありませんが，目標の中には短期的なも

のも多くあります。国の中には３年で成果を出した

いという国もあるのです。私は，国内の人権保護を

する機関を支援していくということに情熱を持って

いるのですけれども，ドナーの中には，「もし３年

で成果が出れば支援する」。「ジェノサイドがなくな

れば支援する」など，とか，そういうことを言うド

ナーもいるのですが，それは期待し過ぎなんです。

すぐに結果が出るものばかりではないからです。

　私がフラストレーションを感じるのは，これも個

人的な見解なのですけれども，私たちのパートナー

の中には，具体的に測定可能な，もちろん測定可能

な目標というのは必要なんですけれども，常に三，

四年で成果を出すべきであるという人たちがいるの

です。しかし私たちは，より長期的に考えていかな

ければいけません。ベトナム，ラオス，カンボジア，

そういった国についても同じです。長期的にはいい

成果が出るはずです。そして成功も見えています。

そして段階的に支援をしている国が改善されたとい

う事例も実際にあります。皆さんの支援，私たちの

支援，そして第三者の支援に基づいて，さまざまな

ことが今後できるわけです。ぜひ長期的な視点で

ゲームに参加していきましょう。

○佐藤　はい，それはよくわかります。私も長期的

な視点を持って活動してきました。しかし問題とし

ては，より喫緊の課題もあるわけです。例えば中国

の裏で行われている法律の改革ですけれども，こう

いった新しいアジェンダにどう対応するべきなの

か。カンボジアなどでもそうですが，中国におきま

しては法の支配という独自のモデルがあるわけで

す。そうすると，そこで対立が生まれてくる可能性

もあります。その彼らの法律改革というのが，私た

ちにどのような影響を与えるのか。

○ブース　中国はもっと複雑です。中国のモデルに

ついて言及されましたけれども，中国というのは，

これまでよりも国際システムと関わってきていま

す。中国は，より多くの中国人に国連で働いてほし

いというふうに思っていますし，中国バージョンの

ＪＩＣＡを作って国際的に開発の支援をしていま

す。そして社会的にも環境的にも標準を作ろうとし

ています。中国は黒白で決定できる国ではないので

す。中国はＳＤＧｓのアジェンダに対応していると

ころもありますし，批判を受けるべきところもある

かと思います。

○鈴木　それでは，本日，会場に国連開発計画駐日

代表事務所の代表にお越しいただいているというこ

とで，第２部のプレゼンテーション，トークセッショ

ンに関して，あるいは午前の部全体について，コメ

ントをいただきたいと思います。

　近藤哲生様，よろしくお願いいたします。

○近藤　ありがとうございます。もう時間も過ぎて

おりまして，皆様おなかもすいていらっしゃると思
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うので，一言だけ申し上げます。

　今，中国の話が出ましたが，中国が国際社会の枠

組みに積極的に参加するということにおいては，近

年，大きな変化が見られるというのは喜ばしいこと

であります。ただ，これまで法務省法総研，また日

弁連の方々にお招きいただきまして，ＳＤＧｓにつ

いて一緒に考えるという機会をいただきましたけれ

ども，先ほど，ニコラス・ブースが申しております

ように，ＳＤＧｓの１６というのは非常にプログレ

スが測りにくいゴールでございますし，また自分で

これをやった，達成したということを自分から言い

にくいゴールでもあります。

　その背景には，このグローバル・アライアンスを，

ただ単にそこに参加するだけでなく，提唱して推進

できる国というのは，実は世界の中で限られている。

それはその国の歴史的な背景などもございます。私

もチャドやコソボで法制度整備支援をＵＮＤＰから

やっておりまして，私が日本人であるがゆえに各国

の政府の法務大臣，また大統領などに，ＵＮＤＰが

進める法制度整備支援を理解していただけたという

経験がございました。

　ジェフリー・サックス教授が述べておられました

ように，途上国が直面しておりますこれからのＳＤ

Ｇｓの課題，特にプライベートセクター，企業の活

動をどういうふうに規律していくかということにつ

いては，これはイノベーションが必要でございます。

この日本の推進してこられた長年の法制度整備支援

の知恵と経験をグローバル・アライアンスに生かし

ていただくという大きなイノベーションができれ

ば，それが可能になると思います。どうもありがと

うございました。（拍手）

○鈴木　近藤様，ありがとうございました。

　それでは，お時間となりましたので，以上で第２

部を終了いたします。皆様，ブース様，松尾様に，

いま一度盛大な拍手をお願いいたします。（拍手）

（休　憩）

○鈴木　ただいまから午後の部を始めさせていただ

きます。

　第３部では，法整備支援の関係者の皆様に，ここ

１年の法整備支援に関する活動報告をしていただき

ます。

　報告者をご紹介します。

　名古屋大学法政国際教育協力研究センター長，國

分典子様。日本弁護士連合会国際交流委員会前委員

長，外山太士様。ＪＩＣＡ産業開発公共政策部次長

兼ガバナンスグループ長，澤田寛之様。国連アジア

極東犯罪防止研修所所長，瀬戸毅様。法務総合研究

所国際協力部副部長，伊藤浩之です。伊藤副部長は

大阪会場から報告いたします。

　報告者の皆様のご経歴については，配布しました

資料をご覧ください。

　それでは，國分様，よろしくお願いいたします。

○國分　ただいまご紹介にあずかりました名古屋大

学の法政国際教育協力研究センターの國分と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

　今日はＣＡＬＥの事業についてご報告させていた

だきます。

　私どものセンターは，２００２年に設立いたしま

して，法整備支援事業というのを展開してきており

ます。私どもがミッションとしていることにつきま

しては３つほどございまして，１つは研究面で法整

備支援，それからアジア法ですね，アジア諸国の法

についての研究及び共同研究等のコーディネートと

いうことと，それから２番目に法学教育支援といた

しまして，アジア諸国で自国の法律を自らつくって

運用できるような人材を育成していくというような

ことを掲げております。それから３番目として，そ

れと同時に，そういうアジアのことに精通して，そ

のアジアにおける法整備支援に貢献できるようなグ

ローバルリーダーを育成するというようなことが３

つのミッションでして，１番目は研究の側面，そし

て２番目，３番目というのは教育面のミッションと

いうことになるかと思います。

　このうちの２番目がＣＡＬＥが海外に展開してお

ります日本法教育研究センターの活動につながると

いうものでして，これが実質的にＣＡＬＥの活動の

一番大きな部分と言っていいかと思いますし，ＣＡ
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ＬＥが行っております恒常的な法整備支援活動の主

たるものということになります。

　次の図なんですけれども，これもご存じの方多い

かと思いますが，ＣＡＬＥが海外に現在展開してお

ります，各地に持っておりますセンターでございま

す。ただ，これらのセンター，それぞれ役割が違い

まして，先ほど教育ということを申しましたけれど

も，今出ております８つのうちのインドネシアと

ミャンマーにつきましては，教育についてはやって

おらず，研究面に特化してやっているというような

ことになっております。

　今日は，主に２番目のミッションに関連するよう

なことに特化いたしまして，それに研究面の問題と

いうのを付け加える形で，ＳＤＧｓとの関係で活動

報告及び今後の展望についてお話しさせていただき

たいというふうに思っております。

　まず，教育面ですけれども，先ほどのミッション

の２にかかわるＣＡＬＥの活動の大きな部分と申し

ました日本法教育研究センターにおける活動という

ことになります。４番目の画面に出しましたのが，

現在やっている教育，どんな形で具体的にやってい

るかということでございますが，現在８つのうちの

２つは研究に特化していると言いましたが，今，具

体的にここに出しました日本語による日本法教育と

いうのをやっておりますセンター，名古屋大学が中

心的になってやっておりますセンターというのは，

ベトナム，モンゴル，カンボジア，ウズベキスタン

というような４つの地域ということになります。現

地のトップ大学の法学部にセンターを置いて展開し

ているという形になっているんですが，学生は自分

たちの国の大学に入って４年，モンゴルだけ５年間

教育ですので５年になりますが，まずは日本語を学

んで，それから日本法で，特に民法・憲法を主とし

て学んでいくということをやっております。教材は

ＣＡＬＥが独自に開発したものを使うということで

やっておりまして，教員としては，現在，日本から

は日本語の担当者１名，それから日本法の担当者を

１名，特任講師として派遣するということをしてお

りますほか，その他，各センターの現地講師という

のをそれぞれ２名から４名置き，更に，非常勤やボ

ランティアで，ここにおいでのＪＩＣＡ関係の方々

などにもかなり手伝っていただいているというよう

な形で運営をいたしております。

　こういう活動をいたしまして，現在，各センター，

既に今言った４つのセンターは，１０年を超えてい

るということになっているのですが，今後，この活

動をどういう形でサスティナブルに，またどういう

形で発展させていくか，つまり続けるだけではなく

て，どういう形で発展させていくかというような問

題が，今後の話ということになるわけです。

　これについて１つ考えておりますのは，将来的に

は現地化，これは我々のセンター設立の時からの大

きな目標といたしまして，そのころ私は名古屋大学

にはいなかったのですが，先達が掲げた目標として，

将来的には現地で運営していけるような形に，今言

いました日本法教育研究センターをもっていくとい

うことを考えるということがございます。ただ，そ

れがすぐにはなかなかできませんので，その間どう

いうふうにしていくのかというようなことが出てく

るわけです。

　これに関連いたしまして，これも何人かの方々は

もうご存じかと思いますけれども，昨年度，日本法

教育研究センター・コンソーシアムというのを立ち

上げました。次の図になります。こういう形で，名

古屋大学のみならず，日本のいろいろな大学，それ

からアジア法に関心のあるような研究者にも会員と

なってもらうという形で，ちょっと会費を取ってコ

ンソーシアムの形で，そのセンターの運営に関連す

るようなことを考えていくようにするということで

す。

　こういうことを始めましたのには２つの目的がご

ざいます。１つは，名古屋大学だけではちょっと支

え切れないものを全国規模で支えてもらう。これは

予算面，それから人的な面の両方でございます。そ

れからもう一つは，全国的にやっぱりこういう法整

備支援に関わるような試みを広めたい，関心を持っ

てもらうようにしたいというようなことがございま

した。
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　具体的なコンソーシアムの活動としてどういうも

のを掲げているかなのですが，それは次の６番目と

７番目の図になります。

　１つは，この６番目，７番目の今映し出しており

ます１番でございますけれども，各大学に各国セン

ターの学生を留学生として受け入れてもらうという

ことで，将来その国を支える人材を更に多く育成で

きるようにしたいというふうに考えております。

　それと，その次の２番目ですね，留学生向けの日

本法教育手法の開発というのをちょっとセットにし

て考えておりまして，留学生向けの教育手法や教材

開発を行うということをこれからやっていこうとい

うことを始めているところであります。日本に来て

からの留学生のみならず，今の日本法センターの現

地においても，法学的な思考になじむための，より

効果的な学習のできるような環境をつくる，そのた

めの教材をつくるということを考えておりまして，

この作業を今年度始めるということをやってきてお

ります。先ほど言いましたように，その各センター

の使っている教材というのも，既に１０年以上経過

しているということになっておりますので，そうい

う教材の改訂作業というのをやっているわけでござ

います。

　それから，次の４のところにありますように，日

本で次世代の法整備支援を担うような人材というの

を，インターンとして各センターに受け入れるとい

うようなことも試みておりまして，コンソーシアム

に加盟していただいている，今，１６大学ございま

すが，そこに門戸を開いて，今年度は一ツ橋大学か

ら優秀な学生さんにインターンとして来てもらい，

現地でインターンとして活動してもらうというよう

な試みをいたしました。

　さらにもう一つ，今年度力を入れましたのは，コ

ンソーシアムの協賛会員の獲得，ということで，企

業に加入してもらうということであります。持続可

能な活動には何といっても資金が必要でございます

ので，企業に協賛会員になってもらうということを

考えたのですが，その会員になってもらうには，やっ

ぱり企業側のメリットを考えざるを得ないというと

ころがございまして，現在，中小企業を中心に関心

を持ってくれるような企業を募っていますけれど

も，中小企業の場合，現地の法律家とか，あるいは

比較的安価で信頼の置ける法律事務所をうまく探せ

ないので，そのような法律家や法律事務所が現地で

企業展開をするときに必要だ，というような話を聞

いておりますので，そのあたりの人をつなぐという

ようなこととかをちょっとやりながら，企業の参加

を呼びかけているということです。大学としては，

もちろん利益重視というわけにはいかないのですけ

れども，会社側も社会的な責任というようなことを

考えるようになってきておりますので，必ずしも利

益だけではなくて，我々の活動に関心を持ちつつ，

そういうことで協賛会員になってくれるというとこ

ろがちょっとずつ出てきているというような話に

なってきております。

　以上，教育面のお話をしたんですが，最後にちょっ

とだけ，時間がなくなりましたが，教育研究面のお

話をいたします。

　先ほどもカンボジアなどで必ずしもうまく支援が

根づかないといったようなお話が出てまいりました

けれども，そもそも考えてみますと，支援対象国で

なくとも，シンガポールなど考えますと，アジアで

そもそも法の支配，あるいは立憲主義って何なんだ

ろうというような問題がございます。

　そこで，最後の図にありますような共同研究とい

うのを来年度から行おうということで，ちょうど学

術振興会から予算も得ましたので，やってみようと

いうことで考えております。ここでは拠点Ａと拠点

Ｂというふうに書いてあるんですが，Ａはアジアで

ある程度社会が安定し，発展したというような国家

として３つ，日本，シンガポール，韓国というのを

取り上げまして，それぞれの憲法体制，立憲主義の

あり方を考える，それからその発展モデルを考える

ということを，この３国の研究機関で共同してやっ

てみるということを考えております。かつ，それと

同時に，そういうそれぞれの発展モデルが新興地域

にどういうような寄与をすることができるのかとい

うようなことを，新興地域の拠点Ｂの地域の学者を
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巻き込みながら考えて，アジアにおける人権保障と

法的安定性の強化のネットワークをつくっていこう

ということを考えているというのが，この我々のこ

れからやろうとしている共同研究の試みであります。

　持続可能性という点からいたしますと，こういう

共同研究というのに体制移行国の若い学者を巻き込

むというようなことをしていくということが非常に

必要なことではないかなというふうに思っておりま

して，その留学生を，こちらで育てて帰して，その

後どうなっていくかということを考えた場合に，必

ずしも本国に帰って彼らが働きやすい環境，あるい

は研究しやすい，教育しやすい環境というのが整っ

ているわけではありませんので，そういう面で彼ら

の研究力の強化というようなことを考えつつ，アジ

アにおける，日本のみならず，韓国，シンガポール

といったような地域を巻き込みつつ協力関係を進め

ながら，新興国の支援というのを何らかの形で，研

究面で進めていくことができればいいなというふう

に考えている次第です。これに関連いたしましては，

多分，この共同研究を始めましたときに，ここにお

いでの皆様方にも何らかの協力をお願いするという

ようなことが出てくるかと思いますが，ぜひそのと

きは何とぞよろしくお願いいたします。

　ということで，ちょっと走ってしまいましたが，

ＣＡＬＥの活動報告と，ちょっと今後の展望を交え

てお話しさせていただきました。どうもありがとう

ございました。（拍手）

○鈴木　國分様，どうもありがとうございました。

　続きまして，外山様，お願いいたします。

○外山　ただいまご紹介いただきました，日本弁護

士連合会国際交流委員会の外山と申します。

　私の資料なんですが，他の機関の資料と違いまし

て白黒ということで，大変みすぼらしくて申し訳な

いんですが代わり，その代わりと言ってはなんです

が，今日はちょっと派手目のネクタイを締めてきて，

その代わりにさせていただけたらと思います。

　本日の私のご報告なんですが，この１年間の活動，

それから今後の活動予定ということで，現在，当委

員会が取り組んでいる具体的なプロジェクトとしま

しては，カンボジア，ベトナム，モンゴル，ミャン

マーと，あと司法アクセスの強化をテーマとするマ

ルチの本邦研修と，大体この５つぐらいございます

ので，それぞれについて少し説明させていただきた

いと思います。

　まずカンボジアなんですけれども，カンボジア，

今日配布資料の中にもありますが，弁護士会としま

しては，２０００年ごろからカンボジアに弁護士養

成校を設立して，弁護士の養成をきちっとした形で

やるというプロジェクトをやっておりましたが，そ

れが２００７年，２００８年ぐらいまでで一段落を

いたしました。その後しばらく，それほど目立った

大きな支援はしていなかったんですけれども，

２０１６年１０月の選挙で選任されました新しい弁

護士会長と面談する機会がございまして，その際に，

この間，弁護士会プロジェクトとはもちろん別で，

ＪＩＣＡ，ＩＣＤで民法・民訴法の起草支援をずっ

とやってこられて，それが法律になっているという

状況の中で，弁護士としても，その実務上の運用が

なかなか難しい面があるんだと，混乱があるんだと

いうお話があり，もともと民法・民訴法は日本の知

恵でつくったもので，もちろん日本法と全く同じで

はありませんけれども，母法と言ってもいいもので

ありますので，その似たような条文，あるいは法の

仕組みを持っている日本の民法・民訴法はどんなふ

うに運用されているのか，そういうものを教えても

らえないかという，そういう話がございました。

　我々としても，現地の一般の住民の方が遭遇する

日常的な法律問題が弁護士の助力で適切に解決され

ていくということは，法の支配を社会に定着させる

という意味では非常に重要なことであろうというふ

うに考えましたし，また，その当時，午前中のセッ

ションでもちょっと問題になっていましたが，既に

カンボジアで，やや反民主主義的な動きが起きてい

る時期でもございまして，日弁連としては，そうい

う反民主的な動きがある，あるいは人権侵害が現に

相当程度行われている国に対して支援していいかと

いう，こういう課題が前々からございまして，それ

に対しましては，そういう支援を行うことが法の支
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配を強めることにつながり，かつ，その現政権等が

行っている人権侵害を助長しないのであればやるべ

きであると，こういう一応の整理をしているところ

なんですけれども，このように日常の住民が遭遇す

る法律問題に関する支援であれば，これは政権がど

うだということとあまり関係のない支援だというこ

とで，助長にはならないだろうという，こういう判

断もございました。

　それから最後は，これは本当に，森嶌先生を初め

とする先達の方々に本当にお礼を申し上げなければ

ならないわけですが，カンボジア民法・民訴法とい

うのは，もちろんクメール語で書かれているわけで

すが，起草支援過程でその民法・民訴法の日本語訳

だけでなく，民法・民訴法の日本語訳に付けられた

様々な注釈でありますとか，あるいは以前に行われ

た様々なセミナーの資料でありますとか，そういう

日本語の資料がたくさんございまして，それを利用

させていただけるということで，これは現実にそう

いうものができるのではないかということで始めさ

せていただいた次第です。

　具体的には，２０１８年の１月に遺産分割，次，

３月に離婚，そして昨年夏に民事執行ということで，

今，３つのテーマで既に実施をしています。現地の

弁護士に対して，大体いつも１００名程度集まって

きてくれておりまして，講師は日弁連の会員と，そ

れからＩＣＤの教官にも一部担当していただき，あ

と現地の弁護士とも協働しながら行っています。最

初の２回は，たしかインターネットの配信はしてい

なかったと思うのですが，なかったと思うんですが，

昨年の８月に行われました民事執行につきまして

は，カンボジア弁護士会がフェイスブック上にペー

ジを持っておりまして，そこを通じての配信も実施

されました。ちゃんと最初から最後まで見た人間の

数が数えられているわけではないとは思うのです

が，１，０００アクセスぐらいあったということで，

途上国でもこういうインターネットを通じた配信と

いうのが，それなりに効力があるのではないかなと

いうことも思いました。今後は，今年の３月に民事

保全と，それから訴状の作成に関するセミナーを実

施する予定にしています。

　次，ベトナムなんですけれども，ベトナムにつき

ましては，ＪＩＣＡのプロジェクトの一環としまし

て，２００９年からベトナムの弁護士連合会に対す

る支援を行っておりまして，具体的には毎年１回の

本邦研修というのを実施しています。今年度は弁護

士倫理と，それから組織の改編ということをテーマ

に先月実施したばかりであります。このテーマだけ

を見ると，弁護士会の運営の支援ということで，何

回もやっているかのようなテーマに聞こえるかもし

れないんですけれども，今回，今までとちょっと変

わってきたなと思うのは，実施したのはここにあり

ますように先月なんですけれども，それに遡ること

か６か月以上前から，現地に赴任している専門家弁

護士を通じまして，ベトナムの弁護士会側とかなり

緊密な協議を行いました。テーマ選びとテーマで何

をやるかということにつきまして。相手からもテー

マに関連する詳細な質問事項が３か月ぐらい前まで

には出てくるということで，なかなかこれ，言うは

易し行うは難しということで，なかなかこういうこ

とができることばかりではないので，これを元に講

師にもこの質問事項を伝えまして設計・実施をした

ということであります。

　それから，続きましてモンゴルなんですが，モン

ゴルは一昨年の１１月にモンゴル弁護士会と，

ちょっとモンゴルの場合は特殊でして，モンゴル法

曹協会というのが法曹三者を含む強制加入の団体で

ありまして，モンゴル弁護士会はモンゴルの弁護士

の多数が加盟している任意団体という位置付けに

なっておりますが，この三者との間での友好協定を

締結いたしました。それ以前からこのモンゴル弁護

士会との間で日弁連は関係がございまして，１年に

１回，モンゴル弁護士側の費用で来日をしていただ

き，こちら側の講師の講師料とか，そういうものは

日本側で負担するというスキームでの自主来日研修

というのを行っておりました。今度は３月ですけれ

ども，証券取引所市場規制というものをテーマに自

主来日研修を行う予定にしています。

　それからもう一つ，この機会を捉えまして調停制
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度に関するシンポジウムを行うことにしておりま

す。ご承知のように，ＪＩＣＡプロジェクトとして，

過去，調停の支援プロジェクトをやっておりまして，

それによって調停法が成立してモンゴルでも調停が

始まっています。ところが聞くところによりますと，

これが随分，今，盛んになっているようでして，年

間１万件以上の取り扱いがあると。これが人口比で

言えば，日本で数えるところの４０万件に当たるも

のになりまして，日本の調停がどうも司法統計によ

れば２３万件程度ということからしますと，日本よ

りもよっぽど多いということで，ちょっとその実態

を聞きたいということもあってシンポジウムを行い

ます。皆さんのところに，ちょっと未定稿ですけれ

ども，ビラを，お手元にお配りしております。３月

２９日に行いますので，ぜひご参加いただけたらと

思います。

　それから次，ミャンマーなんですが，ミャンマー

はまだ弁護士会としては特に関係を持っておりませ

んので，先月，現地調査ミッションを行って，支援

の可能性というものを少し探ってまいりました。

ミャンマーの場合は，まだ強制加入の弁護士会とい

うものはございませんで，なかなか弁護士に対する

支援といっても，誰を相手にすればいいかというと

ころがなかなか今難しい状態です。ただし，先方か

らは商取引や国際関係に関する弁護士教育をやって

もらえないかというような要望がございまして，今，

どこをカウンターパートにしたらいいのかというこ

とも含め，こちらで検討している状況にあります。

　それから最後に，司法アクセス協会に関するマル

チ本邦研修というのを昨年実施いたしまして，これ

はＪＩＣＡさんからの委託で行ったものでありま

す。６カ国から９名を招聘いたしまして，日本の司

法アクセスに関する様々な施設の訪問や講義などを

行いました。あと，もう二年度実施される予定とい

うふうに伺っています。

　ということで，非常に雑駁ですけれども報告させ

ていただきました。どうもありがとうございました。

（拍手）

○鈴木　ありがとうございました。

　続きまして，澤田様，お願いいたします。

○澤田　ただいまご紹介をいただきました，独立行

政法人国際協力機構ＪＩＣＡ産業開発・公共政策部

ガバナンスグループのグループ長をしております澤

田でございます。本日はＪＩＣＡを代表いたしまし

て，法整備支援分野における２０１８年度の活動及

び２０１９年度の活動についてお話をさせていただ

きたいと思います。

　まず最初になりますが，ＪＩＣＡの事業実施に当

たりまして，法務省，最高裁判所，日本弁護士連合

会，公正取引委員会，さらには関係の大学等の研究

機関，研究者の方々に多大なご協力をいただいてお

りますことを，改めて御礼申し上げます。

　まず最初に，２０１８年に実施をいたしました案

件ということで，簡単に状況をお話しさせていただ

きたいと思います。この後，ＩＣＤ，それからＵＮ

ＡＦＥＩがお話しされますので，ちょっと中身とし

てダブってしまうところもあるかと思いますが，お

許しいただければというふうに思います。

　２０１８年度は，我々ＪＩＣＡは，皆様方のご協

力を得まして，１２カ国で１６件の技術協力プロ

ジェクト，個別専門家派遣，第三国研修，国別研修

を実施いたしました。このうち，この図に載ってい

る案件で，タイの第三国研修，それからモンゴルの

競争法の技術協力プロジェクト，ネパールの技術協

力プロジェクトについては，２０１８年が最終年と

いうことで，いずれも終了いたしております。

　せっかくの機会でございますので，若干，各プロ

ジェクトの主な活動状況についてしお話をさせてい

ただければというふうに思いますけれども，ラオス

につきましては，冒頭の理事の前田のご挨拶でも触

れさせていただきましたが，昨年，民法典が国会で

可決をされるというような成果が出てきておりま

す。また，それ以外にもプロジェクトで労働法のハ

ンドブックを作成するというようなこともしている

というふうに承知をしております。また，民法とい

う切り口で申し上げますと，２０１７年に制定をさ

れましたネパールの民法が２０１８年８月１７日に

施行されておりますけれども，引き続き専門家の方
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を中心に新民法の普及に向けた活動を実施しており

ます。また，中国に関しましても，２０１７年１０

月に民法の総則が施行されておりますが，現在，引

き続き民法分編の制定に向けた作業が進んでおりま

す。

　また，ちょっと民法と離れますが，中国につきま

しては，専利法の改正作業というものについてＪＩ

ＣＡで支援をさせていただいておりまして，こちら

についても順調に進展をしているものと承知をして

おります。

　続きまして，ミャンマーでございますけれども，

ミャンマーにつきましては，プロジェクトで契約審

査ガイドラインというものを策定しております。ま

た，このほかに，現在，裁判官向けの知的財産権，

それからビジネス関連紛争といった２つのテーマを

取り扱った執務参考資料というものの作成を支援し

ております。

　インドネシアでございますけれども，日本，それ

からインドネシアの知的財産権に関する裁判例を取

りまとめた判決集を現在作成いたしまして，今後，

インドネシアにおける裁判官の研修において活用す

る予定となっております。また，インドネシアの大

きな課題でございます法的整合性の向上を目指した

法制執務のガイドブックの作成という作業も行って

いるところでございます。

　バングラデシュの国別研修に関しましては，調停

制度の利用促進を図るということにフォーカスをい

たしまして，調停人の育成という観点から，本年度，

本邦研修を実施いたしました。

　また，ベトナムにつきましては，２０２０年に向

けて新しい活動として，民事法分野の法制度に関す

る調査研究，刑事訴訟法で定められております争訟

原則に関する共通理解を形成するための法曹三者に

よる共同活動といったものに取り組んでおります。

　最後にカンボジアでございますが，こちらについ

てはいろいろ関係者の方にもご心配をおかけしてい

るところではございますけれども，案件実施を促進

すべく，１月に合同調整委員会を開催いたしまして，

カンボジア側と率直な議論をしてまいりました。こ

の結果については，また機会を見てご報告させてい

ただければと思います。

　次に，課題別研修について，簡単に触れさせてい

ただきたいと思います。

　現在，課題別研修につきましては，国連アジア極

東犯罪防止研修所ＵＮＡＦＥＩ，日本弁護士連合会

及び公正取引委員会のご協力をいただき，２０１８

年は６コースを実施いたしました。

　それから，２０１８年の動きといたしまして，新

規のプロジェクトをご紹介しておきたいと思いま

す。いずれも純粋な意味の新規ではなくて，既存の

プロジェクトの後継案件という形になりますけれど

も，ラオスとミャンマーで新たな技術協力プロジェ

クトが開始をされております。

　簡単にそれぞれの概要をご紹介させていただきま

すと，ラオスの法の支配発展促進プロジェクトにつ

きましては，２０１８年７月から２０２３年６月ま

での５年間という期間で，ラオスの法・司法分野の

中核人材が基本法令の法理論の研究，同理論に基づ

く運用・執行，法令及び実務の改善能力を身につけ，

研究成果を同分野の関係者に共有するとともに，持

続的な活動実施体制を具体化し，法学教育，法曹等

の養成の担当者が質の高い法律実務家を育成する能

力を身につけるということを目的としてプロジェク

トを開始しております。

　一方，ミャンマーの法・司法制度整備支援プロジェ

クトにつきましては，２０１８年６月から２０２１

年３月までの２年１０か月間という期間で，ミャン

マーの法・司法及び関係セクターにおいて，市場経

済体制の確立及び外国投資の促進に資する法的イン

フラの整備を進めるための改善策が検討され，それ

らの法的事項に関する組織的・人的能力が向上され

ることを目的として，新たなプロジェクトを実施し

ております。

　今日のこの連絡会のテーマがＳＤＧｓに向けてと

いうことですので，先ほどちょっと日弁連の外山先

生からも既にご紹介をいただいてしまいましたの

で，若干話を短くはいたしますが，日弁連と共同し

て司法アクセス強化の課題別研修を開始しておりま
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す。これＳＤＧｓ１６の１６．３にも記載をされて

おります Access to Justice というところの具体化に

向けまして，日本の経験を共有して司法アクセスの

重要性の理解及び自国における司法アクセスの向上

に向けた制度の導入推進を図るということで研修を

実施しております。まだ第１回目の研修ですので，

これがどのような成果につながってくるのかという

ことは必ずしも見えてきませんけれども，参加した

研修員からは非常に好意的な反応を得たというふう

に承知をしております。

　続きまして，長期研修について，若干ご報告をさ

せていただきたいと思います。

　ＪＩＣＡでは，中長期的な人材育成を図る観点か

ら，長期研修，留学生受け入れということを従来よ

り積極的に進めてきております。法整備支援の分野

におきましても，これまでも無償資金協力の人材育

成奨学計画と通じまして，主に修士課程を中心とす

る留学生を受け入れ，人材の育成を図ってまいりま

したけれども，新たに長期研修，法制分野の中核人

材育成コースというものを開始いたしまして，博士

号取得を目指した研修員の受け入れを開始しており

ます。本コースの実施に当たりましては，名古屋大

学及び九州大学から多大なご協力をいただいており

ます。この場を借りて改めて御礼申し上げます。

　人材育成に関しまして，もう一つ，ＪＩＣＡとし

ての動きをご紹介したいと思います。

　ＪＩＣＡでは，従来からの取り組みに加えまして，

新たに北岡理事長の主導のもと，ＪＩＣＡ開発大学

院連携というものを開始しております。これは開発

途上国の未来と発展を支えるリーダーとなる人材を

日本に招き，欧米とは異なる日本の近代の開発経験

と戦後の援助実施国としての知見を学ぶ機会を留学

生に提供するというものでございます。

　このプログラムにおいては，それぞれの専門分野

の教育・研究というものは当然のことですが行われ

ますけれども，加えて共通プログラムとしての日本

理解プログラムというものを設けることにしており

ます。また，各大学においても，独自のプログラム

として，近代日本の開発経験に関する事業科目を追

加して開講いただくことをお願いしております。既

に幾つかの大学にはこうしたプログラムを開講いた

だいておりまして，そうした中では法整備支援のこ

れまでの取り組みといったようなことについてもご

紹介をいただいております。こうした取り組みを通

じ，広く行政間に法整備支援の意義及び法の支配の

重要性というものを共有してまいりたいというふう

に考えております。

　次に，我々内部での取り組みを幾つかご紹介した

いと思いますが，ＪＩＣＡでは，２０１８年５月に

事業戦略「普遍的価値の共有，平和で安全な社会の

実現」─ピースというふうに我々言っておりますけ

れども─を策定しております。これはＪＩＣＡの，

我々，独立行政法人でございますので，必ず中期計

画というものを策定しておりますけれども，この中

に記載をされております４つの開発協力の重点課題

ごとに，ＳＤＧｓの目標の実現にＪＩＣＡとしてど

のように事業を通じて貢献していくのかという方向

性を明らかにしようとしたものでございます。

　さらに，個別の案件だけではＳＤＧｓの目標達成

への貢献は極めて限定的なものになってしまうこと

から，クラスターと呼ばれる共通の目標を有する案

件の塊を単位として，案件の管理を進めていきたい

ということを現在考えております。２０１９年は，

こうした取り組みを通じ，法整備支援というクラス

ターが，全体としてＳＤＧｓの目標達成にどのよう

に貢献できるのかということを強く意識しながら，

さらに個別の案件で取り組むべき課題を明らかにし

て案件管理を行っていくべく，引き続き議論を行っ

ていきたいというふうに考えております。

　また，皆様方もご承知のとおり，これまでの法整

備支援の取り組み成果を広く発信することを目的と

して，「世界を変える日本式『法づくり』」を昨年６

月に発刊いたしております。同書籍の出版に当たり

ましては，本日ご出席の皆様を含め，多くの関係者

の方のご協力をいただきましたことを改めて御礼申

し上げます。本書籍につきましては，新聞・雑誌の

書評欄でも取り上げていただくことができ，法整備

支援の広報の一助になったのではないかというふう
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に考えております。また，一般財団法人出版文化産

業振興財団から，本書籍を英訳し出版したいとのご

提案もいただいており，今後は海外への発信も進め

ていきたいというふうに考えております。

　最後になりますが，２０１９年の取り組みについ

ても簡単にご説明をさせていただきたいと思います。

　２０１９年につきましても，引き続きカンボジア，

インドネシア，ラオス，ミャンマー，ベトナム，中

華人民共和国，バングラデシュ，ネパール，ケニア

といった国で現行案件の実施に取り組んでまいりま

す。ベトナム，インドネシアにつきましては，現行

プロジェクトが２０２０年をもって終了となります

ので，その後を見据えた協力の方向性につきまして，

関係機関のご意見も伺うとともに，相手国との意見

交換を進めながら検討してまいりたいというふうに

思っております。

　次に，２０１９年の新たな取り組みについて触れ

させていただきます。

　２０１８年度の要望調査において，法整備支援に

関連する案件として５件の要望が提出をされており

ます。ベトナム及びモンゴルの競争法の技術協力プ

ロジェクト，ネパール個別専門家の後任でございま

す。これらはいずれも現在実施中，又は過去に実施

をした案件の後継案件という位置付けになります。

さらに国別研修として，仏語圏アフリカ刑事司法及

びスリランカから移行期の正義における司法人材育

成能力強化という案件が要望されております。これ

ら２つの研修の案件につきましては，刑事司法の分

野における法の支配の強化，ひいてはＳＤＧｓの目

標達成ということに貢献できる案件というふうに考

えております。

　ＪＩＣＡといたしましては，２０１９年は，より

一層ＳＤＧｓの目標達成に貢献することを意識しな

がら，法制度整備支援の実施に努めてまいりたいと

思います。

　ご清聴いただきましてありがとうございました。

（拍手）

○鈴木　澤田様，ありがとうございました。

　続きまして，瀬戸様，よろしくお願いいたします。

○瀬戸　ただいまご紹介いただきました，国連アジ

ア極東犯罪防止研修所の瀬戸と申します。

　本日お話しする内容は，ここに書いたとおりであ

りまして，早速アジ研の説明をいたします。

　アジ研とは，ここに書いてあるとおり，国連アジ

ア極東犯罪防止研修所と言われるもので，その頭文

字をとってＵＮＡＦＥＩと言っております。もとも

とは国連と日本国政府の協定に基づいて設立するこ

ととなったものでありまして，１９６２年から実際

に活動を開始しております。当初は国連と日本国政

府の共同運営ということでしたので，アジ研の所長

は国連から派遣されておりました。その後，

１９７０年に一部その内容を改定いたしまして，

７０年からは日本国政府が全面的に運営を行うとい

うことになっております。そのために，アジ研とい

う組織はありますが，そこで運営に携わるのが法務

省法務総合研究所の国際連合研修協力部ということ

になりますので，法務省の職員が全部アジ研の運営

に携わっていると，そういうことになります。

　国連との関係ですが，国連との協定に基づきでき

ましたので，この建物の正面玄関のところに国連の

旗を掲げることができているということになりま

す。そして国連の犯罪防止分野での事務局がウィー

ンにあります国連薬物犯罪事務所でございますの

で，そこを中心とした国連犯罪防止・刑事司法プロ

グラム・ネットワーク機関の一員として，国連の諸

活動を支援しているということになります。その結

果，後で述べますコングレス，それから国連犯罪防

止刑事司法委員会であるコミッションにおいても，

オブザーバーの立場で参加することができておりま

す。

　アジ研の主な活動といたしましては，国連の犯罪

防止・刑事司法分野の重要関心事項に配慮した研修

を実施しておりまして，この研修はＯＤＡ予算，Ｊ

ＩＣＡからのもの，それから法務省独自のものを用

いて実施しております。

　ここがＰＮＩと呼ばれるＵＮＯＤＣ，国連薬物犯

罪事務所を中心とした関係機関のネットワークであ

ります。
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　先ほど言いましたように，アジ研と国際連合研修

協力部というものが実は同じであって，私はアジ研

の所長であるとともに，法総研の部長という立場で

活動しております。

　実際のＵＮＡＦＥＩの研修内容ですけれども，大

きく分けて研修は３つに分かれます。国際研修とい

いまして，全ての途上国を対象に年４回の研修を

やっております。それから次に，特定の地域に限定

した形でありますが，特に東南アジアを対象とした

地域研修を現在行っております。そのほか国別研修

などを行っておりまして，国別研修は，より個別の

案件に特化した形で行っております。それぞれ，こ

この括弧内で書いてあるものを対象に研修を行って

おります。

　ＳＤＧｓとの関係でいいますと，当然ながら国連，

ＰＮＩの一機関になりますので，ＳＤＧｓの推進を

特に重視しておりまして，これに関する広報を行っ

たほか，実際の研修においても，このＳＤＧｓを踏

まえた形でテーマ設定をするということになってお

ります。それから，これらの研修を通じて，日本と

各国の刑事司法関係者の作りネットワーク作りを

行っておりますので，この意味ではゴール１７のグ

ローバル・パートナーシップの実現にも寄与してい

るというところでございます。

　主要な課題である４つの国際研修について申し上

げますと，春には捜査・公判を担当する実務者を集

めた研修，秋は矯正・保護を担当する実務者のセミ

ナー，それから高官はこの春と秋の２つのテーマを

それぞれ隔年ごとに行っております。それから汚職

防止研修というのがありまして，これは国連の腐敗

防止条約の実施に関して，毎年同じテーマでやって

おります。ただ，この汚職防止研修の中で，それぞ

れもう少し個別のテーマを毎回設定しております。

大体，世界中の途上国から各国１，２名，それから

日本人も５，６名参加しますので，合計すると２０

名から最大では３５名という例がありますけれど

も，そのぐらいの人間が集まって，ここアジ研にお

いて研修を行っているということになります。

　今年度の研修のテーマは，ここに書いてあるとお

りでございまして，春は薬物の不法取引の捜査・公

判についての対応，それから秋は薬物使用者の処遇

ということで，いずれもゴール１６，あるいはゴー

ル３ないし１６というものをテーマにしております

し，汚職研修は，これは腐敗防止が内容となってお

りますのでゴール１６．５。それから高官，これは

現在やっている研修でございますけれども，不寛容

犯罪の刑事司法的対応ということで，不寛容を動機

とする犯罪，それから差別を動機とする犯罪という

ものを内容としておりまして，女性に対するものも

含めますので，ゴール５．１，５．２，それから

１０．２，１６のなどを想定した研修の内容となって

おります。

　ちなみに，今日レセプションがちょうど終わる頃

に，現在スタディツアーで広島，京都に行っている

研修生が帰ってくる頃になると思いますので，今回

はアジアの研修生が多いですけれども，いろんな国

から来ているというのを，もしかしたらちょっとご

覧いただけるかもしれません。

　それから来年度ですけれども，来年度は春に人身

取引及び移民の密輸に関する研修，秋は女性・子供

を被害者とする犯罪者の再犯防止の研修を行いま

す。それから高官は，刑事司法の各段階を通じた犯

再犯防止，円滑な社会復帰ということで，いずれも

ゴール１６，それからゴール５などを内容とするも

のとなっております。

　それから，先ほど申しましたように，アジ研は既

に５０年を超える歴史がございまして，１３９カ国

の人が研修に来ておりますし，日本人も含めまして

５，８００人以上の同窓生がいることになります。

国によって来る人数も違いますので濃淡はあります

けれども，いい関係を築いていて，そのネットワー

クなどの維持も図っているところでございます。

　それから最後になりますが，京都コングレスとの

関係もお話ししたいと思います。

　京都コングレスは，この来年の春に行われる５年

に１回の刑事司法分野の国連最大の会議になりま

す。もちろん，コングレスそのものについては，法

務省，外務省が中心となってやるわけですけれども，
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ＵＮＡＦＥＩは，このコングレスにおいて４つ行わ

れるワークショップの１つ，再犯防止に関するワー

クショップを企画・運営する予定になっております。

もちろん，これもインクルーシブなものを対象とす

るので，ゴール１６に関わるものとして，今，その

準備を進めております。また，この京都コングレス

の機会に同窓生を集めた同窓会を開催しまして，人

的ネットワークの強化に努めたいと思っております。

　以上です。どうもありがとうございました。（拍手）

○鈴木　どうもありがとうございました。

　続きまして，大阪会場の伊藤副部長，よろしくお

願いいたします。

○伊藤　大阪会場の国際協力部，伊藤でございます。

ＩＣＤの活動報告については，こちら大阪から報告

をさせていただきます。ＩＣＤの本拠地は昭島に移

転してしまいましたが，私自身はここ大阪に帰って

きたなと，本拠地に，ホームグラウンドに戻ってき

たなという感じでおります。今日，大阪には多くの

方にご参加いただいております。大阪からも張り

切って報告をさせていただきたいと思います。

　まず，東京を含めましてお集まりの皆様には，日

ごろＩＣＤの活動に多大なるご支援，ご協力をいた

だきまして，改めまして御礼申し上げます。ありが

とうございます。

　スライド２枚目でございますけれども，今回の法

整備支援連絡会は，第２０回という記念すべき回に

なっております。第１回は２０００年，平成１２年

に開催しておりまして，これはＩＣＤが設立される

よりも前のことですし，ＩＣＤの機関誌「ＩＣＤ　

ＮＥＷＳ」もまだ創刊されていない時期のことでご

ざいます。そのため余り記録としては多く残ってい

ないんですけれども，その当時，第１回の法整備支

援連絡会にも，３０ほどの機関から合計９０名ほど

の方々にご参加いただいているようです。

　当時，法務省の特別顧問をしていただいておりま

した三ヶ月章先生にもご参加いただいており，当時，

三ヶ月先生は，このようなことをおっしゃっておら

れたようです。アジアに対する法整備支援が，民間

のみならず，ＪＩＣＡ，法務省においても本腰を入

れ始めたのは日本にとって大きな第一歩であるとい

うことや，また参加された感想として，このような

盛大な法整備支援連絡会が開かれ，かつ各機関の発

表内容の質が高いことに敬服した。本日のような熱

意を持ってアジアに発信していけば，２１世紀はア

ジアの世紀に近づくであろう，このような明るい希

望を持つことができた，このような感想をお話しさ

れていたようでございます。今日も，毎年１回，こ

のように多くの関係者の皆様にご参加いただいて法

整備支援連絡会を開催できることに，心より御礼申

し上げます。

　さて，３枚目のスライド，これは本日何度も出て

おりますので繰り返しませんが，ＳＤＧｓのゴール

との関係でございます。こちらにはゴール１６と

１７を挙げさせていただきましたが，既に本日話に

出ておりますように，法整備支援は，これ以外のゴー

ルにも関わってものと思います。

　スライド４枚目，こちら字が小さくて大変恐縮で

ございますが，別途お配りしておりますパンフレッ

トの方もあわせてご覧ください。これまでの法整備

支援の主な内容について，一覧していただけるもの

と思います。

　時間の関係もありますので，次のスライド，５枚

目についてご説明をさせていただきます。

　私どもＩＣＤの活動は，大きく分けますとＪＩＣ

Ａプロジェクトなどへの協力をさせていただくとい

うものと，それ以外，ＩＣＤが独自に行うものと２

つございます。ＪＩＣＡのプロジェクトに関しまし

ては，先ほど澤田次長からもご説明をいただきまし

たので，詳しく繰り返すことはいたしません。

　ＪＩＣＡのプロジェクトへの協力ということで申

し上げますと，こちらに挙げましたように７つの国

に関するプロジェクト，主なものでございますが，

その中でも特にプロジェクト形式で行っているベト

ナム，カンボジア，ラオス，ミャンマー，インドネ

シア，こういったプロジェクトについて，本邦研修

の実施，現地セミナー実施，専門家派遣などについ

て協力をさせていただいております。

　ベトナムにつきましては，法令については数多く
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つくられておりますけれども，その法令間の整合性

に問題があったり，統一的な運用，実効性のある形

での法律の適用といったことにまだまだ問題がある

と承知しております。そういったことを改善するた

めの基盤整備の支援をテーマとした司法省を対象と

する本邦研修などを行っております。

　カンボジアにつきましては，先ほどご説明があり

ましたけれども，不動産登記法，訴状等の民事訴訟

の書式例，そして判決書の公開，こういったことを

テーマに現地で活動が行われております。今月，今

年の２月ですね，カンボジアの皆さんが日本に来ら

れて，本邦研修，このプロジェクトでの第１回の本

邦研修を実施する予定になっております。

　ラオスにつきましても，本日何度か話が出ており

ます。これまで人材育成をテーマに支援をしてまい

りました。本年度，２０１８年度もその人材育成の

一環として，事実認定を向上させるということを

テーマとした本邦研修を実施しております。

　続きまして，６枚目のスライド，それ以外のＩＣ

Ｄによる最近の取り組みを，こちらの方で幾つか挙

げさせていただいております。

　東ティモールに関しましては，これまでも幾つか，

調停法などを含めて幾つか起草支援をしてまいりま

したが，現在は東ティモールの抱える大きな問題で

ある土地に関する権利関係が不明確，それによって

土地紛争が深刻化しているという問題に対する取り

組みを行っております。土地関連法に関する整備が

できるような共同研究といったものを行っておりま

す。

　また，ウズベキスタンにつきましては，長年，本

日大阪においでいただいております名古屋大学の市

橋先生が中心になって行政法の支援をしてこられま

した。この行政手続法，行政訴訟法が成立し，施行

されておりますので，現在ではＩＣＤでもこの名古

屋大学の皆さんと協力をして，この行政法に関する

適切な解釈・適用ができるようにという支援を行っ

ております。

　また，ネパールでございます。ネパールに関しま

しては，ご承知かと思いますけれども，民事・刑事

の実体法，手続法が一体になっていたムルキ・アイ

ン，これを解体して，新５法と言われているもの，

民事・民事訴訟法，刑法・刑事訴訟法，それに量刑

法を加えた５法が施行されております。民法につい

ては，ＪＩＣＡの法的支援アドバイザーが現地にお

りますけれども，ＩＣＤでも刑事分野について，逮

捕状ですとか仮釈放，保護観察，そして量刑といっ

たネパールにおいて新しく導入されている制度の適

切な運用を支援する活動を行っております。

　続きまして，スライド７枚目につきましては，我々

の国際機関との連携等についてご紹介させていただ

いております。今年度，２０１８年度から，法務省

からＵＮＤＰに職員を派遣しております。今日，東

京会場に稲垣君という検事が出席していると思いま

すけれども，法務省から，職員を派遣するようにな

りました。そしてＵＮＤＰ，それからワールドバン

ク，こちらの活動，シンポジウムに我々の方で参加

をするということを行っております。スライドに出

ておりますのは，ＵＮＤＰで昨年１１月に行われた

セクションの１１コマでございまして，テーマとし

ましては，裁判外紛争解決手続，ＡＤＲと司法アク

セスをテーマとするセクションであり，これにつき

ましては，本日大阪にお越しいただいている名津井

先生に大変ご協力いただきました。この後，一言コ

メントをいただきたいと思っております。

　それと，最後に大阪での活動でございます。大阪

でのＩＣＤの活動を引き続き行っております。６月

に「法整備支援へのいざない」という若者向けの活

動，それから本邦研修も一部大阪で実施しているも

のがございます。ミャンマー，それから今月，イン

ドネシアの研修を一部大阪で，関西で行う予定にし

ております。

　それから，右下の写真にありますように，アジア・

太平洋会社法実務研究会という会を大阪ベースで

行っておりまして，今年度はこの成果物，本の出版

に至っております。

　また，関西の大学とも連携をさせていただいてお

ります。大阪大学の「法と開発」という講義で講義

をさせていただいたり，神戸大学においてはアジア

ICD NEWS　第79号（2019.6） 169

ICD79G-11.indd   169 2019/06/17   16:51:24



からの留学生をＩＣＤ昭島で受け入れて業務説明等

をさせていただきました。本日，大阪の会場にもこ

の留学生の方，何人か来ていただいております。こ

ういった連携を行っております。引き続きＩＣＤの

活動へのご協力をよろしくお願いいたします。

　それでは，名津井先生，申し訳ありませんが，一

言コメントをいただければ幸いでございます。よろ

しくお願いいたします。

○名津井　はい，大阪大学の名津井です。

　先ほど伊藤副部長からご紹介いただきましたよう

に，昨年１１月，ＵＮＤＰ，そしてワールドバンク，

先ほどご紹介のありました裁判外紛争解決手続と司

法アクセスに対するセッションを行うようにという

ことで，一応やってまいりました。ただ，ここで紹

介いただいている写真ですけれども，もともとの

ミッションとしては，ワールドバンクがメインで，

ＵＮＤＰは（プレゼンテーションの）練習という位

置づけだったんですけれども，絵面が恐らくこちら

の方がうまくいっている感があったのか，それでこ

ちらで対応されたものと思います。ワールドバンク

の方がうまくいかなかったというわけではなくて，

ちょっと一緒にセッションさせていただいた高梨教

官さんと私の距離がかなり離れてしまっております

ので，ワールドバンクでは。そういったことからこ

ちらが選ばれたのだろうと思います。

　最初お話しいただいたときには，法務省，あるい

はＪＩＣＡ，つまり日本の法整備支援がＡＤＲを通

じて司法アクセスに大きく貢献しているのだという

ことをアピールせよというお題でありましたので，

最初わかったつもりでおったんですけれども，よく

よく考えてみると，裁判外紛争解決手続と司法アク

セスということで，何か２つの概念，水と油のよう

な感じもありまして，どうしたものかと思っておっ

たわけですけれども，日本が行ってきた法整備支援

の中で，裁判外紛争解決手続，これによる法整備支

援といいますと，例えばモンゴルにおける調停の法

制度の整備支援が非常に成功例として知られており

ます。ですから，それは裁判所付設型の調停であり

ますので，裁判所に行って調停を行うと。そういう

意味では司法アクセス，裁判所へのアクセスとＡＤ

Ｒというのがうまくつながるということでありまし

た。

　また，当時，一緒にセッションさせていただいた

高梨さんですけれども，現在，バングラデシュで同

様に裁判所付設型の調停についての支援に取り組ん

でおられるということでありますので，今回いただ

いたお題にとってみれば最適だということで，モン

ゴルと，それからバングラデシュの話を中心に当日

はセッションさせていただいたということでござい

ます。

　簡単に，以上です。

○高木　名津井先生，ありがとうございました。

　大阪からは以上でございます。

○鈴木　どうもありがとうございました。

　報告者の皆様，どうもありがとうございました。

　各報告者に対する質問がおありの場合は，次の部

のパネルディスカッションの際にあわせて質問，コ

メントなどをお願いいたします。

　これで第３部を終わりにいたしまして，ここで

２０分間休憩をとりたいと思います。

（休　憩）

○鈴木　これより，日本の法整備支援の目的・役割

は何かをテーマに，パネルディスカッションを行い

ます。

　第３部で活動報告をしていただいた皆様にもご登

壇いただきます。ご来場の皆様との質疑応答の時間

も設けますので，先ほどの活動報告についてもあわ

せてご質問ください。

　パネリストとモデレーターを紹介いたします。

　パネリストは，先ほど活動報告をしていただきま

した國分典子様，外山太士様，澤田寛之様，瀬戸毅

様，以上のほか，外務省国際局地球規模課題総括課

の村上裕公様，法務省大臣官房国際課の福島崇之様，

以上がパネリストの皆様です。

　モデレーターは，法務省法務総合研究所国際協力

部部長の森永太郎が務めます。

　パネリストの皆様のご経歴については，配布しま
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した資料をご参照ください。

　それでは，森永部長，よろしくお願いいたします。

○森永　了解しました。

　改めまして，本日は皆様，まさに遠路はるばると

いう形容が成り立つところですけれども，本当はお

足下の悪い中と言おうかと思ったんですけれども，

どうも天気の方は大丈夫だったようで安心しており

ます。

　パネルディスカッション，先ほど活動報告等で登

壇いただいた方々，それから新たに外務省の村上様

と，それから法務省の大臣官房国際課の福島課付に

登壇していただきましたので，ちょっと先立ちまし

て，ごく簡単にお二方，自己紹介をしていただけれ

ばと思いますので，まず村上さんからお願いいたし

ます。

○村上　ありがとうございます。外務省地球規模課

題総括課から参りました村上と申します。

　地球規模課題総括課の課員は３つの職責を背負っ

ておりまして，１つは分野別，当課では教育ですと

か水衛生，ジェンダー，そういったセクターに関す

るイシューを見るのと同時に，その中に法制度整備

支援も入っておりまして，私自身それを担当すると

いう所掌でございます。それと同時にもう一つの

被っている帽子が，国連機関の担当者というのもご

ざいまして，私自身は今日も来場しておりますＵＮ

ＤＰ国連開発計画を担当しているということでござ

います。３番目の帽子，役割としましては，政府全

体としてＳＤＧｓ推進本部というのを総理がチェア

マンという形で立ち上げて，このセクリタリアット

ワークを地球規模課題総括課の方で行っているとい

うことでございます。法制度整備支援の専門家の皆

さんの前でお話しさせていただくのは非常に光栄で

すし，今まで有意義なディスカッションを拝聴させ

ていただきまして，非常に勉強になったなというと

ころですので，何らかの形で貢献できればというふ

うに考えております。

　どうぞよろしくお願いいたします。

○森永　はい，どうもありがとうございます。

　それでは，福島課付，お願いします。

○福島　法務省大臣官房国際課付の福島と申しま

す。よろしくお願いいたします。

　法務省の大臣官房国際課というのは，昨年の４月

に新たに設置された部署でございまして，法務省の

国際関係事務につきまして，基本的，総合的な政策

の立案や総合調整などを行う部署ということにされ

ております。

　法務大臣官房国際課では，今，法務省は，法の支

配等の普遍的価値を国際的に浸透させることなどを

目的とします司法外交というのを推進しておりまし

て，そのための部署として現在活動しているところ

でございます。私自身は，法務総合研究所の国際関

係事務に関する国際事務というのに従事しておりま

すので，その関係で法制度整備支援というのにも関

与させていただいているところでございます。

　本日は，識見・経験共に非常に豊富な皆様の前で，

こうしたところでお話をさせていただくのは大変僭

越でございまして，光栄なことでもございますけれ

ども，何とぞよろしくお願い申し上げます。

　以上でございます。

○森永　はい，どうもありがとうございました。

　それでは本題に入りたいと思いますけれども，午

前中から議論が続いておりますけれども，今回の，

本日の法整備支援連絡会のテーマ，大きなテーマが

ＳＤＧｓと法整備支援，あるいは法制度整備支援と

いうことになっておりまして，このパネルディス

カッションでは，そのコンテクストで日本の法整備

支援の目的・役割は一体どういうものだろうかとい

うようなことを改めて問い直してみようというの

が，このパネルディスカッションの趣旨であります。

　日本の法制度整備支援と申しますのは，もちろん

ＵＮＡＦＥＩの活動も，これも広い意味での法制度

整備支援だということになれば，１９６２年から続

いているということになりますし，それからこの法

整備支援，あるいは法制度整備支援といった用語が

意識的に使われるようになってからは，それは

１９９２年にベトナムからの要望に応じて，まさに

本日もお見えになっていらっしゃいます森嶌昭夫先

生が１９９３年から支援を始められた，そして９４
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年から法務省が関わらせていただいている，それか

ら９６年にＪＩＣＡプロジェクトとして始まったと

いうような，一番最初の頃のこの頃から始めまして，

もうかなりの年数がたっておるわけでして，一方，

国連のこの開発目標に関しては，このＳＤＧｓのい

わば前身と申しますＭＤＧｓがありました。そして

その後，ご案内のとおり２０１５年からは，今度は

サスティナブル・ディベロップメント・ゴールズと

いう形でＳＤＧｓという形の目標設定が行われまし

た。

　そうしますと，私どもも含めまして，これまであ

まり，特にＭＤＧｓに関しましては，その文面上，

法の支配といったようなことが正面から取り上げら

れることはなかったのに対して，ＳＤＧｓに対して

は，皆さん私よりもご承知だと思いますけれども，

ゴール１６の中に，特に１６．３のところに明確に

この法の支配といったことがうたわれて，法の支配

と司法アクセスということがうたわれるというよう

になったことになりまして，今まであまりこういっ

た開発目標というものを，もちろん非常に意識して

支援をしてこられた機関もございましょうし，それ

から一応そういうこともあるんだけれども，それと

はあまり連結を意識しないまま法整備支援を行って

きた機関というのもあるということになると思いま

す。しかし，２０１５年にこのＳＤＧｓの中に法の

支配，司法アクセスといったことが明示されたこと

によりまして，やはりどの機関もこれにアラインし

ていくというような方向性が，緩やかな方向性がで

きてきているのではないかというふうに考えられる

わけであります。

　そこで，もちろん，これまで意識的にこのＳＤＧ

ｓを正面から目標として，新たに法整備支援を立ち

上げるということも考えられると思いますけれど

も，多くの機関はそれまでもいろんな活動をやって

きたわけでありまして，そこにある意味でロード

マップとしてＳＤＧｓの，特に１６が飛び込んでき

たといいますか，でき上がったといいますか，こう

いった経緯になるわけですので，それぞれの機関，

意識的にか，無意識的にか，それは別といたしまし

て，ＳＤＧｓの達成という方向性に資する，あるい

はそれを促進するような形での活動というものがど

ういうふうに展開されるのかということを，各機関

のご意見をお伺いしたいというのが大まかな趣旨で

ございます。

　そして，今回はこのパネルディスカッション，時

間の関係もございますので，質問を３つに絞らせて

いただきます。この３つの私の方からご質問を申し

上げて，それぞれあらかじめ申し合わせをお願いし

てありますパネリストにお答えいただいて，後に皆

さんとのディスカッションに移りたいというふうに

考えております。

　あらかじめ申し上げますと，最初のご質問は，各

機関の活動を実施されていく中で，このＳＤＧｓの

達成に向けて，何か，どのようなインパクトを与え

ることを企図して活動しておられるか。何らかのイ

ンパクトを与えるということを企図して，意図して

活動されているかということと，それからもう一つ，

これはちょっと厄介な話なんですけれども，それを

やったとして，その結果について，それをどうやっ

て評価あるいは検証していくのかと。そういったこ

とについて何か，確固たるものがなくても結構でご

ざいます，何かのアイデアをお持ちなのかというこ

とを，まず最初にお聞きしたいと思います。

　それから，第２の質問といたしまして，このＳＤ

Ｇｓの関連において，各機関が想定されている，あ

るいはそういうふうに考えられているという法整備

支援の目的，ＳＤＧｓの関連における法整備支援の

目的と関連というのは，目的・役割というのは一体

どういうものなのかということ，どういうふうに捉

えておられるのかということを，それぞれご意見を

いただきたいというふうに思っております。

　そして，最後の第３番目の質問としましては，そ

ういったことを踏まえて，これから我が国の，日本

の法整備支援というのはどういう姿を見せるべきな

のか，どうあるべきなのかと。具体的には，例えば

関係各機関との連携も含めて，具体的に何を，どう

いうところに重点を置いて実施していくべきなのか

と。いずれも茫漠として，なかなかすぱっとした答
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えの出るようなご質問ではないんですけれども，こ

ういったことについての若干のご意見をいただきた

いということにいたしたいと思います。

　そこで，早速でございますけれども，まず質問１，

もう一度繰り返しますと，各機関で活動を実施する

上で，ＳＤＧｓの達成に向けてどのようなインパク

トを与えることを企図して活動しておられるかと。

それからまた，その結果について今後どのように検

証することを予定されておられるのかという観点か

ら，まず，トップバッターで大変恐れ入りますが，

外務省の村上様に，外務省における取り組み，それ

から日本のＳＤＧｓモデル，それから外に向けての

貢献という形で，若干お話をしていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

○村上　はい，どうもありがとうございます。きちっ

とした形でどれだけお答えできるか，若干，いささ

か不安な点はありますけれども，私は，ちょっとパ

ワーポイント，駆け足な形ではありますけれども，

当課がＳＤＧｓ推進本部のセクレタリアットワーク

をしているということを先ほど付言させていただき

ましたので，その観点を中心に，日本としてＳＤＧ

ｓにどういうふうに取り組んでいるか，取り組もう

としているか。もう既に皆さんご案内のところが

あって，若干，お詳しい方にとってはリダンダント

になってしまうかもしれませんけれども，そこをお

つき合いいただきつつ，今年は一体，我が国のＳＤ

Ｇｓ推進にとってはどういう年なのかということを

ご理解いただければなというふうに思って，こちら

の，少し手短ではありますが，報告をさせていただ

きたいと思います。

　何度も繰り返しになりますが，２０１５年の９月，

国連サミットで全会一致で採択されましたＳＤＧ

ｓ，持続可能な開発目標，サミットレベルで合意さ

れたということですので，国連の場で我々が決めた

ということに実はなるかと思います。時々，私も小

学生の皆さんとかにＳＤＧｓについてお話しさせて

いただく機会があるんですけれども，何か決められ

たものなのというような質問があって，その際に，

決められたんだけれども，実はその意識決定に我々

も関わっていることになっていますよという説明は

必ずするようにしております。ＭＤＧｓがご案内の

とおり途上国向けの開発を実現するという目標設定

だったものに比べて，今回は普遍性，全ての国が行

動することを伴うと。その包摂性，誰一人取り残さ

ないように，そういう社会を形成すると。また，ガ

バメントだけではなくて，全てのステークホルダー

が役割を果たすと。それについて，さまざまな問題

について，社会，経済，環境に統合的に取り組むと

いう統合性も一つの重要なポイントでもあります

し，何よりも実はその透明性，定期的なフォローアッ

プというのが，実はもう一つの工夫，肝のポイント

でもございます。

　政府がどのような取り組みをしてきたかというこ

とを，ちょっとおさらいしたいと思います。

２０１６年５月にＳＤＧｓ推進本部というものが総

理が本部長となって設置されまして，これ全閣僚が

参画しておりますので，外務大臣もそうですし，も

ちろん法務大臣も参加しているということでござい

ます。その会議に知的なインプットを行う組織とし

てＳＤＧｓ推進円卓会議というのが設置されており

まして，実は，もうご都合で退室されましたが，近

藤駐日代表もこの円卓会議の一員でございます。直

近のこの推進本部は，昨年暮れ，２０１８年１２月

に開催されまして，ＳＤＧｓアクションプラン

２０１９というのが決定され，第２回ジャパンＳＤ

Ｇｓアワードの，これ実はＳＤＧｓアワード，ご存

じの方とご存じない方いらっしゃるかと思うのです

が，民間企業，それから自治体，学校，いろんな団

体の中で，ＳＤＧｓの推進・実施に貢献していると

いう団体を選んでいただいて，総理，閣僚が表彰す

るというスキームでございます。

　１２月に策定されたアクションプラン２０１９の

ポイント，これちょっと非常に字が細かくて，一つ

一つ見ていくのは困難なので，ポイントだけお話し

させていただきますと，誰一人取り残さない社会を

実現するために，一人一人の保護，能力強化に焦点

を当てた人間の安全保障の理念に基づいて，世界の

国づくりと人づくりに貢献していく。これ，もちろ
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ん日本の国の中のことも含んでいるということでご

ざいます。その中では三本柱を中核とした日本のＳ

ＤＧｓモデルに基づいて，実施指針に総力を挙げて

取り組むというふうに明記されています。その三本

柱というのは色のついている３つのポイントです。

１つはＳＤＧｓと連動する Society５．０の推進，

あれでいきますと科学技術を活用し，イノベイティ

ブな形で民間の活力を取り込んでＳＤＧｓを推進す

るというのが１つ目の柱。

　２つ目の柱は，ＳＤＧｓというのは中央政府のも

のということではなく，実は取り組み自体は地方で

すとか，コミュニティレベルに落とし込まないとい

けない話なので，ＳＤＧｓを原動力とした地方創生，

強靭かつ環境に優しい魅力的なまちづくりというの

が２番目の柱でございます。

　３番目は，今度はより多様なアクターを取り込む

という観点もございまして，ＳＤＧｓの担い手とし

て，次世代，ユースですね，それから場合によって

はお年を召した方の知見を活用するといったことも

ございましょう。それから女性のエンパワーメント

に取り組むということが明記されているということ

です。こういった日本らしいモデルというものをで

きるだけ明確にし，これを東南アジア，あるいはア

フリカといった国，国際社会に展開していくという

のが今回の改定版のアクションプランの肝でござい

ます。

　時間の関係もありますので，１枚飛ばさせていた

だきまして，ＳＤＧｓ実施指針というものがござい

まして，これは１７のゴールを日本の国内取り組み

向けに，もう一度再配分，もう一度クラスタリング

したんですね。それを８つに分けたということでご

ざいます。実はその８つのクラスタリングの中の７

番目，一番端になりますが，ここに平和と安全・安

心社会の実現というクラスターがございます。まさ

にここの主要な中核を担うべきアクターが法務省で

もありますし，それから皆様の活動というふうに位

置付けられると思います。

　これは先ほど簡単に触れさせていただいたジャパ

ンＳＤＧｓアワードですね，政府として様々なアク

ターの取り組みをよりエンカレッジしていくという

意味においては，いろんな団体が頑張っているとこ

ろを，やはりもっと盛り立てていくという施策が必

要という観点からこのような取り組みを行っており

まして，先般の１２月に第２回，その１年前に第１

回が創設されたという経緯でございます。

　本日の一番ちょっと皆さんにお伝えしたかったの

はここでございまして，最後のスライドになるんで

すけれども，国内的にはアクションプラン２０１９

に基づいて，より日本のＳＤＧｓモデルというもの

は何なのかということをどんどん拡充していくとい

うのが国内的な努力目標でございます。

　その一方で，実は今年，ご案内のとおりＧ２０大

阪サミットがございます。ここは我々のＳＤＧｓの

取り組みを国際社会に打っていくポイント。７月に

は国連ハイレベル政治フォーラム，これは閣僚級で

すけれども，ＳＤＧｓの取り組みを，一番最初に言っ

た定期的にレビューするメカニズムの中で，閣僚レ

ベルでこういうふうに日本は頑張ってますと報告す

るタイミングでございます。ＴＩＣＡＤ７，アフリ

カ開発会議が８月には横浜で行われ，９月，これは

通常，毎年行っている国連総会の時期に，実は今回，

特殊なものとしてサミットレベルでＳＤＧｓの進捗

状況を確認するというサミット級の別のハイレベル

ポリティカルフォーラムが開催されるということで

ございます。ですので，外務省としては，ここでも

日本のＳＤＧｓモデルをもう一度強く訴えていくと

いうふうな形で，今，まさに準備をしようとしてい

るところでございます。これが今年の，ある意味ベ

ンチマークといいますか，その目指すターニングポ

イントになるイベントでございますけれども，この

後にも２０２０年には東京オリンピック・パラリン

ピックがございますし，ここで海外からいろんなお

客様もいらっしゃるので，日本はこういうふうにＳ

ＤＧｓを頑張っているというのを，その一般の方に

見せるポイントでもあります。プラス，まさに皆さ

んが主体的にお話ししてくださっている京都コング

レス，ここはまさに安心・安全な社会について，セ

クターの観点から，日本としてＳＤＧｓをこう頑
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張ってますと，売れるオケージョンになるというこ

とでございますので，非常に外務省としても重要視

をしているということです。２０２５年には，また

大阪，関西万博が開催すると。これの選挙戦に際し

ては，ＳＤＧｓ万博というキャッチフレーズで選挙

戦を行ったという記事もございますので，ここでも

もう一度，一般の方々に日本のＳＤＧｓの取り組み

を行っていこうというふうに企図しているところで

ございます。

　このような形で日本のＳＤＧｓモデルを確立しな

がら，海外，国際社会に対して，非常にアピールし

ていくきっかけになる年というふうに今年は位置付

けられているということでございます。

　ありがとうございます。

○森永　はい，ありがとうございました。日本モデ

ルを推進していく過程で，それも対外へ発信して参

考にしてもらいたいという，大まかに言えばそうい

うことでございますね。はい，ありがとうございま

した。

　それでは次に，福島課付に，法務省，特に福島課

付の属しておられる大臣官房国際課の視点からの，

決意表明とは言いませんけれども，何をやっておら

れるかということをご紹介していただきたいと思い

ます。

○福島　ありがとうございます。今，村上様の方か

らＳＤＧｓについての全体的な枠組み等についてご

説明があったかと思いますが，この枠組みの中で，

法務省におきましても，ＳＤＧｓの理念であります

誰一人取り残さない社会というものを実現するため

に，様々な施策に取り組んでおります。ただし，こ

れらの施策につきましては，ＳＤＧｓが採択された

後に新たに始めたというよりも，それまで法務省が

行っていた施策について，それぞれＳＤＧｓのどう

いったゴールの達成に貢献できるものかというのを

検討して構成したと言うほうが正しいかもしれませ

ん。そういったもの，ＳＤＧｓを明確に意識した上

で，法務省としましては，今現在いろんな課題に取

り組んでいるというところでございます。

　具体的には再犯防止といったり，あるいは人権問

題といいました主に国内的な問題，国内的な施策も

ございますけれども，国際的な施策としまして，先

ほど瀬戸所長の方からご報告のありましたＵＮＡＦ

ＥＩで行っている研修やセミナー，あるいは開発途

上国に対する法制度整備支援といった国際協力もＳ

ＤＧｓに資するものということで，重点的に取り組

んでいるというところでございますし，また，先ほ

ど，瀬戸所長やブース氏からお話のありました

２０２０年４月に京都で開催します国連犯罪防止刑

事司法会議，通称京都コングレスと呼んでおります

けれども，そのコングレスの準備活動及びその開催

に向けた取り組みというのも行っております。

　まず，このＵＮＡＦＥＩが行っている研修・セミ

ナー，そして開発途上国に対する法制度整備支援，

便宜上，総称しまして法制度整備支援ということで

呼んでお話しさせていただきたいと思いますけれど

も，これにつきましては，ＳＤＧｓを達成する，特

にゴール１６を達成する上で非常に重要な取り組み

というふうに考えております。そのことにつきまし

ては，先ほど村上様からご説明のありましたＳＤＧ

ｓ推進本部が策定しましたＳＤＧｓアクションプラ

ン２０１９の中に，優先課題８分野，先ほど説明が

ありましたが，そのうちの７番目，平和と安全・安

心社会の実現という項目がございます。その中で，

その一分野としまして，先ほど申し上げた法制度整

備支援，ＵＮＡＦＥＩが行っている研修・セミナー，

及び開発途上国に対する法制度整備支援というもの

が明確に記載されているところでございます。

　ちなみに，ＳＤＧｓアクションプランにつきまし

ては，昨年，拡大版ＳＤＧｓアクションプラン

２０１８というのが策定されておりますが，開発途

上国に対する法制度整備支援につきましては，当然

のことながら国際協力の一つ，法の支配の促進に関

する国際協力の一つとして含まれているものと理解

されているところですけれども，明確に記載された

というのはＳＤＧｓアクションプラン２０１９から

でございます。こういった点からも，法制度整備支

援が非常に重要な取り組み，施策であるということ

が明らかになっているかと考えております。
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　また，質問の後段の点でございますが，ＳＤＧｓ

達成に向け，どのような検証を予定しているかとい

う点でございますが，これはブース氏の講演にもあ

りましたとおり，その評価・検証というのをどうやっ

てやるかというのは一つの課題であると思います

し，ＵＮＤＰの近藤所長もおっしゃられたように，

その評価方法，どうやって評価するか，そして自分

からその達成状況についてどうやって発信していく

かというのが，非常にゴール１６に関しては難しい

というお話もありましたけれども，その例の一つと

しまして，先ほど申し上げました２０２０年４月の

京都コングレスというのは，ＳＤＧｓの達成状況を

確認・発信する上で非常によい機会ではないかとい

うふうに考えております。

　京都コングレスの全体テーマ，２０３０アジェン

ダの達成に向けた犯罪防止・刑事司法及び法の支配

の推進ということでございまして，まさにＳＤＧｓ

がこの全体テーマとして取り込まれているというと

ころでございます。したがいまして，この京都コン

グレスにおきまして，刑事司法や犯罪防止の分野に

関して，ＳＤＧｓの達成状況，２０１５年から

２０２０年までの達成状況について，それぞれ確認，

報告，発信等が行われまして，そして目標年である

２０３０年，あるいはその次回のコングレスであり

ます２０２５年に向けた方針が議論されます。

　さらにコングレスでは，その全体会議，そういっ

た点を議論する全体会議に加えまして，各政府機関，

各国の政府やＮＧＯなどの団体等が，サイドイベン

トということでそれぞれＳＤＧｓのこれまでの取り

組み状況について報告や発信が行われる予定でござ

いますし，さらに民間企業も含めまして展示，エキ

シビションなども行われる予定でありまして，そう

いった点からもこれまでの民間企業も含めたＳＤＧ

ｓの達成状況，そして今後どうやってこの目標を達

成していくかという点につきまして，広く発信が行

われるものにしたいということを考えております。

　このように法務省としましては，ＳＤＧｓを強く

明確に意識しまして，それぞれ取り組みを行ってい

るところでございまして，それが端的に現れている

ものとしましては，法務省におきまして，国連の承

認を昨年の９月に得まして，ＳＤＧｓのロゴマーク

を制作しております。法務省のホームページをご覧

いただければ見ることができますけれども，ミニス

トリー・オブ・ジャスティスのオブの部分のОの文

字をＳＤＧｓの１７のゴールを表現したカラーホ

イールに置きかえたロゴマークを作成して，これを

広く使用しているところでございます。

　また，京都コングレスにつきましても，それとは

別にロゴマークを制作しておりまして，この京都コ

ングレスのロゴマーク，２０２０年という記載があ

りますが，その２０２０の最初のゼロが，やはり同

じようにＳＤＧｓのカラーホイールを取り入れられ

たコングレスのマークを作成しているというところ

でございます。

　このように法務省としましても，ＳＤＧｓ達成に

向けて様々な取り組みを行っているところでござい

まして，法制度整備支援につきましては，そのゴー

ル１６などを達成する上で非常に重要な取り組みと

考えているところでございます。

　以上でございます。

○森永　はい，ありがとうございました。

　それでは，次にＣＡＬＥの國分センター長にお話

を伺いたいんですけれども，ＣＡＬＥのご活動につ

いては私もよく存じ上げておりまして，ベトナムや，

それからウズベキスタン，カンボジア，ラオス，そ

ういったところの，ほかにもあるんですけれども，

日本法教育研究センターの方へしょっちゅうお邪魔

して，私自身もちょっと講義をしたようなこともあ

るんですけれども，非常に大きな成果を上げておら

れまして，その法教育の広がりが，このＳＤＧｓに

資さないわけがないんですけれども，そのあたりの，

それをコントロールされている國分先生のご感想

の，今，どういうインパクトが与えられるというふ

うにお考えになっているか。

　それから，國分先生の方からは，あらかじめお伺

いしているところでは，検証に関して若干の，ある

程度の検証が可能なのではないかというお話も伺っ

ておりますので，そのあたりを少しお願いいたしま
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す。

○國分　森永部長，お褒めいただいてありがとうご

ざいます。皆様のご協力を得て何とか成り立ってい

るという感じで，私が何かをしているわけでは全然

ないんですけれども，さっき言っていただきました

ように，我々の活動自体は，ＳＤＧｓに当てはまっ

た持続的な活動であるというふうに私どもも認識し

ております。先ほども申しましたけれども，将来的

には，もう現地に任せて法学系教育をやってもらえ

るようにもっていくというのが私たちの目標という

ことになります。法整備，今日もその法典をつくる

というだけではなくて，その後どうするかというこ

とが問題だという話が何度か出ていたかと思います

が，私たちはそれを教育，人をつくるということで，

その支援ができるんじゃないかというふうに思って

やってきているわけです。

　私たちの活動の中で，ちょっとこういう意味で，

インパクトと言えるかどうかわかりませんけれど

も，メリットがあるんじゃないかなと思うのは，私

たちが対象としている国々，先ほど言いました日本

法教育研究センターというのは，各地の大学に置い

ているんですが，そこで学んでいる子たちというの

は，大学で学ぶだけでも卒業できるんですけれども，

余分に我々のセンターでも勉強してくれているとい

う人たちなんですね。それで，そもそもその大学，

これも国によって違いますけれども，国によっては

大学に入ること自体はお金があればできるとか，成

績もお金で買えるというような大学もあるわけです。

　そのような中で，それでもわざわざ彼らの一部，

かなり，１年生のときには２０人から２５人ぐらい

各センターに入ってきて，だんだん最後まで残れな

くて，最後は５人ぐらいになっちゃうということも

あるんですけれども，５人から１０人ぐらいに減っ

てしまいますけれども，それでも彼らが頑張って勉

強するというのは，ある意味で一人も取り残さない

話か，振り落としているのかという問題はあるので

すが，少なくともお金で振り落とさないという，要

するに頑張ったら道が開けるんだよという，道を開

くというところに意味もあるし，それで頑張ってく

れている人たちがいるんじゃないかなというふうに

認識をしております。

　そういう人たちがそのセンターを卒業すると。そ

れで日本に留学したり，あるいは現地で，ベトナム

とかは比較的現地の法律家として事務所に入って，

パラリーガルになってみたいなこともできるという

ようなことでありますので，そういう道が開けてい

くということで，具体的に人がある程度検証可能な

形で出てきているというようなことは言えるかなと

思いますし，さらにはその日本にやってきたような

人たちが，そこから勉強を続けて現地に戻って，さ

らにその実務家として，あるいは現状で日本法セン

ターの教育をしているところ，４つあると申しまし

たけれども，その４つの大学それぞれ１人ずつぐら

いは就職ができた人たちが出てきているというよう

な状況がありますので，その意味では，ある意味，

何人，どれぐらい，ある程度支援が，成功と言える

かどうかわかりませんけれども，ある程度のことは

できているかなというところは検証できるというふ

うになっているかなと認識しております。というこ

とでございます。

○森永　ありがとうございました。

　それでは，時間の関係もありますので，さらっと

次の質問に行ってしまいたいと思うんですけれど

も，実はこの質問２は結構ややこしい質問でござい

まして，ＳＤＧｓの関連において，法整備支援の目

的・役割は何かということなんですけれども，これ

は第２部のところで，ニコラス・ブースさんが，ま

ず開発支援の潮流と法整備支援という形でご講演を

いただきました後に，松尾先生とトークセッション

を展開していただいたわけですけれども，そこで幾

つか強調されたといいますか，特に重点的にお話の

あった部分があったかと思います。お二方とも強調

しておられましたのが，このノーワンレフトビハイ

ンド，その包摂的なというところを今後どういうふ

うに，恐らくお二方とも意識の中に，今までのリー

ガル・テクニカル・アシスタンスというのは，ここ

のところを余り意識していなかったんじゃないかと

いう問題意識が若干おありになるのかなということ
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になります。

　それから，これは，実はここからは私，個人的な

ことを申しますけれども，我々ＩＣＤ，あるいは法

務省が行っておりましたこれまでの法整備支援とい

いますのは，やはりどうしても官対官の支援が中心

になっておりまして，もちろんそれはそれで非常に

大事なことでありまして，それ自体が非常に大きな

仕事ではあるんですけれども，やはり官の性質上，

一般市民，国民向けのものというのは，何となく苦

手だったというような部分があるのではないかと

思っております。そういった件に関しましては，逆

にむしろ，私は昔からこれ申し上げているんですけ

れども，この部分は日弁連さんの方が全然強いわけ

でございまして，それは職業柄そういうことになる

のかもしれませんけれども，この包摂的なというよ

うな点に関しまして，何かご意見がございましたら

ということ。

　それから，ほかに，このニコラス・ブースさんと

松尾先生の対話をお聞きになって，お気づきになり

ましたこと，あるいはそれに対するコメントなどご

ざいましたら，まず日弁連の外山先生からお話しい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。

○外山　ありがとうございます。

　今，森永部長の方からお話ありましたように，弁

護士という仕事は，この法の支配を実際に市民に届

ける，実際に市民が法を使えるようにするという意

味で非常に大事な役割を担っています。ですので，

これは反省を込めて申し上げるんですけれども，

我々の支援ももっとそこに意識を持って行わなけれ

ばならなかったんだなということが，実は今日，ブー

スさんと松尾先生のお話を伺いながら気付いている

ような次第でして，したがいまして森永部長が言わ

れるように，そこはもっとおまえら，やっとかなきゃ

いけなかっただろうというふうに，むしろ今言われ

ているんだなと気付いている次第です。

　ただ，そもそも論としまして，やはり弁護士，弁

護士会に対する支援自体が，このＳＤＧｓで言うと

ころのインクルーシブネスに比較的直結するもので

はないかなというふうに考えています。ですので，

もちろん弁護士，弁護士会に対する支援の中でも，

できる限りこの法律，あるいは法サービスが市民に

隅々，国の隅々まで届くような側面というのになる

べく重点を置くようにはしてきました。それは例え

ば日本で言えば，司法過疎でありますとか法律扶助

といったものが日本の国内で問題になっております

けれども，当然それは途上国でも問題になっている

ことでありまして，例えば司法過疎ということにつ

いて申し上げれば，カンボジアでも弁護士の７割８

割がプノンペンに集中している。ベトナムでも多分

似たような状況でありまして，７割８割，あるいは

もっとかもしれませんけれども，ハノイとホーチミ

ンに集中しているという状況にございますので，や

はりそれ以外の地域に行って，どれだけ弁護士への

アクセスを確保していくかということは意識をしな

がら活動をしてきております。

　ただし，なかなかそこが難しいのが，弁護士とい

う職業は，給料というかパブリックファンドで食べ

ているわけではないので，いわゆる一企業として，

一人の企業として，顧客からフィーをもらいながら，

その中で自立していかなきゃいけないという部分が

あります。そうしますと，弁護士が弁護士としてそ

ういう顧客である市民から信頼を得ていなければな

らないということ，それから弁護士会もそういう弁

護士を取りまとめるものとして信頼を得て，安定的

に運営していかなければならないという部分がござ

いまして，それは先ほどの一人一人の市民にサービ

スを届けるという側面と両方，車の両輪だと思って

います。やはり弁護士が弁護士として，簡単に言う

と食べていけない，あるいは弁護士会も自立して

やっていけないという状況では，市民に弁護士を通

じてサービスを届けるということもできないわけで

すので，その両方が成り立つようにということは今

までも，ＳＤＧｓがあったわけではないんですけれ

ども意識しておりまして，そういった面から弁護士

会がきちっとした倫理を弁護士にやらせる，弁護士

に対して研修を実施するといったようなこと，ある

いはその先に，できれば弁護士会自身として，人権

活動も含め，あるいは司法過疎問題も含めた弁護士
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会としての活動ができるようになってもらいたいな

と思っておりますし，それから弁護士に対しても，

弁護士が市民から信頼を受けられるような技術レベ

ルと，それから倫理を守ってもらうということが，

個々の弁護士ができるようにということは意識して

きたつもりですし，今後も意識してやっていきたい

なと思っています。

○森永　はい，ありがとうございます。

　さて，それでは，今の外山先生のお話，もちろん，

特に我々すぐ思い浮かぶのは，いわゆるアクセス・

トゥ・ジャスティスということで，その中ですごく，

やっぱり一番イメージするのは弁護士さんの活躍，

民間といいますか，一般市民へ，まさに今，外山先

生がおっしゃったとおり，そのジャスティスを一般

市民に届けるというような役割だと思うんですけれ

ども，もちろん法整備支援をやるに当たって，こう

いうことも当然のことながら視野に入れながら活動

しなければいけないわけでして，その点，ある種，

この官側，あるいは民側，両方をいわば包括して見

ておられるＪＩＣＡさんの方では，この点はいかが

お考えでしょうか。あるいはまた，そのほかの点に

ついて，何かお気付きのことがあればお願いいたし

ます。

　澤田次長，お願いします。

○澤田　ありがとうございます，森永部長。

　今，森永部長からいただいたお題にちゃんと答え

る回答になるかどうか，ちょっとわかりませんけれ

ども，ＳＤＧｓゴール１６の中でやはり法の支配と

いうことがうたわれている以上，我々，今までやっ

てきたことを着実にやっていくというのは，一つ必

要なことだというふうに思っていて，それはやはり

きちんと法律をつくって，かつ，その精神を理解し

た人間を育成して，その法律がきちんと運用されて

いくということを担保していくという今までの我々

の取り組みというのは，引き続き必要なのではない

かというふうに思っております。それがやはり法の

支配ということをきちんと貫徹する上での重要な

ベースになってくるのかなというふうに思います。

　ただ，他方，我々やはり，午前中の議論の中で出

ましたように，インクルーシブネスというところを

これからやはり意識していかなければいけないと思

いますので，例えばいろんな少数者への目配りです

とか，例えば地方からの裁判制度へのアクセスをど

うするのかといった，その今までであれば全国平均

に，全国均一のサービスを用意できればいいという

ふうに考えてきたところを，もう少し，より具体的

にうまく動かせるような支援をプラスアルファで考

えていくということは，やはり意識をしていかなけ

ればいけないのかなというふうに思っております。

　それから，ちょっと話が与えられた質問とずれて

しまうかもしれませんけれども，冒頭のジェフリー・

サックス教授の講演にもありましたように，ＳＤＧ

ｓの目標自身，それぞれが単独で独立をしている目

標ではありませんので，ＳＤＧｓゴール１６という

のはほかの目標を達成する上でも必要なことという

ふうになってきますので，我々が法整備支援という

ことをやっていく中で，結果としてほかのＳＤＧｓ

ゴールを達成することのサポートにもなっていく，

一種の基盤として法がワークをしていくという意味

でも，法整備支援ということは非常に重要なのかと

思いますので，今まで，我々，法整備支援を，そう

いう目標がない中でやってきたという部分はありま

すが，ＳＤＧｓという新しい目標を得たとしても，

今までやってきたことを踏まえて，ＳＤＧｓの目標

達成のために具体的に活動していくということが可

能なのではないかなというふうに考えております。

○森永　はい，ありがとうございます。

　それでは，まだ私，ちょっとこのインクルーシブ

ネスにこだわって申しわけないんですけれども，こ

のインクルーシブネス，ノーワンレフトビハインド

なんですけれども，特にこれは，もちろん法律と生

活という関係で，あらゆる場面でこれは問題になる

話なんですけれども，特に，もちろん従来からです

けれども，この刑事の分野ではこれが非常に先鋭に

現れてくる，現象として非常に先鋭に現れてくるも

のではないかなというふうに私自身は思っています。

　そこで，主に刑事の分野で法整備支援，あるいは

広い意味での法整備支援をやっておられるＵＮＡＦ
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ＥＩから，瀬戸所長にこのあたりのことを，もしご

意見がおありでしたらお願いいたします。

○瀬戸　ありがとうございます。

　まず最初に，もともとの質問であった法整備支援

の中でＵＮＡＦＥＩの活動というのはどういうふう

に位置付けるべきかというのを，ちょっと簡単に話

をさせていただきます。ちょっとした整理なんです

けれども。

　我々が研修をしているのは刑事司法になりますの

で，刑事司法の目的は何かと言えば，端的に言えば

安全・安心な社会の実現ということで，これは人間

が個人として，あるいは社会の中で生きていく上で

の最低限のインフラになるわけですから，そういう

意味で国ないし個人が今後発達，あるいは発展する

意味において，我々のやっている研修というのはそ

の前提になる。その前提を整備するものではないか

と理解しております。

　その上で，では，ＳＤＧｓとの関係では，じゃ，

我々の研修はどういうふうに位置付けられるのかと

考えますと，昼間に我々の研修のテーマについて

ちょっとご紹介させていただきましたけれども，そ

れぞれゴール１６だけではなくて，ゴール３，ゴー

ル５も含めて，これらのテーマを設定することに

よって，それぞれのゴールの実現に向けて貢献して

いきたいという意識でやっているわけですから，そ

ういう意味では我々の研修は，ＳＤＧｓの達成のた

めの手段という位置付けにもなるんだろうなと思っ

ております。

　ちょっとその話をさせていただいた上で，そのイ

ンクルーシブの話に戻りたいと思います。この関係

でいいますと，刑事司法の分野でインクルーシブと

いうのは，別に一般の全うな市民の人を刑事司法の

中に取り入れるという話では全くなくて，むしろ一

度罪を犯してしまった人が今後どうなるかというと

ころが中心課題になると思います。いろいろな犯罪

者に対する対応ってあると思うんですけれども，ま

ず，犯罪者は最終的には社会に戻っていくと。日本

語に訳すと再統合と言いますけれども，英語ではリ・

インテグレーションということで，まさに社会に

戻っていく。それを達成することが刑事司法におい

ては重要な課題の一つとなっている。そのためには

矯正施設での処遇もやる必要がありますし，さらに

社会における処遇，コミュニティコレクションにつ

いても，当然しっかりとした形でやっていかなけれ

ばならない。日本は今，再犯防止ということを非常

に強く掲げて課題としていますけれども，犯罪者が

適正に再統合されることができれば，それは再犯防

止にも当然つながっていく話なので，非常に重要な

ものだと考えております。

　そのために，特に日本においても，保護観察官に

よる社会内処遇だけではなくて，ある意味で民間，

プライベートセクターとして保護司さんの活躍とい

うのがあるわけですし，それ以外にも協力雇用主な

ど，日本という社会においては，まさにプライベー

トセクターというのが刑事司法の分野でも非常に重

きをなして活躍をしている。それがインクルーシブ

な社会をつくっていく上では随分貢献しているので

はないかと考えております。その意味で，日本のこ

の経験を生かせるようにということで，この保護司

制度なども研修を通じて，例えばフィリピンなどに

紹介する，そこでも保護司制度が確立されていくな

ど，そういう意味では少しずつ貢献はしていってい

るのかなと思います。

　それから，午前中のサックスさんの話でも，プラ

イベートセクターの責任，特に企業の責任というよ

うな話が出ていたと思いますけれども，昨年秋に行

いました我々の汚職研修の中でも，汚職防止におけ

るプライベートセクターの役割というのをテーマの

一つといたしました。最近，企業の活動の中でコン

プライアンスというのが重視されてきていると。こ

れは日本の企業の中でも不祥事があるということも

あるんですけれども，汚職防止の中で企業のコンプ

ライアンスに対する取り組みというのは非常に重要

になってくると。そういう意味で，研修の中で企業

がどういう形で汚職を防止する対策をとっているの

かというのも研修員みんなで議論し，それをまた一

般の企業の方も呼んで紹介をされて，それを認識し

た上で各国に帰ってもらうというようなプログラム
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も実施しております。そういう形で刑事司法の分野

でも貢献できる分野はあるのかなと思っております。

　以上です。

○森永　はい，瀬戸所長，ありがとうございました。

　今，瀬戸所長がおっしゃいました企業の責任とい

いますか，企業の役割といいますか，サックスさん

の話の中でも出てきました。我々の知っている単語

で言うとコーポレート・ガバナンスだとか，デュー

デリジェンスだとかという，そういった単語が，日

本語で何と訳していいのかわかんないようなやつが

頭に浮かびますけれども，そういった企業も含めて

いくというのも一つのインクルーシブネスかなとい

う気もいたします。

　それから，つらつらそれを伺いながら考えていた

んですけれども，そうなってくると，我々が昔習っ

た憲法の司法関係の直接適用なのか，間接適用なの

か，無関係説なのかなんて話まで，この学説の方に

まで影響してくるのかななんて思ったりして，なか

なか興味の尽きないところではあるかなというふう

に思いますが，甚だ簡単ではございますが，この辺

で１回，１０分ほど休憩させていただいて，第３の

お話に移りたいと思います。

（休　憩）

○森永　それでは，大阪会場の方もオーケーだそう

ですので，続けたいというふうに思います。

　休憩を挟んでも，このモデレーターはそのインク

ルーシブネスにこだわっていますけれども，先ほど

ちょっと冒頭に申し上げましたとおり，これは私だ

けかもしれませんけれども，ＩＣＤの官としての性

質といいますか，そのいわゆる弱点といいますか，

そういうところで，やはり一般市民を対象にすると

いうことがなかなか苦手な部分がありまして，その

点につきましては，先ほど申し上げましたように，

例えば一例ですけれども，日弁連さんなんかの方が

はるかに，やはり一般市民とのかけ橋といいますか，

パイプといいますか，あるいは一般市民への広がり

という点では強いというふうに申し上げました。

　さて，その一般市民の側というところに焦点を当

ててみますと，ブースさんのプレゼンテーションの

中にも，それから松尾先生とのパネルディスカッ

ションの中でも少し出てきた，キーワードの一つと

して，それから，さらに言えば，最近，脚光を浴び

ていると少なくとも我々は考えております，カル

チャー・オブ・ローフルネスという問題が一つここ

のところ出てまいったわけであります。

　このカルチャー・オブ・ローフルネスの，つまり，

実はこれ，私の理解するところでは，これを一番追

究して，今，暫定的なのかどうか知りませんけれど

も，かなり克明といいますか，詳しいデフィニショ

ンを与えておいでなのが，たしかジョージタウン大

学だったと思いますけれども，ロイゴットソン教授

という方がこの辺の研究をされまして，私も実は

ちょっとした会話をしたことがございまして，森永

の方はカルチャー・オブ・ローフルネスというもの

はどういうものだと考えておるのかというようなこ

とを聞かれたこともありますし，それから，ちょっ

と先ほどどなたか紹介されましたけれども，２年ほ

ど前のＵＮＤＰと，それからＪＩＣＡとで共同で

ニューヨークで開催いたしましたシンポジウムの中

で，このカルチャー・オブ・ローフルネスというの

がどういうものがあるのかというようなディベート

がございました。

　その関係で，そのインクルーシブネスというもの

とリンクするような形で，一般市民の側のある種の

機運の醸成といいますか，そういった形でのカル

チャー・オブ・ローフルネスのプロモーションとい

うことも大事なのではないかということが昨今議論

をされております。もちろん，ロイゴットソン教授

などは，いわゆるルール・オブ・ローと・カルチャー・

オブ・ローフルネスというのは，どういう関係にあ

るのかということを研究なさっておるようですけれ

ども，その難しい，非常に難しい議論はさておきま

して，このカルチャー・オブ・ローフルネスのプロ

モーションというのは，日本も各種の国際会議場で

触れるようになってきております。特にこの点に関

しましては，法務省もこれを重視しておるというこ

とでありますので，まずは法務省の大臣官房国際課
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の福島課付の方から，この点を含めまして，この点

についてのまずご意見を伺いたいというふうに思い

ます。お願いします。

○福島　ありがとうございます。

　すみません，最初に訂正なんですけれども，最初

の問いのところで，ＳＤＧｓのための取り組みで，

国内向けの取り組みとして人権問題に対する取り組

みというのを挙げたんですけれども，もちろんこれ

は国際的な取り組みでもありますので，その点は訂

正させていただきます。すみません，その上で法遵

守の文化という点についてお話をさせていただけれ

ばと思います。

　これまで行ってきている法制度整備支援につきま

しては，法の支配の確立・浸透において非常に重要

な役割を果たしているものというふうに認識してい

るところでございますけれども，いわゆるこの法の

支配を社会の隅々にまで浸透させるというところを

考えると，法遵守の文化を醸成するということは非

常に重要ではないかという認識が高まってきている

のではないかと考えております。この法遵守の文化

という概念については，以前からございますので，

決して目新しいものではないというふうに理解して

おりますけれども，こうした法の支配の確立・浸透

という文脈で考えたときに，この法遵守の文化の醸

成というのは非常に重要な意味を持つのではないか

というふうに考えております。

　市民によるこの法遵守の文化というものの基礎に

ついては，市民の皆さんによる法に対する尊重，あ

るいは法執行に対する信頼で構成されているという

ふうに理解しているところでございますけれども，

従来行っている法制度整備支援，これはＵＮＡＦＥ

Ｉが行っている研修やセミナーも含むという文脈で

お話しさせていただきますけれども，これについて

は当然，法の尊重や法執行に対する信頼というのは，

まず前提として適正な法執行や適正な法が非常に重

要な基礎になるというふうに思いますので，こうし

た従来の法制度整備支援の取り組みというのは，そ

の適正な法の執行が確立されて，それに対して市民

の皆さんの，それらに対する信頼や尊重が生まれる

という意味で，間接的というのが正しい表現かどう

かはわかりませんけれども，そういった意味で法遵

守の文化の醸成というのにも，これまで，そして今

でも貢献されているのではないかというふうに思い

ます。

　ただ，一方で，先ほど森永部長からの話もありま

したように，従来の法制度整備支援の取り組みとい

うのは，官対官という視点に立っているものでござ

います。一方で法遵守の文化といいますのは，どち

らかといいますと民の立場からの視点というふうに

言うことができるかと思いますが，その民の中で，

市民の皆さんの中で，その法の支配に対する自覚を

持って，それを実現していくための取り組みを市民

の中から実現していくと，実施していくという視点

も，今後の法制度整備支援を考えるに当たっては重

要な視点ではないかというふうに考えているところ

でございます。

　具体的にどういうふうにこの法遵守の文化を醸成

していくかというのは，いろんな議論があろうかと

思いますけれども，やはり重要なのは，先ほどブー

ス氏の講演にもありましたとおり，やはりエデュ

ケーション，教育というのが必要，特に若者に対す

る教育が必要なのではないかというふうに考えてお

りますし，また官側にしても，官と民が協働して地

域コミュニティに対して法遵守の重要性というのを

追求していくというところが，非常に重要な手段で

はないかというふうに考えているところでございま

す。そのための具体的な取り組みというのは，これ

からの検討課題でもありますし，先ほど外山先生か

らご紹介していただいた取り組みなどもあると思い

ますけれども，１つ，今後予定している例として考

えておりますのは，先ほど京都コングレス，

２０２０年４月に開催の京都コングレスについて申

し上げましたけれども，この京都コングレスに先立

ちまして，若者によるユースフォーラムというもの

の開催を今予定しているというところでございます。

　これはどういった参加者を募るかというのは，ま

た検討課題でございますけれども，主に法学や国際

法などを学んでいる学生を中心に，各国，いろんな
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バックグラウンドを持った方々が集まりまして，幾

つかのテーマについて議論をし，そして結論を導く

というフォーラムの開催を予定しているところでご

ざいます。その中の議題の一つとして，今，検討し

ている，予定していますのが，法遵守の文化を養成

するために若者の教育はどうあるべきかというのを

議題の一つとして，今，予定しているというところ

でございます。こういったフォーラムを活用しまし

て，将来，法曹の専門家や，あるいは政策の立案に

携わる学生に，その法遵守の文化の重要性や，それ

を醸成させるための方策について議論してもらい，

そしてそれを各国に持ち帰って，それを浸透させて

いくという活動として重要なのではないかというふ

うに考えているところでございます。

　法遵守の文化の醸成という点では，以上でござい

ます。

○森永　はい，ありがとうございます。

　法遵守の文化そのものを議論するというよりは，

法遵守の文化ということを，法遵守の文化，カル

チャー・オブ・ローフルネスについては，個人的に

いいますと，私，法遵守の文化という訳語がいいの

かどうか，ちょっといまだによくわからないんです

けれども，私の方はカルチャー・オブ・ローフルネ

スと言わせていただきますが，このカルチャー・オ

ブ・ローフルネスの醸成というのは，もちろん大事

なことであるわけですけれども，それを意識しなが

ら日本の法制度整備支援というのは，これはどうあ

るべきなのかというようなことも，今後，考えてい

かなきゃいけない重要なポイントであるかというふ

うに思います。

　そこで，今の福島課付のお話を受けた形になるか

もしれませんけれども，この点，瀬戸所長，アジ研

の方はカルチャー・オブ・ローフルネスのプロモー

ションに関してはどういったお考えをお持ちなの

か，お聞かせいただければありがたいなと思ってお

ります。

○瀬戸　はい，ありがとうございます。

　今，福島さんからカルチャー・オブ・ローフルネ

スについての，法を尊重する，それから法を信頼す

るというところによって醸成されてくる文化なんだ

ろうと思います。この扱い方が何か非常に難しいと

私自身が感じているのは，ブース氏もおっしゃって

いましたけれども，単に上から法律を守れと言うの

では，そんなもんは単に権力が叫んでいるだけで，

余り国民に対して入ってこないんだなと思います。

仮にこれを教育という観点で考えるのであれば，単

に法律がこうなっているから守りなさいではなく

て，この法律は何のためにあるのか，そしてこの法

律が我々を守ってくれるんだ，法律は我々の味方な

んだという言い方で説明するということは多分必要

なんだろうと思いますし，特に刑事司法の分野で言

えば，最近，刑事手続における被害者保護というの

は非常に進展しているところがありますので，今ま

でであれば被害者が被害に遭っても警察に申告する

ことをためらっていたような場合があるかと思いま

すが，それに対して今は被害者に十分配慮した形で

の刑事手続が行われているんだと，こういうことを

きちんとみんなに知ってもらう。そういう意味での

広報というのは非常に役に立つんだと思いますし，

そうすることによって犯罪というのはきちんと処罰

されると，そういうことを理解してもらう。そうい

う形での教育というのはありなのかなと思っており

ます。したがって，我々の研修においても，被害者

保護，あるいは証人保護というものが刑事手続に次

いで大事になってきているという話は，全てのプロ

グラムでやっているとは言いませんけれども，それ

も一つの重要な課題として研修の中で取り込んで

いっております。

　それからもう一つは，まさに刑事司法を扱う人間

がきちんと対応しなければならないという意味で，

刑事司法実務家に対する教育，君たちは常に国民か

ら見られているわけだし，君たちの一挙手一投足に

その国の信頼がかかっているんだと，こういうこと

も当然話をすることになります。ただ，これを一般

に我々が行っている研修でやるには，なかなか，

ちょっとダイレクト過ぎるというか，我々の実務の

教育としてやるのは余りふさわしくないというより

も，そんなこと直接言えるほど日本が偉いのかとい
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うところもありますので，研修の場で言うというよ

りは，我々が他国とかに招待されて，汚職に関して

話してもらえませんかと講師を依頼されることがあ

るわけなんですけれども，そういう場合に，主にこ

ういうことが，一つ一つきっちりとやっていくこと

によって国民の信頼を得られるようになるんだと。

日本では幸いにして裁判官や検察官の汚職というの

はほとんどないと言われている。国民もそれを信頼

している。そういう状況ができれば，皆さんの国に

おいても汚職は減っていくんではないですかという

ような形で紹介することはございます。ＵＮＡＦＥ

Ｉのやっている活動としては，そんなところだと思

います。

○森永　はい，ありがとうございます。

　まさに今，瀬戸所長がおっしゃったとおり，私も，

実は昨日ブースさんとも若干お話をしたんですけれ

ども，このカルチャー・オブ・ローフルネス，つま

り法遵守の文化が，権力者が定めた規範をただ信じ

よ，従えと，いわば盲従せよというようなことを言っ

ても，これはちっともカルチャー・オブ・ローフル

ネスでも何でもないということは，これは共通の認

識だろうかというふうに思います。要するに，逆に

カルチャー・オブ・オビリエンスであってはいかん

というようなことが言えるのではないかと思いま

す。そしてそのためには，やはり法律が，それ自体

が信頼するに足るものでなければいけないし，それ

から法をつかさどる機関，あるいはそれを運用する

人たちの信頼性が確保されなければ，当然このカル

チャー・オブ・ローフルネスというものは育ちよう

がないというようなことがあるんじゃないかという

ふうに思われます。

　その観点で，もちろん，例えば警察官に対する信

頼だとか，日本は割と交番制度というものが非常に

うまくいっていまして，割と世界からも評価されて

いたり，それから先ほど瀬戸所長がおっしゃったと

おり，裁判官，司法の汚職がほとんどないというよ

うなことで，それも日本のカルチャー・オブ・ロー

フルネスを確保，あるいは推進している，その大き

な要因の一つではないかと思います。

　ただ，いわゆる我々のクライアントになるような

いわば途上国等におきましては，警察官や裁判官，

あるいは検察官等に対する信頼が低いというような

こと，残念ながらそういうことがあるわけでござい

まして，それは恐らく，ちょっとここで無理やり振

りますけれども，弁護士さんに対する信頼というの

も非常に問題になってくる部分があるのではないか

と思います。といいますのは，私，随分前のベトナ

ムで勤務しておったころに，まだベトナムの一般市

民の中には，弁護士さんというものは悪の味方をす

る人たちであるというような観念があったりなんか

して，なかなか弁護士さんが信頼されない。私は，

ハノイの弁護士会の副会長さんを存じ上げておりま

すけれども，大変立派な方なんですけれども，彼が

非常に残虐な強姦事件の弁護をしたときに，非常に

悲しいことなんですけれども家まで攻撃の対象にさ

れて，一般市民の攻撃の対象にされたということが

あったようでして，ただ，それを乗り越えて立派に

弁護をなさったということでした。弁護士さんに対

する市民の信頼というのも非常に大事なことだと思

いますけれども，その観点からもし何かあれば，外

山先生，お願いしたいと思うんですけれども。

○外山　ありがとうございます。

　実はそういう話，ちょっとさせていただこうと

思って，今ちょっと考えていたんですが，先ほどの

私の報告の中で，カンボジアでの弁護士に対する研

修を今やっていますと，遺産分割だとか，離婚だと

か，そういった一般市民が遭遇するような法律問題

に弁護士がうまく対応できるような，そういうセミ

ナーをやっているんですというお話をさせていただ

いたんですが，そういう活動について，カンボジア

のほかのセクターからどう見られているかというこ

とを，こちらも少し気になりまして，あるＮＧＯの

方にちょっとお会いしてお話を伺ったことがありま

した。こういう活動をしているんですよと説明をし

てあげたら，非常にショッキングなことを言われま

して，一呼吸置かれた後，うーん，カンボジアの人

は誰も裁判所のことなんか信用してませんよと，そ

ういう弁護士さんに対する研修をやって何か意味あ
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るんですかねというようなことを言われてしまった

んですね。

　実は，さらにショッキングなことに，その後，カ

ンボジアにおられる別の部門で働いていらっしゃる

ＪＩＣＡの，だから日本人ですけれども，ＪＩＣＡ

の方にもご意見を伺ったら，全く同じようなことを

言われていました。正直それを聞かされたときは，

これからこういうセミナーを僕たちやることに，正

直意味があるのかなってぐらい思ったところなんで

すけれども，したがいまして僕は何が言いたいかと

申し上げますと，やっぱりカルチャー・オブ・ロー

フルネスというのをつくっていく，少しでも高めて

いくということは本当に容易なことではない。容易

なことではないけれども，でもやらなくちゃいけな

いし，少しずつ僕は萌芽というのもあるんじゃない

かなというふうに思っているんです。

　じゃ，弁護士への支援という切り口で見た場合に，

そのカルチャー・オブ・ローフルネスの最初のステッ

プって何なんだろうなと考えたときに，それは弁護

士自身が，やっぱり法律を使う，裁判手続を使うと

いうことは意味があるんだというふうに弁護士自身

が思ってくれないと進まないんじゃないかなと。弁

護士自身が，いや，正直，裁判所はあまり役に立た

ないから，賄賂を使ったり，いろんな形での社会的

な力を使うことの方が効果的なんだと思っているう

ちは，いつまでたってもこの弁護士セクターからす

るところのカルチャー・オブ・ローフルネスという

のは広がらないんじゃないかなというふうに僕は

思っています。

　そういう面で見た場合に，じゃ，少し何か元気の

出るような法があるのかということなんですが，カ

ンボジアについていいますと，最近，カンボジアの

弁護士会が海外誌を発行し始めたということを聞き

ました。海外誌は，もちろんクメール語でできてい

るものの英語，グーグル翻訳で読んだだけなので中

身はあんまりよくわからないんですけれども，ただ，

そこで取り上げられているトピックというのは，決

して中の親睦的な話ではなくて，やはりカンボジア

の法律に関する理論的な話なんですよね。あんまり

そんなに深まっている話じゃないというふうには聞

いてはいるんですけれども，しかしそういうことが

海外誌に取り上げられているということは，やはり

カンボジアの弁護士の間でも，法律をどう解釈する

かということに関する関心はそれなりに高まってき

ているんじゃないかと思います。

　また，カンボジアの若手の弁護士でグループをつ

くって，カンボジアの民法や民訴法に関する勉強会

なんかも開いているという話も聞きますので，そう

いうことからすれば，やはり法律を使うということ

の価値がカンボジアの弁護士の間には少しずつ広

がっているのではないかなというふうに思いますの

で，この手ごたえを信じて，もっとやっていきたい

なと思っているところです。

○森永　外山先生，ありがとうございます。なかな

か，やはり官が信用されてないという国は随分たく

さんあるようでして，我々も現場でやっていると

時々がっかりするようなことが起きることがあるん

ですけれども，それを乗り越えていかないと法整備

支援そのものは成り立たないんではないかというふ

うに思いますが，この点，教育の面ではいかがでご

ざいましょう。國分センター長，何かこの点に関し

てのご意見があればお願いいたします。

○國分　カルチャー・オブ・ローフルネスですか。

難しいですね。私たちがやっていることとの関連で

いうと，先ほど幾つかお話が出たり，森嶌先生もおっ

しゃっていたように，我々の教育支援の中では，ロー

フルネスの意味自体を考えてもらいたいというよう

な，そこで考えられているローって何なのかみたい

なことも含めて考えることができるような人材を育

成できればというふうなことを思ってはいます。そ

ういうのを通じて何らかの形で純粋，その法自体，

規制の法自体の問題性も考えつつ，何らかの形でそ

ういう法的なものを守ろうとするような文化に寄与

することができればというふうには思っているんで

すけれども，ちょっと何か話ずれちゃうんですけれ

ども，教育関連のことで言うと，さっきは私，結構，

何かあっちこっちのセンターで頑張って協力して成

功している的な話をしてしまったんですが，うまく
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いっていないところもしっかりありまして，例えば

ラオスとかは，ＪＩＣＡさんとか法総研には非常に

ご協力をいただいているんですが，なかなかうまく

いかないというのがあって，それは何でだろうかと

いうことを考えたときに，さっきは若者に対して法

教育するという話もあったんですが，それとは別に，

そもそも法云々に関わらないところで，教育のあり

方自体を，その初等教育から考え直していくという

ことで，よりよい人材を育てるというような目をつ

くっていくということも必要なんじゃないかなとい

うふうに思ってもいます。私たち，基本的には大学

教育のことしか見ていないんですけれども，そこに

上がってこない優秀な人材もいますし，さらにはそ

こに上がってこないような，子どもたちの段階で，

もうちょっと何らかの，これも押し付けではいけな

いんですけれども，いろんなことを考えられるよう

な場を設けられるような何らかの支援というのが，

法整備にかかわらず必要なんではないかというふう

に考えたりしています。答えになってなくてすみま

せん。

○森永　はい，ありがとうございます。確かに私な

んかもベトナムに行ったときに，大学の支援なんか

もしたことがあるんですけれども，時々，いや，こ

れちょっと大学生になる前の問題なんじゃないのか

なというような場面というのも幾つか遭遇したこと

がございます。今，國分センター長の言われたこと

は何となく，私もよくわかるような気がします。

　さて，それで，このカルチャー・オブ・ローフル

ネスって一体何だという難しい議論もありますけれ

ども，少なくとも法は，社会の中で法を尊重される

んだというような雰囲気といいますか，状態といい

ますか，そういうものを養成するということも，我々

が法整備支援活動を行う中で，直接それをターゲッ

トにするか，あるいはそれを意識しながら事を進め

ていくのか，様々でございましょうけれども，今後，

私が知っている限りでは，ＪＩＣＡさんの，法務省

が関わっているものも，いないものも含めて，ＪＩ

ＣＡさんの法制度整備支援の分野に属する支援の中

で，これを正面から取り上げたというのは，不勉強

だったら申しわけないんですけれども，ないように

思うんですけれども，今後，このＪＩＣＡとの方向

性としては，このカルチャー・オブ・ローフルネス

を，このＪＩＣＡの行っている幅広い法整備支援活

動の中でどういった形で取り込んでいくかというこ

とについて，何かお考えがあれば澤田次長にお伺い

したいなと思いますが。

○澤田　はい，ありがとうございます。何か大変難

しいお題を振られてしまいまして，どうお答えした

らいいかわからないんですけれども，今の議論を聞

いていてというか，昨日のプレイベントからずっと

このカルチャー・オブ・ローフルネスの議論を聞い

ていて，私，強く感じたのは，やっぱり市民に対す

る教育というのも非常に大事なんですけれども，や

はり法の運用というか執行に対する信頼を確保する

というところが非常に重要ではないかなというふう

に思っていて，もちろん，そのプロジェクトを，我々

が技術協力をやっていく中で，そういうことも意識

しながら，フィロソフィーというか，哲学，ポリシー

としてそういう部分についても触れていくというの

は必要なんではないかなとは思いますけれども，た

だ，やはりその前提として，まず作った法，作った

制度がきちんと運用されて，かつ，そのそれぞれの

国の国民が，自分たちは守られているんだと，ちゃ

んと寄って立つべきものがあるんだというふうに感

じられるという制度をつくっていかないと，なかな

かカルチャー・オブ・ローフルネスを市民のほうに

向かって展開していこうとしても，うまくいかない

んじゃないかなというふうに感じています。

　ちょっと話，脱線するんですけれども，私が在外

に勤務しているときに，いろんなイシューがあって，

やはり大人はなかなか変わらないので子どもを対象

にするしかないといって，ありとあらゆるイシュー

について子どもにやるぞと言って，通常の小中学校

のカリキュラムに加えて，これをやれ，あれをやれ，

かれをやれと言って，私，１回数えたことがあるん

ですけれども，１０個ぐらいそういう政府公認のエ

クストラの子ども向けの教育があって，でも学校の

授業時間は全然増えないので先生方もパンクしてい

186

ICD79G-11.indd   186 2019/06/17   16:51:26



る。ましてや教える側の先生も，それに対する知識

がないので正しいことを教えていないと。私，協力

隊のボランティアの活動を視察に行って一緒に見て

いたら，やっぱり全然とんちんかんなことを先生が

教えていて，結果的にそういうことをしてしまうと，

何か逆に反感を感じてしまっている子がいますし，

あとちゃんと学んだ子どもが家に帰って親の行動を

見ていて，親は守ってないのにどうして自分だけ守

るんだろうといって，あっさりひっくり返っちゃっ

たりというような部分があって，なかなかやはり難

しいなというふうに思った印象があります。

　なので，ちょっと話，すみません，脱線してうま

く戻らなくなっちゃったんですけれども，そういう

意味で，繰り返しになりますが，やっぱりある種，

我々，市民を意識するということは当然必要だと思

うんですが，やはり官というか国家の部分をしっか

り取り組んでいって，そこの部分を固めつつ，もう

少しそこがある程度信頼に至る状況になったとき

に，初めて我々そちらに軸足を移していけるんじゃ

ないのかなというふうに抽象的には思っています。

ただ，そのことイコール，全くカルチャー・オブ・

ローフルネスをＪＩＣＡがやっていく事業の中に理

念としてもポリシーとしても伝えないということで

はなくて，当然そういうことを意識してプロジェク

トはやっていかなければいけないし，専門家も活動

してくださいということは言わなければいけないん

だと思うんですが，じゃ，活動のコンポーネントと

してそういうものを織り込んでいけるかどうかとい

うところは，まずやっぱり信頼に足るもの，もしく

はちゃんとアクセス可能な司法制度ができるのかど

うかというところ。そういう意味では，今日は余り

テーマになりませんでしたけれども，アクセス・

トゥ・ジャスティスというところをもう少し強化を

していくというところをやっぱり我々考えていかな

いと，その先には進んでいかないのかなと。だから

ワンステップ，一回入るのかなというふうに私自身

は感じております。

○森永　ありがとうございます。まさに澤田次長が

おっしゃるとおりでして，我々，法整備支援の側か

らできることというのは，やはり，もちろん法律を

きちっとする，あるいは法律を運用する公務員，あ

るいは裁判官，検察官，弁護士といったものを育て

る，そういったことも非常に大事なんですけれども，

さらにそれをアクセス・トゥ・ジャスティスという

形で，それが市民が利用できるように，それこそ誰

でも利用できるようにするということが，それは非

常に大きな手法である。それがあってこそ初めて，

そこを土台にカルチャー・オブ・ローフルネスが徐々

に醸成されていくんではないかというような考え方

に関しては私も賛成ですし，その方向でしか考えら

れないような人間になっていますけれども。

　ただ，もう一つ，ついでに私の方から一つ申し上

げますと，なるほどなと思いましたのは，このアク

セス・トゥ・ジャスティスがよいことによって，そ

のカルチャー・オブ・ローフルネスが醸成されてい

くというものの中に，このアクセス・トゥ・ジャス

ティスというのは，実はその制度がいいとか，イン

フラが整っているとか，そういうことばかりではな

くて，実は市民に接する，その法運用者，あるいは

弁護士さんたち，そういった人たちの実は態度とい

うものにも，非常に大きな力があるんじゃないかな

と思わされることが幾つかありました。

　実は，日本に日本語研修に来られる海外の方々，

非常に感心されますのが日本の警察官の礼儀正しさ

なんですね。これならいいよねというような感想が

よく聞かれます。それから窓口。昔はそうでもなかっ

た。私も覚えていますけれども，意外にこれでも年

くってますので，何となく昔の公務員というのは怖

かったというのは若干ありますけれども，非常に窓

口の対応とか，そういった人たちの感じのよさとい

うのは一つの財産なのかなと。それもやはりそのア

クセス・トゥ・ジャスティス，ひいてはそのカル

チャー・オブ・ローフルネスに資するものなのかな

と思ったことがあります。

　間もなくオープンフロアディスカッションにして

しまいたいと思いますけれども，１つご紹介します

と，こんなやり方もあるんだというのが１つありま

して，実は私，しばらくネパールの支援をしておっ
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たんですけれども，ネパールの裁判所が，やはりそ

のアクセス・トゥ・ジャスティスというものを非常

に気にしておりまして，市民がきちっとその裁判に，

必要なときは裁判に訴えられるというようなこと

を，とにかく何とかしようという，そのアクセス・

トゥ・ジャスティスの強化というプロジェクトを，

とにかくお題目だけは立ち上げたものの，ネパール

政府から予算がつかなくて，お金はない，何も具体

的なことができない，さあどうしようといったとき

に，当時，最高裁の事務総局長を務めておられまし

たティマルセナさんという方が，ジャスティス・ウィ

ズ・ア・スマイルというキャンペーンを始めたんで

す。これなら金はかからんと。とにかく最高裁から

全裁判所に対して，少なくとも訴状を受け取るとき

に，にこりとしろという指令を出したんだそうです。

そしたら，実はこれは大変な効果があったと言って

おられました。つまり，それまでネパールの裁判所

の係員というのは仏頂面して，来てくんなくて，イ

ンターホンを押して，面倒臭そうに訴状を受け取っ

て，ほんで，はい，いいよと言って帰すなんていう

状態だったのが，それだけはやめろという厳しいお

達しを最高裁から全裁判所に対してやったそうで

す。そして，とにかく書類を受け渡すときだけでい

いから，にこりとしろというような指令を出したそ

うです。そしたら実は，それだけのせいじゃないと

は思いますけれども，実は申し立て件数，訴え件数

が伸びたというふうに言っておりました。お金をか

けずにできるアクセス・トゥ・ジャスティスの改善

の一つの例としてご紹介いたします。こういう面も

実は，法整備支援の中では気にしていかなければな

らない。ひいては我々も感じよくなきゃいけないん

じゃないかなというふうによく思います。こっちが

アクセス・トゥ・ジャスティスだ，やれカルチャー・

オブ・ローフルネスだと言っておきながら，その専

門家が仏頂面して偉そうなことを言っているようで

は，法整備支援もなかなか守れないということにな

るかと思いますので，これも含めてのアクセス・

トゥ・ジャスティスであり，カルチャー・オブ・ロー

フルネスなんだろうなという感じはいたします。

　さて，時間も迫ってまいりましたと言いたいとこ

ろですけれども，割と余裕がございまして，あとは

全て，１７時１５分まで使えるのかな，あとは会場

との質疑応答という形で，オープンフロアにしてし

まいたいというふうに思いますが，そのオープンフ

ロアにする前に，何か一般のゲストの方々，我こそ

はということで，何か追加的に補足をされたいとい

う方がおられましたら，何かありますか。よろしゅ

うございましょうか。

　はい，森嶌先生が最初にお手をお挙げになるだろ

うということは大体予想をしておりますので，よろ

しくお願いします。

○森嶌　議論を今から整理するために２つ指摘をさ

せていただきたいと思います。１つはローフルネス。

ローフルネスという言葉は，あれですか，ちゃんと

した言葉ですか。何かカルチャーが法でいっぱいと

いうのは何だか変ですが。言葉の点はともかくとし

てですね。

　それでは，森永さんはベルギーとかフランスにい

らしたことありますか。みんな法律守んないんです

よ。そうすると，あれは途上国なんですかね。法整

備支援必要ですかね。そしてカルチャー・オブ・ロー

フルネスを教育する必要はあるでしょうかね。とい

う意味で，法律を守るか守らないかということは，

今日議論するのはちょっと話が別だと思いますの

で，私は，もしもこの法遵守の話をするんでしたら，

私は午前中に出しましたロー，法律というのが，我々

が，我々がというか，日本が法整備支援をしている

幾つかの国に法を継受する。つまり欧米の法律，ヨー

ロッパのコモン・ロー，つまり異文化の法律を継受

すると。それとカスタマリーローというか，地域の

ルールですね，それ違うものを継受する。これはグ

ローバリゼーションや何かで，あるいはアメリカか

ら押し付けられたりするのに，そこでどうしても，

ちょうど日本が明治時代に近代国家の形を整えな

かったのと同じように法を継受すると。それを我々

は何とかその技術的に支援をすると。そこで異文化

の法が入ってくる。そこで食い違いが生じて乖離し

ているわけですね。導入する国家法と，それから社
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会的な規範とが乖離している。そこで一般の人は国

家法を必ずしも知らない，あるいはそれを守らない。

むしろ社会の規範を守る。そこでロー・アバイディ

ングじゃない。そういう意味で外国の法律がいっぱ

いではない。ロー・アバイディングではないと。そ

の問題で，ベルギー人やフランス人が，ラテン系の

ヨーロッパ人が法を守らないといって話が違うわけ

ですから，まず，もしもカルチャー・オブ・ローフ

ルネスということを言いたければ，それは，その前

提は，国家法とコミュニティ，あるいはソサエティー

の，その国の社会の規範とは乖離していると，ある

いは規範意識が乖離していると，そこが出発点だと

いうことを前提にして議論をしないと議論がおかし

くなる。森永さんは十分意識しておられるんだろう

と思うんですけれども，パネリストの力量を確かめ

るために多分わざわざそういう質問をなさったんだ

と思うんですけれども，会場にいる人が混乱すると

いけませんので，私は森永さんにかわって，私は会

議の司会というのはもう何百編もやっておりますの

で，念のために申し上げます。

　２番目。２番目は，ＳＤＧｓの話が出ていますけ

れども，ＳＤＧｓというのは，これは実をいうと新

入りなんですよ。２０１５年からなんですね。その

前にミレニアムというのが，さっきも出ました。あ

んまり繰り返しません。ところが，実はもう

１９９２年にリオで環境と開発の会議のときに，ア

ジェンダ２１という，アジェンダ２１をちゃんとお

読みになった方，この中におられますか。多分いな

いと思います。私は中央環境審議会の委員でしたか

ら，もう忘れてはいますけれども，あれは何十ペー

ジにもわたるもので，詳細ですけれども，教育の話

からいろいろなもの。今の１７の，ぱらぱらっと，

それぞれ付録がついていますけれども，あの中身，

言葉も違いますけれども，あの中身は全部入ってい

ます。それで結局うまくいかないから，それをなる

べくわかるように，そしてなるべく整理してやって，

その前にミレニアムは，あれは日本がかなり提唱し

たものですけれども，そのアジェンダ２１の中の途

上国の貧困の解決のためにある部分を取り上げて，

これだけを１０年間のうちにやろうじゃないかと。

それでもできない。ところが，どんどんどんどん，

あれは格差が生ずる，収入の格差は生ずる，それか

ら結果的資源がどんどんなくなっていく。今，多分，

地球が２個ぐらい，２個半ぐらいかな，ないと間に

合わないぐらいの資源の乱開発があります。

　そこで，パリ協定とか今ありますけれども，それ

を，さっきジェフリー・サックスも言いましたけれ

ども，結局，環境問題─今，環境問題広くやってい

ますけれども，解決しようと思う，人間が生きてい

こうと思うと，１７でみんなで協力してやらないと

もたないよというのがＳＤＧｓなんです。そして

１６番があれですけれども，その１６番も１０あっ

て，Ａ，Ｂありますけれども，じゃ，皆さんに伺い

ますが，あそこに書いてあるのを，ゴールはいいん

ですけれども，あれ掲げたら具体的に何やるかとい

うのは出てきますか。僕は，先ほど澤田さんがおっ

しゃったことは１００％あれしますけれども，じゃ，

ＪＩＣＡがあれをゴールにして，じゃ，これから何

をしますかといったときに，あそこから何か出てく

るか，具体的にＪＩＣＡのそれぞれの国に対する何

をやるかということが出てくるかというと，考え方

は出てきますけれども，出てこないですね。あそこ

からそれぞれの国，これはＳＤＧｓも出てきますけ

れども，あそこからそれぞれの国の状況に従って，

例えばアクセス・トゥ・ジャスティスをやろうとす

れば，もう幾つも幾つもあれをしながら相手の国の

官僚組織，あるいは裁判所の，現在の裁判所のあれ

とかいうようなことを前提にしながらストラテジー

を立てていかなきゃなんないんです。そして自民党

も輝ける司法外交のところで書いてありますけれど

も，２０２０年までに法務省が司令塔を立ててやら

なければならない。そのときにＳＤＧｓだけ掲げた

んじゃ，到底日本の輝ける司法外交はできないわけ

です。

　ですから，私が言いたいのは，ＳＤＧｓは一つの

指標といいますか，皆さんが今日のお話で，ＳＤＧ

ｓだけ言えば何か解決するようなことを皆さん考え

ておられるんですけれども，私の環境に関わって，
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開発という観念がどんどんどんどん変わっていく。

その中で，それからまた法整備にも関わってきて，

そう簡単じゃないんです。ですからＳＤＧｓ，ＳＤ

Ｇｓと言ったら，これでよかったなというような顔

は皆さんしておられないことは確かですけれども，

これは福島さんも含めて，是非，今日を機会に皆さ

ん真剣になってやらないと安倍さんに怒られますか

ら。

　それから，これは村上さんが，何とか会議でぴ

しゃっとやられますけれども，あれ，ものすごいあ

れできちっとあれしないと，国内的にもできません

し，国外的にもできません。少なくとも法整備につ

いてもできません。ほかはもう，私はアイドントミー

にしとるんですけれども。

　ですから，是非とも，今日の会議で，５時何分ま

でに，ＳＤＧｓを今日は議論したなじゃなくて，是

非ともＳＤＧｓの旗のもとに，我々に何ができるか，

そして肝心のファット・イズ・ザ・パープス・オブ・

ザ・ロード・オブ・リーガルテクニカルアシスタン

ス・バイ・ジャパンと書いてありますから，先ほど

から伺っていると，ファット・イズ・ザ・パープス・

アンド・ロード・オブというところは，森永さんの

名司会にもかかわらず何も出ていなくて，ローフル

ネスとか，という話しか出ておりませんので，司会

者に代わって私の方から，後残りに，どうぞ皆さん，

知恵を絞って何らかの方向を見出していただきたい

と。アイ・ソリー・シットで皆様によろしくお願い

を申し上げます。

　問題提起と同時に，長年携わってきた人間として，

何年たっても同じようなことを言っていてもらっ

ちゃ困るよと，私は死にたくても死ねないよと。こ

れはちょっと余計ですけれども。以上でございます。

ありがとうございました。

○森永　はい，ありがとうございました。

　手が２つ挙がっております。じゃ，奥の方，よろ

しいですか。どうぞ。マイクがありますかね。マイ

クが目の前にありますか。

○井上　どうもありがとうございました。ＪＩＣＡ

の井上と申します。ＪＩＣＡでガバナンスと民主化

支援の専門をしております。今の先生の叱咤激励に

応えるような感じではあるんですけれども，私の意

見と質問とを申し上げたいと思います。

　まさに私も，この法整備支援の目的は何かという

ことを考えるべきで，今日の流れとしては，一応あ

る程度法律はつくったし能力開発もしてきたと。次

は何かアクセス・トゥ・ジャスティスだよねという

感じの話が多かったと思うんですけれども，果たし

てそうなのかと。それは重要なことはもちろん間違

いないんですけれども，私はやっぱり，ここでもう

一つ，我々の法整備支援のインパクトというものを

きちっと考えるべきだと。別の言い方をすると，我々

自身の心構えですね。どちらかというと，すごく大

ざっぱな言い方ですけれども，何かこれまで我々は，

いわゆる慎重倫理に基づいて活動してきたと。我々，

一生懸命やっているんだから相手もうまくいくだろ

うと。でも，もっとこれからは責任倫理に基づくべ

きじゃないかなと思います。

　どういうことかというと，例えば先ほど外山さん

が非常によいカンボジアの例を出していただいて，

質問もあるんですけれども，能力開発だけやってい

ていいのかということですね。例えば，先ほど民法

とか民事訴訟法の実務は人権侵害を助長することに

はならないからいいと思ってやったということを言

われたんですが，果たしてそうなのかという質問な

んですね。つまり，皆さんご存じと思いますけれど

も，今のカンボジアは司法の独立はないし，全てと

は言わないけれども，ほとんどの裁判官はもう汚職

まみれなわけですよね。金次第で判決はどうでもら

れ変えられるという状況になってしまっています。

そういうときに裁判官のキャパシティービルディン

グをやって，どういう意味があるのかということで

すよね。

　つまりそれは，考えようですけれども，法律作っ

て，裁判官を訓練して，それは誰のためになったの

かと。例えば民事の場合でも，刑事，国家権力によ

る裁判を置いておいたとしても，民事の場合だって，

例えば金持ちと貧乏な人々，農民が土地をめぐって

争ったと。そのときはもう，今はわかっているわけ
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ですよね。今のカンボジアでは。金持ちは賄賂を渡

せば必ず勝てると。そういう裁判官を育てて何にな

るんですかと。そこをきちっと問うべきじゃないか

なと。人道支援ではドゥーノーハームの原則という

のを非常に言われていますけれども，我々の法整備

は少なくともドゥーノーハームでやらなきゃいけな

いと。我々が支援することによって，かえって貧し

い人たちが苦しむことになっているという現状もあ

るんじゃないかと。そこをきちっと理解した上で

我々は何をするかと。つまり，それこそが法整備の

本来の目的じゃないかと。私がさっき言ったように，

やはりこれからは法整備のインパクトといいます

か，本来の目的を考えて，それを達成するためには

どうすればいいかということを考えることが重要

じゃないかなと考えています。もし何かコメントが

ありましたら，パネリストの方からお聞きしたいと

思います。

　以上です。

○森永　はい，ありがとうございます。

○森嶌　じゃ，それに関わって，よろしいですか。

○森永　はい。

○森嶌　カンボジアの法整備支援に関わってから，

ちょっとだけコメントしてよろしいですか。

○森永　じゃ，森嶌先生からご回答をお願いします。

○森嶌　実はあれなんですね，カンボジアの民法・

民事訴訟法の支援というのは９８年から始まってい

るんですけれども，そのときは国連の明石さんなん

かの，あれで終わったときに，ともかく体制を整え

なきゃならないというので体制を整えたんですけれ

ども，その後，今の所長，名前言いませんが，今の

所長の体質が変わりました。民法や民訴で。それで

そのときに育てた裁判官が優秀な裁判官いるんです

けれども，私は，ＪＩＣＡに申し上げたのは，その

後をもっときっちりやってくれということだったん

ですけれども，一応私は，ケンカのグループの責任

者，あれは，内田さんはあれでしたっけ，ベトナム

でしたね。グループの責任者だったんですけれども，

ＪＩＣＡはもう我々の意見は聞かずにやっておられ

たんですけれども，もう政権の意図が変わったとき

から，今，井上さんおっしゃった本来やるべきこと

をやっていないで進行してきたので，私はやっぱり，

ＰＤＣＡで法律をつくったということがあって，そ

の意味ではプランは向こうから頼まれて，かなりあ

れして，Ｐ，Ｄですね，その意味では法律はつくっ

た。だけどそれをどういうふうに活用するかという

こと，その継続をしない。それから法律をつくった

ということのＣ，チェック，Ａ，アセスですね，こ

れをＪＩＣＡはやっていません。

　その意味では，是非とも井上さん，この体制を，

ガバナンス部ですから，ひとつ，これは別にＪＩＣ

Ａが悪いとか何とかじゃなくて，もういろんなとこ

ろで，さっきの國分さんじゃないですけれども一生

懸命やってきた。一生懸命やってきたけれども，一

生懸命やればやるほどいろんなところで抜けが，抜

けというか，やり残しがあるので，是非ともこうい

うところで皆さんからいろいろ批判を受けながら，

説明責任を果たしながら改良していくというのは，

私は，むしろ法整備支援を，どうやってここで支援

するかということをやっていただきたいと思いま

す。コメントというよりも，コメントプラス意見で

すけれども，よろしくお願いします。

○森永　はい，どうもありがとうございます。

　それじゃ，佐藤先生，ちょっとお待ちください。

ちょっと１回，大阪に振らせてください。大阪はあ

りますか。

○高木　はい，大阪会場でございます。大阪の方か

らは質問が，ただいまの発表，あるいはパネルディ

スカッション，あるいは最終の議論がされてありま

すけれども，そういった点に関連して，何かご質問，

ご意見，コメントなどがある方はいらっしゃいます

でしょうか。今のところ特にはいらっしゃいません

かね。

　そうしましたら，伊藤副部長ですかね，副部長か

らご質問等ございますようなので，伊藤副部長，よ

ろしくお願いいたします。

○伊藤　大阪のＩＣＤの伊藤です。

　今，議論をずっと拝聴させていただきまして，１

つだけちょっとお伺いしたいなと思っております。
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先ほどパネルの中で，森永部長から外山先生に対し

てお話しされたこととも関連しますし，今，これま

での議論の中で，法整備支援をこれまで行ってきた

中で，特に私ども法務省の立場では，官対官の中で

の取り組みになってきた部分があるんではないかと

いうことは，私自身も思うところではあります。そ

ういったところを，今後，何を目的にするのかとい

うことを考えても，この３件だけではなくて，市民，

そして企業を巻き込んだ形での，市場と言ってもい

いですけれども，巻き込んだ形での，よりグッドガ

バナンスを目指す取り組みというのを連携してやっ

ていかなければいけないのかなと思います。

　今日お話に出ています，そのアクセス・トゥ・ジャ

スティスとの関係では，いろんな課題があるという

ふうに認識をしていますし，その中で特に弁護士会

が取り組んでおられますけれども，やはり市民に

とって，まず，本来は頼りにすべきは身近な存在で

あって，弁護士さんの役割というのは非常に重要な

のだと思っております。そこにおいて非常に難しい，

困難な状況に途上国の場合はあるというのも認識を

しておりますけれども，その関係で外山先生にお聞

きしたいと思っておりますのは，弁護士会に対する

支援，司法アクセスを改善するための支援をされて

おられる中で，幾つかの国においては，弁護士会と

いうのは，完全に独立せずに，司法省のコントロー

ルの下に置かれていたりすることがあるかと思いま

す。そういった中で，それが具体的な障害になって

いたりすることがあるのか。それに対する戦略とし

て，弁護士会というのはできるだけ，やはり自治を，

自立するように，それを一人でやるべきなのか，そ

こはあまり急がないほうがいいのか，そしてそう

いった司法省などそのコントロールするような組織

があれば，そういったところのマインドを変えてい

くと，そういった働きかけも必要なのかなというふ

うに思っております。そのあたりについての戦略で

すとか，あるいは我々のほうと，さらに連携をさせ

ていただくようなものがあるかどうかといったとこ

ろについて，簡単で結構ですので教えていただけれ

ばと思います。

　以上です。

○森永　はい，伊藤副部長，ありがとうございます。

　それでは，外山先生，すみませんが，何かご回答

がおありでしたらお願いします。

○外山　ありがとうございます。結論から申し上げ

ますと，今の問題について回答は持ち合わせていま

せんが，常に意識はしているというふうなことが回

答になってしまいます。それは，ちょっと言い方は

悪いですけれども，途上国の場合は弁護士会だけで

はなく裁判所だって，ある程度きちっとしたコント

ロールを受けている場合もあるでしょうし，法律上

のコントロールはないにしても，もっとソフトな形

でのコントロールを受けているケースも少なくない

わけでありまして，まして弁護士会を置いてをや，

であります。ですから，法律上はっきりコントロー

ルに置かれている場合が多いので，それを法律を変

えてもらってくれとかということから始まっていた

のでは支援はできませんので，そういうコントロー

ルのもとにあるということを前提にしながら，しか

し弁護士として，市民への司法のアクセスを確保す

るためにやるべきことってあるでしょというところ

から我々は始めているつもりです。

　ただ，実はそういう支援をしていく中で，そうい

うコントロールが時々頭をもたげてくるということ

はございまして，例えば本邦支援に弁護士会の方を

お呼びするときに，それがお目付役なのか何なのか

はわからないんですけれども，司法省の方もメン

バーに入れてくれというふうに，司法省が言ってい

るのか，弁護士会が言っているのか，よくわからな

いんですけれども，来られることもあります。そう

いうリクエストを受け入れるかどうかということに

ついても毎回議論をします。受け入れることもある

し，何とかうまくそうならないようにお断りをする

ようにすることもあるし，それはケース・バイ・ケー

スということであります。

○森永　はい，ありがとうございます。

　すみません，佐藤先生，お待たせしました。

○佐藤　どうもすみません，東京大学の佐藤です。

非常にいい議論だと思うんですが，私は，村上さん
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と福島さん，澤田さんに特に質問とコメントという

ことでお願いしたいと思います。

　森嶌先生が，まさに非常に的確に法とは何かとい

う点を言われたように，我々，とかくすると，近代

法が法であって，そうでないものは法でないという

ような見方も失礼ですが，実はいわゆる慣習法とい

うのがあるわけで，そこには歴史を紡いできた，そ

ういう中で，しかも経済合理性もそこにあると思う

んですね。日本でもそのギャップはあるわけですが，

そのギャップを埋めるのが，ある意味，我々が汚職

と言われているところであって，結局徴税もできな

い，要するに政府の予算もない，そういう中で裁判

官とか警察官がちゃんとした仕事ができるわけはな

いわけだし，そういう意味でまさに包括性というの

は非常に重要であると思うわけですが，ですから法

遵守という，法文化というものも，そういう意味で

の包括的な原因をやはりちゃんと分析していく必要

があって，そういうところから始めていくことが大

事だと思います。

　だから，そういう意味で，大学に今いる身として

は，例えば今，日越大学という形でＪＩＣＡが絡ん

でいろいろやっている，私も関わっているんですけ

れども，そこでは日本の法律を，日本法研究を教え

るという中で教養科目として出していくと。そして

重要なのは日本の法整備支援の専門家も育成する

と。つまり双方向的に，我々はベトナムやカンボジ

アの歴史なり，言葉なり，現状というものをちゃん

と理解して，彼らの慣習法を理解しない限り，やっ

ぱりそこはいつまでも埋まらない。逆にそういう近

代法を押し付けることは，植民地を経てきた彼らに

とってみれば，まさに植民地主義でしかないわけで，

そういう意味でそういうアプローチが大事だし，大

学としてもそういうことで頑張っていかなきゃなら

ないだろうなというふうに思っていますし，國分さ

んも名古屋大を代表されて来られていますが，日越

大学の方は残念ながらまだ名古屋が入っていないの

で，いろいろカウンターパートの問題があると思う

んですけれども，是非入っていただきたいなと思う

わけですね。

　それで，村上さんと福島さんに，いわゆる司法外

交というところで，私は，２０１４年にベトナム，

カンボジアに現地調査に行って，外務省のＯＤＡ評

価，法整備支援を担当して評価支援員としてやって，

そこでいろいろ提言をしているわけですが，やはり

思ったとおり全然その提言が生きていないというこ

とで，森嶌先生も含めて何度もそういうことを申し

上げるのは恐縮なんですけれども，そういう観点か

らすると，私なりには，日本の戦略としては，多分，

日本の企業支援というようなことが１つあり得るだ

ろうと。

　たまたま先週，外務省からの情報で，日弁連に回っ

てきた，在外公館における日本企業支援を行う法律

事務所を募集しますというのが出でいるんですね。

１年間でベトナム，カンボジアを含めて１０ぐらい

の大使館で。ここでやることというのは，日本企業

のいろいろ法的な問題についてアドバイスしたりと

いうことらしいんですけれども。これは結構，ある

意味，現地の日本企業が，お困り事を含めてフィー

ドバックすることによって，我々が法整備支援の方

の問題点というのを具体的にあぶり出していく，つ

まりケーススタディが今必要なんじゃないかと思う

んですね。今，法律をつくって，お題目や理念はで

きたけれども現場はどうなっているのかと。そこが

つながっていないわけですよね。２０１４年に調査

したときも，日本企業は，ほとんどこの法整備支援

のことも知らないし，とても裁判所には怖くて行け

ないと。だけども大使館へ行くと大使はとてもお忙

しいと。円借款での事業ですらなかなか政府が払っ

てくれないので大使館に駆け込まれると。本当なら

ば民事訴訟を起こしてやるべきことが実際には機能

していないと。そういう中で，結局企業は，お金を

ちゃんと払ってもらうために賄賂を出す。それに

よってお縄になっちゃうという，こういうことも

あったりとかして，まずはその，いろいろ持続可能

性と考えたとき，日本企業だけというのは，日本は

それこそ国家資本主義をとっているわけじゃないで

すから，そうはいかないと思いますけれども，連携

していく必要は大いにあるんだろうと。日本の持続
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可能な企業活動というのは，その社会にいいインパ

クトもあるはずですし，日本企業がちゃんと仕事で

きないような環境では，やはり健全な経済成長もあ

り得ないと思いますので，そういう観点から，派遣

された人たちは，是非，その中で出てきたいろんな

問題点をフィードバックしていただくこと，それを

任務に加えていただくことによって，単に日本企業

の問題点だけでなくて，そこから出てくる現地の企

業活動を通じた，あるいは現地の人々を通じた実際

の法の執行状況を確認していくと。問題点をフィー

ドバックして，それに対してピンポイントでアドバ

イスしていくと。

　そういうことで，本来ならこの弁護士の活動も，

１年間の単なるコンサルティングだけじゃなくて，

本来もう公使レベルのアタッシェかなにかで行って

政策支援までしていくぐらいのつもりで，やはり最

終的に，目的としては，日本の弁護士がまともに法

律業務でちゃんと業務ができるようにしていく，そ

こになればもうＯＤＡは必要ないわけですから，そ

こにつなげていく，今が移行期だと思いますので，

こういった外務省の取り組みについては，そういっ

た部分につなげていって，まさに先ほど来，包括性

というのは，こういう事業を含めて法整備支援，そ

れから財務省なり，あるいは経産省による支援も含

めて，全体的なネットワークを活用していくという

ことが重要ではないかと思いますので，この点は特

に外務省，あるいは法務省の方専門家の方，この日

本企業，法的側面支援の在外公館への支援というこ

とは，何らかそういう法整備支援との絡みというの

は出てくるんでしょうか。それをちょっと確認した

いと思います。

○森永　はい，佐藤先生，ありがとうございました。

　外務省の方から，それから法務省の方からちょっ

とお答えしていただく前に，ちょっと，若干気にな

りますので，私の方からもコメントさせていただき

たいと思いますけれども，佐藤先生の今のご意見，

それから先ほどのＪＩＣＡの井上さんのご意見，も

ちろんベトナム，あるいはカンボジアはもっとよく

ないといいます，ジュディシャル コラプションコ

ラプションですね。司法の汚職が非常にひどいとい

うような話は有名な話でして，これを私が頭から否

定するつもりはないんですけれども，これを取り上

げるについて，やはり本当に全ての裁判がコラプト

なのか，本当に全てのジャッジがコラプトなのか，

ここをやはり相当慎重に考えないといけないかと思

います。印象，確かにそういう場面が多いんですけ

れども，そういう例が多いというだけで，全ての裁

判がそうなっているという印象で物事を議論するの

は，ちょっと危険かというふうに思います。

　先ほどもご意見のありましたコラプト，コラプト

な裁判官を育てるようなものじゃないかというよう

なご意見がありましたけれども，逆に，だからといっ

て放っとくわけにはいかないという部分もございま

して，私は，過去に，随分前ですけれども，私がま

だ教官になったばっかりのころでしたけれども，刑

事法を支援するのをためらった時代がありました。

これは要するに，そういう全体主義的な，あるいは

社会主義的な国の刑事法にうっかり日本が手を出し

て，そしてそれが人権侵害の巣窟になって，日本が

それを支援していたということの対外的な評判はど

うなるのかというようなことで，非常に刑事法支援

には二の足を踏んだ時代がございます。今はそうい

うことは全くないんですけれども，これはやはり，

だからこそ支援しなければいけないというところが

ございまして，やはりその辺に関してかなり議論を

詰めて慎重に対応する必要があるかなというふうに

思っております。

○佐藤　ありがとうございます。まさにおっしゃる

とおり，全部が悪いということを申し上げているわ

けじゃなくて，そういう問題も出てくるので，それ

を単なる例外なのか，それとも何か構造的な問題な

のかも含めてちゃんと分析して，それに答えていく

ということが，今，一番大事じゃないかということ

です。

○森永　そうですね，はい。

　それでは，外務省の方から，ちょっと時間が押し

ておりますので，お一言ずつ外務省，法務省，お願

いいたします。
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○村上　佐藤先生，どうもありがとうございます。

民間企業が，途上国含めて安心して活動できるよう

な環境づくりに資するためのリソースの投入という

ことについては，もちろん非常に外務省内部でも関

心の高いところです。まさに先生ご指摘になったよ

うに，これは必ずしもＯＤＡマターということでは

なしに，経済局も含めて重要だというふうな認識を

持って議論をしているところです。

　他方で，現場で，現地レベルで相談を受けるとい

うことについて，担当ベースで，担当をきちっと任

命して，受け皿になるような窓口的なところをセッ

トするというところまで，いろいろ具体的な施策に

ついて議論は進んでいる一方で，残念ながらテクニ

カルエキスパティーズですとか人員面で不足してい

るというご指摘を受けることが多々あるという現状

でございます。ここについては省，幹部レベルも含

めて，外務省だけでなく，ほかの省庁とも連携しな

がら取り組んでいくという方針自体はあるというこ

とでございます。

　以上です。

○福島　ありがとうございます。

　まず，日本企業の海外展開という点に関しまして

は，その関係でやはり法制度整備支援，非常に重要

であるというのは，様々な政府の方針からも，例え

ば骨太の方針もそうですし，経協インフラのインフ

ラシステム戦略などでも明らかに明記されていると

おりでございまして，そういった文脈でも法制度整

備支援，非常に重要であるという認識は持っており

ます。

　先生のご指摘にもありましたように，在外公館な

どに法律の専門家を派遣して，そういったルートを

通じて情報収集をしたり今後の政策を考えていくと

いうのは，まさに先生のおっしゃるとおりで非常に

重要だと考えておりまして，法務省でも司法外交に

カウントしまして，そういった在外公館に法務ア

タッシェを派遣したり，国際機関に法律の専門家を

派遣すると，まさにＵＮＤＰに派遣しておりますけ

れども，そういったのも司法外交の重要な一つの柱

として考えているところでありまして，現在それを

推進しているというところでございますし，現に

ミャンマーにつきましては，法務アタッシェを１人

派遣しておりまして，かつ，ＪＩＣＡの長期専門家

でもありましたので，そういったさまざまなマルチ

なチャンネルを今後構築していくというのは，非常

に重要な課題であると考えております。

○森永　はい，ありがとうございます。

　それでは，時間も大分押してまいりましたので，

質疑応答，まだたくさんあろうかと思いますけれど

も，勝手ながらこの辺で打ち切らせていただきまし

て，この質疑応答の最後の部分で，お二方からちょっ

とコメントをいただきたいというふうに思っており

ます。

　まず横田先生，今日の議論をお聞きになって，何

か我々に対するアドバイス等ございましたらお願い

いたします。

○横田　ありがとうございます。法務省の顧問をし

ております横田洋三でございますが，朝から非常に

中身の濃い，しかも私にとっては，私は長い間，研

究分野で大学で教育研究に携わっていましたので，

現場から，今日いろんな方から法整備についての具

体的な事例を，しかも理論に問題提起するような事

例を出していただいて，大変私にとっては勉強に

なったし，刺激を受けました。皆さんに感謝したい

と思います。

　私がもしここで何か言えるとすれば，今日のお話

などをいろいろ考えながら，これまで私が経験して

きたことの中から，２つ，法整備支援に多分関わる

とは思うんですが，ほとんど触れられなかったこと

を２つだけ出して，これを今後，皆さんに考えてお

いていただければいいなと思います。それを出させ

ていただきます。

　１つは，今，瀬戸さんがここにおられますけれど

も，ＵＮＡＦＥＩというのは，１９６２年から非常

にいい仕事をしてきて，６，０００人を超える研修

生が世界中に散らばっていて，それぞれの国で，も

う初期に研修を受けた人が法曹界のトップに立って

おるという，そういう状況ですね。影響力もあるし，

海外では恐らくＵＮＡＦＥＩのことは知っている人
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がたくさんいるんです。ところが日本の国内での知

名度が非常に低いんですね。

　私は，これが残念というだけではなくて，日本の

中からＵＮＡＦＥＩなどの活動に関心を持つ学生，

もし知ればいるはずなんですけれども，知らないた

めにいないという状況ですので，ぜひ大学に働きか

けをして，国際関係の大学院たくさんできています

し，それからもちろん法科大学院とか法学部があり

ますので，そういうところでＵＮＡＦＥＩだけでは

なくて，法整備に関連した科目をつくるか，あるい

は，現在ある国際協力論とか開発援助論とか国際関

係論の中で，そういう問題に触れてもらうような働

きかけを何らかの形でしていって，その中に今日登

壇された方や専門の方に講師として出ていただくと

いう，そういうことを働きかけていっていただきた

い。そうすると若い学生の中には，必ずこの問題に

関心を持って，そういう人たちの中から，例えば新

聞社に入れば，当然その人が新聞に何らかの形で記

事にする場合も出てくるという形で広がっていきま

すので，私は大学が長かったものですから，大学で

の講義を通じて知ってもらうということを働きかけ

ていただきたい。これが１つです。

　もう一つは，私は，この数年，法務省の刑事司法

の通訳人の研修というのを１年に１回やっていて，

それに携わっているんです。これ，非常に専門性も

高いです。刑事法の知識を持ってないとできない。

しかも言語として２つの言語を最低持ってないと。

日本語と英語なり，ベトナム語なり，タガログ語な

り，中国語なり。非常に高い専門性を求めるために，

きちっとできる通訳人というのが数が限られていま

す。ところが，外国人被疑者を取り調べたり，それ

から裁判をする場合には，これは自由権規約で必ず

日本政府がお金を出して通訳人を入れなければいけ

ない。そうすると，その裁判がいかに公正に行われ

るか，あるいは取り調べが公正に行われるかという

ことは，通訳人の技量にかかってくるんです。それ

から倫理観にかかってくるんですね。

　ところが，今のところ日本語と英語のできる人，

あるいは日本語と中国語のできる人を探して，その

中で多少そういう問題に関心のある人を頼むという

形で広がっていって集めている。いい人たちが集

まっています。私は通訳人の研修に行きますと，彼

らの熱心さとその知識の量に驚きますが，依然とし

て探すのは手探りなんですね。ようやく，もう少し

きちっとそういう人たちを訓練しなければいけない

ということになって，たしか今年からでしょうか，

東京外国語大学と手を組んで，英語，フランス語，

中国語，韓国語というようなメジャーなところだけ

ではなくて，特殊言語についても通訳人の養成を大

学の協力を得てやるということを，法務省が進める

ということを新聞で読みましたけれども，これは私，

ぜひ進めていっていただきたいと思うんですが，法

整備支援との関係では，こういうニーズは実は途上

国にもたくさんあって，途上国で日本人が関わる，

あるいは外国人が関わるのでもいいんですけれど

も，要するに通訳人を必要とする刑事事件があるは

ずなんですね。そこで日本が抱えているのと同じよ

うな問題，あるいはひょっとしたらもっと深刻な事

態があって，いい通訳人がいないために公平な，公

正な裁判ができていない可能性もあるということを

考えると，このあたりに法整備支援の一つの活動の

枠を広げていってはどうかということをちょっと考

えていましたので，私の方からは，今の２点ですね，

大学で法整備支援のことを何らかの形で学生に伝え

る方法を考えていただきたいということと，それか

ら通訳人の養成を法整備の中に加えてほしいとい

う，この２点を指摘させていただきます。

　ありがとうございました。

○森永　先生，どうもありがとうございました。

　それでは，はるばるバンコクから来ていただいて，

今日一日おつき合いいただきましたニコラス・ブー

スさんにも，この会議の印象なり何なり，お聞かせ

いただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

○ブース　議論は非常に潤沢なものでした。これら

の問題は非常に難しい問題です。誰もここでナイー

ブになっている人はいないと思います。我々がうま

くやっているのかどうか，いろいろ害を逆に与えて
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いるかもしれないという問題は，非常に難しい問題

です。よい議論ができました。私が感じているのは，

もっともっと議論する必要があるということです。

私たちは同じような問題に接しています。同じ国々

で同じ目的のために仕事をしているからです。非常

に難しいことで，誰もはっきりと何がベストかよく

わかりません。ですからもっと頻繁に議論し，一緒

にぜひ進めていきましょう。それによって私たちお

互いが恩恵を受けると思います。これが１つのコメ

ントです。

　もう一つのコメントは，法遵守の文化についての

非常によい議論を今日聞きました。法遵守の文化が

どのような意味なのか，どのような問題があるのか

を聞いていました。私が考えていたのは，このよう

な議論を私たちが活動している国々で行ってはどう

かということです。私たちが活動している国々では，

今，司法の汚職の問題がありますし，法の支配の問

題もあります。ただ，希望となるのは，これらの国々

には多くの人たちがいるということです。司法の中

にもいますし，政府の中にもいます。我々が知って

いる人たちで，非常に啓蒙された考えを持った人た

ちもいます。彼らは私たちや私たちの同僚から多く

を学んでいます。そして彼らは，少しずつですけれ

ども，そのような法遵守の文化の背景にあるアイ

ディアを広げようとしています。法遵守の文化とい

う言葉がベトナム語やそのほかの言語にもうまく翻

訳されることを望みますけれども。ただ彼らは変え

ようという努力をしています。

　このような原則が，その国にいる主体者によって

使われる際に，もちろん，今はなかなかうまくいか

ないかもしれませんが，今後，ちゃんと説得できる

部分も出てくると思います。ですから，勇気を持っ

てこうした議論を続けていきましょう。私たちは，

ＳＤＧｓによって，今このような議論を行うことが

できています。なぜなら，ＳＤＧｓは私たちのアジェ

ンダの全てだからです。ベトナムのアジェンダであ

り，日本のアジェンダでもあります。ですから，も

はや，議論することが政治的に機微なことではあり

ません。是非，私たちが関わっている国々でも，是

非議論を続けていきましょう。これによって私たち

はもっと強くなれると思います。一緒にやっていき

ましょう。

　あと手短にコメントをしてもらいますけれども，

今日一緒にやってきて，ＵＮＤＰと日本の両方に，

すばらしい貢献してくださる方がいます。

○稲垣　ＵＮＤＰでニックと同じチームで勤務して

います検事の稲垣と申します。ちょっとずるをして，

１分だけくれというふうに言ってしまいました。と

いうのは，１つだけ，今日あまり触れられてなかっ

たことがあって，それがすごく残念だなと思ったの

でなんですけれども，それは今回の法整備支援連絡

会が２０回記念だということで，つまり２０年以上

ですけれども，この日本の法整備支援が歴史を積み

重ねてきて，森嶌先生一人から始まった支援が，こ

れだけのコミュニティになって，これだけいろんな

方が関わるようになった。そして，いまだにこれだ

け熱い熱気も維持しているというのは非常にすばら

しいことで，これはもう祝うべきことではないかと

いうふうに思いましたので，私も，ニューヨークに

いるＵＮＤＰの同僚たちや皆さんと同じ理想を持っ

て，法の支配の実現に向けて取り組んでいますし，

そのＵＮＤＰの仲間たちを代表しても，大変僭越な

がらお祝いを申し上げたいと思いますし，次の世代

を担う者としても，先輩方の努力に敬意を表したい

と思います。

　その上で，今日の議論というのは，でもこのまま

でいいのかということがあったと思うんです。つま

り，このままのアプローチで掲げていた理想が本当

に達成できるのか。そのカルチャー・オブ・ローフ

ルネスというのは，それをひとつ体現するもので，

つまり，これまでの法や制度を重視するアプローチ

では欠けていた視点があるんじゃないかという，そ

の一つのチャレンジを突き付けているカウンターア

プローチじゃないかというふうに思っております。

　ＳＤＧｓというのは，今日もサックス教授が言っ

ていたように，全てがインターディペンデントだと。

ゴール１６だけ見ていても達成できない。全ての

１７のゴールを，全て関連し合うものとして達成を
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目指さなければいけないという点で，やはり従来の

思考を解き放って，英語ではシンク・アウトサイド・

ボックスと言いますけれども，これまでとは違った

見方をすることを促しているものだと思うんです。

ですので，私が何か答えを出せるものではありませ

んけれども，ＳＤＧｓは日本の法整備支援にとって，

そういう新たなチャレンジの機会になるのではない

かというふうに思っております。

　ありがとうございました。

○森永　はい，どうもありがとうございました。

　ブースさん，稲垣君，ＵＮＤＰチームの今後のグッ

ドラックをお祈りしたいと思います。ぜひ，今後も

一緒に日本と活動をしてください。

　最後に，私に締めろという話なんですけれども，

今日はＳＤＧｓと法整備支援という大きなテーマで

お話をしていただきました。いろんなご意見を賜り

まして，それぞれいろんな角度から実りのある議論

になったのではないかと思います。

　私自身は，どちらかというと，現場でやっている

人間の方に属する者ですけれども，私どもにとりま

しては，ＳＤＧｓというのは，それ自体を目標とし

てもいいようなものであると同時に，逆に我々の活

動の後押しをしてくれる追い風になるような気がし

ます。といいますのは，ＳＤＧｓでは，これはルー

ル・オブ・ローだとか，アクセス・トゥ・ジャスティ

スというのは，あんまり正面から掲げられていな

かった。それがＳＤＧｓになったときに，少なくと

も１６．３には，はっきりとルール・オブ・ローと，

それからアクセス・トゥ・ジャスティスが明記され

たということで，まさにルール・オブ・ロー，アク

セス・トゥ・ジャスティスが我々が法整備支援の目

標とする部分であります。それがあのような大きな

国連の，全世界が同意した目標の中にしっかりと明

文で定められたということは，まさに我々の今まで

やっておった活動が，日本式に言うとお墨付きを得

たというんですかね，英語で何て言うんですかね，

オフィシャリエンドースなんですかね，そういった

思いがしまして，我々にとっては非常に，ある意味

心強い柱が立ったという感じがいたしております。

ただ，追い風だからといって，追い風があればすっ

と進むかということではありませんで，現場サイド

では，日々，いろんな問題を抱えておりまして，そ

れを地道に一つ一つ解決しながら進んでいかなけれ

ばならないというのも，この仕事の厄介なところで

あります。

　ただ，確かに日本の法整備支援，いろいろ紆余曲

折がございましたし，それからまだ，もちろんこれ

から改善すべき点もたくさんあるんでしょうけれど

も，ただ，少なくとも国内でもこれだけの理解して

いただける方々，お声をかければこれだけの方々が

集まってくださる，あるいはブースさんもわざわざ

バンコクから来てくださる。少なくともブースさん

がバンコクから来てくださるだけの価値はある活動

を我々はしているんだなと思って，今日は特に，そ

れからジェフリー・サックスさんもわざわざニュー

ヨークから参加していただける，こういう方々が

ちゃんと参加していただけるだけのことはやってい

るんだという，そういう変な自信を持ちまして，こ

の４部は終わりたいと思います。

　どうもありがとうございました。（拍手）

○鈴木　パネリスト，モデレーターの皆様，ありが

とうございました。

　それでは，公益財団国際民商事法センター理事長，

大野恒太郎様より，閉会のご挨拶をいただきます。

　大野理事長，よろしくお願いいたします。

○大野　国際民商事法センター理事長の大野恒太郎

です。

　本日は，「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と法

整備支援」をテーマに，法文化にもわたります，長

時間の大変熱の入った充実した会議が行われまし

た。遠く海外から基調講演をされたサックス教授，

それから昭島の会場にまでお越しになった国連開発

計画のブースさん初め，報告や発言をされた方々，

そして東京会場と大阪会場にお集まりになった皆さ

ん，本当にありがとうございました。

　法整備支援連絡会は，今回でちょうど２０回目を

迎えました。その間，我が国は，ベトナム，カンボ

ジアを初めとするアジアの開発途上国に対し，相手
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国の文化や歴史，オーナーシップ等を尊重しながら，

法律の制定，司法制度の運営の向上，法曹人材育成

等に取り組んでまいりました。先ほどもお話にござ

いましたけれども，昨年暮れには長く支援を続けて

きたラオスにおいて民法典が成立したところであり

ます。一方，アジア諸国は，この間，技術革新の効

果もあって目覚ましい経済的な発展を遂げ，我が国

との間の人的，経済的な関係は一層緊密なものと

なっております。

　こうした状況の変化を受けて，法整備支援も，相

手国の実情に寄り添いながら，足が地についた実効

性のある支援を行うという基本的な姿勢を堅持する

一方で，それに加えて，より実務的な，今日的なテー

マに対しても積極的に取り組むことが求められてお

ります。それはまた東西間の会員の多くを占める企

業の側も強く期待するところでありまして，先ほど

お話のありました司法外交の中身とされているとこ

ろとも重なり合うところがあるだろうというふうに

考えております。

　ところで，本日の会議のテーマのＳＤＧｓであり

ます。国連が２０３０年を目標に，国際社会が力を

合わせて取り組むべき目標・課題等を明らかにした

ものでありますが，その中には法の支配の促進も明

記されております。したがって，本日の会議がその

テーマとしてこれを取り上げたことは，誠に時宜を

得たものだと思います。

　法整備支援がこのＳＤＧｓの中にどのように付け

位置付けられるのかという点につきましては，本日

の会議でもさまざまな意見が述べられたところであ

ります。ただ，いろいろな考え方があるにいたしま

しても，このＳＤＧｓによって，法整備支援の果た

す基盤的な役割に改めて光が当てられたことには異

論がないだろうというように考えます。そして，法

整備支援は専門的，技術的な側面を有するわけです

けれども，今回，このＳＤＧｓという，より大きな

視点からこれを捉え，先ほど森永部長は追い風とい

う表現を使われました。旗印ということになるのか

もしれませんけれども，法整備支援の意義を訴えて，

広く理解と協力を獲得していくことが，この事業に

取り組む私どもとしては大変重要なことだろうとい

うように考えております。

　それから，議論の中で強調された点でありますが，

このＳＤＧｓの中では，単に政府の役割だけではな

しに，プライベートセクターの役割，企業の責任に

ついての言及もございます。したがって，今後，コ

ンプライアンス，あるいは環境問題，ビジネスと人

権との関係等についても，一層関心を持って取り組

んでいく必要があるだろうというように考えており

ます。

　国際民商事法センターといたしましては，引き続

き，法務省，ＪＩＣＡを初めとする関係諸機関，弁

護士，専門家の方々，学者の先生方，諸外国関係機

関等と協力いたしまして，これらの間のハブという

んでしょうか，触媒のような役割を担ってまいる所

存です。

　それでは，我が国の法整備支援事業のますますの

息長い発展と，皆様のご活躍をお祈り申し上げ，閉

会のご挨拶といたします。

　本日はどうもありがとうございました。（拍手）

○鈴木　大野理事長，ありがとうございました。

　最後に，来年度の法整備支援連絡会のご案内です。

　第２１回法整備支援連絡会は，２０２０年２月

１４日金曜日の開催を予定しております。どうぞ来

年もよろしくお願いいたします。

　それでは，以上をもちまして，第２０回法整備支

援連絡会を終了いたします。皆様，本日は長時間に

わたり，ご参加，ありがとうございました。（拍手）

　大阪会場の皆様も，本日はありがとうございまし

た。

○高木　東京会場の皆様，どうもありがとうござい

ました。（拍手）
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【共同研究】

平成３０年度ウズベキスタン行政法共同研究 

（行政手続法及び行政訴訟法について）

国際協力部教官　

高　梨　未　央

１　はじめに

　　ウズベキスタンは，平成２５年の「法制度整備支援に関する基本方針（改訂版）」の

策定により，法制度整備支援活動を重点的に行う８か国のうちの１か国に指定された。

　　国際協力部（以下「当部」という。）では，平成１４年（２００２年）に，ウズベキ

スタンに対して，同国の市場経済化への取組などを後押しするために法制度整備支援活

動を開始し，その後断続的に支援を継続してきた。

　　ウズベキスタンにおいては，ＪＩＣＡプロジェクトによって，平成２０年（２００８

年）から，一般的な行政手続法及び不服審査手続を規定する行政訴訟法の起草支援が行

われていたが，平成２４年（２０１２年）９月に法の制定に至らないままプロジェクト

は終了した。

　　しかしその後もウズベキスタン政府や前記起草支援プロジェクトに参加した日本の研

究者らが法案成立に向けた努力を続け，平成２９年（２０１７年）１１月，ようやく行

政手続法及び行政訴訟法の法案がウズベキスタン上院において可決されて成立し，平成

３１年１月１日に施行されるに至った。

　　当部では，これを機に，平成２９年度よりウズベキスタンに対する行政法分野での法

制度整備支援活動を本格化し，今回の共同研究（以下「本共同研究」という。）までの

間に現地セミナー３回及び共同研究１回を実施してきた。

　　ウズベキスタンは旧社会主義国であるため，日本を含め欧米系統の法体系とは法の解

釈と適用の概念が異なっており，法解釈が重要な意義を持つ行政関連法規の普及及び適

正な運用に向けて，大きな障壁となっている。

　　そこで，今回，行政法の起草に関与した日本側の研究者と共に，行政法の適切な解釈

適用についてウズベキスタン側から提出された事例などをもとに議論し，新法の適正な

運用に向けた支援の方向性について協議することを主たる目的として，本共同研究を実

施した。

２　共同研究の趣旨

　　ウズベキスタンへの現在の法制度整備支援活動は，成立した行政手続法及び行政訴訟

法の普及と適正な運用を図ることを主たる目的としており，具体的には，行政手続法及

び行政訴訟法の解説書を作成する取組を進めている。

　　そこで，本共同研究では，現在同国の行政法分野における運用上の問題点を明らかに
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し，解説書に記載すべき内容や論点を洗い出すことを主要なテーマとして掲げ，解説書

作成に向けた土台作りを行うこととした。

３　概要

　⑴　日程

　　　平成３１年３月１０日（日）から同月１６日（土）まで（移動日を含む。）

　⑵　研究員

　　　別添研究員名簿のとおり。

　⑶　場所

　　　名古屋大学法政国際教育協力研究センター，法務総合研究所赤れんが棟

　⑷　研修内容

　　ア）名古屋大学市橋克也教授による講義

　　　　市橋教授はＪＩＣＡによる行政関連法規の起草支援プロジェクト時からウズベキ

スタンへの法制度整備支援活動に関与され，プロジェクト終了後もウズベキスタン

への支援を続けていた日本の法学者の１人である。市橋教授からは，「ウズベキス

タンの行政訴訟法における行政の法律適合性原則」と題して講義をしていただいた。

　　　　行政手続法や行政訴訟法は，行政権が市民生活と接触する場面における適正な手

続きを規定し，権利侵害があった場合の救済方法を定めた法律といえ，その背景に

は，国民の権利関係に関することは法律で規定するという，我々にとっては当たり

前ともいえる民主主義の大原則が存在する。しかし，ウズベキスタンでは，この当

たり前の原則が徹底されているとは言い難い状況が存在する。

　　　　この講義では，行政の法律適合性原則の基本的な理解や，その背後の法理論，法

律から委任を受けて規定された下位法令を様々な解釈技法を活用して法律に適合し

たものとして運用し，行政裁量の法的コントロールを行う方法などについて説明が

なされた。

　　イ）ウズベキスタン側の発表について

　　　　研究員のニルファー氏（タシケント行政裁判所の裁判官）より，行政訴訟で問題

になった事例について発表があった。

　　　　土地収用など日本でも問題となりうる事例も多く，裁判例が公開されていないウ

ズベキスタンでの法制度整備支援活動を進めていく上で，貴重な事例収集の場とも

なった。

　　ウ）協議について

　　　　ウズベキスタン側から発表された事例をもとに，問題と思われる論点について，

活発な議論がなされた。

　　　　また，協議の中で，行政法解説書の執筆スタイルや，試作として執筆するテーマ

等も決定され，今後の支援活動につながる有意義な協議となった。
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４　所感

　　今回は，昨年度に引き続き行政法分野に関する２度目の共同研究であったが，ウズベ

キスタン側研究員から豊富な事例が提出され，その後の議論も終始活発なものとなり，

非常に有意義な内容であったといえる。

　　発表や議論の中では，ウズベキスタンにおける行政法分野の様々な問題点が浮き彫り

となったが，個人的には，日本において行政法の初学者が学ぶような，処分性や行政処

分，比例原則，行政庁や行政機関の分類（判別）といった最も基礎的な概念が十分に理

解・整理されていないという印象を受けた。

　　また，ウズベキスタンでは判決文が公開されていないため，類似事案を見ながら事案

の処理を検討したり，或いは法的論点について考察したりするということが難しい状況

と見受けられた。

　　このような状況を踏まえて，最終日に実施された今後の支援に関する協議では，条文

の逐条解説ではなく論点整理型の解説書を作成していくこと，解説書には日本の判例も

盛り込み，実務に活用できる内容のものとしていくことなどについて，双方が合意した。

　　本共同研究期間中の３月１３日には，研究員として来日していたイスターモフ司法省

第一副大臣を迎え，同省と法務省との間の協力覚書（Memorandum of Cooperation，通称

ＭＯＣ）の調印式も行われ，今後ウズベキスタンと日本の関係は益々強化されていくも

のと期待され，当部としても，解説書の完成に向けて最大限の努力をしていく所存であ

る。

　　最後に，ご多忙の中ご協力くださった名古屋大学市橋克也教授，龍谷大学本多滝夫教

授，三重大学樹神成教授，名古屋大学安田理恵特任講師，通訳の香取潤氏，その他関係

機関の方々に対し，この場を借りて心より感謝申し上げたい。
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平成３０年度ウズベキスタン行政法共同研究　研究員名簿

ホジエフ　エルキン

最高裁判所裁判官評議会附属高等研修所長

最高検察庁アカデミー長

司法省第一副大臣，発展戦略センター専門家

イスタモフ　マフムッド

ブルハノフ　アクマル

発展戦略センター専門家，国民議会議員

イソコフ　ホジムロッド

コレンコ　イヴゲニー

国際協力専門官 / Administrative Staff 村里　しおり（MURASATO, Shiori)

教官 / Professor 高梨　未央（TAKANASHI, Mio）

【研修担当/Officials in charge】

最高検察庁アカデミー教官

ウスマノワ　ニルファー

タシケント行政裁判所裁判官
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【研修等実施履歴】

　２０１９年２月から同年４月までの間に，当部が実施した研修等は下記のとおりです。

　研修の詳細等についてお知りになりたい方は，当部までご連絡ください。

記

１　研修

　⑴　第１回カンボジア・民法・民事訴訟法運用改善研修

　　　日　時　２０１９年２月１１日（月）から同月２３日（土）まで

　　　場　所　法務省赤れんが棟ほか

　　　テーマ　判決起案能力向上支援

　　　担　当　国際協力部教官　福岡文恵，佐々木淑江，国際協力専門官　執行優里

　⑵　インドネシア法整備支援第１０回本邦研修

　　　日　時　２０１９年２月１７日（日）から同年３月２日（土）まで

　　　場　所　法務省赤れんが棟，ＪＩＣＡ関西ほか

　　　テーマ　法令間整合性確保支援

　　　担　当　国際協力部教官　高梨未央，国際協力専門官　近藤友宏

　⑶　ミャンマー法・司法制度整備支援プロジェクト第１５回本邦研修

　　　日　時　２０１９年３月３日（日）から同月１６日（土）まで

　　　場　所　法務省赤れんが棟ほか

　　　テーマ　法的紛争の予防及び解決と国の関与

　　　担　当　国際協力部教官　岩井具之，小島麻友子，髙木晶大

　　　　　　　国際協力専門官　吉田有里

　⑷　ラオス法の支配発展促進プロジェクト第２回本邦研修

　　　日　時　２０１９年３月３日（日）から同月１６日（土）まで

　　　場　所　ＪＩＣＡ横浜，法務省赤れんが棟ほか

　　　テーマ　新民法典条文解説書作成支援

　　　担　当　国際協力部教官　前田澄子，鈴木一子，国際協力専門官　松波宏幸　

２　共同研究

　　平成３０年度ウズベキスタン行政法共同研究

　　日　時　２０１９年３月１０日（日）から同月１６日（土）まで

　　場　所　法務省赤れんが棟，名古屋大学
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　　テーマ　行政手続法及び行政訴訟法

　　担　当　国際協力部教官　高梨未央，国際協力専門官　村里しおり

３　シンポジウム

　　第２０回法整備支援連絡会

　　日　時　２０１９年２月１日（金）

　　場　所　東京会場：法務省国際法務総合センター「国際会議場Ａ」

　　　　　　大阪会場：大阪中之島合同庁舎２階「国際会議室」

　　　　　　（各会場をＴＶ会議システムで接続）

　　テーマ　持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と法整備支援

　　担　当　国際協力部教官　伊藤浩之，小谷ゆかり，福岡文恵

　　　　　　国際協力専門官　赤井隆志，松波宏幸，吉田有里
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【活動予定】

　２０１９年７月から同年９月までの間に，当部が行う予定の研修等は，下記のとおりで

す。

　聴講等を御希望される方は，事前に当部まで御連絡ください。なお，研修内容や研修場

所のスペースの関係で御希望に添えない場合がございますのであらかじめ御了承ください。

記

１　研修

　⑴　インドネシア法整備支援第１１回本邦研修

　　　日　時　２０１９年７月２８日（日）から同年８月１０日（土）まで

　　　場　所　法務省赤れんが棟，ＪＩＣＡ東京ほか

　　　テーマ　商標に係る事件処理の予見性及び審査の質の向上支援

　　　担　当　国際協力部教官　細井直彰，下道良太，国際専門官　今村佳織

　⑵　ミャンマー法・司法制度整備支援プロジェクト第１６回本邦研修

　　　日　時　２０１９年７月２１日（日）から同年８月３日（土）まで

　　　場　所　法務省赤れんが棟，ＪＩＣＡ東京ほか

　　　テーマ　立法過程

　　　担　当　国際協力部教官　村田邦行，小島麻友子，国際専門官　吉田有里

 

　⑶　インドネシア法整備支援第１２回本邦研修

　　　日　時　２０１９年９月２３日（月）から同年１０月５日（土）まで

　　　場　所　国際法務総合センターほか

　　　テーマ　法令間の整合性確保に向けた支援

　　　担　当　国際協力部教官　前田佳行，国際専門官　今村佳織

２　その他

　⑴　国際民商事法金沢セミナー

　　　日　時　２０１９年８月上旬

　　　場　所　北國新聞赤羽ホール（石川県金沢市南町２－１）

　　　テーマ　アジアにおける企業進出の法的問題（仮）

　　　担　当　国際協力部教官　小谷ゆかり，国際専門官　執行優里

　⑵　国際知財司法シンポジウム２０１９

　　　日　時　２０１９年９月２５日（水）から同月２７日（金）
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　　　場　所　弁護士会館　講堂「クレオ」

　　　テーマ　アジア太平洋地域における知的財産紛争解決

　　　担　当　国際協力部教官　小谷ゆかり，下道良太，国際専門官　吉田有里
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国際専門官の平日

法務総合研究所総務企画部国際事務部門　

国際専門官　遠　藤　裕　貴

　平成の時代も終わり令和の時代を迎え，世の中が心機一転，盛り上がっているところ，

平成２６年からこの業界で勤務している私は相変わらず昭島の庁舎へ向かい，国際協力に

関わる業務を行っています。このＩＣＤ ＮＥＷＳへの寄稿は２回目になり，平成２９年

の記事1では，国連アジア極東犯罪防止研修所及び当部での勤務を通じて感じた両者のカ

ラーの違いについて述べ，拙稿の最後は「私が国際◯◯専門官として勤務できる時間は，

あと少ししか残されていないと思いますが」と締めくくっていますが，あれから約２年経

過した今もここで勤務することができていることは望外の喜びであり，ＪＩＣＡを始め，

国際協力に従事されている皆様からの御指導により日々成長することができているものと

感じております。

　さて，今年度からＵＮＡＦＥＩ及びＩＣＤにおいて勤務していた国際研修専門官及び国

際協力専門官は事務部門の統合により，国際専門官という新たな職名となりました。私は

今年度から研修担当を離れ，「企画担当」というＵＮＡＦＥＩ及びＩＣＤの活動内容にま

たがる国会関係業務を行っております。そこで今回の記事では昨年度までの研修担当だっ

た日々を思い出し，「国際専門官の平日」と題してお送りいたします。

 ９：００

　東中神駅から庁舎までのほぼ直線の道，約１ｋｍを歩いて通勤します。当部へいらっ

しゃったことがある方は御存知と思いますが，庁舎の向かいの土地は広大な空き地が広

がっています。とても東京とは思えないぐらいの空き地なので，私はこの空き地を「サバ

ンナ」と密かに呼んでいます。なお，この土地は本年９月から造成が始まり，住宅や商業

施設が建設されることになりました。「法整備支援へのいざない」，「法整備支援連絡会」

へお越しの皆様におかれましては，再来年頃には昼食調達の心配がなくなりますので御安

心ください。

　庁舎に到着すると，食堂から朝食を食べ終えた研修参加者にたいてい遭遇します。ＩＣ

Ｄの研修参加者へは「シンチャオ！（ベトナム語）」など現地語で，ＵＮＡＦＥＩの研修

参加者へは「ハロー（英語）」と挨拶を交わします。月曜日であれば，週末どこへ行った

かなど適当な話をしたり，始業開始時間までエントランス付近で油を売っています。研修

実施期間ではない平日はまっすぐ事務室に行かなければいけないのがつらいところです。

1 ＩＣＤ ＮＥＷＳ ７１号（２０１７.６） p.２２７－ p.２３０「塀の外の世界は広かった」
http://www.moj.go.jp/content/001229681.pdf

専門官の眼
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 ９：３０

　業務開始の時間です。どの専門官も１日の始まりに行うのは，国際協力三原則「金出せ，

知恵出せ，汗をかけ」の唱和，ではなく，メッセージボードと呼ばれる業務用電子掲示板

の確認です。この電子掲示板には各研修のスレッドが立っており，「講師から講義資料が

届いた。」，「研修員が一人来られなくなった（これはいろいろと手続に手間がかかるので

ダメージ大）。」など各種連絡事項を全ての職員が記載しているものです。夜中や休日も働

いている専門官もいるのか，投稿時間が２３：００や日曜日などになっているのを見ると，

「若い同僚たちは体力があっていいなぁ。」と自分の体力のなさを感じます。このメッセー

ジボードの確認ですが，当部の研修だけでも相当の数がありますので，結構な時間がかか

ります。自分が担当者ではない研修であっても同時期に実施する研修であれば，寮室や教

室数の関係から目を光らせていないと研修間近になって，それらの確保ができていないと

いう大変な事態になりかねないからです（ちなみに私はこの失敗を一度したことがありま

す。）。確認作業だけであっという間に午前の時間が終わりそうですが，もう一つ確認作業

があります。

 １０：３０

　メッセージボードの確認が済んだ後はメールのチェックです。研修担当は本当にたくさ

んのメールを処理しています。各研修の講師，関係省庁，ＪＩＣＡ，国際民商事法センター，

通訳者，各業者などなど。私が記憶している１日最大受信数は２５０件くらいです。英文

メールも含まれるので読んでいるだけで，以前のメールの内容を忘れてしまうほどです。

さらに研修担当を苦しめるのはメールボックス容量の小ささです。たった５０MB しかあ

りませんので，１日外出したり，休暇を取ろうものならメールボックスがパンクして，受

信ができない状況になります。このような厳しい条件なので，必ず毎朝誰かしら「メール

パンクしてる！１０MB の添付ファイルあるやつとか CC に入れなくていいから！」と言

う人がいるのも研修担当部門のよくある光景です。読者の皆様がメールを送った際にこち

らからエラーメールが帰ってきた場合は「ああ，いっぱいメールが来て大変なんだな。他

の人に送っておこう。」と温かく見守っていただけますと幸いです。

 昼休み

　正午から午後１時までは休憩時間です。昭島庁舎は御存知のとおりサバンナが目の前に

広がる陸の孤島ですので，昼食の調達は困難です。そんな我々を支えるのは１階の食堂で，

Ａ定食，Ｂ定食の２種類を各５００円で提供してくれます。多くのＩＣＤ，ＵＮＡＦＥＩ

職員は食堂で昼食を食べます。たいてい１つのテーブルに固まって雑談をしながら食事を

しますので退屈しません。また，ＵＮＡＦＥＩの語学顧問，通称トムの隣に着席すると英

語で会話することになるため，昼食をとりつつ，無料の英会話レッスンを受けられます。

ちなみに先日は「武士道とは死ぬこととみつけたり。」とは何か，という難解な質問をト

ムから受け，「ラストサムライ（映画）みたいなもんよ。」と知的な会話をしました。
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　研修期間中であれば研修参加者も食堂に来ますので，彼らと食事をすることもあります。

大量にタバスコや唐辛子をかけている様子を見ると異文化を実感することができ，こちら

にも唐辛子をくれるなど東南アジアの人々は大変優しい方ばかりです。ほぼ１時間，食堂

で談笑することで昼休みは過ぎていきます。

 １３：００

　眠くなってきましたが，やらなければいけないことが多いのでがんばります。

　研修準備において手間と時間がかかるのが講義資料の準備です。講義資料を準備する過

程は資料の入手，翻訳，印刷と進んでいきますが，大抵第一歩目の資料の入手でストップ

してしまいます。講師の皆様は大変お忙しい中，当部活動に御協力いただいているため，

やむを得ないところなのですが，なかなか資料を入手できないと我々はとても焦ります。

翻訳，印刷の発注業務を行なっている国際民商事法センター（財団）もＪＩＣＡから事業

費を受けている都合上，経費精算のルールに従って発注を行わなければならず，研修担当

専門官へ財団からの督促が続くことになります。午前のメールチェック時に現地や講師か

らのメールに講義資料が添付されているとホッとします。今後も期限までの御提出にご協

力いただけますと幸いです。

　ＪＩＣＡが関与する研修であれば，財団の協力を得て準備を進めることができるのです

が，当部予算で行うもの（各共同研究）の場合は，我々が翻訳発注，印刷を行わなければ

いけないので，研修直前に資料が集まった場合，２日間くらいコピー室に閉じこもって印

刷，製本をすることになります。この案件を担当すると財団の協力が大変ありがたいもの

だと実感できます。

 １４：００

　研修期間中であれば，この時間帯から初日のオリエンテーションを実施します。平成２

９年からオリエンテーションは専門官が行うことになりました。各自，好きなようにオリ

エンテーション用パワーポイントを作成し，熱心に行なっています。私は結構雑なので，

「時間は守ろうね」，「移動中ははぐれないでね」といった基本的なことを中心に実施して

います。それでも大抵，研修参加者は時間どおりには集まらないですし，見学に行った際

に通り道に関心をひくようなものがあればフラフラと寄り道してしまっています。この業

界に長くいると，「ああ，いつもどおり集まらないな。」，「また寄り道してるし。」など，

のんきに私は対応しているのですが，１年目の教官や専門官は異常に焦ってしまいます。

そんな焦っている同僚へ，「まぁまぁ，アフリカではよくあることだから。」（ＵＮＡＦＥ

Ｉ在籍時，私はアフリカ研修担当でした。）と声をかけ続けていたところ，大変名誉なこ

とにアフリカ人と呼ばれるようになりました。彼らの国民性もあるので，そこを考慮して

あげるのも大事な仕事です。

　所内案内も実施するのですが，担当専門官それぞれに説明のカラーがあって，見ている

と大変面白いです。まじめに説明する人，やたら笑いを取りに行く人など，それぞれの特
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色があり，次回使ってみようと思うことをみつけられます。

 １５：００

　研修期間中は研修参加者を連れて上記のとおり見学に行くこともあります。まずバスに

乗車させるのですが，事前に何時に出発するかアナウンスしていても必ず３人くらいは行

方不明になっています。通訳者と探しに行き，定刻の１０分遅れくらいで出発するのが日

常です。講義資料を必ず持参するように言っても，持参していない人が必ずいるのでバス

で全員そろったら所持の確認をします。全員資料を持ってバスに乗っていれば，もう見学

は成功したも同然です。あとは現地ではぐれたりする人，撮影禁止の場所で撮影しようと

している人を取り締まれば完璧です。バスの中で研修参加者と会話したり，スカイツリー

や国会議事堂が見えれば彼らに教えてあげたり，ときには歌を歌ったり，となかなか遠足

のような気分で彼らにとっても，我々にとっても息抜きのような時間です。

 １７：００

　研修のコマはだいたい午後５時には終了しますが，研修担当専門官の業務はまだ終わり

ません。教室の片付けをしたり，翌日のスライドなどをセットします。ゴミは分別するよ

うに言っていても，なぜ分別するのかがよく理解できないのか，燃える・燃えないゴミが

混在する状態になっているゴミ箱を確認し，掃除のおば様たちにあとを託します。

　研修参加者は研修のコマが終了すると，例外なく陸の孤島こと昭島庁舎から大都会立川

などへ買い物に出かけます。面倒見のいい専門官は勤務時間後に彼らを立川へと連れて

いってくれます（私はお酒を飲む案件であればついていきます。）。その際に外で夕食を食

べる研修参加者もいるのですが，夕食キャンセル票をちゃんと出しているか一声かけるの

も専門官の大事な仕事です。例えばほぼ全員が外出して夕食が不要な場合，キャンセル票

を彼らが出していないと食堂職員は全員分食事を作ってしまい，無駄になってしまうかも

しれないからです。Mottainai をモットーにする我が国としては食品ロスを減らしたいの

で，必ずキャンセル票を出したかを確認します。それでも出し忘れている人はいるものな

ので，研修一週目など，私の場合はよく寮の玄関で待ち伏せし，食事前にでかける研修参

加者がいた場合，「キャンセル票を出したか。」と声をかけるようにしていました。

　その時に実施している研修に関する業務だけでなく，当然翌月等の研修準備も並行して

行う専門官は多忙を極めます。ベトナムの研修運営をしながら，バングラデシュの研修準

備を行うような生活は非常に頭のなかが混乱し，財団から「昨日提出された講義資料の件

ですが・・・，」とたずねられても，どちらの話をしているのか瞬時に判断できないこと

もしばしばです（その点，財団の方は１人でいろいろ作業しているのに把握できていてす

ばらしいです。）。かつては教官同様に専門官も担当国制度があったのですが，業務拡大著

しい平成３０年度以降は大阪時代の業務体制を維持することが難しく，研修案件が混み合

う１０月などは手が空いている専門官が順次対応するという体制になっています。特に私

は在籍年数が長いので，昨年度はベトナム，バングラデシュ，インドネシア，ラオスとマ
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ルチに割り当てられ，毎日混乱しながら業務を進めていました。

 １８：１５

　今日もいろいろ問題はありましたが，とりあえず業務終了です。終了時間ギリギリにな

にやら問題のありそうなメールが来ていても，そっとパソコンを閉じましょう。

　課業時間後に財団が主催する懇談会がある場合は，我々専門官も出席し，研修参加者の

楽しげな様子をカメラに収めたり（おって全員にデータをあげます。），財団の方々に対し

て，我々が日々おかけしている御迷惑をお詫びしたり，約１時間半程度のパーティを楽し

みます。昭島庁舎以外の場所で開催する場合は，昭島へバスで連れて帰るのも専門官の大

事な仕事です。到着間際に，「忘れ物をしないように。」，「明日は何時に集合。」など通訳

者を介して伝えてもらい，無事に部屋に戻ったのを確認して業務終了となります。研修期

間中は引率が夜遅くまでわたるときがあり，体力が足りないと務まらない場面が多いです。

私は，昨年１０月に多くの案件を抱えて文字どおり歩き回っていたときに体重が７キロも

落ちて，スリムな体型になりました。メタボ体型とは無縁の生活を送れる素晴らしい業務

です。

　おおざっぱに，国際専門官（研修担当）の１日を描写してみると，だいたいこのような

感じになります。今ひとつ表舞台に現れない我々専門官ではありますが，毎日充実した研

修運営のために全力で取り組んでいます。また，オリエンテーションの箇所でもお伝えし

ましたが，各専門官にはそれぞれ得意分野，特色がありますので，いろいろな工夫を凝ら

して準備，運営を行っています。時には失敗して皆様に御迷惑をお掛けすることもあると

思いますが，その際は「○○（アフリカ，ベトナムなど）ではよくあることだから。」と笑っ

て許してもらえれば幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いします。

ベトナム最高人民検察院長官招へいの功績を法総研から表彰されました。

（右が筆者）
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各国プロジェクトオフィスから

ミャンマーミャンマー

カンボジアカンボジア

ラオス ベトナム

インドネシアインドネシア

　４月１日より，鎌田専門家の後任として着任しました長橋正憲（な
がはしまさのり）と申します。
　着任直後から調停に関する活動が入っていたり，カウンターパート
との打合せが入っていたり，ＪＣＣが開かれたりと日々の業務に追わ
れているうちに１か月が経ってしまい，日本では令和の時代が始まっ
ていました。
　ベトナムには，昨年より短期出張で３回訪れてはいましたが，やは
り実際に住むとなると色々と違っています。妻の勧めで日本から持参
した，当初は真っ白だった繰返し使えるマスクは，毎日の５分の徒歩

通勤に使用しているだけでいつの間にかクリーム色に変色していました。また，今でこそお腹が慣れてき
ましたが，当初は文字通り「水が合わない」ということで家族ともども苦労しました（職場や住環境は素
晴らしいのですが。）。
　とはいえもちろん悪いことばかりではありません。一番印象的だったのは，とにかくベトナムの人は赤
ちゃんに優しい，ということです。私は６か月の娘を連れてきていますが，家族でレストランに行くと，
すぐに店の人が寄ってきて，娘を抱き上げ，そのまま店の奥まで連れ去ってくれます。最初は不安そうな
表情だった妻も，今ではすっかりこの習慣？に慣れて，食事をゆっくり楽しんでいます。
　これからも，法律や法制度はもちろん，その根底にあるベトナムの社会や人々の考え方，価値観を理解
できるように努めながら，より良い支援ができるように活動していきたいと思います。日本国内の皆様か
らも，引き続きご指導ご助言を頂戴できますと幸いです。
　どうぞよろしくお願いいたします。

� （ベトナム長期派遣専門家　長橋正憲）

　３月１５日にカンボジアに着任し，早くも１か月半が経過しました。
４月１日には裁判官出身の佐々木淑江専門家が着任し，２０１９年度
は，弁護士出身の篠田陽一郎専門家，業務調整の川口裕子専門家，佐々
木専門家及び私の４人で協力し，プロジェクト活動を進めてまいりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
　着任の２日後，カンボジアの観光名所シェムリアップで，日本人２
名によりタクシー運転手さんが殺害されるという痛ましい事件が発生
しました。許せないという思いと，カンボジアの皆さまに申し訳ない
という思いが交錯する中，事件後，多くのカンボジアの方から，「犯

人が日本人だと聞いたが，今でも信じられない」「長年に渡ってカンボジアに協力してくれる日本人が，
こんな事件を起こすはずがない。何かの間違いだ」という声を聞きました。プロジェクト関係機関の方だ
けでなく，たまたま乗ったトゥクトゥクの運転手からも同様の言葉をかけていただきました。カンボジア
の皆さまが日本人をどれだけ信頼してくれているかが分かると同時に，その信頼に仕事で精一杯応えたい
と強く感じております。
　今後とも御支援と御指導のほど，よろしくお願いいたします。

� （カンボジア長期派遣専門家　福岡文恵）
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　インドネシアでは，写真撮影の際に，ピースサインをしないことを
ご存知でしょうか。
　４月１７日に大統領選挙があったことは，日本でも報道されていた
と思います。現職のジョコ・ウィドド大統領（通称ジョコウィ）に，
５年前の選挙で惜敗したプラボウォ氏が再挑戦するという構図でした。
　今年の初めころから，道路の中央分離帯や電柱などを含め，いたる
ところで候補者のポスターや旗などを目にするようになりました。
　そのポスターなどには，１又は２という数字が大きく記載されてい
ます。これらの数字は，その候補者の番号であり，１番がジョコウィ

大統領，２番がプラボウォ氏です（なお，前回選挙は番号が逆でした。）。
　写真撮影の際，ピースサインをすると，お前は２番のプラボウォ支持者か，という意味になってしまう
ようです。また，人差し指一本を上げるのはもちろん，親指を上げたサムアップも１番を意味し，ジョコ
ウィ支持者かとなってしまうようです。

　ご存知の方も多いかと存じますが，ラオスは４月に新年（ピーマイ）
を迎えます。
　毎年新年の日（お休みとなる期間も意味します）が異なるのですが，
本年は，４月１５－１７日がその期間に当たりました。
　ピーマイ前後の期間は，いわゆる年末年始の時期に当たるため，ラ
オス中がお祝いムードとなります。
　現在ラオスで実施している「法の支配発展促進プロジェクト」は，
関係者の皆様のご協力をいただき，本巻にも寄稿したとおりピーマイ
前の２０１９年２月に日ラオス法司法分野協力関係２０周年兼ラオス

民法典成立記念式典等の記念行事を実施することができました。
　さらに，ラオス民法典起草の関係で，２０１９年３月８日には，民法典起草委員会（ラオス側）及び民
法アドバイザリーグループ（日本側）がＪＩＣＡ理事長賞をいただきました。
　このように昨年（２０１９年４月のピーマイ前の一年間）は，色々とお祝い続きで，大変うれしい状況
が続きました。
　しかし，これもピーマイまでとし，ピーマイ後の新年は，気持ちを新たにして，ラオスと日本の「今後」
について地道にコツコツと活動を進めることができればと専門家一同考えております。

� （ラオス長期派遣専門家　伊藤　淳）

　ミンガラーバー！
　２０１９年４月からミャンマープロジェクトのメンバーが変わり，
野瀬憲範チーフアドバイザーの後任として，同じく検事出身の小職
（６２期）が着任し，新たに裁判官出身の髙木晶大専門家（６４期）
が着任しました。そのため，当オフィスは，中島朋子専門家（弁護士・
６５期），黒田龍二専門家（業務調整担当）と合わせて日本人が１名
増え，ローカルスタッフ２名を含めて６名体制になりました。（６月
までには中島専門家が帰任し，交代で弁護士出身の小松健太専門家が
着任予定です。）

　この記事を書いているのは，２０１９年５月１日で，日本では平成から令和となる節目の日ですが，同
時期に当プロジェクトもメンバーを新たにする一つの節目となりました。改元の儀式やムードは，ミャン
マーからも衛星放送やインターネット動画を通じて見ることができ，ミーティングや食事会などで，今年
の４月３０日と５月１日は日本にとって歴史的に特別な日であることをミャンマーの方々に説明すると，
日本が大好きな皆さんは興味を持って聞いてくれるのでうれしいのですが，その一方で，日本の皇室の歴
史や天皇の憲法上の地位などを説明することの難しさを痛感しています。
　また，ここネピドーは４月が１年で最も暑く，最高気温が連日４０度を超えるような状況で，現地ミャ
ンマーの人々でさえも連日の暑さに少々疲れているような感じですので，まずは，プロジェクトメンバー
全員が健康でこの暑さを乗り越えることを当面の目標に頑張って参ります。今後ともどうぞよろしくお願
いいたします。
� （ミャンマー長期派遣専門家　岩井具之）
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　政治色があるとみられるのが嫌なので，これらのポーズを避けていたのです。選挙期間中は特に神経質
になっているようでしたが，それ以前も，５年前の選挙を想起させるため，ピースサインや人差し指一本
を上げるポーズは避けていましたので，今後も同様の状況が続くのだろうと思います。
　だったら写真撮影の時は棒立ちかというと，そこは賑やかにやりたいインドネシア人で，こぶしを握り
しめたガッツポーズをとることが多いです。
　皆様もインドネシアに来られた際は，ガッツポーズで写真を撮られてはいかがでしょうか。

� （インドネシア長期派遣専門家　石神有吾）
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－編　集　後　記－

　ＩＣＤ ＮＥＷＳ７９号を最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
　改めまして，本号に掲載された記事を御紹介したいと思います。

　巻頭言では，大塲法務総合研究所長から，「私の中の法整備支援と法テラス」と題して，
法テラス設立当時の取組を振り返り，司法アクセスの観点から法整備支援との関わり等に
ついて御紹介いただきました。改めて，広い視野で法整備支援を考えることの大切さに気
付かされました。

　寄稿では，ＪＩＣＡの小松様，荒井様より，「司法アクセス」をテーマとしたＪＩＣＡ
課題別研修の内容を御紹介いただくとともに，今後の展望等について御執筆いただきまし
た。途上国支援における課題や具体的ニーズを把握することの重要性など，様々な気付き
の視点を得ることができる内容となっております。

　特集では，２０１８年１２月に成立したラオス民法典に関して，ＪＩＣＡ長期派遣専門
家からは本年２月に開催された記念式典の様子や民法典の概要について，起草段階から深
く関与された松尾慶應義塾大学大学院教授からは，これまでの歩みと今後の課題等につい
て御紹介いただきました。日本のラオスに対する法整備支援が開始されてから２０年目に
民法典が成立したという，この記念すべき節目のときに国際協力業務に携わる部署にいる
ことができ，改めて有り難いことだと感じました。

　「外国法制・実務」では，ベトナム，カンボジア，ミャンマー及び中国における法制度
等について，各国の長期派遣専門家から御紹介いただいております。現地の支援活動を巡
る実状を知ることができる貴重な記事ですので，是非御覧ください。

　「活動報告」では，本年２月に開催された第２０回法整備支援連絡会及び，３月に実施
したウズベキスタン行政法共同研究について御紹介しています。
　２０回目となった法整備支援連絡会では，「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と法整備
支援」と題して，国内外の法整備支援関係者を迎え，活発な議論が交わされた様子がお分
かりいただけると思います。

　「専門官の眼」では，遠藤国際専門官から，「国際専門官の平日」と題して，一日の業
務の流れを紹介してもらいました。昭島での専門官の業務の様子がとてもイメージしやす
い内容になっていると思いますので，是非関心を持ってお読みいただきたいと思います。

　最後になりましたが，御多用の折，御寄稿くださいました執筆者の皆様に厚く御礼申し
上げます。
　関係者の皆様におかれましては，今後とも更なる御協力を賜りますよう，何とぞよろし
くお願い申し上げます。

主任国際専門官　吉田　有里
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